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第 １ 回 定 例 会 会 議 録 目 次  

 

第１号（２月16日）（火曜日） 

 １.開  会 ·······································································································   ６ 

 １.開  議 ·······································································································   ６ 

 １.会議録署名議員の指名 ··················································································   ６ 

 １.会期の決定 ····································································································   ６ 

 １.諸般の報告 ····································································································   ６ 

 １.議案第３号～議案第５号 一括上程 ······························································  １１ 

   説明、質疑、表決 

   議案第３号 総務文教委員会付託 

   議案第４号・議案第５号 産業厚生委員会付託 

 １.議案第６号～議案第15号 一括上程 ······························································  １２ 

   説明、質疑 

   議案第６号～議案第15号 総務文教委員会付託 

 １.議案第16号 上程 ·························································································  ２２ 

   説明、質疑 

   議案第16号 総務文教委員会付託 

 １.議案第17号 上程 ·························································································  ２２ 

   説明、質疑 

   議案第17号 各常任委員会付託 

 １.議案第18号～議案第23号 一括上程 ······························································  ２８ 

   説明、質疑 

   議案第18号・議案第19号 総務文教委員会付託 

   議案第20号～議案第23号 産業厚生委員会付託 

 １.議案第24号～議案第34号 一括上程 ······························································  ３１ 

   説明 

 １.請願第１号 上程 ·························································································  ４０ 

   請願第１号 産業厚生委員会付託 

 １.散  会 ·······································································································  ４０ 

    癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

第２号（２月25日）（木曜日） 

 １.開  議 

 １.議案第35号 上程 ·························································································  ４２ 



 

 

－２－ 

   説明、質疑 

   議案第35号 総務文教委員会付託 

 １.議案第６号～議案第８号・議案第14号・議案第17号～議案第23号 一括上程 

    ·····················································································································  ４３ 

   委員長報告、質疑、討論、表決 

 １.平成28年度施政方針並びに各会計予算案に対する総括質疑・一般質問 ···········  ４４ 

  川越信男議員 ··································································································  ４４ 

   １ 新たな総合計画について 

       （１）総合計画と総合戦略の関係について 

       （２）総合計画の検証について 

       （３）策定方針について 

     ２  学校教育の新たな取組「夢の実現、学びの教室」について 

       （１）事業への思いについて 

       （２）具体的内容について 

       （３）成果について 

     ３  水道事業について 

       （１）水道事業・水道会計の現状について 

       （２）耐震診断業務の結果について 

       （３）大雪による漏水・断水について 

       （４）断水時の給水対策について 

     ４  健康寿命を延ばす施策について 

       （１）後期高齢者医療の平成27年４月１日現在の被保険者数は 

       （２）これまでの被保険者数の推移及び５年後の見込みについて 

       （３）健康寿命対策は 

  堀内貴志議員 ··································································································  ５１ 

   １ ふるさと納税の効果的な活用について 

        (１）ふるさと納税の実績と検証について 

        (２）更なるふるさと納税額アップの方策について 

        (３）ふるさと納税の効果的な活用について 

   ２ 選挙権年齢「18歳以上」に引き下げられたことによる投票率アップのた 

     めの啓発活動について 

        (１）前回質問してからの投票率アップのための進捗状況について 

        (２）高校生に対する啓発活動と４月に進学就職し転居を予定する有権者 

             への対応について 



 

 

－３－ 

        (３）若い世代に対する投票率アップのための啓発活動について 

        (４）教育長の考えと今後について 

   ３ 学校教育におけるＰＣ、タブレット等のＩＣＴ機器の効果的な活用につ 

         いて 

        (１）学校教育においてどの程度整備されるのか。 

        (２）学校教育においてどのような学習が実施され、どのような効果が期 

             待できるのか。 

        (３）市内におけるWi-Fiのアクセスポイントの充実について、どのように 

             考えるか。 

  村山芳秀議員 ··································································································  ６２ 

   １ 施政方針及び一般会計予算案から 

        (１）地域包括ケアシステムの推進と人材育成 

        (２）農業における６次産業化について 

        (３）防災ラジオの活用と行政支援について 

        (４)ふるさと応援基金の使いみちについて 

  川畑三郎議員 ··································································································  ７２ 

   １ 農林業について 

        (１）新規就農支援事業の内容は 

        (２）ＴＰＰ交渉が大筋合意したが、垂水市における影響は 

        (３）寒波により農作物に被害があったが、援助、対策は 

   ２ 水産業について 

        (１）水産振興支援事業の内容は 

        (２）ＴＰＰ交渉合意における水産業の影響は 

        (３）ブリの人工種苗生産のため施設整備が計画されているが、その内容 

             は 

   ３ 商工費について 

        (１）商工会イベント運営補助金の内容は 

   ４ 土木費について 

        (１)垂水中央運動公園の改修事業について 

  北方貞明議員 ··································································································  ８２ 

   １ 施政方針と予算について 

        (１）南の拠点の本年度の事業計画について 

        (２）ふるさと納税の活用について 

        (３）コスモス苑と中央病院の収入増と経費削減について 



 

 

－４－ 

   ２ 防災対策について 

        (１）災害時の中央病院等への水の供給は十分なのか、また、生活水につ 

             いては 

   ３ 土地開発公社について 

        (１)土地開発公社の解散は、平成27年度であったが 

  池山節夫議員 ··································································································  ９３ 

   平成28年度 施政方針と予算案について 

   １ 地域包括ケアシステムの推進について 

        (１）医療・介護・福祉の雇用確保と所得向上について 

        (２）地域包括ケアシステムの拠点整備と人材育成について 

        (３）地域包括ケアシステムと「まちづくり」について 

   ２ 商工会主催の新イベントについて 

        (１）同窓会支援について 

        (２）「第二市民」事業について 

   ３ 空き家解体撤去助成事業について 

   ４ 中之平団地の建替えについて 

   ５ 不妊治療助成事業について 

   ６ ＩＣＴ関連事業について 

 １.日程報告 ······································································································· １０１ 

 １.散  会 ······································································································· １０２ 

    癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

第３号（２月26日）（金曜日） 

 １.開  議 ······································································································· １０４ 

 １. 平成２８年度施政方針並びに各会計予算案に対する総括質疑・一般質問 ····· １０４ 

    森  正勝議員 ·································································································· １０４ 

   １ １月26日の断水について 

        (１）急激な気温変化による断水の原因と対策について、説明を 

   ２ 施政方針中の土木行政について 

        (１）空き家解体事業について、予算とどのような事業か説明を 

   １ 牛根地区の病院問題について 

        (１）昨年１月に牛根中央クリニックが閉院となり、現在だじつ牛根医院 

             が金曜日、土曜日に開院されている。 

            現況と今後の対策について見解を 

  堀添國尚議員 ·································································································· １０８ 



 

 

－５－ 

   １ 桜島等活火山の災害対策について 

        (１）桜島の場合、予知は100％近くできると聞いているが、どうなのか 

        (２）避難後の灰・れき等は相当量のものと思うが、復旧の段取り、目安 

             は 

        (３）福山沖のたぎりの海底火山の予知研究の実態は。津波の高さ、到達 

             時間、企業・学校等の対策は 

   ２ 中学校統合後の中央中の経済効果と牛根地区３小学校の学校ごとの予算 

         額はどれぐらい必要としているか 

   ３ スポーツイベントの開催について 

        (１）以前は駅伝大会、ジョギング大会等、年に数回実施していたが、今 

             はゼロになっている。健康づくりや交流人口の増加のひとつの手段 

             として再開に取り組めないか 

   ４ 市の主な市道、農道（旧鉄道跡地）、林道の整備計画について 

        (１）松尾、高野、岳野、桜島口～麓間の市道、市木野久妻高峠線等につ 

             いて 

  感王寺耕造議員 ······························································································ １１９ 

   １ 林業施策について 

        (１）大隅森林組合垂水支所の現状で事業実施できるのか 

        (２）地域の雇用の位置づけは 

        (３）ノコクズの不足の解消について 

        (４）今後の対応は 

   ２ 空き家対策について 

        (１）立ち入り調査から「特定空き家」の指定、修繕、撤去の勧告、命令 

             等、取扱要綱を制定する時期では 

        (２）固定資産税の免除の解除によって、「特定空き家」の排除も期待で 

             きると思うが、考えは 

   ３ 公共施設の改修について 

        (１）公共施設等総合管理計画の制定前にも必要な補修については、前倒 

             しで事業実施すべきでは 

  持留良一議員 ·································································································· １２９ 

   平成28年度 施政方針並びに各会計予算案に対する総括質疑 

   １ 政治姿勢～「市民の幸福を」を実現し、「安心して住んで良かったまち 

         づくり」を保証する予算案か 

        (１）予算の評価と自治体の役割について 



 

 

－６－ 

           ア  「貧困の格差」の広がりと医療・介護・年金の今後の計画と市民 

               生活への影響をどのように認識しているか。 

           イ  このような中、予算案はどうあるべきか 

        (２）地方交付税のあり方について（算定基準を設け削減の仕組みの導入 

             「トップランナー方式」や「行革の努力」の反映） 

           ア  地方交付税の目的・趣旨に反し、地方自治に介入し「行革」を押 

               し付け、公共サービスの低下を招くものであり、導入の中止を求 

               めるべきではないか 

   ２ 市長公約を具体化できるのか 

        (１）「経済への挑戦」 

           ア  ＴＰＰ（農業問題中心に）は、やはり農業に大きな打撃を与える 

               のではないか。農業と地域経済の再建を目指すためにもＴＰＰは 

               撤回を主張すべきではないか 

           イ  観光振興と交流人口対策は、問題ないか 

            (ｱ)視点として「発地型観光」から「着地型観光」へ 

            (ｲ)ワーキングホリデー制度の検討の必要性は 

        (２）「安心への挑戦」 

           ア  地域包括ケア高齢者・住民本位の地域包括ケアは、医療・介護・ 

               社会保障の充実（現在は、負担増とサービスからの排除）があっ 

               てこそ実現するものではないのか 

        (３）「未来への挑戦」子どもを育てやすい環境をつくり、子育て世代を 

             応援 

           ア  ひとり親家庭支援対策は問題ないか 

            (ｱ)子ども一人親世帯数は 

            (ｲ)「ひとり親家庭」の子どもの貧困率は 

           イ  貧困対策法は健やかに育成される環境整備と教育の機会均等を図 

               ることを目的に明記。経済的支援と教育支援は問題ないか。取組 

               についての考は 

   特別会計 

   １ 介護保険事業 

        (１）介護保険制度の改定による影響について 

           ア  補足給付の対象外者は 

           イ  利用料自己負担額の１割から２割へ引き上げられた数は 

           ウ  対策の必要性はないか 



 

 

－７－ 

   一般質問 

   １ 男女共同参画基本計画／子ども子育て支援事業計画 

        (１）子育てと仕事が両立できる環境づくり 

           ア  女性が働きやすい職場環境づくり促進の具体化は 

            (ｱ)担当課の取組と課題及び対策 

   ２ 学童保育指導員の処遇改善について 

        (１）「子ども・子育て支援法」の附則で、指導員の処遇の改善等につい 

             ても検討を行い、必要な措置を講ずることが示されているが、検討 

             したのか。検討の内容は 

   ３ 道の駅の労働条件について 

        (１）適正労賃の支払い公共サービスの充実・官製ワーキングプア保護 

           ア  賃金のカットはあったのか。理由は。他の部署（テナント等）の 

               状況は 

           イ  「適正な労賃」を示す必要があるのではないか（帯広市－「指定 

               管理業務実施上の留意事項」・公契約条例の必要性） 

   ４ 中学校の通学上の安全対策と支援対策について 

        (１）運用上での柔軟な対応の必要性 

           ア  スクールバス使用規則で他市町村との違いは 

           イ  柔軟な対応の必要性について 

           ウ  自転車通学への補助の考えは 

   ５ 市営住宅の保証人免除について 

        (１）免除規定を定める必要があるのではないか 

           ア  1996年建設省（当時）「公営住宅管理標準条例」（案）「通達」 

               には保証人が免除される場合を示している。本市も必要と考える 

               が、どうか（鹿児島市では既に実施している） 

  梅木 勇議員 ·································································································· １４１ 

   １ 市道の整備について（元垂水原田線の道路改良について） 

        (１）これまでの整備状況は 

        (２）今後の計画は 

        (３）道路中にある施設について 

        (４）上市木橋について 

   ２ 地域づくり・人づくりについて 

        (１）地域づくりについて、これまでどのように進めてきたのか 

        (２）地域を支える人材の育成について、具体的な取組は 



 

 

－８－ 

   ３ 防災・自主避難について 

        (１)地域との協議はどのようになされたのか 

  篠原炳則議員 ·································································································· １４６ 

   １ 本庁舎建設について 

   ２ 中央運動公園の整備について 

   ３ 有害鳥獣対策について 

 １.日程報告 ······································································································· １５６ 

 １.散  会 ······································································································· １５６ 

    癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

第４号（３月18日）（金曜日） 

 １.開  議 ······································································································· １５８ 

 １.諸般の報告 ···································································································· １５８ 

 １.議案第３号～議案第５号、議案第９号～議案第13号、議案第15号、議案第16 

     号、議案第24号～議案第35号、請願第１号 一括上程··································· １５８ 

   委員長報告、質疑、討論、表決 

 １.陳情第２号 上程 ························································································· １６３ 

   陳情第２号 産業厚生委員会付託、閉会中の継続審査 

 １.閉  会 ······································································································· １６４ 
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平 成 2 8 年 第 １ 回 垂 水 市 議 会 定 例 会  

 
１．会期日程 
 

月 日 曜 種 別 内 容 

２ ・１６ 火 本会議  
会期の決定、議案等上程、説明、質疑、討論、一部表決、

一部委員会付託 

２ ・１７ 水 休 会   

２ ・１８ 木 〃  （質問通告期限：正午） 

２ ・１９ 金 〃 委員会 産業厚生委員会    （平成２７年度補正予算審査）

２ ・２０ 土 〃   

２ ・２１ 日 〃   

２ ・２２ 月 〃 委員会 総務文教委員会    （平成２７年度補正予算審査）

２ ・２３ 火 〃   

２ ・２４ 水 〃   

２ ・２５ 木 本会議  

議案上程、説明、質疑、委員会付託、委員長報告、質疑、

討論、表決、 

平成28年度施政方針並びに各会計予算案に対する総括

質疑・一般質問 

２ ・２６ 金 本会議  
平成28年度施政方針並びに各会計予算案に対する総括

質疑・一般質問、予算特別委員会付託 

２ ・２７ 土 休 会   

２ ・２８ 日 〃   

２ ・２９ 月 〃 委員会 
産業厚生委員会（平成２７年度補正予算・条例・その他

議案等審査） 

３ ・ １ 火 〃   

３ ・ ２ 水 〃 委員会 
総務文教委員会（平成２７年度補正予算・条例・その他

議案等審査） 

３ ・ ３ 木 〃   

３ ・ ４ 金 〃 委員会 予算特別委員   （平成２８年度各会計予算案審査）

３ ・ ５ 土 〃   

３ ・ ６ 日 〃   

３ ・ ７ 月 〃 委員会 予算特別委員会  （平成２８年度各会計予算案審査）

３ ・ ８ 火 〃 委員会 
予算特別委員会  （平成２８年度各会計予算案審査）

【予備日】 

３ ・ ９ 水 〃   
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月 日 曜 種 別 内 容 

３ ・１０ 木 休 会 委員会 予算特別委員会  （平成２８年度各会計予算案審査）

３ ・１１ 金 〃   

３ ・１２ 土 〃   

３ ・１３ 日 〃   

３ ・１４ 月 〃   

３ ・１５ 火 〃   

３ ・１６ 水 〃   

３ ・１７ 木 〃 委員会 議会運営委員会 

３ ・１８ 金 本会議  
委員長報告、質疑、討論、表決、議案等上程、説明、質

疑、討論、一部表決、一部委員会付託 

 

２．付議事件 

件            名 

 

議案第 ３号 垂水市行政不服審査会条例 案 

議案第 ４号 垂水市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に係る基準に関する条例 案 

議案第 ５号 垂水市介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に係る基準に関する条例 案 

議案第 ６号 垂水市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

案 

議案第 ７号 垂水市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第 ８号 垂水市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第 ９号 垂水市職員特殊勤務手当支給条例等の一部を改正する条例 案 

議案第１０号 垂水市課設置条例の一部を改正する条例 案 

議案第１１号 垂水市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第１２号 垂水市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第１３号 行政不服審査法の改正に伴う関係条例の整備等に関する条例 案 

議案第１４号 旧垂水市教育委員会教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第１５号 垂水市火災予防条例の一部を改正する条例 案 

議案第１６号 垂水市過疎地域自立促進計画について 

議案第１７号 平成２７年度垂水市一般会計補正予算（第１３号）案 

議案第１８号 平成２７年度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）案 

議案第１９号 平成２７年度垂水市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）案 
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議案第２０号 平成２７年度垂水市老人保健施設特別会計補正予算（第２号）案 

議案第２１号 平成２７年度垂水市病院事業会計補正予算（第１号）案 

議案第２２号 平成２７年度垂水市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）案 

議案第２３号 平成２７年度垂水市水道事業会計補正予算（第２号）案 

議案第２４号 平成２８年度垂水市一般会計予算 案 

議案第２５号 平成２８年度垂水市国民健康保険特別会計予算 案 

議案第２６号 平成２８年度垂水市後期高齢者医療特別会計予算 案 

議案第２７号 平成２８年度垂水市交通災害共済特別会計予算 案 

議案第２８号 平成２８年度垂水市介護保険特別会計予算 案 

議案第２９号 平成２８年度垂水市老人保健施設特別会計予算 案 

議案第３０号 平成２８年度垂水市病院事業会計予算 案 

議案第３１号 平成２８年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計予算 案 

議案第３２号 平成２８年度垂水市地方卸売市場特別会計予算 案 

議案第３３号 平成２８年度垂水市簡易水道事業特別会計予算 案 

議案第３４号 平成２８年度垂水市水道事業会計予算 案 

議案第３５号 平成２７年度垂水市一般会計補正予算（第１４号）案 

 

請願・陳情 

請願第 １号 子ども医療費無料化と国民健康保険財政調整交付金削減のペナルティを止める

ことを求める意見書の採択について 

陳情第 ２号 精神障がい者の交通運賃割引を求める意見書提出を求める陳情書 



 

 

 

平 成 ２ ８ 年 第 １ 回 定 例 会  

 

会   議   録  

 

第 １ 日  平 成 ２ ８ 年 ２ 月 １ ６ 日  
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本会議第１号（２月１６日）（火曜） 

  出席議員  １４名 

       １番  村 山 芳 秀              ８番  持 留 良 一 

       ２番  梅 木   勇              ９番  池 山 節 夫 

       ３番  堀 内 貴 志             １０番  北 方 貞 明 

       ４番  川 越 信 男             １１番  森   正 勝 

       ５番  感王寺 耕 造             １２番  川 菷 達 志 

       ６番  堀 添 國 尚             １３番  篠 原 炳 則 

       ７番  池之上   誠             １４番  川 畑 三 郎 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  欠席議員   ０名  

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  地方自治法第１２１条による出席者 

   市    長  尾 脇 雅 弥          水 産 商 工 

   副  市  長  岩 元   明          観 光 課 長  髙 田   総 

   総 務 課 長  中 谷 大 潤          土 木 課 長  宮 迫 章 二 

   企画政策課長  角 野   毅          水 道 課 長  北 迫 一 信 

   財 政 課 長  野 妻 正 美          会 計 課 長  堀 内 昭 人 

   税 務 課 長  池 松   烈          監査事務局長  楠 木 雅 己 

   市 民 課 長                   消  防  長  前木場 強 也 

   併    任                   教  育  長  長 濱 重 光 

   選挙管理委員会                   教育総務課長  保久上 光 昭 

   事 務 局 長  白 木 修 文          学校教育課長  下 江 嘉 誉 

   保健福祉課長  篠 原 輝 義          社会教育課長  森 山 博 之 

   生活環境課長  田之上   康           

   農 林 課 長          

   併    任          

   農業委員会 

   事 務 局 長  川 畑 千 歳 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  議会事務局出席者 

   事 務 局 長  礒 脇 正 道          書    記  橘   圭一郎 

                            書    記  瀬 脇 恵 寿 
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平成28年２月16日午前10時開会 

 

 

   △開  会 

○議長（池之上誠）  定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから、平成28年第１回垂

水市議会定例会を開会いたします。 

   △開  議 

○議長（池之上誠）  これより、本日の会議を

開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △会議録署名議員の指名 

○議長（池之上誠）  日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定に

より、議長において堀添國尚議員、池山節夫議

員を指名いたします。 

   △会期の決定 

○議長（池之上誠）  日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 去る12日、議会運営委員会が開催され、協議

がなされた結果、本定例会の会期をお手元の会

期日程表のとおり、本日から３月18日までの32

日間とすることに意見の一致を見ております。 

 これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から３月18日までの32

日間と決定いたしました。 

   △諸般の報告 

○議長（池之上誠）  日程第３、諸般の報告を

行います。 

 この際、議長の報告を行います。 

 監査委員から、平成27年12月分の出納検査結

果報告がありましたので、写しをお手元に配付

しておきましたから、御了承願います。 

 次に、昨年実施いたしました議会報告会での

要望事項については、各班会を経て、それぞれ

の常任委員会で審議いたしましたが、そのうち

の４項目を去る12月22日付で当局に対し、回答

を求めていました。このことについて２月５日

付で回答がありましたので、写しをお手元に配

付しておきましたから、御了承願います。 

 以上で、議長報告を終わります。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  皆さん、おはようござい

ます。 

 12月定例議会及び１月臨時議会後の議会に報

告すべき主な事項について報告をいたします。 

 初めに、防災関係について報告をいたします。 

 大正３年の桜島大噴火が発生した１月12日、

旧協和中学校跡地において、海潟小浜、脇登及

び牛根麓自主防災組織や協和小、松ヶ崎小児童

を中心に、防災関係機関協力のもと、約360名

の参加者で、「桜島火山爆発総合防災訓練」を

実施をし、防災体制の実効性について検証・確

認を行いました。 

 桜島では、昨年、火山活動が活発化し、爆発

的噴火が計700回を超え、同年８月には、噴火

警戒レベルが４まで引き上げられました。 

 10月以降は、活動が低下し、11月25日には、

噴火警戒レベルが３から２に引き下げられまし

た。 

 しかしながら、噴火活動は繰り返されており、

今月５日の午後６時56分ごろ、昨年９月16日以

来、142日ぶりに爆発的噴火が発生いたしまし

た。あわせて、噴火警戒レベルが２から３に引

き上げられました。 

 気象台によりますと、噴煙の高さは約2,200

メートル、大きな噴石は火口から1,800メート

ル離れた３合目付近まで飛散したのが確認され

ております。 

 噴気の噴出箇所や火口の形状に大きな変化は

なく、気象台は「昨年９月以前に起きていた噴

火と同程度の噴火で、今後さらに大きな噴火が
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起きるとは考えていない」との見解を示してい

ますが、引き続き十分な警戒を続け、火山活動

の変化に対する観測体制を維持してまいります。 

 次に、企画政策課所管事項について報告をい

たします。 

 初めに、「過疎地域等集落ネットワーク圏形

成支援事業」は、大野、境、協和、柊原の４地

区でそれぞれの実施計画が進行されてまいりま

したが、現時点で大部分の事業が終了し、最終

的な作業に取り組んでいる状況でございます。 

 また、本年度計画策定に着手しております垂

水地区の「地域振興計画」の進捗状況につきま

しては、垂水づくり計画の策定委員会立ち上げ

後、これまで５回の委員会を開催をいたしまし

た。 

 垂水地区全戸を対象に実施してまいりました

住民アンケートに加え、垂水高校や垂水中央中

学校の御協力により、若年層のアンケートも実

施いたしました。 

 幅広く集まった地区住民の御意見等をもとに、

垂水地区の課題やあるべき姿につきまして協議

しているところでございます。 

 今月２月12日には、第６回目の策定委員会を

予定しており、将来のよりよい地域づくりのた

め、引き続き協議を重ねてまいります。 

 また、たるみず大使制度につきましては、１

月22日に、インドネシア教育旅行の誘致に御尽

力いただいている２名の方をたるみず大使とし

て委嘱いたしました。 

 次に、水産商工観光関係について報告をいた

します。 

 11月21日から12月13日にかけて、「たるみず

千本イチョウ祭」が開催をされました。期間中

は、土日・祭日の天候不良が影響し、昨年を下

回る結果となりましたが、県内外から約３万人

の皆様に垂水市を訪れていただきました。 

 12月６日には、旧大野小中学校体育館で「う

のばい生き生き祭」が開催され、つらさげ芋を

中心とした山の幸やそばの振る舞いに加えて、

今回は、ニジマス釣りの体験や試食を行うなど、

多くの皆さんに楽しんでいただきました。 

 １月16日から17日にかけては、鹿児島実業サ

ッカー部の皆様に御協力をいただき、商工会青

年部主催の「第22回Ｕ癩10サッカー大会」が開

催され、64チームの参加のもと、各会場は、子

供たちの元気な声や父兄の皆様の応援で大変に

ぎわっておりました。 

 そのほかには、「ブリ大将祭り」や「出会っ

ちゃいなたるみず愛の収穫祭」などのイベント

を開催し、交流人口の増加を目指した取り組み

を進めているところでございます。 

 次に、教育関係について報告いたします。 

 12月17日、第２回垂水高校振興対策協議会の

総会が開催され、振興支援策の検証・検討がな

されました。 

 今回は、垂水高校の新入学生確保に向けた今

年度からの新たな取り組みとして、夜間学校説

明会を垂水市内のほか、鹿児島市や鹿屋市にお

いても実施したことについて、報告があったと

ころでございます。 

 次に、学校教育関係について報告をいたしま

す。 

 12月５日、青少年のための科学の祭典をキラ

ラドーム及び市体育館で開催をいたしました。 

 今回は、第15回大会で、市内各小・中・高等

学校や関係機関の多くの方々の御協力のもと、

26のブースを出店していただきました。約650

人の子供たちが実験や観察などの体験を通して

科学への興味・関心を高めるよい機会となりま

した。 

 次に、社会教育関係について報告をいたしま

す。 

 １月５日に、文化会館におきまして成人式が

行われ、ことしは、垂水中央中学校第１期卒業

生を含みます165名の対象者に対しまして、

70％に当たります115名の出席のもと、厳粛か
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つ盛会のうちに終了いたしました。 

 １月26日には、垂水市文化財保護審議会が開

催をされ、牛根麓にあります「磨崖仏」並びに

「二川棒踊り」が市の文化財の指定に値すると

の答申がなされたことから、２月12日の定例教

育委員会におきまして、文化財の指定を行った

ところでございます。 

 また、図書館におきまして、昭和19年第６垂

水丸遭難の日に当たります２月６日に、「遭難

を語り継ぐ会」を開催し、小中学生を含みます

55名の方々に御来場いただき、遭難記録「冬の

波」のＤＶＤの鑑賞や当時の体験談などを話し

ていただき、改めて命の尊さ、平和への願いを

お伝えしたところでございます。 

 次に、交通死亡事故の発生状況について報告

をいたします。 

 平成27年中の交通事故発生件数は83件、死亡

者数５名、負傷者数114名となっております。

前年と比較しますと、発生件数は13件、負傷者

数は21名減少していますが、死亡者数は２名増

加しております。 

 今後も、交通事故の発生や死亡事故の減少を

図るために、鹿屋警察署や交通安全協会、振興

会などの関係機関との連携を深め、さらに、高

齢者や子供たちへの交通安全教室を実施し、交

通事故防止対策に努めてまいります。 

 次に、火災発生状況について報告をいたしま

す。 

 建物火災１件、その他火災２件の火災が発生

しております。 

 建物火災は、２月10日、二川地区において、

加工場１棟が全焼する火災が発生しております。 

 その他火災は、２月８日、高城の上ノ原台地

において、田畑17アールを焼失する火災が、ま

た、同日の夜には、新城地区において、空き地

の枯れ草を焼失する火災が発生しております。 

 次に、主な出張用務について報告をいたしま

す。 

 県外出張でございますが、１月８日に、福岡

の九州地方整備局へ要望活動を行ってまいりま

した。九州地方整備局では、社会資本総合整備

交付金への配慮をお願いしてまいりました。 

 １月13日から15日は、南の拠点整備事業及び

垂水高校振興支援における関係者との協議のた

め上京をいたしました。 

 １月20日は、全国の港湾関係が一堂に会する

「港湾関係団体新春賀詞交歓会」のため上京を

いたしました。 

 次に、２月１日、２日は、総務省を初め、地

元選出国会議員の先生方への要望活動を行うた

め上京をいたしました。総務省へは、桜島の火

山活動の現状をお伝えし、特別交付税への配慮

をお願いをしてまいりました。 

 次に、県内の主な出張用務ですが、１月４日

は、大隅の商工関係者が一堂に会する新年賀詞

交歓会、１月７日は、県内観光関係者が一堂に

会する観光関係者新年互礼会に出席をし、商

工・観光に関して意見交換を行ってまいりまし

た。 

 ２月３日は、鹿児島県市長会定例会及び知事

と語る会に出席し、地方創生に関して意見交換

を行ってまいりました。 

 そのほか、委員を務めます県漁業信用基金協

会理事会、曽於・肝属地域保健医療圏地域医療

構想懇話会、日本赤十字社鹿児島県支部評議員

会、県水産業振興基本計画検討委員会、県漁港

漁場協会理事会に出席をして、議案等の審議を

行ってまいりました。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

○議長（池之上誠）  以上で、市長の報告を終

わります。 

 次に、議会運営委員長から所管事項調査の報

告の申し出がありますので、これを許可いたし

ます。 

   ［議会運営委員長川畑三郎登壇］ 

○議会運営委員長（川畑三郎）  去る２月３日
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から２月５日にかけて、議会運営委員会６名と

随行１名により、徳島県小松島市、同勝浦町に

おいて所管事項調査を実施しましたので、その

結果を報告申し上げます。 

 調査順に沿って報告申し上げます。 

 初めに、小松島市議会について報告いたしま

す。 

 小松島市は、人口約４万人で、徳島市に隣接

し、紀伊水道に面した都市であります。 

 今回は、通年会期制を導入しておられます小

松島市議会の現行制度の概要や取り組みに至っ

た経緯、また関連して、議会基本条例の運用等

により、現状の中において取り組んでおられる

さまざまな議会改革について研修してまいりま

した。 

 小松島市議会は、平成25年９月より、通年会

期制を導入しておられます。 

 通年会期制とは、平成24年の地方自治法改正

により、法的にも制度化された考え方で、議会

の会期を１年とし、その間は、議会の判断でも

必要に応じていつでも本会議や委員会を開ける

ようにする制度です。これにより、一般的や突

発的な災害等の発生にも迅速に対応できるほか、

市長による専決処分が減少し、また、議会で審

議できる案件が多くなるなどのメリットがある

と指摘されております。 

 御対応いただいた小松島市議会の議会改革特

別委員会による説明では、通年会期制導入とさ

きに制定されておりました議会基本条例の運用

を行う中で、総務常任委員会など、全部で４つ

ある常任委員会の開催回数が多くなり、次に２

点挙げますとおり、特に委員会活動が活発にな

ったとのことでした。 

 １点目は、各常任委員会で議案等の審査を行

うことはもちろんですが、それぞれの委員会で

１年間の活動のテーマを定め、委員会活動の中

で調査・研究を行い、会期末に委員会として活

動報告書をまとめ、議長に報告するという取り

組みをしておられます。 

 ２点目は、議会基本条例を運用する中で、市

議会が市の事業をチェックする手法として議員

全員により設置されている予算決算常任委員会

において、平成19年度から主要事業の事務事業

評価を実施されています。これは、９月期の会

議中に行うことにより、次年度の予算に議会の

意見を反映させることを狙った取り組みです。 

 事業ごとに協議し、拡大・縮小・廃止など、

７段階の評価とその理由を付すものですが、平

成24年度から、その手法をさらに展開・発展さ

せ、単に、個々の議員の評価を下し、市長に提

出するのみでなく、委員会内の議論を通じて、

委員全員の合意形成を図り、意見書として本会

議で議決しておられます。 

 さらに、当該事業がその後どのように推移し

たかについて、次年度の委員会で検証するとい

う、いわば各種施策の議会版ＰＤＣＡサイクル

を構築されています。 

 また、「改革に終わりはない」という考え方

から、議会基本条例の毎年度の見直しも検討さ

れるなど、柔軟な発想も持ち合わせながら、議

会みずから制定した議会基本条例を尊重し、最

大限に生かす主体的な活動を展開されていまし

た。 

 次に、勝浦町議会について報告いたします。 

 勝浦町は、徳島の南西部に位置し、人口約

5,300人の町です。 

 調査当日は、定数10名の町議会全員が全員出

席され、私たちの研修に対応してくださいまし

た。 

 まず、通年会期制については、四国では最も

早く、平成25年７月に導入しておられます。 

 「走り続ける元気な議会」というイメージと

「住民の方々に親しみやすさを感じさせていた

だきたい」という思いから、通年会期を「マラ

ソン議会」と名づけ、内外にアピールしておら

れます。 
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 議会では、毎年度、当初の条例改正により、

１年間分の月ごとの定例日を定め、マラソンの

文字どおり、本会議を毎月実施しておられます。 

 また、通年会期制の導入に合わせて、２つの

設置されていた常任委員会を廃止、全ての議案

を本会議で審査する読会制を新たに導入してお

られます。 

 読会制とは、提出議案の説明を行う第１読会

から、詳細な質疑、議員間の討議・自由討議ま

でを行う第２読会、討論・評決を行う第３読会

までの３つの会議で構成されております。 

 住民により、開かれた議会を目指す観点から、

従来の委員会審査に当たる部分を全て本会議で

行っておられます。 

 その他の特徴として、人数や質問回数など、

一定のルールを設けて、定例の一般質問以外に、

町民から寄せられた課題を届ける形で、各月の

会議日に議員が質問できる仕組みも取り入れ、

通年会期制の強みを生かしておられます。 

 さらに、参考人として総務省や地元選出の衆

議院議員を町議会本会議に招致し、５人の議員

が質問を行うなど、インパクトのある思い切っ

た取り組みで議会活性化を図っておられました。 

 このように、各常任委員会全体の活動が中心

となっている小松島市議会に対して、勝浦町議

会は、常任委員会を廃止し、読会制により、全

議員が全ての議案を本会議の場で審査されてお

り、両者は異なるスタイルをとっておられます。 

 しかしながら、両議会のお話で共通して伺っ

たことは、議会改革には１つの正解があるもの

ではないということです。すなわち、自分たち

の町や、議会がこれまでに築き上げてきた体制

や考え方など、歴史的背景を踏まえながら、自

分たちに合った形で進めていくことが重要であ

ることを両者ともに強調されていました。その

上で、改革に伴い、議員のやる気や議会の合意

形成努力に努め、その積み重ねが議会のさらな

る活性化や住民の議会に対する関心の高まりを

引き出し、結果、住民の福祉向上につながると

いう方向性を確保しているというものでござい

ました。 

 そのほか、議会改革の関連で、両議会とも大

学の先生を呼んで、専門的知見も参考にされな

がら、幅広く調査・研究に当たっておられるこ

とや、垂水市議会でも３年前から実施している

議会報告会について、各分野の団体を対象とし

た懇話会を開催しているほか、タウンミーティ

ングやワークショップ方式の導入など、開催方

法の見直しを今後の課題として模索されていま

す。 

 あわせて、より多くの方に読んでいただき、

議会を身近に感じていただけるよう議会だより

の編集方針を見直すなど、本会議においても、

検討すべき課題に議会が主体となって積極的に

取り組んでおられることが印象に残りました。 

 今回調査いたしました２つの地方議会におい

て、両議会ともに「通年会期制の移行に伴うデ

メリットはない」と断言され、これは大変新鮮

でありました。 

 一方で「新たな制度の導入に伴って、従来の

議会活動に大きな変化はない」ということも話

されました。これは、改革を実行してよかった

という見解とともに、議員各自の意識改革によ

り、必然的に生み出されている改革への力が結

集したことを指し、議員自身によっても生きが

い活動を図るべきであることをしているもので

あろうと思います。 

 本会議においても、これまで平成23年度に、

議会改革調査特別委員会を設置し、議員定数の

削減や議会基本条例の制定など、改革への努力

を重ねてきた経緯がございます。 

 今回の研修を通じて、先進地における考え方

や姿勢を学びました。 

 また、先進地の取り組みに共感を示し、今後

の検討課題と位置づける委員もおられます。 

 本議会運営委員会としては、今後も改革の修
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正を認識しながら、現行制度の中で柔軟に対応

しつつ、議会運営の参考にしてまいりたいと考

えております。 

 以上で、議会運営委員会所管事項調査の報告

を終わります。 

○議長（池之上誠）  以上で、諸般の報告を終

わります。 

   △議案第３号～議案第５号一括上程 

○議長（池之上誠）  日程第４、議案第３号か

ら日程第６、議案第５号までの議案３件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第３号 垂水市行政不服審査会条例 案 

議案第４号 垂水市介護保険法に基づく指定地

域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に係る基準に関する条例 案 

議案第５号 垂水市介護保険法に基づく指定地

域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護

予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に係る基準に関する条

例 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池之上誠）  説明を求めます。 

○総務課長（中谷大潤）  おはようございます。 

 それでは、議案第３号垂水市行政不服審査会

条例案について、御説明申し上げます。 

 行政不服審査法とは、行政庁の処分等に関す

る不服申し立てについて定めた法律であり、今

回、国民が利用しやすいように、「公正性の向

上」、「使いやすさの向上」、「国民の救済手

段の充実・拡充」を図ることを目的に、平成26

年６月、抜本的に改正され、平成28年４月１日

から施行されることとなります。 

 この改正に伴い、地方公共団体は、不服申し

立ての審理における客観性・公正性を確保する

ため、不服申し立てに対する判断の妥当性につ

いて審査を行う第三者機関を設置することが定

められました。 

 このことから、本市においても、第三者機関

として行政不服審査会を設置し、その組織及び

運営に関する事項を条例で定める必要があるた

め、新たに条例を制定するものでございます。 

 それでは、条例の内容について、第１条から

順に説明させていただきます。 

 第１条は、行政不服審査法に基づき、市長の

附属機関として、垂水市行政不服審査会を設置

することを定めたものです。 

 第２条は、審査会の委員数について、５名以

内と定めたものです。 

 第３条は、委員の任期は２年とし、職務上の

義務違反による罷免、守秘義務等について定め

たものです。 

 第４条は、審査会の会長について定め、第５

条は、審査会の専門委員について定めたもので

す。 

 第６条は、審査会の招集及び会議の開催につ

いて、第７条は、審査会の庶務は総務課におい

て処理することを定めたものです。 

 第８条は、規則への委任について、第９条は、

守秘義務違反についての罰則を定めたものです。 

 なお、附則としまして、附則第１項は、この

条例は平成28年４月１日から施行しようとする

もの、附則第２項は、垂水市報酬及び費用弁償

条例の一部改正を行い、行政不服審査会委員の

報酬を新たに別表に追加しようとするものです。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  おはようござい

ます。 

 それでは、議案第４号及び議案第５号につい

て、御説明申し上げます。 

 まず、議案第４号垂水市介護保険法に基づく

指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び

運営に係る基準に関する条例案について、御説
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明申し上げます。 

 従来は、厚生労働省令で定められていた指定

地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に係る基準については、介護保険法の改正で、

地方自治体の条例で定めることとなり、本市に

ついても、202条から成る前文条例を平成25年

に制定をしております。 

 しかしながら、この条例の制定に当たっては、

原則として、厚生労働省令で定める基準に従う

ことになっており、本市条例も記録の保存年限

を２年から５年とした以外、基準どおりで定め

ております。 

 この省令は、25年以降、毎年改正されている

こと、保存年限以外は、省令基準どおりである

こと、他市の制定状況等を勘案しまして、参照

条例としても問題ないと考えますことから、全

部改正条例案を提出するものでございます。 

 それでは、条ごとに説明をいたします。 

 第１条は、この条例の趣旨でございます。 

 第２条は、地域密着型サービス事業者の指定

基準について定義したものでございます。 

 第３条は、この条例で定める基準は、厚生労

働省令で定める基準とするものでございます。 

 第４条は、委任に関するものです。 

 次に、附則について御説明いたします。 

 条例の施行日を平成28年４月１日からとする

ものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第５号垂水市介護保険法に

基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介

護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に係る基準に関する条例案につい

て、御説明申し上げます。 

 第５号議案につきましても、これまで90条か

ら成る前文条例で定めていたものを参照条例と

して全文改正しようとするものでございます。 

 それでは、条ごとに説明をいたします。 

 第１条は、この条例の趣旨でございます。 

 第２条は、地域密着型介護予防サービス事業

者の指定基準について定義したものでございま

す。 

 第３条は、この条例で定める基準は、厚生労

働省令で定める基準とするものでございます。 

 第４条は、委任に関するものです。 

 次に、附則について御説明いたします。 

 条例の施行日を平成28年４月１日からとする

ものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（池之上誠）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの議案３件については、いずれも所

管の各常任委員会にそれぞれ付託の上、審査し

たいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号については総務文教委員

会に、議案第４号及び議案第５号については産

業厚生委員会にそれぞれ付託の上、審査するこ

とに決定いたしました。 

   △議案第６号～議案第15号一括上程 

○議長（池之上誠）  日程第７、議案第６号か

ら日程第16、議案第15号までの議案10件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第６号 垂水市議会議員の議員報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部を改正する
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条例 案 

議案第７号 垂水市長等の給与に関する条例の

一部を改正する条例 案 

議案第８号 垂水市職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例 案 

議案第９号 垂水市職員特殊勤務手当支給条例

等の一部を改正する条例 案 

議案第10号 垂水市課設置条例の一部を改正す

る条例 案 

議案第11号 垂水市企業職員の給与の種類及び

基準に関する条例の一部を改正する等の

条例 案 

議案第12号 垂水市人事行政の運営等の状況の

公表に関する条例の一部を改正する条例 

案 

議案第13号 行政不服審査法の改正に伴う関係

条例の整備等に関する条例 案 

議案第14号 旧垂水市教育委員会教育長の給与

に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第15号 垂水市火災予防条例の一部を改正

する条例 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池之上誠）  説明を求めます。 

○総務課長（中谷大潤）  それでは、議案第６

号垂水市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部を改正する条例案について、

御説明申し上げます。 

 本議案は、国の特別職の給与に関する法律の

一部改正により、期末手当の支給月数が改定さ

れたことに伴い、特別職と均衡を図るために、

本市議員の期末手当の支給月数を現在の3.1月

から3.15月へ、0.05月分引き上げようとするも

のでございます。 

 改正の方法としまして、施行日及び適用日が

異なるものがありますので、同じ条例ですが、

平成27年４月１日適用分を第１条として、平成

28年４月１日施行分を第２条として、２段階の

改正を行おうとするものです。 

 それでは、改正の内容について、添付してお

ります新旧対照表で御説明いたします。 

 まず、第１条は、昨年12月分の期末手当の支

給月数の改定について定めたものです。 

 改定内容につきましては、期末手当の支給月

数の引き上げとなり、年間0.05月分の増加分を

12月支給分で引き上げようとするもので、条例

第５条第２項中「100分の162.5」を「100分の

167.5」に改正しようとするものでございます。 

 次に、第２条ですが、平成28年度以降の期末

手当の支給月数の改定について定めたものでご

ざいます。 

 内容は、第１条において、年間0.05月分の増

加分を平成27年12月分で引き上げたものを６月

分と12月分に振り分けようとするもので、条例

第５条第２項中、６月分「100分の147.5」を

「100分の150」に、12月分「100分の167.5」を

「100分の165」に改正しようとするものでござ

います。 

 なお、附則としまして、附則第１項は、この

条例は公布の日から施行し、第２条の規定は、

平成28年４月１日から施行しようとするもので

ございます。 

 また、附則第２項は、第１条の規定による改

正後の条例の規定は、平成27年４月１日に遡及

して適用することを規定したものでございます。 

 附則第３項は、期末手当の内払いについて規

定したもので、第１条による改正後の規定を適

用する場合において、改正前に支給された期末

手当は、改正後の規定による期末手当の内払い

とすることを規定したものです。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 引き続き、議案第７号垂水市長等の給与に関

する条例の一部を改正する条例案について、御

説明申し上げます。 

 本議案は、議案第６号と同様、国の特別職の

給与に関する法律の一部改正に伴い、市長、副
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市長及び教育長の期末手当の支給月数を現在の

3.1月から3.15月へ0.05月分引き上げようとす

るもの、また、鹿児島県市町村総合事務組合の

退職手当の支給に関する事務に本市が加入する

ことに伴う条文整理及び歳出削減方策の一環と

して、前年度に引き続き、市長、副市長及び教

育長の給料月額を削減しようとするため、条例

を改正しようとするものでございます。 

 改正の方法は、議案第６号と同様、平成27年

４月１日適用分を第１条として、平成28年４月

１日施行分を第２条として、２段階の改正を行

おうとするものです。 

 それでは、改正の内容について、添付してお

ります新旧対照表で御説明いたします。 

 まず、第１条は、昨年12月分の期末手当の支

給月数の改定について定めたものでございます。 

 改定内容につきましては、期末手当の支給月

数の引き上げとなり、年間0.05月分の増加分を

12月支給分で引き上げようとするもので、条例

第２条第５項中「100分の162.5」を「100分の

167.5」に改正しようとするものでございます。 

 次に、第２条ですが、平成28年度以降に係る

改正事項について定めたものでございます。 

 まず、条例第２条第２項は、特別職の退職手

当の支給方法について定めている部分ですが、

鹿児島県市町村総合事務組合の退職手当の支給

に関する事務に本市が加入することに伴い、こ

の部分を同組合の定める「特別職の退職手当に

関する条例の定めるところによる。」と改める

ものでございます。 

 次に、第２条第５項は、期末手当に係る部分

ですが、第１条において、年間0.05月分の増加

分を平成27年12月分で引き上げたものを６月分

と12月分に振り分けようとするもので、第２条

第５項中、６月分の「100分の147.5」を「100

分の150」に、12月分の「100分の167.5」を

「100分の165」に改正しようとするものでござ

います。 

 次に、附則第37項は、歳出削減方策の一環と

して、平成28年４月１日から平成29年３月31日

までの間、市長、副市長及び教育長の給料月額

を市長にあっては、100分の95を乗じて得た額、

副市長及び教育長にあっては、100分の97を乗

じて得た額、つまり給料月額を市長は５％、副

市長及び教育長は３％カットするものでござい

ます。 

 附則第38項につきましては、この給料の減額

は、期末手当の算定の基礎となる給料月額には

適用しない旨を定めるものでございます。 

 なお、附則としまして、附則第１項は、この

条例は公布の日から施行し、第２条の規定は、

平成28年４月１日から施行しようとするもので

ございます。 

 また、附則第２項は、第１条の規定による改

正後の条例の規定は、平成27年４月１日に遡及

して適用することを規定したものでございます。 

 附則第３項は、期末手当の内払いについて規

定したもので、第１条による改正後の規定を適

用する場合において、改正前に支給された期末

手当は、改正後の規定による期末手当の内払い

とすることを規定したものです。 

 附則第４項は、この条例の経過措置について

規定するもので、現教育長の任期中においては、

教育長は、この条例による改正後の規定は適用

しないことを定めるものでございます。 

 教育長につきましては、議案第14号において

適用されます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 続きまして、議案第８号垂水市職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例案について、

御説明申し上げます。 

 国家公務員の人事院勧告が昨年８月６日に出

され、12月４日に閣議決定となったところです

が、給与、ボーナスともに引き上げられるとい

う内容のものです。 
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 給料は、初任給の2,500円の引き上げや、若

年層に重点を置いた引き上げとなっております。 

 また、ボーナスについては、勤勉手当が0.1

月分引き上げとなっています。 

 本議案は、この人事院勧告に基づき、垂水市

職員の給与に関する条例を改正しようとするも

のです。 

 なお、改正方法につきましては、議案第６号

と同様、平成27年４月１日適用分を第１条とし、

平成28年４月１日施行分を第２条として、２段

階の改正を行おうとするものです。 

 それでは、改正の内容について、添付してお

ります新旧対照表で御説明いたします。 

 第17条は、勤勉手当の支給について規定した

ものですが、人事院勧告に基づき、勤勉手当の

支給月を引き上げようとするものでございまし

て、再任用以外の職員については、平成27年12

月支給分を0.1月分引き上げることから、第17

条第２項第１号中において、６月に支給する場

合においては「100分の75」、12月支給する場

合においては「100分の85」と改めようとする

ものです。 

 また、再任用職員については、0.05月分の引

き上げとなることから、第17条第２項第２号中

において、６月に支給する場合については

「100分の35」、12月に支給する場合において

は「100分の40」に改めようとするものでござ

います。 

 附則第29項は、55歳を超える職員のうち、６

級相当以上の職員の勤勉手当の算定に係る

1.5％減額支給措置について定めているところ

ですが、勤勉手当の支給月数の引き上げに伴い、

12月に支給する分の減額率も定めようとするも

のです。 

 次に、別表第１の給料表の改正でございます

が、これは民間給与との較差を埋めるために、

若年層に重点を置いた給与水準の引き上げとな

っております。 

 次に、第２条ですが、平成28年度以降に係る

改正事項について定めたものです。 

 条例第１条は、地方公務員法の一部改正に伴

い、第24条第６項が第５項へ繰り上がったこと

に伴い、項ずれを改めようとするものでござい

ます。 

 第４条第２項は、地方公務員法の改正に伴い、

地方公共団体は、条例に等級別基準職務表を規

定するよう定められたことから、これまで規則

で定めておりました基準表をこの条例に別表第

２として定めようとするものでございます。 

 第９条は、通勤手当について定めております

が、支給区分を別表第２で定めていましたが、

等級別基準職務表を別表第２として加えたこと

により、この表を別表第３に繰り下げようとす

るものでございます。 

 第15条は、退職手当について定めております

が、平成28年度より、鹿児島県市町村総合事務

組合の退職手当の支給に関する事務に本市が加

入することに伴い、その取り扱いについては、

同組合で定める「一般職の職員の退職手当に関

する条例の定めるところによる。」と改めよう

とするものでございます。 

 第16条の３は、期末手当の支給の一時差しと

めを定めたところですが、行政不服審査法の全

部改正に伴い、法令番号等が変わりましたので、

新たに規定し直すものでございます。 

 第17条第２項第１号は、勤勉手当を定めてお

りますが、第１条の改正において、12月支給分

の支給月数の引き上げを行った分を平成28年以

降の６月、12月支給分で平準化しようとするも

のでございます。 

 第１号は、再任用以外の職員を規定するもの

で、「６月に支給する場合においては100分の

75、12月に支給する場合においては100分の

85」としたものを「100分の80」に改めようと

するものでございます。 

 第２号は、再任用職員を規定するものですが、
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同様に「６月に支給する場合においては100分

の35、12月に支給する場合においては100分の

40」としたものを「100分の37.5」に改めよう

とするものです。 

 また、第３項は、勤勉手当の支給に係る算定

から扶養手当を除くよう改めるものです。 

 次に、附則第29項は、55歳を超える職員のう

ち、６級相当以上の職員の勤勉手当の算定に係

る1.5％減額支給措置を定めておりますが、第

１条の改正において、12月支給分の減額率を引

き上げた分を平成28年以降の６月、12月支給分

で平準化して同率に改めようとするものでござ

います。 

 附則第40項は、平成28年４月１日を切りかえ

日とし、一部の消防職の職務の級について切り

かえを行うことを定めるものでございます。 

 附則第41項は、切りかえが生じる職員の給料

の号給について、切りかえ日の給料の号給は、

切りかえ前の給料の号給と同じ額の号給とし、

同じ額の号給がないときは、直近下位の金額と

なる号給とすることを定めたものでございます。 

 附則第42項は、給料の切りかえについて、切

りかえ前に受けていた給料月額に達しないもの

には、給料月額のほか、その差額分を「経過措

置額」として、給料として支給することを定め

たものでございます。 

 附則第43項は、給料月額に連動した手当等の

算定の基礎となる給料月額は、附則第42項によ

る経過措置額を含んだものとすることを定めた

ものでございます。 

 附則第44項は、歳出削減策の一環として、平

成28年４月１日から平成29年３月31日までの１

年間、管理職手当の額５万1,100円に100分の70

を乗じた額、つまり30％を昨年同様に削減、支

給額３万5,770円にしようとするものでござい

ます。 

 その下の別表第２が等級別基準職務表を定め

たものでございます。 

 なお、附則としまして、附則第１項は、この

条例は公布の日から施行し、第２条の規定は、

平成28年４月１日から施行しようとし、また、

附則第２項は、第１条の規定による改正後の条

例の規定は、平成27年４月１日に遡及して適用

することを規定したものでございます。 

 附則第３項は、給与の内払いについて規定し

たもので、第１条による改正後の規定を適用す

る場合において、改正前に支給された給与は、

改定後の規定による給与の内払いとすることを

規定したものです。 

 第４項は、規則への委任について定めたもの

であり、この条例の施行に関し必要な事項は、

別に規則で定めようとするものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 続きまして、議案第９号垂水市職員特殊勤務

手当支給条例等の一部を改正する条例案につい

て、御説明申し上げます。 

 本議案は、平成28年４月１日付で施行される

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を

改正する法律等に伴い、関係条例の一部を改正

しようとするものでございます。 

 主な内容は、地方公務員法第24条第６項が第

５項へ繰り上がったことに伴い、本市関係条例

における引用部分を改めようとするものでござ

います。 

 それでは、改正の内容について、添付してお

ります新旧対照表で御説明いたします。 

 改正は、「垂水市職員特殊勤務手当支給条

例」、「垂水市職員旅費支給条例」、「垂水市

職員の勤務時間、休暇等に関する条例」の３条

例を第１条から第３条に条立てて改正を行うも

ので、それぞれ引用部である「第24条第６項」

を「24条第５項」に改めるものでございます。 

 また、第３条の「垂水市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例」につきまして、今回、学校

教育法等の一部を改正する法律の施行に伴い、

小学校から中学校までの義務教育を一貫して行
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う「義務教育学校」が新たな学校の種類として

定められたことから、条例第８条の２第１項第

２号において「義務教育学校の前期課程又は特

別支援学校の小学部」の文言を加えようとする

ものでございます。 

 なお、附則としまして、この条例は、平成28

年４月１日から施行しようとするものでござい

ます。 

 以上で説明を終わります。 

 続きまして、議案第10号垂水市課設置条例の

一部を改正する条例案について、御説明申し上

げます。 

 組織機構の再編につきましては、平成27年４

月１日付で、垂水市定員適正化計画に定める

235人を踏まえた組織の連携強化、効率的な業

務運用などを目的に、課及び係の統合等の再編

を行ったところですが、引き続き、限られた職

員数で市民ニーズや社会情勢の変化に的確に対

応できる組織のあり方の検討を行った結果、現

保健福祉課を「福祉課」と「保健課」の２つの

課に分けることに伴い、本条例の一部を改正し

ようとするものです。 

 それでは、改正の内容について、添付してお

ります新旧対照表で御説明いたします。 

 第２条は、課の設置について定めております

が、第６号の「保健福祉課」を「福祉課」に改

め、第７号から第10号を１号ずつ繰り下げ、第

６号の次に新たに第７号として「保健課」を加

えるものです。 

 次に、第３条は、課の事務分掌を定めており

ますが、今回の分割に伴い、事務分掌も改めよ

うとするものでございます。 

 まず、第６号の「保健福祉課」を「福祉課」

に改め、事務分掌は「保健に関すること」「介

護保険に関すること」を削除し、「社会福祉に

関すること」と改めるものです。 

 第７号から第10号を１号ずつ繰り下げ、第６

号の次に新たに「保健課」を加え、事務分掌と

して「保健及び医療に関すること」「介護保険

に関すること」を定めようとするものです。 

 また、第４条の見出しを「委任」に改めよう

とするものです。 

 なお、附則としまして、第１項は、平成28年

４月１日から施行しようとするものでございま

す。 

 第２項は、垂水市予防接種健康被害調査委員

会設置等に関する条例第８条中の「保健福祉

課」を「保健課」に改めるもので、その他の改

正は、文言整理等になります。 

 第３項は、垂水市議会委員会条例第２条第２

項第２号の産業厚生常任委員会の所管のうち、

「保健福祉課（福祉事務所を含む。）」を「福

祉課（福祉事務所を含む。）と保健課」に改め

ようとするものでございます。 

 第４項は、垂水市障害者施策推進協議会条例

第８条中の「保健福祉課」を「福祉課」に改め

ようとするものでございます。 

 第５項は、垂水市子ども・子育て会議条例の

第７条中の「保健福祉課」を「福祉課」に改め

ようとするものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 続きまして、議案第11号垂水市企業職員の給

与の種類及び基準に関する条例の一部を改正す

る等の条例案について、御説明申し上げます。 

 本議案は、平成28年４月１日より、鹿児島県

市町村総合事務組合の退職手当の支給に関する

事務に本市が加入することに伴い、退職手当の

取り扱いを定めている関係条例の一部改正や廃

止等を行うものです。 

 それでは、改正の内容につきまして、添付し

ております新旧対照表で御説明いたします。 

 第１条は、垂水市企業職員の給与の種類及び

基準に関する条例の一部を改正するものです。 

 条例第５条の２第１号は、「地方公営企業

法」の部分を先に「法」と読みかえていること

から、ここを「法」に改めようとするものでご
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ざいます。 

 次に、第13条は、退職手当の支給について詳

細に定めている部分ですが、今後、鹿児島県市

町村総合事務組合の退職手当条例を適用する旨

から、第13条第１項において「職員が退職した

場合においてはその者に、死亡した場合におい

てはその遺族に、退職手当を支給する。」と、

また、第13条第２項において「退職手当の支給

を受ける者の退職手当の支給を受ける者の範囲、

退職手当の額及びその支給方法は、一般職の職

員の退職手当に関する条例の定めるところによ

る。」と改めようとするものです。 

 第16条は、地方公営企業等の労働関係に関す

る法律の法令番号を加えようとするものです。 

 次に、第２条は、職員の育児休業等に関する

条例の一部改正をするものです。 

 まず、条例名を「垂水市職員の育児休業等に

関する条例」に改め、次に、条例第９条で、育

児休業をした職員の退職手当の取り扱いについ

て定めている部分を今後、鹿児島県市町村総合

事務組合の退職手当条例を適用する旨から「育

児休業をした職員の退職手当の額及びその支給

方法は、一般職の職員の退職手当に関する条例

の定めるところによる。」と改めようとするも

のです。 

 また、第17条において、育児短時間勤務をし

た職員の退職手当の取り扱いを定めております

が、第９条と同様、取り扱いについては、鹿児

島県市町村総合事務組合の退職手当条例の定め

るところによるように改めようとするものでご

ざいます。 

 次に、条例改正案のほうにお戻りいただきま

して、第３条は、「垂水市長等の退職手当に関

する条例」、「垂水市職員退職手当支給条例」、

「垂水市職員退職手当基金条例」の３つの関係

条例を廃止しようとするものです。 

 なお、附則としまして、この条例は、平成28

年４月１日から施行しようとするものでござい

ます。 

 以上で説明を終わります。 

 続きまして、議案第12号垂水市人事行政の運

営等の状況の公表に関する条例の一部を改正す

る条例案について、御説明申し上げます。 

 本議案は、平成28年４月１日付で施行される

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を

改正する法律及び行政不服審査法の改正に伴い、

垂水市人事行政の運営等の状況の公表に関する

条例を改正しようとするものでございます。 

 それでは、改正の内容について、添付してお

ります新旧対照表で御説明いたします。 

 任命権者は、毎年、前年度における人事行政

の運営状況等について報告することが規定され

ており、第３条の各号において、報告する事項

を定めているところですが、今回の地方公務員

法の一部改正に伴い、人事評価制度の導入と退

職管理の適正化が定められたことで、新たに、

第２号に「職員の人事評価の状況」を、第８号

に「職員の退職管理の状況」を加えるものです。 

 また、第７号で定める「職員の研修及び勤務

評定の状況」につきましては、勤務評定制度は

廃止し、人事評価制度へ移行することに伴い、

その文言を削除し、９号として「職員の研修の

状況」に改めようとするものです。 

 次に、第５条は、行政不服審査法の改正に伴

い、「不服申立て」を「審査請求」に改めよう

とするものです。 

 なお、附則としまして、この条例は、平成28

年４月１日から施行しようとするものでござい

ます。 

 以上で説明を終わります。 

 続きまして、議案第13号垂水市行政不服審査

法の改正に伴う関係条例の整理等に関する条例

案について、御説明申し上げます。 

 議案第３号においても御説明しましたが、平

成26年６月に、行政不服審査法の全部が改正さ

れ、平成28年４月１日から施行されることとな
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ります。 

 この行政不服審査法とは、行政庁の処分その

他公権力の行使に当たる行為に関する不服申し

立てについて定めた法律であり、今回、国民が

利用しやすいように、「公正性の向上」、「使

いやすさの向上」、「国民の救済手段の充実・

拡充」を図ることを目的に、抜本的に改正され

たところです。 

 大きな特徴について説明いたしますと、「審

理員による審理手続の導入」、「行政不服審査

会等への諮問手続の導入」、「審査請求人の権

利の拡充」、「審査請求期間の延長」、「審査

請求への一元化」が挙げられます。 

 「審理員による審理手続の導入」は、職員の

うち、処分に関与しない審理員を配置し、審査

請求及び処分庁の主張を公正に審理することが

定められたものです。 

 「行政不服審査会等への諮問手続の導入」は、

議案第３号でも説明しましたが、地方公共団体

は、不服申し立ての審理における客観性・公正

性を確保するため、不服申し立てに対する判断

の妥当性について審査を行う第三者機関として

の行政不服審査会を設置することが定められた

ものです。 

 「審査請求人の権利の拡充」は、申立人は、

審理員の許可を得て、処分庁等に質問を発する

ことができるようになったことや、また、提出

書類等の閲覧についても拡充され、写しをとる

ことも可能等になったものです。 

 「審査請求期間の延長」は、これまで不服申

し立ての可能な期間は、処分を知った日の翌日

から起算して60日とされていましたが、３か月

に拡充されたものです。 

 「審査請求への一元化」は、従来の不服申し

立てのうち、「異議申し立て」は廃止され、

「審査請求」に一本化されたものです。 

 以上が主な改正事項となります。 

 このように、行政不服審査法が大きく見直さ

れたことに伴い、従来の行政不服審査法に対応

しておりました本市の関係条例につきましても、

新しい審査法に対処するよう改正する必要が生

じたため、この議案は、関係する条例、「垂水

市固定資産評価審査委員会条例」、「垂水市税

条例」、「垂水市土地改良事業分担金等徴収条

例」、「垂水市文化財保護条例」、「垂水市地

方卸売市場条例」、「垂水市行政手続条例」、

「垂水市手数料条例」、「垂水市情報公開条

例」、「垂水市個人情報保護条例」を一括して

改正しようとするものでございます。 

 なお、改正内容につきましては、新旧対照表

のとおりとなりますが、この改正は、行政不服

審査法の改正に伴い、「異議申し立て」を「審

査請求」へ、また、「60日」を「３か月」へな

ど、文言整理やその他改正事項についても、全

国画一的な改正となる事項ですので、それぞれ

の内容につきましては、説明を省略させていた

だきます。 

 なお、附則としまして、この条例は、行政不

服審査法の施行とあわせて、平成28年４月１日

に施行しようとするものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 続きまして、議案第14号旧垂水市教育委員会

教育長の給与に関する条例の一部を改正する条

例案について、御説明申し上げます。 

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法

律」の一部改正により、教育長が一般職から常

勤の特別職に位置づけられたことに伴い、昨年

の３月議会において、教育長の給与は、「垂水

市長等の給与に関する条例」の中に新たに定め、

「垂水市教育委員会教育長の給与に関する条

例」は、現教育長の任期中は効力を残すことを

規定した上で廃止したところですが、今回の国

の特別職の給与に関する法律の一部改正等に伴

い、この条例を改正する必要が生じたため、改

正しようとするものです。 

 改正の方法は、議案第６号と同様、平成27年
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４月１日適用分を第１条とし、平成28年４月１

日施行分を第２条として、２段階の改正を行お

うとするものです。 

 改正の内容につきましては、添付しておりま

す新旧対照表にありますが、これにつきまして

は、先ほど議案第６号と同様な説明になります

ので、省略させていただきます。 

 なお、附則としまして、附則第１項は、この

条例は公布の日から施行し、第２条の規定は、

平成28年４月１日から施行しようとするもので

ございます。 

 また、附則第２項は、第１条の規定による改

正後の条例の規定は、平成27年４月１日に遡及

して適用することを規定したものでございます。 

 附則第３項は、期末手当の内払いについて規

定したもので、第１条による改正後の規定を適

用する場合において、改正前に支給された期末

手当は、改正後の規定による期末手当の内払い

とすることを規定したものです。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○消防長（前木場強也）  おはようございます。 

 議案第15号垂水市火災予防条例の一部を改正

する条例案について、御説明いたします。 

 今回の改正は、対象火気設備等の位置、構造

及び管理並びに対象火気器具等の取り扱いに関

する条例の制定に関する基準を定める省令の一

部を改正する省令が公布されたことに伴い、改

正するものでございます。 

 改正内容は、省令施行後10年以上が経過し、

当初想定していなかった設備及び器具が流通し

てきたことから、それらへの対応を図るため、

当該設備及び器具に係る離隔距離癩癩可燃物等

との間に設けるべき火災予防上安全な距離のこ

とをいいますが、その離隔距離に関する規定を

整備するもので、別表第３を全部改正するもの

でございます。 

 別表第３の改正内容の詳細を説明いたします

と、４ページの厨房設備及び９ページの調理用

器具の欄に、グリドルつきこんろに係る離隔距

離について追加するとともに、従前から同表に

おいて規定されている、こんろ及びグリルつき

こんろと同様の離隔距離とすることといたして

おります。 

 また、11ページの電気調理用機器の欄に、最

大入力値が5.8キロワット、１口当たりの最大

入力値が3.3キロワットである電磁誘導加熱式

調理器具及びその複合品に係る離隔距離につい

て追加するとともに、従前から同表において規

定されている電磁誘導加熱式調理器及びその複

合品と同様の離隔距離とすることといたしてお

ります。 

 そのほか、電気こんろ、電気レンジ、電磁誘

導加熱式調理器を「電気調理用機器」に統合し、

備考欄の体裁を整える等の整理を行っておりま

す。 

 なお、附則といたしまして、この条例は、平

成28年４月１日から施行しようとするものでご

ざいます。 

 以上で、議案第15号垂水市火災予防条例の一

部を改正する条例案についての説明を終わりま

すが、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（池之上誠）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

   ［持留良一議員登壇］ 

○持留良一議員  13号について、行政不服審査

法の改正に伴う関係条例の整備等に関する条例

案ということで出てましたけども、その中で、

手続の一元化とか審理の客観性・公平性の確保、

それから迅速化とかいうことで図られるという

ことでしたけど、その中で先ほど説明で、異議

申し立てが廃止となったということで、一方で

は、その審査請求の一元化ということで出てき

たというふうに思いますけども、この異議申し

立てがなくなるということは、例えば、今、水
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俣病の問題とかいろいろありますけども、管理

共済の措置が後退するのではないかという指摘

も一方ではあるんですが、この異議申し立てが

廃止になるということで、そのあたりの問題と

いうのは、どのような形で対応できるのか、救

済されるのか、もしくは、もうそのこと自体は

なかなかできなくなるのか、そのあたりについ

て１点だけ質疑したいと思います。 

○総務課長（中谷大潤）  この異議申し立てが

審査請求というに改められたと、私は、これは

文言のただ整理というふうに理解しております

ので、取り扱いについては従来の、内容的には、

審査請求という言葉になりますけれども、内容

的については異議申し立てと同様の理解ですの

で、内容については変更はないというふうに理

解しているところでございます。 

○議長（池之上誠）  いいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

   ［川菷達志議員登壇］ 

○川萇達志議員  議案第15号の火災予防条例の

一部を改正する条例なんですけれども、この適

用範囲というのは、家庭もひっくるめて全部な

のかと、まずお伺いいたします。 

○消防長（前木場強也）  この対象火気器具等

というのは、火を使用する器具という形になり

ますので、家庭用につきましても同様の対象と

なります。 

 以上です。 

○川萇達志議員  それはそれでいいんだけれど

も、確かに、こういう条例で。確認方法は、じ

ゃあ、どうした。例えば、立入検査とか、そう

いったことをしていかないと。条例をつくりま

したと、これで市民が周知してるかっちゅう話

なんです。出てくるのはどれぐらい難しい話だ

けれども、やはりここら辺の周知徹底をしてか

ないと、条例として意味をなさないというとこ

ろでは。 

○消防長（前木場強也）  まず、新築の家に関

しましては、設計図ですか、そういうのを提出

していただいて、工事確認の当然、消防設備、

そういう形になりますので、それで確認してお

りますので。 

 あと、実地という形では、検査はしておりま

せんが、その設計図で距離等を確認しておりま

す。 

 以上です。 

○川萇達志議員  もう１点。あと、業務用につ

いての検査とか立入検査とか、そういうのは適

時されているのかどうか。 

○消防長（前木場強也）  業務用につきまして

は、野外で火気使用するということであれば、

現場調査はしております。 

 それとあと、事業所に関しましては、消防設

備の確認ということで、新築時に全て現地に赴

いて確認をしております。 

 以上です。 

○議長（池之上誠）  ほかに質疑はありません

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの議案10件については、いずれも総

務文教委員会に付託の上、審査したいと思いま

す。 

 これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号から議案第15号までの議

案10件については、いずれも総務文教委員会に

付託の上、審査することに決定いたしました。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

 次は、11時20分から再開いたします。 

     午前11時12分休憩 

 

     午前11時20分開議 
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○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

   △議案第16号上程 

○議長（池之上誠）  日程第17、議案第16号垂

水市過疎地域自立促進計画についてを議題とい

たします。 

 説明を求めます。 

○企画政策課長（角野 毅）  議案第16号垂水

市過疎地域自立促進計画について、提案理由を

御説明申し上げます。 

 その前に、お手元の資料「垂水市過疎地域自

立促進計画」について訂正がございます。本文

中22ページになります。22ページ末癩癩一番

下の行でございます癩癩から23ページの１行目

にかけての文言で、「効率的・計画的な都市基

盤の整備に努める。」につきまして、同じ文言

が重複しておりました。一文について削除くだ

さいますようお願いいたします。 

 それでは、説明に入ります。 

 過疎地域自立促進特別措置法につきましては、

平成28年３月をもちまして失効期限を迎えるこ

とから、平成24年に法改正が実施され、平成32

年度までの５年間延長されることとなりました。 

 本市におきましても、国の過疎法に基づき、

昭和45年度から平成27年度まで過去５回にわた

り、過疎計画を策定し、過疎地域の自立促進を

図る施策を行い、一定の成果を残してまいりま

した。 

 今回の法改正を受け、本市のさらなる自立促

進・地域活性化に向けた新たな施策を展開する

ため、過疎地域自立促進特別措置法改正に伴い、

平成28年度から平成32年度までの垂水市過疎地

域自立促進計画を新たに策定をいたしました。 

 今回の策定に伴う新たな事業について、地域

包括ケアのさらなる充実を図るための地域包括

ケアセンターの整備事業、国民体育大会の開催

や交流人口の増加、市民スポーツ環境の充実を

図る垂水中央運動公園の整備事業、空き家対策

事業・定住促進事業を新たに加えた計画となっ

ております。 

 以上、過疎地域自立促進計画の提案理由を説

明させていただきました。御審議のほどよろし

くお願いをいたします。 

○議長（池之上誠）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第16号については、総務文教委員会に付

託の上、審査いたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第16号については、総務文教委

員会に付託の上、審査することに決定いたしま

した。 

   △議案第17号上程 

○議長（池之上誠）  日程第18、議案第17号平

成27年度垂水市一般会計補正予算（第13号）案

を議題といたします。 

 説明を求めます。 

○財政課長（野妻正美）  議案第17号平成27年

度垂水市一般会計補正予算（第13号）案を御説

明申し上げます。 

 今回の補正の主な理由でございますが、事業

費の確定に伴う予算整理と特別会計への繰り出

し等の予算措置、並びに地方債に補正が必要に

なったものでございます。 

 また、国は「一億総活躍社会の実現に向けて

緊急に実施すべき対策」等として、補正予算を

編成しました。それを受けまして、本市も平成

28年度事業予定としておりましたものについて、

地方負担分に補正予算債の充当など、財政面に

有利な条件となる事業につきましては、前倒し
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をして今回の補正予算に計上しております。 

 今回の補正は、歳入歳出とも３億7,678万

7,000円を増額しますので、これによる補正後

の歳入歳出予算総額は102億7,540万1,000円と

なります。 

 補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額

並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ペー

ジから５ページまでの第１表歳入歳出予算補正

に掲げてあるとおりでございます。 

 債務負担行為に補正がありましたので、６

ページの第２表債務負担行為の補正をごらんく

ださい。有限会社森山水産の加工場新設に伴い、

企業等立地促進補助金を３年間交付するために、

平成29年度までの債務負担行為を追加するもの

でございます。 

 地方債にも補正がありましたので、７ページ

の第３表地方債の補正をごらんください。「追

加」でございますが、漁港整備事業は牛根麓漁

港整備事業の県営事業負担金に係るもので、福

祉施設整備事業は、垂水市包括ケアセンターに

係るもの、小学校施設整備事業は、補助金の内

定に伴い緊急防災・減災債での対象事業となっ

たものです。また、通信情報整備事業は、国の

指針に基づく自治体情報システム強靭化に対応

するためのネットセキュリティー対策で、国の

補正予算に対応するものです。 

 ８ページの「変更」でございますが、事業費

の確定に伴う補正でございます。それぞれの事

業にかかわる起債額を右の欄に示す限度額に変

更しようとするもので、本年度の借入総額を繰

り越し分を除いて、合計額８億3,368万円にし

ようとするものでございます。 

 18ページをお開きください。 

 歳出の事項別明細で主なものを御説明申し上

げますが、人事院勧告による人件費と、事務事

業の確定に伴う予算整理に係るものは省略させ

ていただきます。 

 総務費の１目一般管理費の３節職員手当等の

退職手当は、職員の早期退職によるものでござ

います。 

 次に、８目財産管理費の25節積立金は、庁舎

建設や大規模改造等のための市有施設整備基金

へ積み立てるものでございます。 

 次に、10目企画費の19節負担金、補助及び交

付金は、先ほど説明しました企業等立地補助金

と路線バスの負担金等に係る分でございます。 

 次に、11目電算費の13節委託料は、国の指針

に基づくセキュリティー対策としてのネット

ワーク再構築に係る経費でございます。 

 ページが飛びますが、21ページをごらんくだ

さい。 

 民生費の11目国民健康保険事業費の28節繰出

金は、国民健康保険特別会計への保険基盤安定

制度に基づく法定内繰出金と法定外繰出金でご

ざいますが、法定外繰出金につきましては、今

年度の決算見込みに財源不足が見込まれ、財源

補痾のために繰り出すものでございます。 

 次に、13目介護老人保健施設費28節繰出金は、

老人保健施設特別会計への繰出金でございます

が、今年度の決算見込みに財源不足が見込まれ

ることから、コスモス苑の財源補痾のために繰

り出すものでございます。 

 一番下の２目児童措置費の20節扶助費は、保

育単価の改定及び保育園入所児童の増に伴う補

正でございます。 

 23ページをごらんください。 

 衛生費の１目病院費19節負担金、補助及び交

付金は、病院事業会計へ交付するものですが、

地方交付税確定により、当初予算分との差額を

計上しております。例年、地方交付税確定後の

３月補正で計上しております。 

 24ページをごらんください。 

 農林水産業費の５目農業振興費の19節負担金、

補助及び交付金の減額は、青年就農給付金の給

付対象者が見込みを下回ったことによる減額や

中心経営体等施設整備事業補助金の交付見込み
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がないことによる減額等でございます。 

 ９目畜産業費の減額は、ＰＥＤ防疫体制確立

事業の備品購入費を事業確定見込みにより減額

するものなどです。 

 26ページをごらんください。 

 同じく農林水産業費の４目漁港建設費の19節

負担金、補助及び交付金は、県営事業の負担金

確定によるものです。 

 27ページをごらんください。 

 土木費の１目道路維持費の15節工事請負費は、

事業終了による整理と国の補正予算で対応する

城山団地２号線の道路のり面工事です。 

 29ページをごらんください。 

 消防費の３目消防施設費の15節工事請負費は、

牛根分遣所の外壁の補修工事に係るものです。 

 以上が歳出の主なものでございますが、これ

らに対する歳入は、前に戻っていただきまして、

９ページの事項別明細書の総括表及び11ページ

からの歳入明細にお示ししてありますように、

それぞれの事務事業に伴う国県支出金、使用料

及び手数料、市債などの特定財源と市税、地方

交付税、繰越金などを充てて、収支の均衡を図

るものでございます。 

 なお、15ページの寄附金につきましては一般

寄附金で、関西垂水会や還暦同窓会ほか、個人

の方から賜ったものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（池之上誠）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

   ［持留良一議員登壇］ 

○持留良一議員  ２点ほど、質疑をしたいと思

います。 

 １つは、財産管理費です。これについて１億

円の補正ということで出てきてるんですけども、

もう相当基金も積み立ててきてるというふうに

思うんですが、以前、この問題で公共施設白書

というのがありまして、それで説明が途中から

このことがなくなって、私もいろいろ調べてみ

たら、当初、国のほうでインフラ長寿計画、そ

の後総務省で公共施設等総合管理計画という形

で名前を変えてきてます。 

 それで、この公表ができなかったということ

と、その後、じゃあ、この問題どうなってんの

かという、ちょっと私たちもわからない、そし

てなおかつこういう形で積み立てがされている

となると、そのあたりというのは、やっぱりつ

まびらかにするべき内容があるのかなというふ

うに思うんです。 

 というのは、１つは背景として、いわゆる増

田さんの人口消滅論というのがあって、地方都

市の消滅論というのが、そういう中で出てきて

いるのが、いわゆる集約等々の関係で再編とい

う形で、いわゆる地方都市とかそれから集落等

の再編を行うと、そういう中で、その公共施設

等が一定程度やっぱり現状のまま推移すると非

常に困ると、そういう中でどう集約を図ってい

くかという中で、国のほうでお金も出して公共

施設等管理計画をつくれというふうになってき

たというふうに私自身は認識をしてるんですけ

ども、要するに公共施設の統廃合を進めていく

と、それはもう単純に自治体だけでじゃなくて、

広域的な一面も持ちながら、この問題について

は対応していくんだみたいな形で、ある意味で

はもう水面下で進められてるような気がすると

思うんですよね。 

 一方では、こういうお金がこういう形で出て

くる中で、私たちもやっぱりここの問題という

のはどんなふうにしていくのかというのは、非

常に重要な今後の地域づくりの観点からも大切

な点だと思うんですよね。ましてや、特に住民

の皆さんは自分たちの地域の公民館とか含めて

どうなっていくのかということも非常に心配さ

れる分もあるんじゃないかなと。一方では、そ

ういう形で地方都市と集落との再編が進んでい
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くということもあるような状況にあると、そう

いうところでこの問題について、当初、公共施

設白書等が示されてましたけども、それは私た

ちには提示されませんでしたが、実際上、この

問題というのはどうなっているのかということ

が１点あります。 

 もう１つは、昨年も問題にしたかというふう

に思うんですが、いわゆる介護老人保健施設費

の問題ですね。これは特に、あと10年間ぐらい

でしたかね、償還の関係で大変だということで、

基金もとうとう底をついたという中でやりくり

をしなきゃならない。ところが一方では、昨年

度から事業所の介護報酬も引き下げられて、さ

らに経営が大変厳しくなってきているという面

があるんですが、去年対比との関係でどうなっ

ているのかということと、そのことしの主なそ

の要因は何だったのか、その点についてお願い

します。 

○財政課長（野妻正美）  公共施設白書でござ

いますが、議員御指摘のとおり策定済みでござ

います。ただ、その時点でちょっと精査が必要

となり、また国の指針である、今、議員申され

た、公共施設等総合管理計画を策定しなさいと

いうことで義務づけられてきました。 

 それで、公共施設白書をもとに、現在、平成

27年度、28年度２カ年で、この公共施設等総合

管理計画にも着手し、今、作業中でございます。

庁内のデータ、管理の状況、そういうのを今、

集約しているところで、現在、住民アンケート

に着手しているところでございます。具体的に

はまだこれからでございますが、実際、この施

設等総合管理計画の作業中というところでござ

います。 

 それで、ここにつきましては、大きな見直し

をせざるを得ないというふうに考えております。

といいますのが、この施設等の老朽化、全国的

な問題でありまして、ここにつきましては統合

や廃止など、そういうものも含めて検討される

ことになります。また、あらかたそういうとこ

ろで結果、方針とか示された時点で、また議員

の皆様にはお示ししたいと考えております。 

 それにあわせまして、市有施設整備基金の積

み立ての状況ということでございますが、平成

26年度末で約８億余り積み立ててきております。

この基金は、各施設の修繕等の予算編成時の平

準化を図ることも目的の一つでございまして、

当然、庁舎建設のことを視野に入れて設置した

ものでございます。 

 本庁舎建設を考えると、仮に30億円ほど建設

に必要だとした場合、庁舎建設費に起債を充当

したとしても一般財源が約10億ほど必要である

と、これは今時点でですが考えております。単

年度での負担が大きくならないように、数年か

けて財源確保に努めていきたいと考えておりま

す。そのため、これまで毎年１億円を目標に積

み立ててきております。今回も予定額の１億円

を積み立てるものでございます。 

 また、先ほど御説明しましたが、もう老朽化

が進んでおりますが、その他現有施設のこの老

朽化につきましても、耐震補強等を含めた施設

の大規模な整備費も必要なことも考えられます。

そういうため、今後も積み立てが必要になると

考えております。 

 以上でございます。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  老人保健施設へ

の一般会計からの繰り入れでございますが、御

承知のように老人保健法から介護保険法へ適用

法律が変更になりました平成12年度につきまし

て、7,000万円を超える収益があったわけでご

ざいますが、その後３年ごとに介護報酬の改定

がございまして、ほぼ毎回、介護報酬の引き下

げや基準の厳格化が行われまして、介護老人保

健施設を取り巻く環境というのは、どんどん厳

しくなっているような状況でございます。 

 また、コスモス苑の運営につきまして、先ほ

ど申し上げました、医療と比べまして介護報酬
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の単価が低いということ、それから、施設の人

員基準が厳しい、また、建設費用に係る起債借

入金の元利償還金が7,200万円に及ぶというこ

とで、これが約あと10年間ほど続きます。 

 そういったことで、昨年度も一般会計からの

繰り入れを1,300万ほど措置をさせてもらった

ところでございますが、また平成27年度、今年

度につきまして、今、さらにまだ介護報酬の改

定がございまして、サービスなんかの引き下げ

が行われたということで、事業収入だけでは老

人保健施設の事業費が不足をしまして、一般会

計からの繰り入れをせざるを得ない状況という

ことになったところでございます。 

 以上でございます。 

○持留良一議員  １点目の問題というのは、や

っぱりこれもう少し私たちもいろんな立場で議

論を重ねていかなきゃならない非常に重要な面

が私はあると、というのは、この計画設定が国

のほうでお金も出してると、約1,000億円ぐら

いでしたかね、確かね、全国にこの策定を今年

度中だったですかね、来年度かちょっと時限的

なのはわからないんですけども、やはりこの問

題というのは単純にそれぞれ自治体が主体的に

という面よりもやっぱり国のほうの関与という

か関係というんですかね、これ非常に強くなっ

ていくんじゃないかなというふうに心配もして

いる部分があります。先ほど言いましたとおり、

やっぱり地方都市とそれから集落の再編という

のがあって、その中でやっぱり今のままのを維

持するんじゃなくて、どんどん集約化して統廃

合していこうという面があります。ということ

も将来的には、道州制も含んだ形の再編が行わ

れていくのかなというふうに私は懸念をしてる

んですけども、やっぱりそういうところ含めて、

今後、情報も互いに共有しながらこの問題はい

ろいろと議論していく点があるのかなというふ

うに思います。 

 それから、あとコスモス苑、いわゆる介護老

人保健施設の問題なんですけども、これは非常

にある意味では経営的な面から考えてくると、

報酬がこんなに下げられてくると非常に悪循環

になっていく面があるんじゃないかなと。とい

うのは、結果的に働く人たちへのしわ寄せ、い

わゆる正規職員を少なくして、非正規、パート

という形でやっていくといういわゆる介護サー

ビスの内容にも影響してくるという非常に問題

が出てくる可能性が私は以前からもあったし、

今それがさらに一層進んできてるという状況だ

と思うんです。このあたりのやっぱりどのよう

な対策をとっていくのかという、非常に、一方

ではサービスの充実というのもあるわけですの

で、そのあたりの考え方があったらぜひ、この

点についてはきちっとした対策をとっていく必

要があると思うんですが、その点についてお聞

きしたいと思います。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  その対策という

ことでございますが、やはり報酬がもうある程

度限られてくると、そういった中で、じゃあど

のようにしていけばいいのかということでござ

いますが、一方ではやはり支出のほうも減らす

努力もしていかなければならないということか

ら、コスモス苑のほうにもいろいろ経費削減の

ほうもお願いをしているところでございます。

例えば、給食、清掃等の委託業務も入札である

とか、職員ボランティアによる作業経費の削減

とか、あるいは退職金の削減というようなこと

も一応考えておられるようでございます。そん

なことで、医師会のほうにも協力をいただきな

がら、一層の経費の削減のほうに努めてまいり

たいというふうに思います。 

○持留良一議員  これやっぱり最後は市長の大

きな課題になってくると思うんですよね。これ

はぜひ全国市長会とか国への陳情の中で、こう

いう報酬の改定によって、一番被害をこうむる

のは働く人たちであり、そのサービスを受ける

介護の被保険者の方々だというふうに思うんで
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すね。ここでこういう形で結果的にしわ寄せが

来るというのはやっぱり問題であり、ぜひあら

ゆる機会を捉えてこの介護報酬の問題について

撤回といいますか、そういう立場でぜひ努力を

していただきたいと思いますが、市長の考えは

どうでしょうか。 

○市長（尾脇雅弥）  現状は担当課長が申し上

げたような状況であることは共通認識だと思い

ます。今、御提案があったような形でいろんな

場で、各首長同じような認識を持っております

ので、強くまた国等へは要望していきたいとい

うふうに思っております。 

○議長（池之上誠）  ほかに質疑はありません

か。 

   ［村山芳秀議員登壇］ 

○村山芳秀議員  21ページのところの国保の法

定外繰出金8,000万ということで出ております

が、基金も枯渇をしまして、毎年こういう状況

に今後なるであろうという予測がされておりま

すが、この繰出金、今回、先ほど説明がありま

したけど、保健課と福祉の分けるという中で、

この国保の部分の事務事業というのは、この議

案とは関係はないんですが、検討されたのか。

というのが、数年前もでしたけど、垂水市が高

医療費の指定市町村ということで、やはりこの

健康づくりというのが最大の課題にもなってき

ております。健康づくりへの一本化ということ

で、保険の国保のあり方を含めて、この法定外

の繰り上げが続く状況の中で、それから平成30

年には県営の統合という部分もありますけど、

ここらを含めて今後の、現在、国保が市民課に

置かれてるわけですけど、そういう部分でこの

法定外をとにかく少なくする方法には、健康づ

くりしかないと思うところですけど、ここをど

う考えてらっしゃるかお尋ねします。 

○総務課長（中谷大潤）  今回の保健福祉課を

分課するに当たりまして、当然、国民健康保険

係の取り扱いにつきましては論議されたところ

でございます。現在、市民課のほうで所管して

いるわけですけども、今、議員が仰せのとおり、

健康づくりと連動する国民健康保険、これがや

はりこの医療費の抑制につながるものだろうと

いうことはいろいろ議論なされたわけですけど

も、ただ、今、現保健福祉課の中に病院の対策

室も設けておりますので、そのことは医療費の、

国民健康保険は医療費の抑制ということを念頭

に入れながら事務を進めてるわけですけども、

病院のほうはまだ健全な運営ということでござ

いますので、この辺が医療費が余りにも抑制ば

っかりになると今度は病院のほうの運営にも支

障を来すんじゃないかという議論も出て、その

中でうまく整理ができるように、健康づくりに

つきましては、とりあえずは現状のままの体制

で取り組んでいくというふうに結論を出したと

ころでございます。 

○村山芳秀議員  国保連合会のほうでは、もう

介護と国保、それから後期高齢者のデータの一

元化というのが進んでおりまして、市民の健康

づくりという形で、そういうところもやっぱり

保健課のほうに一体となって、もう繰り出しが

やはり少なくなるような、年数を要するでしょ

うけど、やはりそういう部分を視点に持って、

この繰出金を減らす、医療費を減らす、抑制す

るという部分で、やっぱりその体制づくりがや

はり最も肝要ではないかなというような気がし

ますので、今回その前に戻ったというか、以前

の福祉事務所と保健課というような形ですけど、

ここいらを考えて、その法定の繰り出しのあり

方を含めて検討いただければと。 

 以上です。 

○議長（池之上誠）  今のは要望でよかったの。 

○村山芳秀議員  はい。 

○議長（池之上誠）  はい。ほかに質疑はあり

ませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。 
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 これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本案は、各所管常任委員会に付託の上、審査

いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第17号は各所管常任委員会に付

託の上、審査することに決定いたしました。 

   △議案第18号～議案第23号一括上程 

○議長（池之上誠）  日程第19、議案第18号か

ら日程第24、議案第23号までの議案６件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第18号 平成27年度垂水市国民健康保険特

別会計補正予算（第３号） 案 

議案第19号 平成27年度垂水市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号） 案 

議案第20号 平成27年度垂水市老人保健施設特

別会計補正予算（第２号） 案 

議案第21号 平成27年度垂水市病院事業会計補

正予算（第１号） 案 

議案第22号 平成27年度垂水市簡易水道事業特

別会計補正予算（第２号） 案 

議案第23号 平成27年度垂水市水道事業会計補

正予算（第２号） 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池之上誠）  説明を求めます。 

○市民課長（白木修文）  どうもお疲れさまで

す。 

 議案第18号平成27年度垂水市国民健康保険特

別会計補正予算（第３号）案について、御説明

申し上げます。 

 １ページに記載しておりますように、今回の

補正は、歳入歳出とも4,926万3,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を29億9,128万7,000円とす

るものでございます。 

 主な補正の理由でございますが、医療費の今

後の見込みによる保険給付費の増額補正、平成

26年度療養給付費等負担金の確定に伴う国庫支

出金返還金の補正などでございます。 

 それでは、歳入歳出補正予算事項別明細によ

り御説明いたします。 

 なお、金額はお示ししてありますので、省略

させていただきます。 

 歳出から御説明いたします。 

 ９ページをお開きください。 

 １款５項医療費適正化特別対策事業費は、今

後の執行額の見込みによる訪問看護師の賃金等

を減額するものでございます。 

 ２款１項療養諸費は、11月までの医療費の実

績から今後の所要額を勘案し、増額補正するも

のでございます。 

 ２項の高額療養費は、財源の組み替えでござ

います。 

 ３款の後期高齢者支援金等から、次のページ

の６款介護納付金までは額の確定に伴う減額補

正でございます。 

 ７款１項共同事業拠出金の各目は、拠出金の

額の確定に伴う補正でございます。 

 ８款１項保健事業費及び２項特定健康診査等

事業費は、人間ドック助成金と特定健康維持業

務委託料に不足が見込まれることによる補正で

ございます。 

 11ページをお開きください。 

 11款１項償還金及び還付加算金は、平成26年

度療養給付費等負担金等の確定に伴う国庫支出

金返還金の補正でございます。 

 これに対する歳入でありますが、６ページを

お開きください。 

 １款国民健康保険税は、現時点での調定額に

対しての収入見込みによる補正でございます。 

 ４款１項国庫負担金及び２項国庫補助金は、

年間の交付額を見込んだ補正でございます。 

 ５款療養給付費交付金と、次のページの６款
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前期高齢者交付金は、支払基金からの交付決定

に基づき減額補正するものでございます。 

 ７款県支出金も、国庫支出金と同様に、年間

の交付額を見込んだ補正でございます。 

 ８款１項共同事業交付金の各目は、国保連合

会の決定通知に基づき減額補正するものでござ

います。 

 10款２項１目の一般会計繰入金につきまして

は、保険基盤安定繰入金等の確定に伴う補正で

ございます。 

 ８ページをお開きください。 

 ４目のその他繰入金につきましては、医療費

の高騰などにより、多額の財源不足が生じるこ

とが予想されるため、その赤字分を補痾するた

めに、一般会計から繰り入れるものでございま

す。 

 12款諸収入は、今後の見込み額を補正いたし

ました。 

 以上で、議案第18号平成27年度垂水市国民健

康保険特別会計補正予算（第３号）案の説明を

終わりますが、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

 続きまして、議案第19号平成27年度垂水市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）案に

ついて御説明申し上げます。 

 １ページに記載しておりますように、今回の

補正は歳入歳出とも1,040万円を減額し、歳入

歳出予算の総額を２億1,637万7,000円とするも

のでございます。 

 主な補正の理由でございますが、後期高齢者

医療広域連合納付金の年間納付額を見込んだ補

正などでございます。 

 それでは、歳入歳出補正予算事項別明細によ

り御説明いたします。 

 なお、金額はお示ししてありますので、省略

させていただきます。 

 歳出から御説明いたします。 

 ７ページをお開きください。 

 １款１項後期高齢者医療広域連合納付金は、

被保険者保険料及び保険基盤安定分担金の年間

の所要額を見込んで補正するものでございます。 

 ２款１項償還金及び還付加算金は、過年度分

の保険料還付金でございます。 

 ２項繰出金は、一般会計繰出金の額が確定し

たことに伴う補正でございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 ６ページをお開きください。 

 １款１項の後期高齢者医療保険料は、今後の

収入見込みによる補正でございます。 

 ３款１項一般会計繰入金は、保険基盤安定繰

入金の額の確定に伴う補正でございます。 

 ４款１項繰越金は、前年度の繰越金の確定に

伴う補正でございます。 

 ５款２項償還金及び還付加算金は、歳出で支

出した過年度分の保険料還付金が、広域連合か

ら交付されるものでございます。 

 以上で、議案第19号平成27年度垂水市後期高

齢者医療特別会計補正予算（第２号）案の説明

を終わりますが、御審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  それでは、議案

第20号平成27年度垂水市老人保健施設特別会計

補正予算（第２号）案について御説明申し上げ

ます。 

 １ページをお開きください。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ1,500万円

を増額し、歳入歳出予算の総額を６億90万

4,000円とするものでございます。 

 主な補正の理由でございますが、実績及び今

後の見込みに伴う指定管理料の増額補正及び事

業収益の確定見込みに伴う財源措置をしようと

するものでございます。 

 それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書に

より御説明いたします。 

 なお、金額はお示ししてありますので、省略

させていただきます。 
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 歳出から御説明いたします。 

 ７ページをお開きください。 

 １款事業費１項老人保健施設事業費１目老人

保健施設事業費は、交付金を増額補正するもの

でございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 ４ページをごらんください。 

 １款療養費収入、２款使用料及び手数料は事

業収益の確定見込みに伴い減額補正するもので

ございます。 

 ６款繰入金は、歳入財源不足の補痾のため、

一般会計から繰り入れるものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第21号平成27年度垂水市病

院事業会計補正予算（第１号）案について御説

明申し上げます。 

 １ページをお開きください。 

 今回の補正の理由でございますが、病院事業

収益及び病院事業費用の増額補正をしようとす

るものでございます。 

 第２条の収益的収入及び支出の予定額の補正

でございますが、収入の第１款病院事業収益を

5,528万5,000円増額し、総額20億7,975万7,000

円とし、支出の第１款病院事業費用を5,682万

3,000円増額し、総額20億7,957万8,000円とす

るものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○水道課長（北迫一信）  お疲れさまです。 

 議案第22号平成27年度垂水市簡易水道事業特

別会計補正予算（第２号）案について御説明申

し上げます。 

 今回の補正の主な理由は、27年度末の決算を

見込み、不用額の整理を行うものでございます。 

 １ページに記載してありますように、今回の

補正額は、歳入歳出それぞれ106万7,000円を減

額し、歳入歳出予算の総額を4,104万3,000円と

するものでございます。 

 それでは、歳出から主な補正予算のみ説明を

いたします。 

 ７ページをお開きください。 

 １款総務費１項１目一般管理費の13節委託料

は、維持管理委託料、調査・測量・設計委託料

の入札残を減額するものでございます。 

 18節備品購入費は、水道メーターの購入に係

る入札残を減額するものでございます。 

 次に、歳入でございますが、前のページをご

らんください。 

 １款使用料及び手数料１項１目使用料の節の

簡易水道使用料は、当初計画した水道使用料を

上回ったことにより使用料の増額を補正するも

のでございます。 

 ２款繰入金１項一般会計繰入金１目一般会計

繰入金は、一般会計からの繰入金を減額補正し

まして、収支の均衡を図っております。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第23号平成27年度垂水市水

道事業会計補正予算（第２号）案につきまして

御説明申し上げます。 

 今回の補正の主な理由は、年度末の決算を見

込み、予算の整理を行うものでございます。 

 １ページをごらんください。 

 第２条の収益的支出は、水道事業費用を424

万9,000円減額し、２億5,656万2,000円とする

ものでございます。 

 第３条の資本的収入は、380万円減額するも

のでございます。 

 第４条の議会の議決を経なければ流用できな

い経費の職員給与費は、613万2,000円減額し、

4,505万3,000円とするものでございます。 

 それでは、詳細につきまして参考資料により

御説明いたします。 

 ７ページをお開きください。 

 まず、収益的支出の支出から説明いたします。 
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 １款水道事業費用１項営業費用２目配水及び

給水費の節の給料から３目総係費の法定福利費

引当金繰入額までは、人事異動に伴う人件費を

減額補正するものでございます。 

 ５目資産減耗費２節固定資産除却費は、水道

管や水道メーターの除却費の支出に不足を生じ

るため、増額するものでございます。 

 ２項営業外費用２目消費税及び地方消費税は、

税務署へ支払う消費税に不足を生じるため増額

するものでございます。 

 次に、資本的収入を説明いたします。 

 １款資本的収入１項１目工事負担金の節の工

事負担金は、予定していた市道改良工事による

水道管移設工事が実施されなかったことに伴い、

減額するものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（池之上誠）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの議案６件については、いずれも所

管の各常任委員会にそれぞれ付託の上、審査し

たいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第18号から議案第23号までの議

案６件については、いずれも所管の各常任委員

会にそれぞれ付託の上、審査することに決定い

たしました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 次は、１時10分から再開いたします。 

     午後０時３分休憩 

 

     午後１時10分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

   △議案第24号～議案第34号一括上程 

○議長（池之上誠）  日程第25、議案第24号か

ら日程第35、議案第34号までの議案11件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第24号 平成28年度垂水市一般会計予算 

案 

議案第25号 平成28年度垂水市国民健康保険特

別会計予算 案 

議案第26号 平成28年度垂水市後期高齢者医療

特別会計予算 案 

議案第27号 平成28年度垂水市交通災害共済特

別会計予算 案 

議案第28号 平成28年度垂水市介護保険特別会

計予算 案 

議案第29号 平成28年度垂水市老人保健施設特

別会計予算 案 

議案第30号 平成28年度垂水市病院事業会計予

算 案 

議案第31号 平成28年度垂水市漁業集落排水処

理施設特別会計予算 案 

議案第32号 平成28年度垂水市地方卸売市場特

別会計予算 案 

議案第33号 平成28年度垂水市簡易水道事業特

別会計予算 案 

議案第34号 平成28年度垂水市水道事業会計予

算 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池之上誠）  説明を求めます。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  本日、平成28年第１回市

議会定例会の開会に当たり、議員各位の御健勝

を心からお喜び申し上げますとともに、市政の

推進に御尽力をいただいておりますことに対し、

衷心より感謝を申し上げます。 
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 ここに平成28年度当初予算を初め、重要案件

の御審議をお願いするに当たり、市政に取り組

む所信の一端を述べ、議員各位を初め、市民の

皆様の御理解と御支援を賜りたいと存じます。 

 昨年、「地方創生」というキーワードが示さ

れ、市民の皆様を初め、市外で御活躍されてい

る皆様から、ふるさと垂水を応援する熱いメー

ルが届いております。 

 国が進める地方創生の取り組みは、都会から

地方に人の流れをつくり、少子高齢化、人口減

少といった課題解決を図ることがテーマとなっ

ておりますが、行政だけでなく市民の皆様を初

め、民間のお力も十分に取り入れながら、私の

政治理念、政治姿勢でございます「市民の幸

福」を実現し、「安心安全で住んでよかったま

ちづくり」に粉骨砕身で取り組んでまいりたい

と考えております。 

 そのためにも、これまでと同様に、第一に、

多くの皆様との対話を重視し、現場を大事にし

ていく姿勢、第二に、さまざまな情報の積極的

な発信と説明責任を果たしていく姿勢、第三に、

あらゆる場面で私自身が率先して実行し、さま

ざまな改革に勇気を持って取り組む姿勢を示し

ながら、これまで培った国や県とのパイプを生

かしながら市政運営に努めていきたいと考えて

おります。 

 さて、私の２期目の公約でございますが、

「元気な垂水づくり、経済・安心・未来からな

る３つの挑戦」を掲げております。基本的な考

え方といたしましては、１期目の取り組みを踏

まえ、２期目となるこの４年間で目に見える成

果を出せるよう意識して取り組んでまいります。 

 まず、「経済への挑戦」でございますが、６

次産業化の推進と交流人口の増加を主としたも

のでございます。この経済の挑戦について３つ

の大きな柱がございます。 

 １つ目は、水産業、農業の６次産業化を図り、

雇用を生み出し、所得向上を図ります。２つ目

は、観光振興に取り組み、交流人口の増加によ

る雇用を生み出し、所得向上を図ります。３つ

目は、地域包括ケアシステムの推進により、医

療・介護・福祉の雇用を確保し、所得向上を図

ります。 

 これらの具体的な取り組みといたしまして、

６次産業化の推進、国内・アジアの教育旅行、

スポーツキャンプ等による観光客誘致の推進、

猿ケ城、南の拠点などの観光拠点の整備、企業

の誘致や育成、垂水中央運動公園のリニューア

ル、地域包括ケアシステムの拠点整備や人材育

成などを行ってまいります。 

 特に昨年は、地方創生のテーマである人口減

少と地域経済縮小という課題克服のために、垂

水市総合戦略を策定いたしました。この総合戦

略に位置づけた南の拠点整備事業や垂水市ＧＭ

Ｏ設立事業に取り組み、本市の宝である地域資

源を磨き上げて経済の活性化につなげてまいり

ます。 

 次に、「安心への挑戦」でございますが、昨

年は豪雨による土石流が牛根深港川で発生し、

国道が通行どめになるなど市民生活に大きな影

響を与えました。幸いにも人的被害はありませ

んでしたが、かねてから災害にしっかり備える

必要性を再確認できたところでございます。 

 また、多くの市民が「住みなれた地域で安心

して暮らしていきたい」という願いがあること

からも、医療・介護・福祉の連携を図り、地域

包括ケアシステムの推進が急務であると考えて

おります。この「安心への挑戦」についても３

つの大きな柱がございます。 

 １つ目は、防災対策に取り組み、安心安全で

災害に強いまちを目指します。２つ目は、地域

包括ケアシステムの推進により、いつまでも住

み続けられるまちを目指します。３つ目は、錦

江湾横断道路から大隅横断道路ネットワーク構

想の推進により、基盤の強化を目指します。 

 これらの具体的な取り組みといたしまして、
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防災ラジオの効果的活用、消防・救急無線デジ

タルの運用、地域包括ケアセンターの開設、乗

り合いタクシーの充実、国道220号の整備、錦

江湾横断道路、臨港道路、大隅横断道路構想の

推進などに努力をしてまいります。 

 次に、「未来への挑戦」でございますが、

「子供は未来の宝である」と言いますことから、

一人一人の成長を実感し、子供たちの夢を育ん

でいくことが重要であると考えます。 

 また、垂水市の明るい未来のためにも本市の

ブランドイメージを高めていく必要がございま

す。こういったことから、未来への挑戦につい

ても３つの大きな柱がございます。 

 １つ目は、情報発信に積極的に取り組み、県

内外に本市をＰＲしてまいります。２つ目は、

子供を育てやすい環境をつくり、子育て世代を

応援してまいります。３つ目は、定住人口対策

を進め、にぎわいや元気のあるまちづくりに努

力してまいります。 

 これらの具体的な取り組みとして、イメキャ

ラとの連携による垂水のＰＲ、ふるさと納税の

体制強化とＰＲ、子供たちの夢を育む総合プラ

ン、子育て支援センター及び子育て支援策の充

実、地域振興計画によるまちづくりの推進を行

ってまいります。 

 次に、第４次垂水市総合計画や公約に基づく

行政分野ごとの主な取り組みやその考えについ

て、御説明をいたします。 

 初めに、「地方創生」でございます。 

 昨年は、地方創生元年であり、本市において

も「垂水市人口ビジョン」と「垂水市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」を策定いたしました。

これらの策定に当たり、外部審議会や議会の皆

様の熱心な御審議をいただきました。この人口

ビジョンにおいては、このまま何も対策をとら

ずにいると2060年に5,761人という推計結果が

示されましたが、総合戦略の確実な実行により、

2060年において１万2,000人の人口規模を維持

することを目指すことといたしました。こうい

ったことから、総合戦略の確実な実行が求めら

れておりますが、公約の中でも申し上げました

とおり、特に経済対策であります南の拠点整備

事業を中心に取り組みたいと考えております。 

 この南の拠点整備事業は、北の拠点である道

の駅たるみず、中央の拠点である森の駅たるみ

ずに続く３つ目の拠点として位置づけ、南北に

長い本市の南側で、大隅の玄関口である垂水港

や、今後整備をお願いしていく大隅横断道路等

に近い浜平地区に整備予定でございます。本市

の豊かな食資源や観光資源に対して、高付加価

値やプロモーションをしかける拠点機能を持た

せ、雇用・創業を促進させ、また他の２拠点と

の連携により経済の活性化を図る構想でござい

ます。この事業の実現に向けて国や県などの関

係機関との調整を初め、民間活力も十分に取り

入れながら整備を推進してまいります。 

 そのほか、垂水市総合戦略においては、若い

世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえると

いう目標を設定しておりますことから、新たな

不妊治療に対する助成を初め、子育て世帯向け

住宅関係事業や子育ての手助けを行うファミ

リー・サポート事業に取り組み、子供を産み、

育てやすい環境づくりを推進してまいりたいと

考えております。 

 次に、総合計画行政でございます。 

 第４次垂水市総合計画は、平成18年度に策定

作業がスタートし、平成20年３月に決定されま

した。この第４次総合計画は、鹿児島大学と策

定に関する協定を締結し、鹿児島大学公開講座

を活用するなど市民との手づくりによる策定プ

ロセスをとるなど先駆的取り組みでございまし

た。本計画は、計画期間があと２年となり、新

たな総合計画の策定が必要な時期となったこと

から、まずは第４次垂水市総合計画の検証を行

い、策定方針等について検討を進めてまいりま

す。 
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 地域振興につきましては、第４次垂水市総合

計画基本構想に基づく、地域振興計画によりま

す地域の特性を生かしたまちづくりの推進に努

めてまいります。地域振興計画は、これまで８

地区で策定されており、８地区全てにおきまし

て総務省事業である過疎集落等自立再生対策事

業と過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事

業の採択を受け、地域の特性を生かしたまちづ

くりが進んでおります。 

 なお、未策定の垂水地区においては平成27年

度から策定委員会を立ち上げ、策定作業が進ん

でおり、平成28年度中の計画策定に向けて引き

続き取り組んでまいります。移住定住の促進及

び転出の抑止につきましては、空き家バンク制

度の推進を図るとともに、既存事業に加え、空

き家バンク物件へ入居する転入者の家賃補助や

市内子育て世代の住宅取得費助成の新規２事業

を加えまして、さらなる定住人口の増加につな

げてまいります。 

 ふるさと納税につきましては、返礼品提供事

業者の御協力をいただき、昨年12月に返礼品の

ラインアップを見直したところ、平成27年の最

終実績は、寄附件数１万7,677件、寄附金額３

億9,510万333円でございました。引き続き、魅

力ある返礼品の充実に取り組み、昨年以上の実

績が残せるよう努めてまいります。 

 防災対策につきましては、住民の生命財産を

守る観点から、防災情報の確実な伝達に努め、

防災体制の強化のため、垂水市総合防災訓練や

防災点検等を実施して安心・安全なまちづくり

を目指します。また、国民保護法、鹿児島県及

び垂水市国民保護計画に基づき、緊急対処事態

が発生した場合における法的手続の確認及び実

動機関への派遣要請に伴う連絡調整等において

習熟を図るとともに、鹿児島県海上・陸上自衛

隊などの関係機関相互の連携を図る実動訓練を

実施したいと考えております。 

 農林業の振興につきましては、農業従事者の

高齢化や後継者不足に対応するため、新規就農

をしようとしている若い世代の確保と支援が重

要であることから、就農給付金や設備等導入補

助などソフト・ハード両面の新規事業で支援し

てまいります。また、農家の所得向上を図るた

めの新規作物推進事業や子牛の商品性を向上さ

せ、生産基盤の維持・拡大を図るための事業に

も取り組んでまいります。さらには、全国的に

拡大、増加して問題となっている野生鳥獣によ

る農作物被害を低減させるため、ソフト・ハー

ド両面にわたる総合的な有害鳥獣被害対策への

取り組みに努めてまいります。 

 農業における６次産業化については、加工・

販売用の機械、施設整備に係る補助金を交付す

るなど、引き続き推進してまいります。農業・

農村の多面的機能の維持・発揮のための地域活

動や営農活動を支援する日本型直接支払制度で

ある多面的機能支払交付金や中山間地域等直接

支払交付金事業に平成28年度も取り組む一方で、

農業用施設や林道、治山施設を適切に整備、維

持、管理するとともに、間伐など森林の整備保

全を推進し、農村環境の整備を進めることで安

心・安全なまちづくりを図ってまいります。 

 水産業につきましては、６次産業化による新

たな商品開発や国内外に向けた販路拡大並びに

水産施設整備や水産物の生産技術向上を目的と

した支援を行ってまいります。 

 商工業につきましては、本市の商店街の活性

化に向けたイベント等への支援の強化並びに新

たな企画によるイベント等を開催し、ふるさと

納税も視野に入れた６次産業化のＰＲや販売拡

大に努めてまいります。 

 観光振興につきましては、魅力ある観光地づ

くり事業等を利用した観光拠点の整備並びにタ

イムリーで正確な情報発信に努めるとともに、

平成27年度で作成した多言語ＤＶＤ及びパンフ

レットの活用や指定管理者制度等による民間の

活力をいただきながら、本市の観光名所の四季
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の風物詩を生かした観光振興施策に取り組み、

交流人口の増加を図ってまいります。 

 体験型教育旅行につきましては、国内だけで

なく国外も視野に入れ、メニューや受け入れ体

制の充実を図ります。特に、国外はインドネシ

アとの交流及び連携を深め、教育旅行生の増加

並びに水産物等の交易に向けた取り組みを積極

的に推進してまいりたいと考えております。 

 保健福祉関係でございますが、子育て支援に

ついては、子育て支援センター及び子育て支援

策の充実を図り、今後も引き続き、社会一体と

なり、子育て支援をする社会の基盤の再構築に

取り組み、子育て支援事業計画を総合的かつ計

画的に推進することに努め、子育てしやすいま

ちづくりの実現を目指してまいります。具体的

取り組みとしては、子育て支援センター及び新

たに不妊治療費の助成やファミリー・サポー

ト・センター事業の創設並びに放課後児童クラ

ブの増設等子育て支援策の充実を考えていると

ころでございます。 

 また、地域包括ケアシステムについては、

（仮称）地域包括ケアセンターの整備を行い、

住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的

に提供される地域包括ケアシステムの実現によ

り、要介護状態となっても住みなれた地域で暮

らし続けられるよう取り組んでまいります。 

 生活環境関係につきましては、豊かな水環境

を維持していくため、家庭からの生活排水浄化

を目的とした合併処理浄化槽設置の推進とあわ

せて、本年度は次代を担う子供たちを対象とし

た干潟の生き物観察会等を実施し、環境教育の

実践に取り組んでまいります。 

 また、簡易水道施設については、地域住民の

安心安全の確保と負担軽減を図るため、復旧工

事等の費用の補助率引き上げを行ってまいりま

す。 

 土木行政につきましては、空き家対策として、

空き家解体事業を新設し、市民の安心安全と住

環境及び良好な環境の促進を図ります。 

 なお、これらの事業を地元建設業者に依頼す

ることで、地域経済の活性化につなげられるよ

う取り組みたいと考えております。 

 また、転出抑制と転入促進を図るため、一般

世帯向け、子育て世帯向けの住宅リフォーム促

進事業を継続してまいります。 

 教育環境の充実につきましては、子供たちの

夢を育む総合プラン「安全・安心の教室」プラ

ンといたしまして、垂水市立小中学校遊具整備

計画に基づく学校遊具の修繕及び校庭の降灰除

去など児童生徒の安心安全を確保できる教育環

境の整備を図ってまいります。 

 垂水高校振興対策につきましては、これまで

の支援や助成といった対策に加えて、垂水高校

生への将来目標の達成のため、ひいては入学者

数の増加が大いに期待できる事業として、平成

27年10月からインターネット回線を利用した東

進ハイスクール通信講座受講がスタートし、そ

の受講費用に対する助成を行うなど、今後も引

き続き垂水高校の振興に努めてまいります。 

 学校教育につきましては、子供たちに夢を育

む総合プランをさらに推進いたします。具体的

には、子供たちに夢を持たせ、チャレンジする

意欲を育む視点から実施している「わくわくど

きどき！夢教室」や、夏季休業中の「集まれわ

んぱく！夏の勉強会」を継続し、これに加えて、

新たに中学生を対象とした「夢の実現！学びの

教室（中学生）」を開催いたします。このこと

で、中学生の学習意欲の向上と確かな学力の定

着を図る学習機会を提供できるものと考えてお

ります。 

 また、近年、教育環境におけるグローバル化

への対応や2020年の東京オリンピック等に向け

て英語教育の強化が求められておりますことか

ら、小学校の外国語活動、英語教育をより積極

的に推進するために、外国語活動指導講師を小

学校に派遣し、担任と一緒に外国語活動の学習
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を行います。 

 さらに、児童生徒用パソコンやタブレット等

の整備や垂水中央中学校吹奏楽部の楽器を購入

して、地域に開かれた特色ある学校づくりを進

めてまいります。 

 社会教育につきましては、市民の皆様が安全

で安心して楽しく利用いただけるように、そし

てまた、スポーツ誘致における交流人口の増加

を図るため、垂水中央運動公園陸上競技場の多

目的利用型への改修に取り組みます。 

 また、2020年に開催されます第75回国民体育

大会フェンシング競技並びに綱引き会場となり

ます体育館の改修に向けた取り組みも進めてま

いります。 

 消防関係につきましては、市民の生命、身体

及び財産をあらゆる災害から守るために、消防

力の整備を図ってまいります。消防職員、団員

の資質の向上につきましては、救急救命士の養

成、病院研修及び県消防学校における教養、訓

練を実施いたします。また、市民への普通救命

講習や救急入門講習等を実施し、救命率向上を

図るとともに、市民の防火防災意識の高揚に努

めてまいります。 

 行政改革においては、平成17年４月１日現在

の職員数285人を10年間で50人削減して235人と

する定員適正化計画に対し、最終の平成27年４

月１日現在の職員数は234名となり、計画は順

調に達成をいたしました。また、職員数の削減

にあわせて組織の連携強化、効率的な業務運用

を実施するため、課及び係の統合等の再編を行

いました。この定員適正化と組織機構の見直し

の取り組みは密接な関係があることから、引き

続き限られた職員数で、重点施策の推進や事務

事業等の見直し等による対応を進めながら、市

民ニーズや権限移譲等に的確に対応できる組織

の構築など、本市の実情にふさわしい職員数、

組織機構を検証してまいります。 

 また、地方公務員法の改正に伴い、平成28年

４月１日から人事評価の導入が義務づけられま

した。このことを踏まえ、本市においても職員

が組織全体または成果を意識した業務を行うこ

とで、職員の人材育成はもとより、組織全体の

職務遂行能力を高めることを目的に、人事評価

制度を導入し運用していくことといたします。 

 財政運営において、定員適正化計画等による

人件費の抑制、財政調整基金の積み立て増など

改善を進め、財務諸表等の数値も改善されてき

ました。平成26年度決算における主な財務指標

は、自治体の収入に対する負債返済の割合をあ

らわす実質公債費比率が11.2％、財政の健全度

をはかる指標であります将来負担比率は29.4％

となっており、市長就任時の平成22年度末と比

較いたしますと、実質公債費比率が2.4ポイン

ト、将来負担比率は63.9ポイントの減となって

おり、改善が進んでおります。 

 また、市の貯金である積立基金現在高は、財

政調整基金など27億7,847万5,000円で、就任時

の平成22年度末より13億6,058万3,000円の増額

を行っております。そして、借金である市債現

在高は93億7,483万円で、平成22年度末より９

億2,601万6,000円の減額となっております。し

かしながら、本市の財政状況は、地方交付税な

どを初めとする依存財源の占める割合が大きく、

脆弱な財政構造から脱していないため、今後も

弾力的で足腰の強い財政構造を構築をし、将来

にわたって持続可能な財政基盤の確立を図って

まいります。 

 以上、私の平成28年度市政に対する所信と重

点施策について申し上げましたが、これからも

全力で市政運営に邁進をしてまいります。議員

各位を初め、市民の皆様方の御支援と御協力を

心よりお願いを申し上げます。 

 引き続きまして、平成28年度一般会計及び特

別会計予算の提案に当たりまして、予算の編成

とその概要について、御説明を申し上げます。 

 平成28年度の国の予算は、経済再生と財政健
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全化を両立する予算とされております。一億総

活躍社会の実現に向けて、強い経済、子育て支

援、社会保障に取り組む予算となっており、ま

た持続可能な社会保障制度の確立に向けて社会

保障関係費の伸びを抑制するなど、財政健全化

のため、経済・財政再生計画に沿って一般歳出

の伸びを抑制した予算となっているようでござ

います。 

 次に、平成28年度の地方財政対策の概要です

が、地方が地方創生等の重要課題に取り組みつ

つ安定的に財政運営を行うことができるよう地

方の一般財源総額は、平成27年度を1,000億円

上回る額が確保され、本市の主要財源である地

方交付税総額については、地方税が増収となる

中で、平成27年度とほぼ同程度を確保しつつ、

赤字地方債である臨時財政対策債の発行が大幅

に抑制されております。 

 以上のような国の予算の状況を踏まえ、本市

の平成28年度予算編成を行ったところでござい

ます。 

 それでは、一般会計から御説明申し上げます。 

 まず、歳入でございますが、市税は対前年度

比0.1％増の13億319万円を見込み、本市歳入の

柱である地方交付税は、平成27年度に実施され

ました国勢調査人口の影響を勘案し、4.1％減

の37億8,200万円を計上いたしました。 

 また、借金である市債については、前年度比

67.5％増の８億7,480万円を計上しております。

それでもなお、一般財源に不足を生じましたこ

とから、財政調整基金から繰入金を１億4,000

万円計上しております。 

 歳出でございますが、節減合理化を推進する

など経費の見直しを行う一方で、私の公約や重

点施策でございます地方創生事業の「垂水市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく事業

といたしまして、南の拠点整備事業や、子育て

世帯住宅取得費助成事業、（仮称）垂水市地域

包括ケアセンター整備費、陸上競技場や垂水市

体育館の垂水中央運動公園改修事業などの新規

事業を初め、子育て支援事業、６次産業化支援

及び農林水産業などの経営支援事業、自然景観

を生かした観光振興事業、産業及び市民生活を

支える社会基盤となる道路の新設・改良事業、

子供たちが安心して学べる環境整備を初めとし

た教育関連経費などを中心とした予算配分とな

りました。 

 その結果、平成28年度の一般会計当初予算の

総額は96億円で、27年度が骨格予算でありまし

たこともありますが、前年比に比べ15％の増と

なっております。 

 予算の状況を性質別に見てみますと、人件費

は、退職手当について平成28年度より退職手当

組合負担金となり、今後は平準化が図られます

が、前年度の定年退職者数が少なかったことも

あり、結果、前年度比3.2％、6,164万8,000円

の増、扶助費は、障害者福祉の増などにより前

年度比2.8％、4,439万円の増、そして普通建設

費事業は、前年度が骨格予算であったこともあ

りますが、垂水市中央運動公園改修事業等によ

り、前年度比97.9％、６億4,317万5,000円増と

なっております。 

 次に、特別会計につきまして御説明をいたし

ます。 

 まず、国民健康保険特別会計について申し上

げます。 

 本市の国保財政は、収支の均衡を図るさまざ

まな取り組みにもかかわらず、医療費の高騰に

よって、平成24年度以降、赤字補痾のために一

般会計からの法定外繰り入れを受けております

が、平成30年度には都道府県が国保財政につい

て責任を持つなどの医療保険制度改革がスター

トすることになっているところです。 

 このような状況を踏まえた平成28年度の国民

健康保険事業は、引き続き医療費抑制策として

生活習慣病の早期発見・早期治療を促進するた

め、特定健診の受診率向上を図るとともに、レ
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セプトデータ等の分析に基づいた効果的な医療

費適正化事業を推進いたします。 

 歳入歳出予算の総額は29億800万円を計上し

ております。 

 次に、後期高齢者医療特別会計について申し

上げます。 

 後期高齢者医療制度は、高齢化の進展に伴う

医療費の増大が見込まれる中で、高齢者の医療

費を安定的に支えることや、高齢者と現役世代

の負担の明確化を図ること等を目的に平成20年

度に導入されてから９年目を迎えます。平成28

年度も引き続き、後期高齢者医療制度の円滑な

運営に努めてまいります。 

 歳入歳出予算の総額は２億2,900万円を計上

をしております。 

 次に、交通災害共済特別会計について申し上

げます。 

 交通事故で被災された市民の相互扶助を目的

に昭和45年に設置されたこの共済事業は、市民

各位の御理解と御協力によりまして順調に運営

されてきております。今後も、関係機関や各種

団体の協力を得て、市民の交通安全に対する意

識の高揚に努めるとともに、事業の健全運営を

図るため、引き続き加入促進に努めてまいりま

す。 

 歳入歳出予算の総額は、566万9,000円を計上

をしております。 

 次に、介護保険特別会計について申し上げま

す。 

 介護保険制度は、年金、医療に次ぐ第３の社

会保障制度として創設され、介護が必要な高齢

者を支える仕組みとして大きな役割を担ってお

ります。本市としましても、第６期後期高齢者

保健福祉計画及び介護保険事業計画に沿って、

市民の誰もが地域社会の担い手としてお互い助

け合い、心豊かに過ごせる社会の実現を官民一

体で目指し、これからの新しい垂水づくりを進

めてまいります。 

 歳入歳出予算の総額は、20億8,650万8,000円

を計上しております。 

 次に、老人保健施設特別会計について申し上

げます。 

 近年、垂水市介護老人保健施設コスモス苑の

施設運営は、厳しい状況が続き、平成22年度以

降は介護老人保健施設基金から財源を補痾し、

平成26年度からは一般会計から繰り入れを実施

しなければならない状況に至っております。 

 さらに、平成27年介護報酬改定の影響により

今年度も赤字が見込まれておりますが、肝属郡

医師会との協力のもと、健全な施設運営が行え

るよう、できる限りの収入増を図るとともに、

さらなる経費の節減に努め、介護保険法の理念

にのっとり、利用者の側に立ったサービス向上

に努めてまいります。 

 歳入歳出予算の総額は、５億9,282万2,000円

を計上しております。 

 次に、漁業集落排水処理施設特別会計につい

て申し上げます。 

 今後も牛根境地区の生活環境の改善と鹿児島

湾奥の水質保全の向上を図るために、引き続き

加入促進やコスト削減に努め、円滑な施設の運

営管理に努めてまいります。 

 歳入歳出予算の総額は、3,032万9,000円を計

上しております。 

 次に、地方卸売市場特別会計について申し上

げます。 

 本市の公設地方卸売市場は、市民に新鮮な野

菜等を豊富にかつ安定的に流通させる拠点とし

て、また、地産地消の拠点としての役割を果た

しており、市民の食生活の安心安全と農業経営

の安定化に資するなど、市民生活や農業振興に

大きく寄与しているところであります。 

 今日、農業、流通事業等については、消費人

口の減少やＴＰＰへの対応など多くの課題が浮

上しておりますが、今後も社会・経済情勢の変

化に対応し、利用者や消費者のニーズに応えら
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れるよう機能の充実を図るとともに、本市の特

徴を生かした健全な市場運営に努めてまいりま

す。 

 歳入歳出予算の総額は、332万5,000円を計上

しております。 

 次に、簡易水道事業特別会計について申し上

げます。 

 上水道と同様に、安全で安心して飲める水道

水を安定的に供給することを使命に、万全な体

制で維持管理に努めますとともに、コストの縮

減等事務事業の効率性の向上に努めます。 

 また、簡易水道事業は経営基盤が脆弱である

ことから、簡易水道２地区のうち小谷・段地区

を平成28年度に上水道へ統合するように進めて

まいります。 

 歳入歳出予算の総額は、6,151万円を計上し

ております。 

 次に、水道事業会計について申し上げます。 

 安全で安心して飲める水道水を安定的に供給

するために、配水管、導水管などの老朽化した

管の布設がえ工事、流量計等の機器の更新を行

い、断水が生じないよう安定した水道水への供

給のため、適正な維持管理に努めます。 

 なお、年々給水人口の減少や市民・事業者の

節水意識の向上等により給水収益は減少する中

で、水道施設の老朽化による修繕費などの増加

で収支状況は厳しくなりますが、独立採算性を

さらに意識し、公営企業としての経営努力を行

い、水道事業の経営安定に努めてまいります。 

 予算の概要につきましては、業務予定量とい

たしまして、給水戸数約7,000戸、年間給水量

156万9,500立方メートルとして所要の経費を計

上いたしております。 

 収益的収支につきましては、収益総額が２億

7,818万8,000円で、その主な財源は水道料金と

なっております。事業費用につきましては。総

額２億5,886万9,000円で、対前年比189万3,000

円の減となっております。 

 資本的収支につきましては、収入総額が

4,700万円、支出総額が１億3,297万円で、支出

総額は対前年比1,170万8,000円の増となってお

ります。 

 なお、資本的収入が資本的支出に対し不足す

る額は、内部留保資金を充当してまいります。 

 次に、病院事業会計について申し上げます。 

 垂水中央病院は、昭和62年度の開設以来29年

目となり、地域の中核医療機関としての役割を

果たしております。看護体制の見直しや一般病

床への一部を療養病床へ変更するなど、地域の

状況に応じた体制への変更を実施し、今後の事

業運営につきましては極めて厳しい状況が予想

されるところですが、肝属郡医師会との協力の

もと経費削減を推進し、経営健全化、信頼性、

安全性の向上に努めてまいります。 

 また、市民が住みなれた地域で安心して暮ら

せるまちづくりを目指して、病院の医療機関の

充実を図り、市内開業医と連携・協力のもと、

さらなる医療サービスの提供に引き続き努めて

まいります。 

 平成28年度の業務予定量といたしまして、年

間患者数を、入院３万9,790人、外来６万610人

の計10万400人と設定いたしました。 

 収益的収支につきましては、収入総額が20億

6,455万7,000円、支出総額が20億1,528万円で

あります。 

 資本的収支につきましては、収入総額が２億

4,220万円、支出総額が３億3,996万7,000円を

計上をしております。 

 以上をもちまして私の市政に対する所信と予

算案の説明を終わりますが、詳細につきまして

は、審議の過程におきまして、私ほか、それぞ

れの担当課長から御説明を申し上げますので、

よろしく御審議を賜りますようお願いを申し上

げます。 

 以上で終わります。 

○議長（池之上誠）  ただいま、平成28年度の
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施政方針並びに各会計予算案について説明があ

りましたが、これに対する総括質疑及び一般質

問のための本会議を２月25日及び26日の午前９

時30分から開きます。 

 質疑及び質問は通告制といたしますので、質

疑者及び質問者は、会議規則第51条第１項の規

定により、２月18日の正午までに質疑及び質問

事項を具体的に文書で議会事務局へ提出願いま

す。 

 なお、当日の質疑及び質問時間は、答弁時間

を含めて１時間以内といたします。また、質問

回数については４回までといたしますが、一問

一答方式を選択した場合は、１回目は一括で行

い、２回目の質問から１項目につき３回までと

いたします。また、いずれも初回の発言時間を

20分以内に制限いたしますので、御協力をお願

いいたします。 

   △請願第１号上程 

○議長（池之上誠）  日程第36、請願第１号子

ども医療費無料化と国民健康保険財政調整交付

金削減のペナルティを止めることを求める意見

書の採択についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの請願については、産業厚生委員会

に付託の上、審査したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

 よって、請願第１号子ども医療費無料化と国

民健康保険財政調整交付金削減のペナルティを

止めることを求める意見書の採択については、

産業厚生委員会に付託することに決定いたしま

した。 

 本日の日程は、以上で全部終了いたしました。 

   △日程報告 

○議長（池之上誠）  明17日から２月24日まで

は、議事の都合により休会といたします。 

 次の本会議は、２月25日及び26日に開きます。 

   △散  会 

○議長（池之上誠）  本日は、これをもちまし

て散会いたします。 

○事務局長（礒脇正道）  御起立願います。一

同、礼。 

     午後１時53分散会 
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平成28年２月25日午前９時30分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（池之上誠）  定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △議案第35号上程 

○議長（池之上誠）  日程第１、議案第35号平

成27年度垂水市一般会計補正予算（第14号）案

を議題といたします。 

 説明を求めます。 

○財政課長（野妻正美）  おはようございます。

説明に入ります前に、平成27年度垂水市一般会

計補正予算（第14号）案の参考資料として配付

いたしました資料に誤りがありましたので訂正

をお願いしたいと思います。参考資料の一番上

の右側に記載あります担当課のところに企画課

とありますが、正しくは企画政策課でございま

す。大変申しわけございませんでした。訂正を

お願いします。 

 それでは、議案第35号平成27年度垂水市一般

会計補正予算（第14号）案を御説明申し上げま

す。 

 今回の補正の主な理由でございますが、国は

補正予算を編成し、それを受けまして本市も、

それに対応した事業を含む議案第17号平成27年

度垂水市一般会計補正予算（第13号）案を上程

中ですが、今回の国の補正を活用した地方創生

加速化交付金事業について、第14号補正として

追加提案するものでございます。 

 また、今回の事業を含め、国の補正予算に対

応したほとんどの事業について、年度内に執行

できないため、やむを得ず繰り越すもので、平

成28年度に繰り越す事業の繰越明許費の設定を

するものでございます。 

 今回の補正は歳入歳出とも5,216万5,000円を

増額しますので、これによる補正後の歳入歳出

予算総額は103億2,756万6,000円となります。 

 補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額

並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ペー

ジから３ページまでの第１表歳入歳出予算補正

に掲げてあるとおりでございます。 

 地方自治法により翌年度に繰り越して使用で

きる経費は、４ページの第２表繰越明許費にお

示ししております。 

 繰越事業の内容でございますが、ほとんどは

国の補正にかかわる事業でございます。そのほ

かに、牛根分遣所外壁等補修工事、海潟麓線林

道災害復旧工事の２事業がございます。全部で

６事業の総額１億6,098万円でございます。繰

り越しに要する財源は、国県支出金、地方債、

一般財源でございます。 

 地方債にも補正がありましたので、５ページ

から６ページの第３表地方債の補正をごらんく

ださい。 

 現在上程中の第13号補正予算案編成後の事業

確定に伴う財源更生が主な理由でございます。

港湾整備事業は、公共事業等債から過疎債への

財源更生によるものです。漁港整備事業につき

ましても、公共事業等債から過疎債への財源更

生によるものです。道路整備事業につきまして

は、公共事業等債を増額し過疎債を減額しよう

とするものです。小学校施設整備事業につきま

しては、緊急防災・減災債から全国防災事業債

への財源更生によるものです。 

 変更については、それぞれの事業に伴う起債

額を右の欄に示す限度額に変更しようとするも

ので、本年度の借入総額は、繰り越し分を除い

た合計額８億3,368万円に変更はないものでご

ざいます。 

 10ページをお開きください。歳出の事項別明

細で御説明申し上げますが、総務費の10目、企

画費の13節委託料は、南の拠点づくりにかかわ
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る基本設計業務やＰＦＩ事業等にかかわる業務

委託でございます。それ以降につきましては、

先ほど地方債で説明しました財源更生にかかわ

る分でございます。 

 これらに対する歳入は、前に戻っていただき

まして、７ページの事項別明細書の総括表及び

９ページの歳入明細にお示ししてありますよう

に、国庫支出金と繰越金を充てて収支の均衡を

図るものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（池之上誠）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第35号については、総務文教委員会に付

託の上、審査いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第35号については、総務文教委

員会に付託の上、審査することに決定いたしま

した。 

   △議案第６号～議案第８号・議案第14

号・議案第17号～議案第23号一括上程 

○議長（池之上誠）  日程第２、議案第６号か

ら日程第４、議案第８号まで及び日程第５、議

案第14号並びに日程第６、議案第17号から日程

第12、議案第23号までの議案11件を一括議題と

いたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第６号 垂水市議会議員の議員報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例 案 

議案第７号 垂水市長等の給与に関する条例の

一部を改正する条例 案 

議案第８号 垂水市職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例 案 

議案第14号 旧垂水市教育委員会教育長の給与

に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第17号 平成27年度垂水市一般会計補正予

算（第13号） 案 

議案第18号 平成27年度垂水市国民健康保険特

別会計補正予算（第３号） 案 

議案第19号 平成27年度垂水市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号） 案 

議案第20号 平成27年度垂水市老人保健施設特

別会計補正予算（第２号） 案 

議案第21号 平成27年度垂水市病院事業会計補

正予算（第１号） 案 

議案第22号 平成27年度垂水市簡易水道事業特

別会計補正予算（第２号） 案 

議案第23号 平成27年度垂水市水道事業会計補

正予算（第２号） 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池之上誠）  ここで各委員長の審査報

告を求めます。 

 最初に、産業厚生委員長。 

   ［産業厚生委員長川越信男議員登壇］ 

○産業厚生委員長（川越信男）  おはようござ

います。去る２月16日の本会議において、産業

厚生常任委員会付託となりました各案件につい

て、２月19日に委員会を開き審査いたしました

ので、その結果を報告いたします。 

 最初に、議案第17号平成27年度垂水市一般会

計補正予算（第13号）案中の所管費目について

は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第20号平成27年度垂水市老人保健

施設特別会計補正予算（第２号）案、議案第21

号平成27年度垂水市病院事業会計補正予算（第

１号）案、議案第22号平成27年度垂水市簡易水

道事業特別会計補正予算（第２号）案及び議案
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第23号平成27年度垂水市水道事業会計補正予算

（第２号）案については、いずれも原案のとお

り可決されました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（池之上誠）  次に、総務文教委員長。 

   ［総務文教委員長堀内貴志議員登壇］ 

○総務文教委員長（堀内貴志）  おはようござ

います。去る２月16日の本会議において、総務

文教常任委員会付託となりました各案件につい

て、２月22日に委員会を開き、付託案件の審査

をいたしましたので、その結果を報告いたしま

す。 

 最初に、議案第６号垂水市議会議員の議員報

酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例案、議案第７号垂水市長等の給与に関す

る条例の一部を改正する条例案、議案第８号垂

水市職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例案及び議案第14号旧垂水市教育委員会教育

長の給与に関する条例の一部を改正する条例案

につきましては、いずれも原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第17号平成27年度垂水市一般会計

補正予算（第13号）案中の所管費目及び歳入全

款につきましては、原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第18号平成27年度垂水市国民健康

保険特別会計補正予算（第３号）案及び議案第

19号平成27年度垂水市後期高齢者医療特別会計

補正予算（第２号）案につきましては、いずれ

も原案のとおり可決されました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（池之上誠）  これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第６号から議案第８号まで及び議案第14

号並びに議案第17号から議案第23号までの議案

11件を、各委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号から議案第８号まで及び

議案第14号並びに議案第17号から議案第23号ま

での議案11件については、各委員長の報告のと

おり決定をいたしました。 

   △平成28年度施政方針並びに各会計予算

案に対する総括質疑・一般質問 

○議長（池之上誠）  日程第13、ただいまから

平成28年度施政方針並びに各会計予算案に対す

る総括質疑及び一般質問を行います。 

 １回目の質疑及び質問は登壇して行い、再質

疑及び再質問は質問席からお願いいたします。 

 なお、本日の質疑及び質問時間は、答弁時間

を含めて１時間以内といたします。また、質問

回数については４回までといたしますが、一問

一答方式を選択した場合は、１回目は一括で行

い、２回目の質問から１項目につき３回までと

いたします。また、いずれも初回の発言時間を

20分以内に制限しますので、御協力をお願いい

たします。 

 それでは、通告に従って、順次質疑及び質問

を許可いたします。 

 最初に、４番、川越信男議員の質疑及び質問

を許可いたします。 

   ［川越信男議員登壇］ 

○川越信男議員  おはようございます。2016年、

平成28年が穏やかな元日と新年を迎えてスター

トしました。休眠状態の桜島も悠々とそびえて

きれいな姿を見せてくれておりました。 
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 しかしながら、自然の脅威を感じることとな

りました。それは、１月24日から25日にかけて

50年ぶりの大雪との発表を受け、一面白銀の世

界の中、雪になれていない私たちにとっては、

さまざまな影響を受けることとなったようです。

農作物の大きな被害が心配され、水道管の破裂

等、ライフラインも大きな被害を受けました。

また、休眠状態の桜島も噴火を始め、気候も寒

くなったり暖かくなったりで、自然と向き合う

ことの厳しさを感じさせる１年のスタートであ

ったかと思います。早く春の訪れを感じさせて

くれるような気候を心待ちしているところであ

ります。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、

市長並びに関係課長の明快な回答をお願いいた

しまして質問いたします。 

 最初に、新たな総合計画についてお伺いいた

します。 

 昨年、地方創生の流れの中で垂水市総合戦略

が策定され、新年度、総合戦略に基づく事業展

開が行われるものと理解しておりますが、その

ような中で、新たな総合計画の策定時期を迎え

るとのことだが、総合計画と総合戦略の関連に

ついて詳しく教えてください。 

 次に、学校教育の新たな取り組みについてお

伺いいたします。 

 昨年の12月の議会において、私が教育行政に

ついて質問いたしました際に、教育長はわくわ

くどきどき！夢教室事業は小学生を対象とした

事業であり、成果を上げつつあることから、今

後は中学生を対象とした学習支援策を拡充した

いとの答弁回答をいただきました。平成28年度

の当初予算に夢の実現！学びの教室事業が新し

い事業として計上されておられますが、この事

業はどのようなもので、どのような思いを込め

ておられるのか、教育長にお伺いいたします。 

 次に、水道事業についてお伺いいたします。 

 大雪の対策で非常に大変な思いをされました。

御苦労さまでした。この件については、後から

お聞きするとしまして、まずは水道事業、水道

会計についてお聞きいたします。 

 給水人口の減少により、厳しい水道会計の状

況になってくるのではと思っておりますが、現

在、水道事業が抱えている課題は何か、また、

給水人口減少に伴う事業収益の低下において、

水道料の値上げ等も含めての対策の考えがある

かお伺いいたします。 

 最後に、健康寿命を延ばす施策についてお伺

いいたします。 

 近年、健康寿命という言葉が新聞やニュース

などでも多く取り上げられるようになってきて

おります。健康寿命とは、文字どおり、心身と

もに健康で元気に過ごせる期間のことをいうと

思います。つまり、何歳まで日常的な介護や入

院などを必要とせず、自立して活動的に過ごせ

るかということではないかなと思います。 

 平均寿命と健康寿命について調べてみました

ところ、日本は世界でも有数の長寿国であるこ

とは御存じであると思います。しかしながら、

平均寿命と健康寿命の差が、男性で約９年、女

性で約12年もの開きがあるとのことのようです。

このことは、男女とも多くの方が、自立した生

活が難しい状態で10年近い期間を過ごしている

ということになります。男女とも平均寿命から

差し引きますと、70歳過ぎから介護や入院生活

を送っておられる傾向にあるのではないかと思

います。 

 健康寿命は高齢者だけではないのですが、限

ってお聞きしますが、本市の後期高齢者医療の

平成27年４月１日現在の被保険者数はどれほど

なのかお聞きしまして、１回目の質問を終わり

ます。 

○企画政策課長（角野 毅）  川越議員の総合

計画と総合戦略の関連についてお答えをいたし

ます。 

 総合計画は、昭和53年に初めて策定され、こ
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れまで４回、策定をしてまいりました。策定の

根拠でございますが、策定当時の地方自治法第

２条第４項に基づき、策定が義務づけられてお

りました。条文では、市町村はその事務を処理

にするに当たっては議会の議決を経て、その地

域における総合的かつ計画的な行政の運営を図

るための基本構想を定め、これに即して行うよ

うにしなければならないとあり、これらのこと

から、市政運営の最上位計画として位置づけて

おります。 

 本市の総合計画は、市政の基本理念、まちの

将来像、将来目標人口などを定めた基本構想、

27の施策と重点プロジェクトを定めた基本計画、

政策の実現のための事務事業を定めた実施計画

から構成されております。 

 なお、現在、策定根拠である第２条第４項は、

地方自治法の改正によりまして削除されており

ますので、改めて取り扱いについて検討をして

いるところでございます。 

 一方、総合戦略でございますが、国は平成26

年11月、少子高齢化の進展に的確に対応し、人

口減少に歯どめをかけるとともに、東京圏への

人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で

住みよい環境を確保して、将来にわたって活力

ある日本社会を維持していく目的で、まち・ひ

と・しごと創生法、いわゆる地方創生法を公布

いたしました。この法律に基づき、国からの要

請を受け策定されたのが総合戦略でございます。 

 本市の総合戦略は、人口減少や経済対策であ

る子育て支援や働く場づくりが中心となってお

り、総合計画と総合戦略の関連でございますが、

総合戦略策定時において位置づけを整理してお

り、総合戦略は総合計画後期基本計画の重点プ

ロジェクトとして位置づけをして運用するもの

といたしてるところでございます。 

 以上でございます。 

○教育長（長濱重光）  川越議員の夢の実現！

学びの教室における概要と思いについてお答え

をいたします。 

 これまで垂水市教育委員会におきましては、

小学生に対しまして、あつまれわんぱく！夏の

勉強会を夏季休業中に実施し、小学生や保護者

から好意的に受けとめられ、一定の成果を上げ

つつあるものと考えております。 

 新規事業であります夢の実現！学びの教室は、

学校以外で学習する場の少ない垂水中央中学校

の希望する生徒に対して、土曜日に学習する場

を提供しようとするものでございます。 

 中学生の中には、学びたい、もっとできるよ

うになりたいという気持ちは持っているものの、

学習する場所が鹿児島市や鹿屋市などと遠かっ

たり、時間がなかなかとれなかったりするなど、

さまざまな理由で学習の機会を得ることができ

ない生徒がいるものと考えております。また、

保護者の中にも、本市に学習する場があれば参

加させたいという願いを持った方もおられるの

ではないかと考えております。 

 そこで、夢の実現！学びの教室におきまして、

中学生の学習習慣の定着を図るとともに学習意

欲を高め、確かな学力を身につけるための学習

機会を提供することで、一人一人が抱いてる夢

に挑戦できるようにしたいという思いから考え

た事業でございます。 

 以上でございます。 

○水道課長（北迫一信）  川越議員の水道事

業・水道会計の現状についてお答えいたします。 

 給水人口の減少や市民の皆様の節水意識の向

上等により、年々、給水収益は減少している一

方、水道施設の老朽化による維持経費の増加で

収支状況は厳しくなってきております。 

 また、今回の寒波で老朽管が破損したことに

より、老朽管の更新事業や国が指導している耐

震化事業を計画的に実施していくことが課題だ

と考えております。 

 水道料金につきましては、平成24年度に改定

して以来据え置いておりますが、今後、老朽管
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の更新や耐震化を実施するに当たり、財源不足

にならないよう見直しも必要と考えております。 

 以上でございます。 

○市民課長（白木修文）  川越議員の健康寿命

を延ばす施策についての御質問にお答えします。 

 後期高齢者医療の平成27年４月１日現在の被

保険者数についての御質問でございますが、４

月１日時点のデータがございませんので、平成

27年３月31日時点でお答えします。本市の後期

高齢者医療被保険者の合計は3,604人で、内訳

としまして、75歳以上の被保険者が3,547人、

65歳から74歳で一定の障害がある方が57人でご

ざいます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。そ

れでは、一問一答方式でお願いいたします。 

 総合計画と総合戦略の関連についてお聞きい

たしましたが、現在、私も垂水地区の地域振興

計画づくりに参加しております。地域振興計画

は、総合計画に基づき公民館単位で策定し、地

域のまちづくりの指針になり、問題、要望等が

出てきて有効な取り組みであると評価しており

ます。現時点での総合計画の実効性や効果をど

う捉えているか、まずは検証し策定方針の検討

を進めるとあるが、現時点での考えを伺います。 

○企画政策課長（角野 毅）  川越議員の２回

目の御質問にお答えをいたします。 

 まず、川越議員を初めといたしまして、これ

まで地域振興計画づくりに御参加をいただいた

議員の皆様方に改めてお礼を申し上げます。 

 質問の総合計画の実効性ということでござい

ますが、教育や保健福祉、環境など各行政分野

において定められました個別計画の上位計画と

しての役割は十分に果たしていると考えており

ます。 

 また、基本計画は中間見直しを行い政策の制

度を高め、実施計画は、行政評価を取り入れた

ローリング方式により事業の推進に努め実効性

に配慮してまいりました。効果の部分でござい

ますが、議員御指摘のとおり、特に地域振興計

画関連の取り組みには大きな成果があったと考

えております。 

 今回の総合計画の基本理念の一つに市民と協

働のまちづくりがございますが、その具体的取

り組みといたしまして、校区ごとの特色を生か

す地域振興計画の策定を進めてまいりました。

現在、９地区中８地区が策定済みで、残りの垂

水地区も現在策定中でございます。各地域の皆

様が真剣に取り組んでいただけたことから、国

の過疎対策関連事業を９事業、総額１億円の採

択を受け、まちづくりが展開され、当初の目的

でございました地域力の向上に寄与したもので

あると考えております。 

 なお、詳細な検証作業につきましては、庁内

政策調整会議を中心に、新年度４月以降、市民

満足度調査や政策検証作業に取り組みたいと考

えているところでございます。 

 最後に、現時点における策定方針等でござい

ますけれども、第４次総合計画の策定方針は、

愛着のある計画と連鎖を生む計画でございまし

た。当時の共生・協働社会の真っただ中という

こともございまして、市民と行政職員による手

づくりの計画づくりを進めてまいったところで

ございます。 

 現在は、地方創生の取り組みがスタートする

など、社会背景も変化してきております。こう

いったことから、まずは庁内において、どうい

った総合計画の姿がよいのかという視点で策定

方針を検討してまいりたいと考えているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございます。 

 第４次総合計画は、鹿児島大学と連携するな

ど、市民と手づくりで策定されました。市民を

巻き込んだ計画づくりがなされたことは、非常

にいいことであったと思います。 

 しかしながら、一般的には、まだまだ総合計
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画の認知度が低いと思われます。計画策定に当

たり、市長の思い、意気込みとも言える策定方

針について伺います。 

○市長（尾脇雅弥）  川越議員の３回目の御質

問、私の意気込みということですのでお答えを

いたします。 

 議員御指摘いただきましたとおり、第４次垂

水市総合計画は、延べ700人を超える市民が参

加し、また鹿児島大学と協定を締結し策定をさ

れました。先ほど企画政策課長の答弁にもあり

ましたが、地域力を高めるといった点から地域

振興計画づくりは非常に高い効果が得られ、ま

た市民力を高めるといった点からも非常に有意

義な策定プロセスであったと考えているところ

でございます。 

 私自身、総合計画は市のグランドデザインと

いう認識を持っておりますことから、さらに市

の発展の方向性や現状の課題解決について、よ

り多くの市民の思いを集めたいと考えておりま

す。また、市民レベルの認知度という点では、

議員御指摘と同様、低いのではないかと感じて

おりますことから、今回の総合計画づくりにお

いて積極的な情報提供とともに、市民参加のフ

ィールドをできるだけ確保するなど、認知度を

高めていくことも目標の一つとして取り組んで

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ぜひとも、計画策定に当たり、

市民、地区が策定した地域振興計画を取り入れ

て、市民本位の計画策定をお願いしたい。この

ことは、総合計画やさまざまな計画の認知度も

増していくと思っております。よろしくお願い

いたしまして、次の質問に移ります。 

 学校教育の新たな取り組みの「夢の実現！学

びの教室」の概要と中学生の学習意欲や学力向

上等、教育長の新年度のこの事業にかける強い

思いを感じました。 

 そこで、この事業を対象とする学年、学習す

る場所、学習時間はどれぐらいなのか、また、

指導してくださる方はどのような方を考えてい

るのか、事業の内容を具体的にお聞かせくださ

い。 

○教育長（長濱重光）  本事業の具体的な内容

についてお答えをいたします。 

 本事業は、垂水中央中学校の１年生を中心に

しながら参加希望者を募りたいと考えておりま

す。 

 次に、学習の開催日及び開催場所につきまし

ては、平成28年度の４月から、市内全小中学校

におきまして第２土曜日に土曜授業を実施いた

しますことや、中学校におきましては、部活動

が午前中に行われることを踏まえまして、毎月

第１と第４土曜日の午後、２時間程度の学習会

を垂水市市民館において開催したいと考えてお

ります。 

 また、学習する教科につきましては、国語、

社会、数学、理科、英語の５教科とし、鹿児島

県や大隅地区で作成されております問題、全国

学力調査等で過去に出題された問題などを中心

に、学校での一斉授業方式ではなく、生徒一人

一人に対して個別学習を行ってまいります。 

 さらに、その学習を各教科ごとに、退職をさ

れました教職経験者や教員免許所有者などの教

育の専門家を講師としてお願いし、生徒一人一

人のニーズに合わせて個別指導を実施してまい

ります。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございます。 

 今、回答がありました、このような授業が行

なわれるならば、行えば、私は本市に一つの垂

水中央中学校の生徒や保護者の願いに十分応え

ることができるものと考えますが、最後に教育

長の、この夢の実現！学びの教室事業における

成果をどのように期待しておられるのか伺いま

す。 

○教育長（長濱重光）  本事業における期待す
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る成果についてお答えをいたします。 

 この事業は、年間を通した取り組みであり、

生徒一人一人の学習状況に応じて、希望する教

科、必要とする内容に対して講師がきめ細かな

指導を行うことで、わかった、できるようにな

った、自分もやればもっとできるようになるは

ずだという達成感や充実感を味わい、それが次

の学習意欲につながるものと考えております。 

 また、保護者も、我が子の様子から、学習に

対する意欲の向上や学力の定着を感じてくださ

るものと考えております。 

 このようなことから、本事業を実施すること

により、中学校における取り組みと相まって、

垂水の将来を担う大切な宝であります生徒が自

分に自信を持ち、より大きな夢に向かって挑戦

してくれるものと信じております。そうするこ

とが、垂水市の基本目標であります「あしたを

ひらく心豊かでたくましい人づくりに」つなが

っていくものと考えております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。本

市の未来を託す子供たちのため、夢と希望の持

てる教育環境の充実を願っております。 

 次に、水道事業についてでありますが、水道

事業及び水道会計への現状をお伺いいたしまし

た。給水人口の減少は、人口減少の進む中で非

常に厳しい状況にあると思います。水道事業全

体の計画の見直しも検討されていかなければな

らないかと思います。 

 そこで、平成26年度に配水管等の150ミリ以

上の耐震診断業務を委託されたということでし

たが、どのような診断結果だったか伺います。 

○水道課長（北迫一信）  ２回目の耐震診断業

務の結果についてお答えいたします。 

 この業務は、垂水市水道事業の基幹管路、導

水管、送水管と口径150ミリ以上の配水管の耐

震診断を行い、基幹管路の耐震化整備の優先度

を評価するとともに、優先度評価に基づき耐震

化優先順位の検討を目的として実施いたしまし

た。 

 優先順位の選定は、耐震性総合評価が低いも

のを優先し、また導水管、送水管は配水管より

も上流に位置する施設であり、重要度が高いた

め、配水管よりも優先的に更新したほうが望ま

しいという結果が出ました。 

 基幹管路については、全て耐震化を図ること

が理想であるが、当面の目標として、耐震性が

低いバツや三角の診断の出た路線について優先

して耐震化を図っていくほうが望ましいという

結果が出ました。 

 今後、阪神、東北の大震災を踏まえ、基幹管

路の耐震化を図っていかなければなりませんが、

全ての耐震化には膨大な費用がかかり、現在老

朽管更新事業で10年ほど前に更新した口径150

ミリ以上の管も多く、また、耐用年数の経過間

際、もしくは経過している口径150ミリ以下の

老朽管も多く残っており、20年以上経過した新

城、海潟などの浄水施設の機械、電気機器の更

新も必要となってくること、小谷・段簡易水道

事業も上水道へ統合することから、まずは国が

示す重要給水施設、災害拠点、病院、避難所、

防災拠点などの管路整備を、その他の更新計画

も策定した上で、全ての計画の調整を図りなが

ら耐震化を進めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  診断結果に基づき、しっかり

と整備を行っていただきたいと思います。 

 次に、冒頭でも申し上げました１月24日から

25日の大雪によるライフラインの影響は大変な

ものがあったかと思います。今回の大雪での漏

水等の箇所は何カ所ぐらいあったのか、個人の

引き込みを含めてお聞きいたします。また、完

全復旧の修繕はどのくらいの日数を要して、本

市の水道事業における被害額はどれぐらいあっ

たかお聞きいたします。 

○水道課長（北迫一信）  ３回目の大雪による
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漏水、断水についてお答えいたします。 

 今回の大雪によります漏水件数は、宅地内漏

水が約200件、被害金額は個人宅の修繕ですの

で把握しておりませんが、主に露出管の破損や

給湯器につながる管の破損が原因と思われます。

修繕に要した日数は１週間程度で終えたようで

ございます。 

 本管の漏水は、老朽化した配水管の破裂によ

る漏水箇所が１件、被害金額約200万円となっ

ております。現場は本町交差点で、道路舗装下

の空洞の復旧を終え、今後、配水管の復旧作業

を行います。 

○川越信男議員  大雪で水道の凍結による漏水、

断水の影響があるとは、私も全然思ってもいま

せんでした。自然に対する驚異を感じました。

大雪が一段落して、１月26日から断水状態にな

って、私も地域の方々から相談を受けました。

このときほど、水のありがたさ、必要性を感じ

たところであります。 

 断水箇所の早期対策とあわせて、市の職員や

自衛隊の方々が給水活動をされて、夜の食事等

に間に合わせるため頑張っておられる活動を目

にしました。どのような判断、状況で給水活動

に至ったかをお聞きいたします。 

○水道課長（北迫一信）  ４回目の断水時の給

水対策についてお答えいたします。 

 今回、断水時の給水活動につきましては、垂

水市地域防災計画や水道事業危機管理計画等に

基づき実施しております。500リットルポリタ

ンクを積載した車両８台と広報車両３台、国土

交通省の散水車１台で午後２時から午後８時半

まで断水地を給水いたしました。また、午後６

時からは派遣要請いたしました霧島市の陸上自

衛隊給水車両９台により、飲料水の給水支援を

いただきました。 

 どのような判断で給水活動に至ったかですが、

漏水箇所の特定に時間を要し、家庭での水の使

用量が多い夕方の時間帯に復旧が不可能である

と判断し、給水活動に至りました。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございます。水道

事業の重要さを感じ、整備及び早急な対応をお

願いいたします。 

 最後に、平成27年４月１日現在の被保険者数

をお聞きしましたが、３月31日現在ということ

でありました。これまで保険者数の推移と５年

後の見込み数と医療費の状況についてお伺いい

たします。 

○市民課長（白木修文）  健康寿命を延ばす施

策についての２回目の御質問にお答えします。 

 現行の後期高齢者医療制度は平成20年に始ま

っておりますので、平成20年度から各年度末時

点の被保険者数をお答えします。平成21年３月

末時点が3,749人、以下、平成22年が3,772人、

平成23年が3,765人、平成24年が3,773人、平成

25年が3,722人、平成26年が3,673人、平成27年

が3,604人で、平成24年ごろをピークに減少傾

向となっております。なお、平成28年２月現在

は3,643人でございます。 

 また、５年後の被保険者数の見込みでござい

ますが、公式の資料がありませんので、垂水市

第６期介護保険事業計画策定時に使用した人口

推計を参考に、現在の年齢別の人口から死亡に

よる影響を加味して推計すると、５年後の平成

33年３月時点で3,340人程度になるものと見込

まれます。今後５年間で300人程度減少します

が、現在の60代後半の人口が70代前半の層より

多いため、その次の５年間は微減か、ほぼ横ば

いで推移するものと思われます。 

 次に、後期高齢者医療にかかわる本市分の医

療費の状況でございますが、医療費の総額は、

平成20年度が33億1,958万円だったのに対し、

平成26年度は37億5,076万円で、20年度との比

較では約13％の伸びとなっております。 

 県全体では、同時期に約26％の高い伸びとな

っておりますが、これは本市の被保険者数が約
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3.9％減ったのに対し、県全体では、逆に約

4.5％ふえていることが主因であると考えられ

ます。 

 また、平成26年度の本市の１人当たりの医療

費は81万8,739円で、県平均の84万5,056円より

２万6,000円ほど低く、県内43市町村中の順位

は、高いほうから19番目となっております。 

○川越信男議員  高齢者の推移等お聞きしまし

たが、増加することに比例して、医療費の増加

も当然のことながら増加傾向にあるかと思いま

す。 

 そこで、先ほどから申し上げております健康

寿命対策が、これからの高齢者社会に対応する

のではないかと思っております。せっかく長生

きしても、心身が健康でなければ楽しい生活を

送ることは難しいですし、健康寿命をいかに延

ばしていくかが課題ではないでしょうか。 

 厚生労働省は、運動、食生活、禁煙の３つを

提案しているようです。中でも運動を推奨して

いるようです。本市の健康寿命を延ばす施策に

対する考え方をお聞きいたします。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  健康寿命対策に

ついての御質問でございますが、健康寿命とは

何らかの障害のために要介護認定を受けるまで

の健康な状態をいい、平成22年の肝属管内の健

康寿命は男性77.4歳、女性が82.8歳となってお

り、全国平均の男性70.4歳、女性73.6歳と比較

しますと、ともに全国平均を上回っております。 

 平均寿命が延び要介護者が増加する中で、同

じ長生きをするなら健康で長生きをしたいとい

う願望を持つ人が増加しております。 

 そこで、本市でも健康増進法に基づく国の21

世紀における国民健康づくり運動を受け、第２

次健康たるみず21で、健康寿命の延伸を目的に

事業を推進しております。 

 本市での取り組みの基本方針は生活習慣病の

予防を中心に、ロコモティブシンドロームと言

われる運動器症候群の予防や介護予防など、対

象者も高齢者だけではなく、青壮年期、乳幼児

期、妊娠期など、生活習慣の確立する時期から

の早期介入として、生涯を通じた健康づくりと

健康を支える環境づくりを、健診や健康教室な

ど、さまざまな場で提案をしております。 

 特に平成27年度においては、本市が平成22年

度から介護予防事業として取り組んでいる鹿屋

体育大学の貯筋運動を充実させるとともに、新

たにノルディックウオーキング教室を青壮年期、

高齢期と分けて開催したところ、筋力や持久力

など、それぞれに向上し、事業の効果が見られ

ておりました。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございます。家族

や友人と旅行やスポーツ、好きな趣味などを楽

しみ、健康寿命を意識して日ごろから元気でい

られるための努力をしていくためにも、健康寿

命を延ばす施策の普及啓発に努めていただきた

いとの願いを添えて、私の質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（池之上誠）  ここで暫時休憩します。 

 次は、10時30分から再開します。 

     午前10時14分休憩 

 

     午前10時30分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 ３番、堀内貴志議員の質疑及び質問を許可し

ます。 

   ［堀内貴志議員登壇］ 

○堀内貴志議員  本日２番手で登壇しました、

垂水の実り生む風の堀内貴志でございます。今

回の質問は、私にとりまして２期５年目の20回

目の質問になりますが、関係各課の皆様におか

れましては、本日も積極的な御答弁をよろしく

お願いいたします。 

 さて、今月の５日に桜島が、昨年９月16日以

降142日ぶりに爆発しました。携帯電話から緊
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急メールの警報音が一斉に鳴り響き、テレビ各

局は桜島噴火の速報テロップを流しました。全

国ニュースでも大々的に報道を開始し、我が家

でも県外の親戚や友人から、鹿児島は大丈夫か

などと心配の声をいただきました。この噴火に

より、警戒レベルが２から３へ引き上げられま

したが、多くの県民は、もとの状態に戻っただ

けかなどという冷静さと、せっかく静かだった

のにとショックの気持ちでいっぱいだろうと思

います。京都大学の井口正人教授は、「大正噴

火で噴出したマグマの９割ほどは戻っている。

将来的には大噴火の発生は避けられない」と繰

り返し警告をしています。火山とともに生きる

県民として、改めて防災意識を引き締めなけれ

ばならないと思っています。 

 ところで、話は変わりますが、皆さん、携帯

電話で無料アプリのＬＩＮＥを使っています方

はどれくらいおられるか、ちょっと手を挙げて

もらえませんでしょうか。ＬＩＮＥを使われて

る方。はい、ありがとうございます。 

 このＬＩＮＥですが、垂水市の公式キャラク

ターのたるたるのスタンプが発売されたのを御

存じでしょうか。きょうはパネルを借りてまい

りましたので、御紹介いたします。垂水高校生

と職員が40図柄を考えて、業者がデザインした

ということです。私も早速購入しまして、ＬＩ

ＮＥつながりの友達に垂水市をＰＲしています。

これを見ますと、先ほど桜島の話をしましたが、

桜島の灰「灰キターッ」というＬＩＮＥもあり

ますので、ぜひとも皆さんも購入して垂水市の

ＰＲに使ってもらいたいと思います。ちなみに

税込みで120円ですので、垂水市の情報発信に

御協力をお願いしまして、本題に入っていきた

いと思います。 

 まず１つ目は、ふるさと納税について、12月

議会に引き続き質問をいたします。 

 先日の新聞記事に、ふるさと納税の全国第１

位は宮崎県都城市、約35億2,718万円を集めた

と紹介されておりました。また、県内では、大

隅半島から大崎町が第１位となり、20億円を突

破したことが紹介されておりました。大崎町は

全国でも第８位にランクインし、この額は前年

対比の200倍以上にも上り、町では記念イベン

トも開いたということです。他の自治体はさま

ざまな工夫を凝らして、ふるさと納税額の増加

に取り組んでいます。 

 私は、前回の12月議会で、鹿屋市が還元率を

アップし返礼品の商品を取りぞろえたことで大

きく納税額を増加させていることを好事例とし

て取り上げて、垂水市においても、ふるさと納

税額をアップするために緊急に対応してもらい

たいと強く訴えました。そのことがよかったの

か悪かったのか、議会終了後の年末の押し迫っ

たさなかに、ふるさと納税額アップのためのキ

ャンペーンを実施し、わずか13日間で３億

3,400万円もの納税額を集めることができまし

た。このことは、今議会の冒頭の市長の施政方

針の中でも触れられておりますが、平成27年度

の最終実績は１万7,677件、約３億9,510万円で

あるということを説明されておられます。これ

は垂水市にとって、税収の大幅な増加という１

つの大きな成果であり、垂水市の財政において

も大変ありがたいことであると思っております。

垂水市を選んで納税していただいた全国の皆様

に、この場をお借りしてお礼を申し上げます。 

 また、市長を初めとする職員一同の努力で大

きな成果を上げたことに対して、心から敬意を

表し感謝したいと思います。特に、ふるさと納

税を担当する企画政策課の職員は、年末の仕事

納め後も出勤して事務作業に追われていたと聞

いております。本当に御苦労さまでした。 

 さて、平成28年にかわり、新たな年の始まり

です。気持ちを切りかえて、ことしも昨年以上

の成果を上げるために努力してほしいと思って

おります。そのためには何が必要か。基本的な

考え方は、一つはこのたび全国の自治体の中か
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ら垂水市を選んで納税された方々に、ことしも

垂水市を選んで納税していただくリピーターに

なってもらうこと、もう一つは新たな納税者を

発掘すること、この２つが重要なポイントにな

ってくると思います。そのためにも、昨年の実

績についてしっかりと見直し、検証することが

必要になってくると思います。 

 そこで、本市の実績について、改めて数値的

なこと、そして他の自治体との比較、特に県内

及び大隅半島内での比較についてお聞きします。 

 また、商品の受け渡しや品質の状態について

のトラブルや問題点はなかったのか、問題点に

対して改善すべきことはないのかについてお尋

ねします。 

 そして、さらなる納税額の増加を図るための

方策について、私が12月の一般質問の中で提案

を含めてお尋ねした案件があります。ポイント

制の導入、旅行クーポン、ふるさと宿泊割引の

新設について、その後に調査検討されたのか否

か、また、新しい商品の開発や改善を含めて、

さらなる納税額の増加を図るための方策につい

て教えてください。 

 大きな２つ目は、選挙権年齢が引き下げられ

たことに関して、投票率をアップさせるための

啓発活動についてお尋ねします。 

 選挙権年齢を、現行の20歳以上から18歳以上

に引き下げる改正公職選挙法が昨年の６月17日

に成立し、いよいよ、ことし７月25日に任期満

了を迎える参議院議員選挙、７月27日に任期満

了を迎える鹿児島県知事選挙から適用されます。

全国では18から19歳の約240万人、鹿児島県で

も約３万人が新たに有権者に加わることになる

そうですが、垂水市においても昨年９月の一般

質問の中で尋ねた時に、当時の数値、９月１日

現在で18歳が106人、19歳が124人の合計230人

が新たな有権者に加わると聞いています。 

 先日、選挙権を持つことになる鹿児島県内の

６高校の生徒代表が集まり交流会議を開いた折

に、選挙に関する関心度の調査をしました。そ

の結果、「選挙に関心がある」30.4％、「全く

関心がない・余り関心がない」38.2％、「選挙

権を得て投票したい」38.8％、「投票したくな

い・わからない」61.2％と、アンケート結果が

出ています。この数値を見ても、次世代を担う

若者が政治や選挙に対する関心度が低い状況で

あることが感じ取れます。これは全国的に見て

も、同様に若者の政治への関心が低い現状があ

り、その結果として投票率が低い状況が続いて

いるのだと思います。 

 垂水市においても、昨年４月に実施された県

議選における投票率を見ても、全体の投票率が

55.3％に対して、20歳代の投票率は32.3％で約

20％以上の開きがあります。今回、さらに選挙

権年齢を引き下げることで、投票率の低下に拍

車がかかる危機感があり、次世代を担う若年層

の投票率をアップさせることが１つの課題であ

ると思いますし、今まで以上に早い段階で政治

に関心を持たせる取り組みが重要になってくる

のだと思います。 

 そうした中で鹿児島県内の高校では、選挙管

理委員会が高校の体育館に実物の投票箱や記載

台を並べて投票所を再現する出前授業を実施し

て、投票を呼びかけているところがふえてきま

した。前回の質問の中で、若年層の投票率アッ

プの方策について問いただしたときに、今後、

高校生を対象とした啓発活動の取り組みが必要

だと思われるので、関係機関と連携をとりなが

ら進めていくなどと答弁されていますが、その

後、垂水市においてはどのような取り組みをさ

れているのかお尋ねします。 

 大きな３つ目は、学校教育におけるＰＣ、タ

ブレット等のＩＣＴ機器の効果的活用について

お尋ねします。 

 今日の社会情勢を見ますと、ＩＣＴはさまざ

まな分野に広く活用されて、もはやＩＣＴなく

しては社会が成り立たないといっても過言では
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ないくらいに生活の中に浸透しています。皆さ

んの周りの子供たちを見ても、ほとんどの子供

たちが既にＩＣＴに触れていると思います。任

天堂のＷｉｉやソニーのプレイステーションな

どのテレビゲーム機や、携帯電話のガラケーや

スマホもＩＣＴ機器の一つです。今後一層、Ｉ

ＣＴはますます進化を続けて、社会の中で活用

されることになりますし、また、小中学校の児

童や生徒たちは、情報化社会に主体的に対応で

きる能力を身につけさせることが高まってきて

いるのだと思います。 

 教育分野におけるＩＣＴ利活用の推進には、

授業の中で先生と生徒のコミュニケーション能

力を高め、児童生徒の主体性、意欲・関心や知

識、理解を高めるなどの効果があるという特徴

があります。特に、ＩＣＴを活用した授業は、

活用しない授業と比較して学力が向上すること

も指摘されています。 

 そうした中で今回、学校教育関係でＩＣＴ関

連授業として、各小中学校のパソコン室にパソ

コン、タブレット端末等を整備する予算が計上

されました。学校教育の中で早い段階からＩＣ

Ｔに親しみ、情報活用能力を向上させ、新しい

知的価値、文化的価値を創造できる機会をつく

っていただくものと理解していますし、次世代

を担う垂水市の子供たちのために大変ありがた

いことだと思っております。まずは学校におけ

るＩＣＴ機器の整備について、本市の現状と方

針について、学校教育においてどの程度整備さ

れるのかについてお尋ねをいたします。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○企画政策課長（角野 毅）  堀内議員のふる

さと納税制度に関する１回目の御質問にお答え

をいたします。 

 初めに、本市の平成27年度ふるさと納税実績

でございますけれども、平成28年１月末現在、

寄附件数１万8,635件、寄附金額４億1,106万

1,333円となっております。昨年度同時期と比

較いたしますと、寄附件数が26.5倍、寄附金額

が16.4倍と、大幅に増加しているところでござ

います。 

 また、鹿児島県が取りまとめました県内全市

町村の平成27年12月末時点での集計結果では、

本市は寄附件数、金額ともに上から５番目とい

う結果が出ております。なお、上位５市町は、

大崎、志布志、曽於、鹿屋、垂水の順で、大隅

半島の４市１町となっております。 

 次に御質問がございました課題でございます

が、昨年度のふるさと納税制度の見直しによる

年末キャンペーンの実施によりまして大きく実

績を伸ばした一方で、非常に短期間に申し込み

が集中してしまい、寄附者への対応がおくれて

しまうという問題点が発生しましたことが挙げ

られます。この問題に対処するために、先月末

開催をされました臨時議会の中で予算の承認を

いただき、ふるさと納税専用の管理システムを

本年度中に導入するよう、現在準備を進めてい

るところでございます。 

 また、返礼品につきましても、寄附者から

「このようにたくさんのお肉をありがとうござ

います」という喜びのメールがあった一方で、

期待したような品質ではなかったといったよう

なメールや電話などもございました。このため、

返礼品事業者に対しまして情報提供を行いまし

て、品質確保に努めたいと考えているところで

ございます。 

 次に、さらなるふるさと納税アップの取り組

みでございますけれども、12月議会の中で堀内

議員から御提案がございましたポイント制及び

旅行クーポンの調査状況でございます。 

 ポイント制は、寄附者や取扱事業者にとりま

して制度が非常にわかりづらく混乱を招くおそ

れがあることの調査結果から、現行制度の維持

をしていくということにいたしました。 

 また、旅行クーポンは、総務省の通達により

返礼品として金券を送ることが禁止されてるこ
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とから、市内の旅行業者や宿泊施設と連動いた

しました形で実施できないか、引き続き検討し

てまいりたいと考えております。 

 今後も、垂水市の魅力を発信し、寄附者の

方々が満足していただけるような返礼品を用意

し、かつ、寄附者に対しきめ細やかな対応がで

きる体制を構築して、今後も寄附者の増を目指

してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○選挙管理委員会事務局長（白木修文）  堀内

議員の選挙権年齢18歳以上に引き下げられたこ

とによる投票率アップのための啓発活動につい

てお答えいたします。 

 初めに、投票率アップのための啓発活動の進

捗状況でございますが、先日行われました成人

式において、政治並びに選挙への関心を持って

もらうよう会場にて呼びかけを行い、啓発物品

等を頒布しております。そのほか、18歳選挙権

の啓発ポスターを市内大型店舗、各地区公民館、

管理施設等に掲載していただくよう依頼してお

ります。また、３月中に振興会を通じ、全世帯

へ啓発チラシを回覧していただくよう予定して

おります。来年度につきましても、国・県選管

より、選挙時ポスター等の啓発物、また、明る

い選挙推進協議会で啓発チラシを作成し、配布

も予定しております。 

 次に、高校生に対する啓発活動と４月に就職

し転居を予定する有権者への対応についてです

が、垂水高校生に対し18歳選挙権のＰＲ物を配

布する予定としております。なお、今後は垂水

高校へ出前授業として模擬投票等を行い、選挙

への関心を持ってもらうよう努力していきたい

と考えております。 

 また、４月に進学、就職により転出される、

本市の選挙人名簿に登録されている有権者にお

いては、夏に執行されます参議院議員通常選挙

前に、本市において投票できる旨の文書を送付

する予定としております。 

 今回の公職選挙法の改正の概要としまして、

現行では３カ月、住所登録されている住所地で

選挙人名簿へ登録されますが、選挙人名簿への

登録は年４回、また、選挙時には選挙時登録が

行われますが、その登録基準日に転出されてい

る場合、登録はされないことになります。転出

先でも名簿登録は３カ月過ぎた後登録となりま

すので、その間にある国政選挙は投票ができな

くなってしまいます。 

 また、18歳を新住所地で迎えたときに、新住

所地の住所登録が３カ月未満であれば選挙人名

簿に登録されず、投票することはできません。

そのため、今回の改正において、登録条件を満

たしている転出者を旧住所地で選挙人名簿に登

録し、投票をすることができるように変更され

ております。 

 新18歳を例に挙げますと、夏の参議院選が６

月23日告示の７月10日投開票とした場合、選挙

人名簿登録者は平成10年７月11日までに生まれ

た者となり、選挙人名簿登録基準日は告示の前

日となりますので６月22日となります。３月23

日以降に転居・転出した場合、新住所地での住

所登録期間が３カ月に満たないため、新旧両方

の住所地で登録はできませんでしたが、改正に

より、３月23日からさかのぼって３カ月以上住

所登録していた者が転出した場合、前住所地で

名簿登録となります。このため、今度の４月に

進学等で転出した場合、垂水市に３カ月以上住

所を置いておれば、垂水市で投票ができます。 

 以上です。 

○学校教育課長（下江嘉誉）  堀内議員の学校

教育におけるパソコン、タブレット等ＩＣＴ機

器の効果的な活用について、パソコンやタブレ

ットはどの程度整備するのかという御質問につ

いてお答えいたします。 

 本市におきましては、子供たちに情報活用能

力を育み確かな学力の定着を図るために、学校

規模に応じてパソコンや電子黒板などＩＣＴ機
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器の整備を進めてまいりました。現在、学校で

使用しておりますパソコン等が整備後６年が経

過しておりますことから、新しく整備しようと

するものでございます。 

 具体的には、国の整備基準に基づき、各学校

の学年や学級の最大人数に合わせまして、10台

から40台余りのパソコンを整備いたします。そ

の際、自由に持ち運びができる可動式のタブレ

ット型のパソコンの活用も求められております

ことから、可動型と固定型の両方の活用が可能

な機器を導入いたします。 

 固定型といたしましては、タブレットにディ

スプレーやキーボードを接続することで、これ

までのパソコン室にあったノートパソコンのよ

うに学べる環境を整えてまいります。 

 一方、可動型といたしましては、タブレット

を切り離し、教室や校内、校外へ移動して学習

できるような環境を整えます。その場合、タブ

レットは校内に設置するアクセスポイントと無

線ＬＡＮで接続することにしており、エリア内

であれば、子供たちはどこでもインターネット

を利用したり、作成したデータのやりとりをし

たりすることができるようになります。 

 さらに、このような教育活動を積極的に推進

していくために、各学校の教職員を対象として

ＩＣＴ機器活用の研修会を実施するとともに、

ＩＣＴ支援員を配置し、各学校を巡回させるこ

とで、一人一人の教職員の要望に応じた具体的

な実技指導を実施したり、実際の授業において

機器活用の支援を行ったりしてまいります。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  まず、ふるさと納税のほうか

ら質問さしていただきます。 

 今、実績について、県内ナンバー５に全て大

隅半島が入っておるということですので、大変

ありがたいことだと思います。今後ますます、

この大隅半島内で切磋琢磨して、さらなる納税

額のアップに努めていただきたいと思います。 

 それと、返礼品の中で一部悪い評判もあった

ということですけども、その個人のとり方なん

ですけれども、期待している以上にいいのが届

かなかったという方もおられると思いますけど、

その品質保持についても、今後、十分業者と話

し合って進めていただきたいと思います。 

 まず、このふるさと納税、アップさせるため

の方策ということは、要はリピーターをふやす、

このリピーター対策も必要になってくるんじゃ

ないかなと思います。きのうのニュースで、鹿

屋市は、もう既にこのリピーター対策をとりま

した。鹿屋メンバーズクラブということで、も

う会員制にするシステムを取り組んでます。リ

ピーターをつかんだら離さないと、これ大切な

ので、その関係について何か考えておられるこ

とがあるのか、ちょっとお聞きしたいなと思い

ます。 

 そして、さらなる納税額の獲得、このために

はいろんな取り組みがあると思うんです。垂水

市は大きくいろんな魅力があります。その中で、

今回、返礼品で出してあるのはほとんど、垂水

市の中でも企業が出してある商品ばかりではな

いかなと思います。垂水市に昨年は約２億円

の、癩癩３億8,000万ですから、まず２億円ぐ

らい、垂水の商品が返礼品として送られとると

いうことですので、もっともっと垂水の人が売

るように、せっかくの機会であれば、垂水市の

人、個人農家の人も売るような取り組みをして

いただければなと思います。 

 昨年、年末キャンペーンをしていただいた。

このキャンペーンも、名称を変えるごとにいろ

んなキャンペーンができると思うんです。私が

考えたの、この４月から、特に柊原地区はメロ

ンが最盛期になってきます。そうすると、この

メロン農家のメロン、大変おいしいです。この

メロンについても、期間限定で産地直送のメロ

ンキャンペーンだとか、もう既にビワのほうは

やっていると思いますが、ビワについても産地
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直送ビワキャンペーンとタイトル打って売り出

すとか、夏季限定でキャニオニング体験、登山

体験なども含めて、キャニオニング体験アンド

宿泊セットキャンペーンだとか、いろいろやり

方あると思うんです。 

 ふるさと納税、こんだけたくさん集まりまし

た。活用の仕方によっては庁舎建設のほうもい

ろいろ検討して基金もためておりますけれども、

庁舎建設の関係でも、これは仮の名称ですけど

垂水市役所新庁舎建設協力キャンペーンとか、

いろんな名称をつくることによっていろいろな

キャンペーンができると思いますので、その点

についてもちょっと考えていただきたいなと思

います。 

 宿泊券についても、これはやっぱりいいこと

だと思うんですよ。垂水市の旅行者に直接、往

復航空券と宿泊温泉パック、これをセットして

商品化する。そうすると、ふるさとへの帰省だ

とか都会の人の癒やしの旅行として使えるんで

はないかなと思います。そして、宿泊施設の方

に関しては満足宿泊パック。これはさっき言い

ましたとおり、キャニオニングつき、もしくは

山岳ガイドつき。あと、垂水市によく釣りに来

られる人もおります。その方に泊まってもらう

ために仕立て船をチャーターして、仕立て船つ

き宿泊セットとかいうようなやり方はあります

ので、そういうことも考えていただきたいなと

思いますが、その点についてどう思いますか。 

○企画政策課長（角野 毅）  堀内議員のリ

ピート対策ということでございますが、これま

でも本市は、納税者へ対しましての感謝の気持

ちでの対応ということを第１番目に心がけてま

いりました。他市の状況等いろいろございます

けれども、議員から御提案いただいた内容につ

いては、今後も引き続き検討調査を行いまして、

対応については十分検討してまいりたいと考え

ております。 

 また、内容等のいろいろなメニューにつきま

しても、今後検討が必要かと思っております。 

○堀内貴志議員  ありがとうございます。 

 最初、課長の答弁の中に、クーポン券はわか

りにくいから癩癩ちなみに県下ナンバーワンを

とりました大崎町は、クーポン券もポイント制

もやっております。ポイント制も導入してやっ

ております。で、この大崎町の目立つところは

安納芋ですか、あれの冷凍焼き芋セット、これ

が昨年９月期に全国野菜部門で第１位になっと

るんですよ。これはページビュー、アクセスポ

イントですね、第１位になっとるんです。だか

ら、垂水市もつらさげ芋ありますよね。これを

もっとＰＲすると、この大崎町に匹敵するぐら

いあるんではないかなと思います。 

 そして、先ほど、旅行クーポンは禁止されて

いるとおっしゃいましたけど、私、調べたらあ

るんですよ。ちゃんとネットで出てるんです、

旅行クーポン。これ見ると共通商品券だとか出

てますよ。もう一回、その点はちょっと調べて

いただきたいなと思っております。活用できる

部分はいろいろ活用して、納税額のアップに努

めていただきたいということをお願いしときま

す。 

 ３問目の質問に入りますが、このふるさと納

税、現在ふるさと応援基金として平成21年から

執行されております。これまで、さまざまな事

業に使われています。瀬戸口藤吉翁記念行進曲

コンクールの補助だとか、垂水島津家墓地の石

垣修繕工事だとか、あと地域振興計画に基づく

まちづくりの交付金事業だとか、使用する目的

についても、ふるさと応援基金条例の第３条に

７項目の規定があります。これまでの事業の要

望はどこから、こういった事業はどこから申請

されて、どのように決められているのか教えて

いただきたいと思います。 

 もう一つは、市民がボランティア等で取り組

んでいる事業の中に、垂水市の活性化や観光振

興に取り組んでいる事業、子供たちの教育環境
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の整備、高齢者の生きがいづくり、このような

活動で一生懸命、自腹切って活動している人た

ちもいます。こうした人たちの最大の目的は活

動資金です。せっかくすばらしい活動をしてい

るにもかかわらず、活動資金の不足により思う

ような活動ができないという団体もあります。

こうした人たちからの要望は、つまり市民から

の意見要望はどのような手続を踏んで審査する

テーブルの上に上げることができるのか、この

点について教えていただきたいと思います。 

○企画政策課長（角野 毅）  活用方法という

ことでございますけれども、ふるさと納税は垂

水市ふるさと応援基金条例に基づき、垂水市の

地域資源を活用し、将来、自信を持って引き継

げる環境に配慮したまちづくりを進めるために、

寄附者の意向を尊重しながら有効に活用するよ

うに定められております。このため、寄附者か

らいただいた寄附金は一旦基金に積み立て、ふ

るさと応援基金を財源とした事業を決めるまで

管理していくことになります。 

 このふるさと応援基金を財源とした事業の決

定方法でございますけれども、議員からもござ

いましたけれども、同条例の第３条に規定され

た７つの各号に対しまして、各課が事業化を計

画し、同条例施行規則第５条により設置されて

おります使途選定委員会に事業申請を行います。

本委員会は、担当課の事業説明の内容を審査い

たしまして、一定の基準を満たしたものを採択

決定するものといたしております。 

 なお、市民からの声ということでございます

けれども、それぞれの関係所管課のほうへ十分

な協議をしていただいて事業趣旨等についての

説明をしていただきながら、各事業所管課から

本使途選定委員会のほうに事業申請を出してい

ただくという形になります。 

 今後もまた、ふるさと応援基金をさらに有効

に活用していくためにも、各課に対しまして制

度の周知を行い、活用のさらなる促進を図って

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  ぜひ、市民の声を聞いて、い

い事業には支援していただくという取り組みは

必要だと思います。 

 ４回目の質問に入りますが、昨年、国民文化

祭が鹿児島県で開催されました。垂水市におい

ても３つの主催事業に加えて、さまざまな団体

が垂水市を盛り上げるために事業を展開しまし

た。 

 その中で、第14回ＹＯＳＡＫＯＩ九州中国祭

りｉｎたるみず兼第２回たるみずＹＯＳＡＫＯ

Ｉ祭りが開催され、踊り子だけでも九州各地か

ら78チーム、約1,000人が集まり、垂水市の国

民文化祭を盛り上げるとともに、垂水市の経済

波及効果と交流人口増に大きく貢献をいたしま

した。この祭りを主催した実行委員会の中心メ

ンバーは、垂水市に拠点を置くたるみずＹＯＳ

ＡＫＯＩ社中桜輝楽に所属する人たちで、全て

が民間団体主導で最初から最後までやり遂げま

した。 

 垂水市に九州各地から踊り子が1,000人も集

まるということは、ただ単に募集をかけただけ

では集まるものではないと思います。この裏側

では、この桜輝楽のメンバーたちが九州各地の

祭りに参加して、垂水市をＰＲしてきたから達

成できたものだと思います。平成24年から活動

を開始して、平成25年、26年、27年と毎月２回

から３回のペースで九州各地のお祭りに、参加

費、交通費、宿泊費、交流会費など自腹を切っ

て行き、しっかりと広報してきたことから集ま

ったのだと思います。 

 この桜輝楽のメンバー、踊りばかと言われて

いますが、ただ単に好きだからやっているので

はありません。みんなが垂水市が好きだから、

垂水市を何とか盛り上げたいから、ただその目

的のために３年間活動を継続してきたのです。

そして、お金に裕福な人は一人もいません。垂
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水市を何とか盛り上げようと一生懸命、よさこ

いを通じて活動しているわけです。 

 そして、どんなイベントにもそうですが、開

催するためには多くの事業費が必要だというこ

とです。確かに、垂水市からも、この議員互助

会からも、そして課長会からも協賛していただ

いた分もありますが、その多くは市民の善意、

寄附による運営でできたものだと思います。 

 垂水市で開催したＹＯＳＡＫＯＩ祭りは、垂

水市の交流人口増と観光振興、地域活性化に大

きな成果を上げたことは誰もが認める事実だと

思いますし、今後も継続することによって、さ

らに効果を得ることができるものだと思ってい

ます。 

 しかしながら、毎回、市民から寄附を集める

ことになると大変な労力を必要とします。当然

に寄附も集めることですが、事務局の負担を軽

減するためにも、ぜひとも助成が必要ではない

かなと考えます。ふるさと納税の目的には、地

域の活性化、観光振興、元気なまちづくりを実

現するためとありますので、まさにこの事業に

も匹敵するのではないかと思っています。 

 そこで、当然に手続を踏まなければいけない

と思いますが、このような祭りに対する助成に

ついて検討の余地があるのかないのか、一言で

結構です、見解をお聞きします。 

○企画政策課長（角野 毅）  議員４回目の御

質問にお答えいたします。 

 ＹＯＳＡＫＯＩ祭りに関しましては、非常に

魅力的な事業であるというふうには認識してお

ります。ただ、本事業費の活用につきましては、

先ほども申し述べましたけれども、相談いただ

いた事業について各課が事業化を計画し、事業

申請をしていただくというルーチンがございま

すので、その中で審査をされていくものと考え

ております。今、議員がおっしゃいました熱意

をもって各課のほうへ御相談をいただけると、

各課のほうでよい事業計画ができ上がるものと

考えますので、ぜひ所管課のほうへの御相談を

よろしくお願いをいたします。 

○堀内貴志議員  多分、観光課を通じて申請す

ると思いますので、ぜひとも検討していただい

て前向きな回答をお願いしときます。 

 続きまして、選挙権の年齢が18歳に引き下が

ったことについて御質問いたします。私、この

２回目に質問しようと思ったんですけど、課長

は、もう既に回答がありました。いわゆる18歳

以上に引き下げられることに伴いまして、有権

者となる若者が選挙直前に就職や進学で他の自

治体に転居する、いわゆる投票ができなくなる、

投票権の空白を解消するという改正法律案が、

先月28日に参議院を可決して成立をいたしまし

た。 

 この関係、多分、皆さん、知らない人が多い

と思うんです。要は住所を移した時点で選挙権

はなくなるんだということで、次のところに移

動したときには、３カ月未満であれば選挙権が

ないんだということです。これが救われるよと。

しかも、私も地方選挙も適用されるのかなと思

ったら、地方選挙は適用されないそうです。国

の選挙は適用される。県内は鹿児島県知事があ

りますけども、県内から県内に移動したときに

は適用されるそうです。垂水市議会議員の選挙

については、垂水市から霧島市に移ったら、も

うその時点で選挙はできないと、霧島市でもで

きない、垂水市でもできないということで。救

われるのは国会議員の選挙。これはどこでも投

票ができるというふうになりましたので、これ

は広く広める必要があるのではないかなと思い

ます。ぜひとも、この広報にも努めていただい

て、しっかりと、投票しない人はいないという

ことにならないように取り組んでいただきたい

なというふうに思います。 

 次ですが、この18歳以上に引き下げるこの機

会に、国のほうが、要は投票率をアップさせよ

うということで、指定された投票所のほかに、
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居住する市町村の駅やショッピングセンターな

どで投票できるようにする公職選挙法を改正し

て、投票の機会を広げて投票率向上を図ろうと

しています。 

 現在、垂水市においても、選挙当日に選挙管

理委員会が指定した１カ所でしか投票を投じる

ことができませんが、期日前投票においても市

役所別館の駐車場に１カ所定められています。

多くの投票所は自宅から遠いところにあります。

歩いて行くのには大変不自由している高齢者の

方も多くいらっしゃる。利便性に対する不満の

声も多く上がっているのも事実です。その結果、

投票所に行かないという人もふえています。 

 国がこの制度の見直しを図るこの機会に、垂

水市も、ぜひとも投票所のあり方や期日前投票

の方法について見直してみてはどうかと思いま

す。特に、期日前投票所ですけれども、日時指

定で各地区を回る、日時指定でですよ。日時指

定で各地区を回る移動投票所を設置してはどう

かと提案しますが、見解をお聞きします。 

○選挙管理委員会事務局長（白木修文）  堀内

議員の御質問にお答えいたします。 

 移動投票所のような高齢者等へ配慮した取り

組みはできないかとの御質問ですが、投票日当

日の投票所につきましては、現在、投票所が15

カ所あり、さらに共通投票所や移動投票所等を

設けるとなると、管理者、立会人、投票スペー

スの確保が必要になり、また、二重投票を防止

するシステムの構築も必要になるため、予算の

確保等を考慮しますと現段階では難しいと思わ

れます。 

 また、期日前投票所につきましても、各自治

体が任意で設置箇所をふやすことは可能ですが、

当日の投票所をふやすことと同様に問題点もあ

りますので、今後検討していきたいと考えてお

ります。 

○堀内貴志議員  ぜひともその問題点を解決し

て、前向きに、投票率がアップするように取り

組んでいただきたいなと思います。 

 先日12月の議会のときに、水之上小学校の子

供たちが議会の傍聴に来ていただきました。大

変すばらしい取り組みだったと思います。早い

段階から政治と選挙に興味を持たせる、これも

大切だと思います。 

 今回18歳に引き下がったことで、第一的には

高校生が対象になると思います。高校生といい

ますと県教委の管轄ですので、県教委が一生懸

命考えていただいてほしいと思いますけれども、

小中学校にも必要になってくるのではないかと

思いますので、ここはあえて質問はしませんが、

この通告書には教育長の考えと今後についてと

ありますけれども、これは割愛させていただい

て、ただ、教育長には、早い段階から子供たち

が政治に興味を持つように、そして選挙に行く

ような取り組みをしていただければなと思いま

す。水之上小学校のあの取り組み、大変すばら

しいことだと思います。各小学校もやってもい

いんじゃないかな、中学校もやってもいいんじ

ゃないかなというふうに個人的には思っており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、大きな３問目、学校教育におけ

るＰＣ、タブレット等のＩＣＴ機器の効果的な

活用について、２回目の質問をいたします。 

 冒頭でも話しましたけれども、ＩＣＴという

のはさまざまな分野に広く活用されて、もはや

ＩＣＴなくしては社会が成り立たないぐらいな

状況になっていると言っても過言ではないぐら

い生活の中に浸透しています。ＩＣＴ機器は学

校のほうで整備したけれども、全く活用されな

い、効果が出ないという評判が出ることが一番

最悪の状況だと思いますので、その点を改善す

るために、このタブレット等のＩＣＴを活用す

ることによって、今後どのような学習がされる

のか、どのような効果が出るのか、再度質問い

たします。 

○学校教育課長（下江嘉誉）  学校教育におい
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てどのような学習が実施され、どのような効果

が期待できるのかという御質問にお答えいたし

ます。 

 先ほども述べましたように、今回整備いたし

ますＩＣＴ機器は、固定型にも可動型にもなる

ものでございます。パソコン室におきましては、

これまで同様、固定型パソコンとして活用し、

ＩＣＴ機器の基本的な操作やプレゼンテーショ

ンの仕方、情報検索の仕方、情報モラルの学習

などを進めてまいります。 

 そして、固定型から切り離し、可動型の状態

にしますと、パソコン室で身につけた技能を活

用し、各教室や校外などで行われる授業におい

ても活用することが可能となります。具体的に

申しますと、子供たちは国語や算数の授業で自

分の考えたことをノートのようにタブレットに

記録したり、理科や生活の授業で実験や観察の

様子をカメラ機能を使い写したりすることで、

より興味が湧き、意欲的かつ主体的に学習に取

り組むものと考えております。 

 また、学習内容に応じて一人一人の能力や特

性に応じた個別学習を展開したり、学習した内

容を電子黒板等に投影したりすることで、子供

たち同士で教え合う学習が、より充実すること

となります。 

 このように、ＩＣＴ機器を導入することによ

って学習方法が質的に変化し、子供たちは、よ

り意欲的に学習することが可能となり、必要な

情報を活用しながら思考力や表現力を高めるな

ど、確かな学力を身につけていくことができる

ものと考えております。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  これを使うことによって、実

績では使った授業と使わない授業では成績が違

うんだというふうなデータも出てますので、し

っかりと使っていただいて、子供たちの成績向

上のほうに取り組んでいただきたいなと思いま

す。 

 で、一つ気になるのは、タブレット、私も、

きょう持ってきたんですけど、いつも私使って

ますけど、このタブレットですけど、要はアク

セスポイントが必要になってくると思うんです

よ。学校関係では、このＷｉ癩Ｆｉのアクセス

ポイントはどのように整備されたのか、ちょっ

と教えてください。 

○学校教育課長（下江嘉誉）  今回、タブレッ

トを導入するに当たって、アクセスポイントは

各学校の幾つかの教室に設置して、それから校

内、範囲内であれば校外までアクセスができる

ようなシステムをつくっていきたいというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  ありがとうございます。今、

学校関係ではＷｉ癩Ｆｉのアクセスポイントが

整備されると、学校内では子供たちがこのタブ

レットを持ち歩いて、どこでも見れる環境が整

うんだと、これ、すばらしい環境だと思います。

ぜひとも進めていただきたいなと、私は個人的

に思っています。 

 ４回目ですよね、最後の質問になりますけど、

学校関係ではＷｉ癩Ｆｉのアクセスポイントが

充実されます。じゃあ垂水市内はどうなんだと

いうことで、ＩＣＴ機器に関連して、観光課長

に１つだけ質問をさしていただきます。 

 Ｗｉ癩Ｆｉのアクセスポイント、もうこれは

都会に行けばすばらしく充実しています。私、

この前、所管事項調査で徳島県と大阪に泊まり

ました。当然、宿泊したホテルにはＷｉ癩Ｆｉ

アクセスポイントがありまして、これを持って

行きましたので利用させていただきました。 

 自宅でも、私はお金ないもんですから通信料

は払ってないんですよ、これは。通信料は払っ

てなくて機器だけです。じゃあ、どうやってア

クセスするんだということは、アクセスポイン

トがないところでは携帯のテザリングを使って、

アクセスポイントのあるところでは、それを利
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用しながらやってます。それで十分可能なんで

す。だから、垂水市でも、これを普及させてい

ただきたいなという願いを込めて、お話をさし

ていただきます。 

 最近、仕事、私生活で、こうしたタブレット

やノートパソコンも持ち歩く人も多くいらっし

ゃる。今後必要になってくると思うんです、こ

のＷｉ癩Ｆｉのアクセスポイントは。だから、

市民の利便性、あと観光客に対する交流人口増

を図る上においても、どうしても、これは垂水

市内にも普及したほうがいいのではないかなと

私は思っています。（「同感です」と呼ぶ者あ

り）ありがとうございます。 

 その点、行政当局、今の時点でどのように考

えがあるのか。もう既に垂水市内で、それを取

り組んでいるところはあるのかないのか、それ

も含めて質問したいと思います。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  堀内議員の

市内におけるＷｉ癩Ｆｉのアクセスポイントの

充実について、交流人口対策を初めとする観光

振興の関連からお答えいたします。 

 近年、Ｗｉ癩ＦｉがＩＣＴインフラ整備にお

いて、観光振興など地域活性化のツールとして

注目が高まってきていることにつきましては認

識しているところでございます。市長公約の経

済への挑戦の柱の１つであります観光振興によ

る交流人口の増加の取り組みにおきまして、Ｗ

ｉ癩Ｆｉアクセスポイントの充実は、国内外か

ら観光客を誘致するための魅力的な観光地の形

成において、効果的なものであると考えており

ます。 

 本市におけるＷｉ癩Ｆｉの整備状況でござい

ますが、道の駅たるみずにおきましては国土交

通省が、森の駅たるみずにおきましては指定管

理者が、いずれも３月末までに整備予定であり、

ベイサイドホテルアザレア、市内のコンビニエ

ンスストアにおいては既に整備がなされている

ようでございます。 

 今後、Ｗｉ癩Ｆｉの整備につきましては、本

市の活性化へのさまざまな取り組みにおいて必

要になってくると考えておりますので、関係各

課並びに関係機関と協議していく必要があると

考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  終わりますね。最後に一言、

できれば、このＷｉ癩Ｆｉのアクセスポイント、

市役所でも取り組んでいただきたいと思います

けれども、少なくとも新庁舎建設するときには、

新庁舎の市役所にはＷｉ癩Ｆｉのアクセスポイ

ントが可能であるようにお願いしまして、本日

の私の質問を終わりたいと思います。ありがと

うございました。 

○議長（池之上誠）  ここで暫時休憩いたしま

す。 

 次は、11時30分から再開いたします。 

     午前11時20分休憩 

 

     午前11時30分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 １番、村山芳秀議員の質疑及び質問を許可い

たします。 

   ［村山芳秀議員登壇］ 

○村山芳秀議員  それでは、本日午前中、最後

の登板となりました。よろしくお願いします。 

 つい最近の新聞には、新年度に向けた予算案

の、鹿児島県を初めとし、県内各市の状況が見

出しで表現をされております。それには、西之

表市やいちき串木野市の全校区に地域おこし隊、

定住促進協力隊という地域づくりや出水市の医

療系奨学金を拡充など人材育成、そのほか子育

て支援などの福祉優先の見出しが躍っておりま

す。今回の施政方針と予算編成の中で気づいた

点など、大局的な見地からお尋ねしますのでよ

ろしくお願いします。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、
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早速質問に入らせていただきます。28年度の施

政方針と予算案の中から４点ほどお伺いします。 

 まず、地域包括ケアシステムの推進と人材育

成についてお尋ねします。今年度の施政方針の

中で、地域包括ケアシステムという言葉が６回

出てきております。市長がその重要さを認識さ

れ、任期中にもセンターの開設と、順調にシス

テムづくりの船出をしたいという公約の一つで

もございます。 

 垂水市においては、10年ほど前からソフト事

業を中心に、地域ケア体制整備や地域包括支援

センターを核とした地域福祉の連携を図ってま

いりました。私も平成20年から、保健福祉課の

介護のほうに２年半ほど在籍しておりましたが、

これまで旧中学校区を基本的に各地区に介護事

業所を計画的に配置し、各小学校区を単位とし

て、標語にあります住みなれた地域で安心して

暮らしていける体制づくりを図ってまいりまし

た。 

 しかしながら、関係者の努力にもかかわらず、

医療法や介護保険法の改正、それから介護事業

所の撤退などで、高齢者だけでなく地域の不安

は増すばかりでございます。まずは、こうした

現状と課題についてどのように捉えているか、

何が必要か、お聞きします。 

 次に、農業における６次産業化ですが、雇用

を生み出し所得向上を図るとありますが、さき

の12月議会でも先輩の川菷議員のほうからあり

ましたが、どうも先が見えてこない、また、成

果として経済への挑戦という割には政策として

も見えてこない現状でございます。市長はどう

捉えているのか、どう進めようとしているのか、

具体案があったらお示しいただきたいと思いま

す。 

 次に、安心への挑戦の中に、防災ラジオの利

活用とあります。ＮＰＯ法人まちづくり放送が

運営をしているＦＭたるみずが、市役所別館の

３階フロアに移って１年４カ月が経過し、防災

無線にかわる防災ラジオの導入で、緊急時の連

絡が数段伝わりやすくなりました。 

 また、割り込み放送など、おおすみのネット

ワークからの離脱で容易になったと聞いており

ます。今月起きた４件の火事、１件はお二人の

方が亡くなるという痛ましい火災でございまし

た。３日前も割り込み放送で、火事への注意喚

起を消防から発信され、現場では消防団による

警戒も始まりました。即座に対応した取り組み

で市民の方々も評価をしております。昨年度か

らの防災ラジオの配付や難視聴解消などの解消

措置を終えて、現状と課題についてお示しくだ

さい。 

 最後に、ふるさと応援基金の使い道について

でございます。先ほどの堀内議員への回答内容

で大まかな、ふるさと納税に関する現在の状況

は把握できました。４億を超える浄財が寄せら

れたということで、経費を差し引いた分を今後

どう使っていくか、あとはこのお金をいかに垂

水市のために、垂水市民のために有効活用、即

効的に生かしていくかであります。 

 これまで市長は、しばしば財源問題に触れま

して、検討しますとの回答でございましたが、

７つの事業についてのフリーハンドをいただい

たような状況でございます。まずは、28年度当

初予算に示したふるさと応援基金の使い道につ

いてお尋ねをいたします。 

 これで、第１回目の質問を終わります。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  村山議員の御質

問にお答えいたします。 

 地域包括ケアを推進するに当たっての現状と

課題はとの御質問でございますが、議員も御承

知のとおり、本市は平成18年度以降、介護予防

の推進や在宅医療の推進、多職種のためのネッ

トワーク構築など中長期的な視点に基づき、ソ

フト事業を中心に地域包括ケア体制整備を図っ

てまいりました。 

 地域包括ケアは、医療・介護・生活支援が一
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体的に提供される仕組みがあって初めて、住み

なれた地域で安心して暮らし続けることが可能

となるものですが、医療現場において在宅医療

や訪問看護、リハビリの充実を図る上で、医師、

看護師等の不足は深刻で、看護師については半

数が市外からの通勤者で賄われている状況でご

ざいます。 

 また、本市においては、介護体制は中央に大

きな施設をつくるのではなく、地域に密着した

小規模の通所施設やグループホームを整備し、

地域の核として機能する体制整備を目指してお

ります。 

 そうした中で提供元となる介護の現場では、

介護サービスの充実を図る上でケアマネジャー

等の人材不足、長時間労働と低賃金問題等があ

り、介護職の離職率の高さから常時職員不足に

悩んでいる状況でございます。 

 また、介護報酬の改定で地域密着型事業所の

経営環境は非常に厳しいものがあり、今後、何

らかの支援を考えていく必要があるのではない

かと思っております。 

○農林課長（川畑千歳）  村山議員の農業にお

ける６次産業化についての質問にお答えします。 

 農林業の振興を図るために、新規就農者の確

保や担い手農家の育成支援に取り組むとともに、

農業経営の多角化を図り、農業所得の向上を目

指そうと、本市では農家と行政が一緒に農産物

の生産、加工や、企業型農業の先進地視察を実

施しております。 

 その中で平成26年度に、農業経営者が地元で

生産された農産物を原料とし、新商品等の事業

化の取り組みに必要となる機械や施設等の整備

に係る費用に対して助成する市単独事業、６次

産業化推進整備事業補助金を創設しました。同

制度で平成26年度には、ビワの加工に係る補助

金を１件交付し、本年度は大野のつらさげ芋の

加工に係る補助金を１件交付しており、さらに

もう１件、大野の高湿低温貯蔵による熟成サツ

マイモを利用した加工品の商品化に対する相談

を受けております。このように少しずつではあ

りますが、農業経営者の６次産業化への取り組

みが進んでおります。 

 また、法人におきましては、垂水特産のサヤ

インゲンなどを原料にしたスープなどの加工、

販売事業者を初め、豚の生産から加工、販売ま

でを行う事業者や、マンゴー等の生産から加工、

販売までを行う事業者など６次産業化への動き

が見られ、そこには雇用も生まれていると考え

ております。 

 その一方、６次産業化への取り組みの意思は

あるものの、農業生産に労力と資金を注入する

のでいっぱいの状況が見受けられます。今後も

現状の把握に努めながら農業経営者の所得向上

を目指し、６次産業化への取り組みをサポート

していきたいと思います。 

 以上です。 

○総務課長（中谷大潤）  防災ラジオの現状と

課題についてでございますが、防災ラジオにつ

きましては市内全世帯及び学校や病院などの公

的機関、施設へ配付して、災害警戒本部設置な

ど、防災に関する緊急告知などにおいて活用し

ており、現在は不在等で連絡がとれなかった未

配付世帯への再訪問や転入世帯への配付を行っ

ているところでございます。 

 電波法は改正され、コミュニティラジオ放送

でも受信障害対策中継放送局の設置が可能とな

ったため、中継アンテナを設置し市内全域での

受信が可能になっております。条件等により聞

き取りにくい世帯については、個別に外部アン

テナを設置して解消を図っておりますが、一部

で受信状態に不都合を生じている地域もありま

す。 

 ＦＭたるみずにつきましては、防災における

行政との連携を強化するため、スタジオと放送

拠点を26年11月、別館３階に移設し、定時番組

放送のほか、特に防災に関する情報伝達に努め
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ていただいております。従前は市役所と約1.5

キロの距離があり、また、防音設備も十分では

ありませんでしたが、スタジオ移転により、こ

れらの課題が解消され、運用環境の改善が図ら

れました。深港川土石流発生の際は、状況伝達

や交通情報の提供などに素早く対応できたとこ

ろでございます。 

 ＦＭたるみずとの間においては、災害時は緊

急情報放送を優先させる協定を締結しています

が、夜間や休日等の連携に課題を残し、時には

情報発信におくれが生じております。このよう

なことから、アンテナの整備による受信状態の

改善や割り込み放送体制の連携強化を図り、災

害時、緊急時の確実かつ迅速な情報伝達に努め

て安心安全なまちづくりを目指してまいります。 

○企画政策課長（角野 毅）  村山議員のふる

さと納税制度に関する１回目の御質問にお答え

いたします。 

 平成28年度ふるさと応援基金を財源とした事

業でございますが、垂水中央中学校吹奏楽部楽

器購入事業に445万円、垂水イメージアップ事

業に215万9,000円、垂水市地域振興特別交付金

交付事業に100万円、まちづくり交付金に148万

5,000円、環境に配慮したまちづくり事業に229

万円、合計５つの事業に1,138万4,000円を活用

する予定でございます。 

 以上でございます。 

○議長（池之上誠）  ここで暫時休憩いたしま

す。 

 次は、１時10分から再開いたします。 

     午前11時45分休憩 

 

     午後１時10分再開 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 １番、村山芳秀議員の質疑及び質問を続行い

たします。 

○村山芳秀議員  それでは、午前中に引き続き

まして、一問一答方式で１番目の地域包括ケア

システムの推進と人材育成、午前中、現状と課

題を聞かせていただきました。 

 今の牛根は、先ほど申し上げましたように、

地域住民の不安が広がっております。境のたじ

つ牛根医院が金曜日、土曜日のみの開業となり

まして、地域密着型の小規模多機能ホームの陽

なたぼっこの家が撤退し、さらには牛根麓にあ

るデイサービス事業所も４月には中央地区へ移

転する予定にしております。これに、さらに追

い打ちをかけるように、地元では特産のビワが、

今回雪によりまして壊滅的な被害も出て、住民

の気持ちが本当になえた状態でございます。 

 地域の皆さんが口々にされるのは、急なとき

に近くに診てくれる先生がいない、せっかくあ

った介護事業所がなくなって、いざというとき

に不安と、買い物や通院などの前に、日常的に

置かれている地域の実情に不安を覚えていらっ

しゃいます。第６期の介護保険事業計画では、

今後３年間、市内の地域密着型のサービス事業

所やデイサービスの事業所の整備計画はありま

せんが、ここにつきまして、保健福祉課長、ど

う考えていらっしゃるかお尋ねします。 

 また、牛根中央クリニックが閉院をしてから、

もう１年以上が経過しまして、高齢者を中心に、

本当に地域住民は困った状況が続いております。

安心して地域で暮らせる状況をつくるためにも

医療に対しての何らかの措置が必要だとは考え

ますが、市長はどう考えていらっしゃるか、市

長の見解をお伺いしたいと思います。 

 ２回目の質問を終わります。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  ２回目の御質問

にお答えいたします。 

 先ほど、議員が申されましたように、牛根の

クリニックとか介護事業所の閉鎖というのがご

ざいます。牛根地区におきましては、診療所の

縮小と医療、介護を取り巻く環境というのは大

変厳しいものがございます。住んでおられる
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方々、住民の方々の不安があるということは十

分承知をしております。 

 現在の状況でございますけれども、クリニッ

クの閉院後の現状は、市内外の医療機関が送迎

等を行って医療提供をしている状況でございま

す。クリニックを再開をするということになり

ますと、医師確保、肝属郡医師会の協力体制、

それから行政の支援体制など総合的な判断が必

要な課題であるというふうに認識しております。 

 それから、介護事業所につきましてですが、

牛根地区で新たに事業展開していただけるとこ

ろを公募する予定としております。 

○市長（尾脇雅弥）  村山議員の御質問にお答

えをいたします。 

 医療や介護への対策はという意味合いでの御

質問だと思いますけれども、議員御承知のとお

り、医療については平成26年度の医療制度改正

において、病院から在宅へ、国は大きなかじを

切っております。したがいまして、介護在宅医

療の割合が大きくなっていくことが予想されて

おりまして、この在宅医療は単独で考えるので

はなくて、医療、介護を連携した地域包括ケア

システムの中で考えていく必要がございますこ

とは、これまで説明をしているとおりでござい

ます。 

 地域包括ケアシステムは、高齢者等にかかわ

るさまざまな人や社会資源が、地域の中でつな

がりを持って高齢者等の生活を支える仕組みで

ございます。つまり、地域のさまざまな主体が、

それぞれの役割を担いながら自助、互助、共助、

公助の連携のもと、つくり上げていくものでご

ざいます。 

 垂水市においては、小学校区を単位として、

それぞれの地区に地域包括ケアシステムをつく

り上げることとしております。この各地区地域

包括ケアシステムには、地域の核となる場所や

人が必要であり、本市は小規模多機能型通所介

護施設やグループホームなど、地域密着型事業

所を想定をしております。この地域密着型事業

所を核として、それぞれの地区の社会資源、人

的資源のネットワーク化を図ってまいります。 

 今後、仮称ではありますけれども、地域包括

ケアセンターが介護老人保健施設コスモス苑内

に平成28年度着工、平成29年度開所の予定で設

置をされます。今後は、このケアセンターが司

令塔となって各地区地域包括ケアシステムの構

築を進めていくこととなります。 

 なお、牛根地区の地域包括ケアシステムは、

境の小規模多機能型事業や深港地域のグループ

ホームを核となる施設として想定をしておりま

す。しかしながら、境地区の事業所が、先ほど

話がありましたように閉鎖されることとなり、

計画の見直しが必要となりますけれども、この

地区の社会資源の活用を図りながら計画は進め

ていく所存でございます。 

 また、今後、計画の核となってもらわなけれ

ばならない各事業所は、経営的に厳しさを増す

ことが想定をされますので、財政的な支援も視

野に入れながら地域包括ケアシステムの構築を

進めてまいりたいと考えているところでござい

ます。 

○村山芳秀議員  今、市長のほうから御答弁が

ございました。 

 現実的な問題としまして、これまで１年以上

前までは、牛根中央クリニックに地域の方々が、

送迎バスを含め、車を含めて、やはり現実的な

対応の中で、今回、境も金、土、先生の熱意で

続いているという状況でございます。ここに関

しては一朝一夕ですぐというわけにもいきませ

んが、こういう地域包括ケアシステム以前に、

地域の医療問題として、もっと深く考えていっ

ていただきたいというふうに考えます。 

 ３回目、いわゆる2025年問題です。10年後、

あしたには鹿児島県の国勢調査の速報値も出て

まいると思いますが、垂水市が推計人口に近い、

昨年10月で１万5,500人余り、推計でいきます
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と、10年後は１万3,000人を切るか切らないか、

もうそういう非常に厳しい状況が予想されてお

ります。 

 団塊の世代が後期高齢者になって、私どもも、

もう70という年になるわけでございます。地域

に住み続けたくても、介護をする可能な家族が

そばにいないとかいう現実が、もう間近に今、

迫っているわけでございます。垂水が、これを

現実的に備えるために非常に大事な問題だと思

います。現在、働いていらっしゃるヘルパーや

生活支援のコーディネーターとか、地域で取り

組んだりした認知症のサポーターの養成、家族

では賄い切れない、こういう地域の人材育成と

いう、これが非常に課題になっていくと思って

おります。この辺については、今、地域包括ケ

アシステムでという部分もお聞きしましたが、

この人材育成について、市長はどう考えている

かお聞かせください。 

○市長（尾脇雅弥）  今、村山議員のほうから

お話がありました。特に牛根地区においては、

言われるとおり深刻な問題であります。この後、

森議員のほうからも後ほど質問があると思いま

すけれども、ただいま人材育成ということで御

質問がありましたので、その件についてお話を

させていただきたいと思います。 

 間違いなく人材の確保、人材の育成というの

は、喫緊の課題であるというふうに私も認識を

しております。本市におきましては、2025年問

題は10年後ということではなくて、今まさに起

こっているということであろうと思います。平

成28年度には、これらの拠点となります、先ほ

どから申し上げております地域包括ケアセン

ターの整備を予定しておりまして、一つ大きな

課題である人材育成のための研修とか若者の介

護職への定着を図るための拠点としても、この

ことを活用していきたいというふうに思ってい

るところでございます。 

○村山芳秀議員  それでは、４回目ということ

で、今回、過疎計画のハード事業というような

形でも出されているんですけど、こういう過疎

債のソフト事業、私どもも視察で、そういうの

を生かして人材育成を図っている広島の事例等

もございました。人口減少を見据えて人材育成、

将来の垂水を担っていく子供や、今、住んでい

らっしゃる主婦層、そういう方々を初めとしま

して、垂水に残っている人たちが活躍できるよ

うな奨学金制度や、市外通勤者が４割を占める

と言われております福祉、介護、医療、こうい

う市外通勤者、こういう方々の市内に居住する

ような優遇策などを考えられないかお伺いしま

す。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  村山議員の４回

目の御質問にお答えいたします。 

 地域包括ケアシステムづくりに奨学金制度や

居住優遇策をとの御質問でございますが、地域

包括ケアシステム構築には、まちづくり、地域

づくりの視点が重要であり、医療・福祉・介護

関係者の定住化対策につきましても、まちづく

り、地域づくりにもつながるように取り組みを

展開してまいりたいと思っております。 

 先ほど御提案の奨学金制度等につきましては、

償還免除とか制度の運用状況、それから費用対

効果及び財源等含めまして課題もありますこと

から、今後、慎重な対応が必要であると考えて

おります。 

○村山芳秀議員  この人材育成のほう、これか

らだと思いますので、ぜひ、そちらのほうをよ

ろしくお願いします。 

 続きまして、農業における６次産業化につい

てお尋ねをします。昨年10月に策定されました

まち・ひと・しごと創生総合戦略では、６次産

業化に向けた取り組みとしまして、６次産業化

による農林水産業の成長産業の実現に向け、農

林水産業者に加えて地元企業、金融機関等の幅

広い関係者が連携するネットワークの構築を図

ると、また、キヌサヤなどの地元農産物による
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６次産業化に取り組む地元企業とのビジネスマ

ッチングを支援することで農業生産者の販路拡

大につなげますということでうたってございま

す。 

 本来の意味の６次産業化といえば、１次産品

の生産者がみずから生産物を加工して販売する

と、商品化するということでございます。私も

14年ほど前ですけど、道の駅の立ち上げの際に、

農家や生活改善グループの加工品、それから商

品化に携わったことがございますけど、商品化、

販売までこぎつけるには、それ相当の研修や努

力も必要で、少なくとも二～三年、三～四年は

かかります。 

 国も６次産業化等への取り組みを進めるため

に、市町村の戦略の策定というのを求めており

ます。こういった新商品の開発、メニュー開発

など、直売所の運営強化とかそういう、いわゆ

るソフト事業、それから加工施設の整備、ハー

ド事業なんですが、こういう市町村戦略の策定、

目に見える形で取り組みを行う考えがないか、

市長にお伺いします。 

○市長（尾脇雅弥）  詳細は、後ほど担当課長

が申し上げますけれども、考え方をお話をさせ

ていただきたいと思います。 

 ６次産業化、いろんな辞書でひもときますと、

今、村山議員がおっしゃったみたいに自分でつ

くって加工して販売まで手がけるということな

んですけれども、以前の川菷議員の質問にも、

私が言うところの６次産業化というのは、専門

分野をくっつけて大きな視野の中でやっていく

と、特に水産業から始めるということで申し上

げているところでございまして、水産業は、特

に日本一のカンパチあるいはブリというものが

ありますので、ある面、形にしやすいというこ

とがございますけれども、農業に関しては個別

にいっぱいございますので、小さな６次化って

いうのをたくさん創出をしていかなきゃいけな

いというふうに思っております。そういう考え

方で、農業の分野に関しては取り組みをしてい

きたいというふうに思っているところでござい

ます。 

○農林課長（川畑千歳）  村山議員の２回目の

質問の中で、今後、市町村戦略等の策定はして

いかないのかということの御質問についてお答

えをしたいと思います。 

 ６次産業化の取り組みを進めるための市町村

の戦略につきましては、今のところ策定をして

おりませんけれども、方向性を整理するという

ことは基本的なことであり、また、重要なこと

であると認識をしております。（「方向性を早

く固めろよ」と呼ぶ者あり）農業の６次産業化

を推進していくに当たりましては、その総合戦

略等の策定をしながら、あわせてソフト事業の

導入を図るべきというふうにも考えております。

今後、参加する農業経営者数、ニーズ、その辺

を考慮しながら、適切な事業があればソフト事

業等にも取り組んでまいりたいというふうに考

えております。 

 以上です。 

○村山芳秀議員  ありがとうございました。 

 現代版の６次産業化、法律も平成22年でした

か、できておりまして、こうして地域の商工業

者との結びつきとか、あらゆるネットワークと

いうのは確かに必要で、今後の産業を興すのに

すごく大事なことだと思います。 

 先ほど、道の駅の立ち上げの話で、そのとき、

ソフト事業1,200万という、国、県、市で基金

を400万ずつ積み立てまして、５カ年で道の駅

の開設に伴う加工施設での商品開発とか漁協の

商品づくり、それからホタル市とか地産地消で

あります学校給食への地元食材の納入をする百

笑倶楽部の創設とか、いろいろなソフト事業を

図ってきた経緯がございます。 

 今回、追加補正で出されている南の拠点づく

りも含めまして、この６次産業化というのは、

やはり、人材を育てる、それから売れる形の商
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品化づくり、この辺が、やはり精いっぱいやっ

て、１つ、２つ、３つというふうな形で商品化

が生まれていくと思います。 

 後で御質問させていただきますけど、ふるさ

と応援基金、こういう基金を使って人を育てる、

そういう体制はできないか、活用は図れないか、

再度伺います。 

○農林課長（川畑千歳）  ３回目の御質問にお

答えいたします。 

 当面は、人材育成のための先進地研修視察を

企画しながら、６次産業化に取り組む農業経営

者やグループの掘り起こし、そしてニーズの把

握に努めてまいりたいと思います。あわせて、

現在あります市の単独事業も有効に使いながら、

資金面での支援を行ってまいりたいと考えます。 

 今、御提案のありました基金創設による人材

育成は考えられないかと御質問がございました

けれども、各種補助金やふるさと応援基金など

を活用して取り組む方法もあるのではないかと

考えておりますので、今後、その御意見も参考

にしながら取り組んでまいりたいと思っており

ます。 

 以上です。 

○村山芳秀議員  要望に変えますけど、やはり

戦略として、特に農林水産物、これは地産地消

を含めて戦略を立てていっていただいて、それ

に沿った人材育成して、めどが立っていって、

今度はハードを補助していくというような流れ

もありますので、ぜひ、ふるさと応援基金の活

用を図っていただきたいと要望をしていきます。 

 次に、防災ラジオの活用と行政支援について

でございますが、１月26日の雪による水道管破

裂、断水で、私の牛根のほうにも二・三電話を

いただきました。ちょうど７時半から８時ぐら

いのころだったと思うんですが。牛根地区につ

きましては、多少そういう水道管の破裂もあり

ましたけど、断水までは至りませんでしたので、

町の中心部の出来事なのか、どのあたりか、そ

の方が言われるには、もう朝６時過ぎからスト

ップしてたのに何の連絡もないと、こんなとき

の防災ラジオではないかというような御意見で

ございました。ちょうど９時半ぐらいだったと

思うんですが、１回目の放送がございまして、

断水解消の見通しは立っていないとのことで、

その放送を聞きまして、それに備えられた市民

の方も多くいらっしゃったと思います。 

 ホットメールというのもございますけど、こ

れにつきましては登録者のみという状況がござ

います。高齢者にとっては、市民への情報手段、

この防災ラジオというのが非常に群を抜いてお

ります。以前、毎週水曜日６時半、二・三日前

も火事の警戒が出ましたけど、定時の割り込み

放送の訓練をずっとされておられました。こう

いった行政情報を瞬時に伝える方法を持ってい

ながら、いざというときだけの防災ラジオとい

うだけでなくて、今回、市役所の建物内という、

別館ではございますけど、そういう形で体制が

整ってきたわけですので、今、続けてらっしゃ

る６時半という時間でも結構だと思うんですけ

ど、毎日というか、訓練で市民の皆様にお知ら

せすべき事項、その辺は取捨選択されて、ＦＭ

ラジオの聴取率を上げる部分も含めてなんです

が、定着化を図って、この防災ラジオの存在自

体のアピールをする考えはないか、お伺いしま

す。 

○総務課長（中谷大潤）  防災ラジオを通じて、

市の行事発信などの広報に活用できないかとの

質問でございますが、現在、ＦＭたるみずでは、

市の行事や話題などの広報につきましては、毎

週木曜日午前10時から30分の番組で、定時放送

により情報発信しております。また、同日の夕

方６時からは再放送もしております。その他

ホームページや広報誌でも情報発信していると

ころで、定時的な情報発信は、この毎週30分の

放送で十分足りていると認識しているところで

ございます。 
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 自動的にスイッチが入り、他の放送より優先

する防災ラジオは、災害時、緊急時の使用で、

その有効性は確認しておりますが、電波法や災

害対策基本法により、割り込み放送は緊急時の

みと規制がかけられており、割り込み放送を活

用した定期的な放送はできないことになってお

ります。 

 ただ、ラジオの感度や故障などに関する点検

のため試験放送が許可されていますので、これ

を利用しての広報活動は可能でございます。現

在も試験放送において、国文祭やマイナンバー

制度に関することなど、さまざまな情報提供を

行ってきました。試験放送の内容は、原則、防

災に関すること、また、回数や放送時間につい

ても制限がありますが、地域に密着したきめ細

やかな情報発信を心がけてまいります。 

○村山芳秀議員  ３回目の質問に移ります。 

 電波法の関係とかで制約があるというお話、

そこも理解をするんですが、例えば６時30分か

ら、しばらくは毎日でもそういう割り込みをし

て、毎日のお知らせ時間は６時30分になればス

イッチを入れるとか、そういう防災ラジオが本

来持っている、それから市の行政が本来お知ら

せをしていく、そういうのを市民の方々にア

ピールしていって、やってほしいと。６時半に

なれば市役所からの番組が始まるよというよう

な形で持っていけないかというような提案でご

ざいます。 

 ＦＭラジオも、あさって、３月１日ですか、

丸７周年を迎えます。あさってですか、生番組

も組まれて、若い人から年配の方まで、さまざ

まな人がパーソナリティーとして市民の皆さん

に話題も届けておられます。今ありましたよう

に、市でも週に１回、番組を持っておられます

けど、長い番組じゃなくても毎日ですね、定時

にそういうお知らせがあれば、習慣化していけ

ば、このＦＭたるみずへの聴取率というか、活

用度も上がるのではないかと思っております。 

 今、運営主体のそのＮＰＯの理事には、市役

所の役職課長さんも就任しておりますけど、や

はりその財政基盤が脆弱な状況であるという、

まあ、状況は続くのではないかと思っておりま

す。 

 現在のところ、市は広告料のみの出費という

形で、まあ、いろんな事業もやらせているとこ

ろもございますけど、民間広告収入の確保がで

きない、このＮＰＯ法人の経営に防災ラジオ等

の機能、これを法的な支援ができないか伺いま

す。 

○総務課長（中谷大潤）  まず、毎日試験放送

を使って情報発信という御意見、御提案ですが、

先ほど申しましたように、試験放送は、まず内

容は原則防災に関することを流すと、それから

また回数や放送時間についても制限があります

ので、毎日試験放送することは、もう先ほど申

し上げたように電波法やら災害対策基本法によ

りできないことになっておりますので、そこは

御理解いただきたいと思います。 

 それから、ＦＭたるみずへの公的支援につい

てでございますが、ＦＭたるみずは平成21年３

月１日開局しまして、現在は常勤職員２名と20

人を超えるボランティアスタッフで運営されて

おります。 

 運営資金は主に会費や放送事業収入で賄われ

ていますが、財政基盤は脆弱でありますので、

市としましては番組放送や防災ラジオの配布事

業を委託することで、側面からの財政支援を行

っております。 

 制度上、市が放送事業者になれないため、Ｎ

ＰＯ法人として設立していることから、ＦＭた

るみずにおいても広告収入の営業活動を強化す

るなど、収入確保に努力していただいているよ

うですが、思うような収益があらわれていない

ようです。 

 ＮＰＯ法人としての健全な運営維持のために

は、市の支援は不可欠でありますので、地域の
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重要なメディアとして位置づけ、持続性のある

運営を求めていくとともに、安心安全な町づく

りのためにも、支援策につきましては関係課と

協議を進めてまいりたいと考えております。 

○村山芳秀議員  じゃあ、４回目の質問、質問

というか、ですが、７年やられまして、民間の

そういう広告収入で完全に賄い切れるという状

況であれば、こういう御提案もしないところで

す。 

 当然、放送内容とか自由にやっていらっしゃ

るところもあるんですが、半面、やはりその公

的な面も、今回防災ラジオを全戸に配布されて、

強くなったわけです。 

 そこの辺の部分は、そういう、文化を育てる

部分、いろいろな面から、私は公的な部分の支

援も必要なのではないかという考えでございま

す。より発展していくような、そういう防災ラ

ジオであっていただきたいと思っております。 

 最後ですが、ふるさと応援基金の使い道につ

いてでございます。 

 午前中に企画政策課長から御答弁がございま

したけど、1,138万、ことし当初予算に計上し

ていると、２億円を積み立てて、必要に応じて

基金からの活用とありますけど、昨年４億近い

寄附があり、１月末では４億を超えた、そうい

う寄附でございます。 

 午前中の堀内議員の答弁でもありましたよう

に、本当に関係職員の努力には敬意を表するも

のです。 

 ただ、周辺市町もそれ以上に伸びてきており

ます。 

 が、寄付者の意向を踏まえて、素早く対応を

していくこと、これに尽きると思います。 

 前倒しをして計画立案や募集を行い、午前中

の答弁ではその各課が事業計画を出すというよ

うなことなんですが、早急にやはり役立ててい

くべきと考えますが、見解をお伺いします。 

○企画政策課長（角野 毅）  積み立てた基金

を早急に活用すべきではないかという２回目の

御質問でございます。 

 ふるさと応援基金を財源としました事業の決

定方法につきましては、先ほど堀内議員のほう

で、答弁の中で申し上げましたとおりでござい

ます。 

 平成28年度の事業の決定期間、決定時期とい

うものは、昨年の11月ごろで、平成27年度の寄

附実績見込みを約4,000万円としていたことか

ら、その枠内での事業採択を実施したものでご

ざいます。 

 その後、昨年末のキャンペーン等により、寄

附実績が大幅に増加いたしましたことから、早

急に役立てるべきではないかとの御指摘でござ

いますけれども、新年度なるべく早い段階で、

各課から効果的な事業提案がなされるよう見直

しを行った上で、再度、各課へ事業の募集を行

い、使途選定委員会の開催をしたいと考えてお

ります。 

○村山芳秀議員  それでは、３回目の質問とい

うことになります。 

 これにつきましては、これからなるべく早く

ということで御理解したいと思っておりますが、

市民の声を聞きますと、やはり10年後の垂水の

状況をとてもやはり不安視していらっしゃる方

が大勢いらっしゃいます。 

 ぜひ、将来に夢を与えるような施策、ひとづ

くりであったり、ものづくりであったり、特に

生きがいづくり、そして、やはりその教育は非

常に大事だと思っております。 

 垂水市の場合はもう本当に発展的な３つの県

内の大きな都市に囲まれて、どうしてもその生

活の利便性とか、教育というので、やっぱり引

っ張られがちでございます。 

 中から発信していく、人を呼び寄せる施策、

これをぜひこの応援基金でやっていただくと、

必ずやめどがつくはずでございます。 

 南北に長い地形で、それぞれの拠点が必要だ
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と思っております。 

 特に中心街の公的拠点、またそれぞれの校区

の拠点、そこでやはりその市民の皆さんが明る

く集うような応援基金の使い方、市のほうの各

課の事業計画と言われましたけど、ぜひ、市民

の声を聞いたそういう応援基金のあり方、こう

いうのもぜひ御検討いただいて、各課の事業計

画のみならず、いろいろな部分のアンテナを張

るという意味で、もっと幅広い使い道があるの

ではと考えております。 

 個人的ですけど、特に予算が少ない歴史や文

化面、先ほどるる申し上げました人材育成、こ

の投資は惜しまないでいただきたいということ

をお願い申し上げたいと思います。 

 私ごとなんですけど、これ最後になりますが、

今議会で、ちょっとまだ１カ月余りありますけ

ど、定年退職をされます同期の市民課長、それ

から先輩方の議会事務局長、消防長、大変長い

間御苦労さんでございました。私も一緒にソフ

トボールをしたり、酒を酌み交わしたりという

数多い思い出がございます。退職されても、ぜ

ひ市民の一人として応援のほう、これからもお

願いしたいという感謝の言葉を申し上げて、こ

れで私の質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

○議長（池之上誠）  次に、14番、川畑三郎議

員の質疑及び質問を許可いたします。 

   ［川畑三郎議員登壇］ 

○川畑三郎議員  ５カ月近く爆発しなかった桜

島の昭和火口が、２月５日午後６時56分、爆発

的噴火を起こし、噴火警戒レベルが火口周辺規

制２から入山規制の３に引き上げられました。

噴煙の高さが2,200メートルで、３合目付近ま

で噴石が飛び、今後も同程度の噴火が続く可能

性があり、気象台は注意を呼びかけております。

荒廃がなく、山の緑もきれいな状態が続いてい

たのですが、一時の爆発であればいいのですが。 

 それでは、通告していました案件について質

問いたします。 

 最初に、農林業について。 

 28年度施政方針及び予算案説明がありました

が、３点ほどお聞きいたします。 

 農業従事の高齢化や後継者不足に対応するた

め、新規就農しようとする若い世代の確保と支

援が必要であることから、新規就農のための支

援事業が計上されております。事業内容をお知

らせください。 

 12カ国参加のＴＰＰ交渉が大筋合意いたしま

した。各国の関税撤廃率は品目ごとに違い、発

効規定は全ての現署名国が国内法上の手続を完

了した旨を通報した日となっているようです。

日本は国会の承認、国内法改正等もあり、また

アメリカは大統領選を控えての事業があり、そ

う簡単ではないとの報道もあります。 

 我が垂水市に対する影響はどうであるのかお

伺いいたします。 

 先月１月24日から25日にかけての記録的寒波

により、垂水特産のキヌサヤ、ビワを初めとし

て、農作物に大きな被害がありました。奄美は

115年ぶりの雪を観測など、今までにない寒波

であり、垂水市内も水道管の凍結や破損で水道

水が使用できない地域がたくさんありました。 

 農家の方々は悲鳴を上げておられます。ビワ

全滅、路地キヌサヤも全滅、ジャガイモも大き

な被害、鹿児島県を初め、九州各県でも被害が

報告されております。 

 それに対する被害後の対策は考えられないの

か、指宿市は、積雪、低温で被害を受けた農家

を支援するため、園芸産地生産支援事業で予算

を計上しております。 

 垂水市も支援が必要と考えますが、いかがで

しょうか。 

 水産業について。 

 養殖事業は売り値はやや安定しているものの、

餌の値段が高く、厳しい状況は依然として続い

ております。両漁協に対する、市の順次の取り
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組みにはありがたく感じております。 

 今議会にも新規事業として計上されています、

新興支援事業について説明をお願いいたします。 

 また、ＴＴＰ交渉における合意の中で、水産

業に影響する事項についてお知らせください。 

 ２月13日の南日本新聞に県の予算が計上され

ていた中で、ブリ完全養殖へ施設を、2016年度

水産物質の主生産、ブリの人工種苗生産に向け

た施設を整備する、北米などから完全養殖の需

要が高いため、生産拡大や輸出量増大を目指す。

17年度内の完成を目標に、16年度当初予算に設

計や国からの技術移転に3,537万円を計上、施

設は垂水市のカンパチ、種苗生産施設横に建設

する予定とあります。 

 国内需要が冷え込む中、養殖に恵まれた環境

を最大に生かし、海外での評価を高めれば、流

通も伸ばせると期待されております。 

 事業内容等、垂水市の対応等をお知らせくだ

さい。 

 商工費について。 

 商工会が主催するイベントへの補助が計上さ

れております。補助の要望に、今までもあった

かと思います、経過と内容等の説明をお願いい

たします。 

 2020年に開催されます第75回国民体育大会フ

ェンシング競技並びに綱引き会場等になります

体育館の改修、市民の皆様が安全で安心して楽

しく利用し、そしてまたスポーツキャンプ誘致

による人口交流の増加を図るため、垂水中央運

動公園陸上競技場の多目的利用型の取り組みと、

体育館の委託設計の予算が計上されております。

その内容をお知らせください。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○農林課長（川畑千歳）  川畑議員の新規就農

支援事業の内容についての質問にお答えします。 

 農林業の振興につきましては、農業従事者の

高齢化や後継者不足に対応するため、新規就農

しようとする若い世代の確保と支援が重要であ

ることから、就農給付金や設備等導入補助など、

ソフト、ハード両面の４つの新規事業を平成28

年度予算案に計上しております。 

 １つ目の就農前研修受け入れ事業補助金、こ

れにつきましては、新たに就農しようとする者

の研修を受け入れる指導農業士等に対して、就

農前研修に係る費用の一部を助成しようとする

ものです。金額は、１年を上限に月額２万円で

す。 

 ２つ目の新規就農者支援給付金事業補助金は、

経営不安定な就農直後の新規就農者が営農に専

念できるよう、生活支援しようとするものです。

金額は、３年を上限に月額３万円です。 

 ３つ目の新規就農者農業生産対策事業補助金

は、新規就農者が農作業の省力化や生産性向上

に向けて、設備や機械等の導入に対して費用の

50％を助成しようとするもので、導入費用の上

限は、１件につき50万円です。 

 ４つ目の新規就農者施設等整備事業補助金は、

新規就農者が防災営農対策事業を活用しての施

設整備に際して、施設整備費用の負担を軽減す

るために、市単独で事業費の10％を上乗せ支援

しようとするものです。 

 続きまして、ＴＰＰにおける垂水市への影響

についての御質問にお答えいたします。 

 垂水市の農産物生産額の約75％を占め、農産

物重要５項目の一つである畜産部門の牛肉と豚

肉を見てみます。 

 本市で飼育されている肉用牛は黒毛和牛であ

り、農林水産省では関税撤廃の回避や政府ガー

ドの措置、品質、価格面で、輸入牛肉と差別化

されており、競合の度合いは小さいのではない

かと見込まれる一方で、長期的には価格の下落

も懸念されることから、生産コストの削減や品

質向上など、対質強化対策等を検討することが

必要というふうに分析をしております。 

 豚につきましては、長期の関税削減期間の確

保や政府ガードの措置、我が国以外の豚肉需要
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が急激に伸びる中、他の豚肉輸入国との買い付

け競争が激しくなる可能性がある。その一方、

長期的には国産豚肉の価格の下落も懸念される

ことから、牛肉同様に対質強化対策を検討する

ことが必要というふうに、農林水産省では分析

をしております。 

 一方、水稲や野菜等の耕種部門のうち、米も

重要５項目の一つであり、関税は基本的に維持

されたことや、本市の米は自家消費を中心に栽

培されていることなどから、ＴＰＰ協定発効後

の影響は大きくないものと考えます。 

 サヤインゲンは特段の影響は見込みがたいと、

農林水産省では分析するなど、昨年12月議会答

弁時と大きな変化は見受けられません。 

 次に、寒波被害に対する垂水市の支援につい

ての御質問にお答えいたします。 

 平成28年第１回臨時会の諸般の報告で市長が

申し上げましたように、１月24日から25日にか

けての寒波で、農作物につきましては低温、積

雪により、野菜や果樹で大きな被害が発生して

おります。 

 特に、露地ビワは壊滅的な被害を受け、最終

的な本市における農作物の被害は１億円に達し

ております。 

 これを受けまして、鹿児島きもつき農業協同

組合は、農産物緊急災害対策資金の貸し付けを

決定し、本市に対しては当資金の利子補給のお

願いがあり、現在、利子補給の実施に向けて協

議を進めているところでございます。 

 一方で、議員から御紹介がございましたが、

鹿児島県が今回の記録的寒波で、農作物被害を

受けた農家への農作物再生産などの支援に４億

9,400万円を３月県議会に上程したと聞いてお

りますので、この支援策にしっかりと取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 このほかに被災した農業者のための営農資金

相談窓口の設置を、垂水市農林技術協会だより

で案内するとともに、農家団体との協議の場所

に足を運んで情報収集に努めております。 

 以上です。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  川畑議員の

平成28年度予算における水産支援事業の内容に

ついての質問にお答えいたします。 

 水産商工観光課におきましては、これまでの

水産業に対する支援に加え、平成28年度におい

て新たに４つの水産支援事業を予算計上したと

ころでございます。 

 １つ目は、水産振興支援事業といたしまして、

カンパチ祭りやぶり大将祭りなどのイベント等、

並びに魚食普及を目的とした学校給食への食育

支援を補助金により行う事業でございます。 

 ２つ目は、人工種苗購入助成事業といたしま

して、カンパチの国外への販路拡大を進めてい

く中、生産履歴が明確となる人工種苗の技術向

上は必要不可欠であることから、垂水市漁協が

人工種苗を導入する際、補助金により負担軽減

を図ることを目的とした事業でございます。 

 ３つ目は、水産業新商品開発専門人材雇用支

援事業といたしまして、消費者動向やマーケッ

トニーズに的確に対応した付加価値の高い商品

づくりを行うことを目的として、専門の人材を

雇用することにより、国内外での販路拡大を図

るために、企業が実施する事業に対し、市が一

部補助する事業でございます。 

 ４つ目は、広域漁場整備事業負担金といたし

まして、水産資源の維持、増大を目的として、

牛根境沖に魚礁を設置する事業に対して、市が

負担金として支援する事業でございます。 

 今後は、さらに両漁協を初め、関係機関と連

携を深め、既存事業並びに新たな事業を推進す

ることで、本市の水産業の活性化を努めてまい

ります。 

 続きまして、ＴＰＰ交渉の大筋合意における

水産業への影響についての質問にお答えいたし

ます。 

 ＴＰＰの水産業への影響については、現段階
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においてデメリットはほとんどなく、むしろメ

リットのほうが大きいと考えられております。 

 その理由といたしましては、水産業はもとも

と関税税率が低いため、関税が価格へ及ぼす影

響は限定的であり、また特に安心、安全を求め

る日本人にとって、極端に値段が変わらないの

であれば、本市の特産物でございますブリやカ

ンパチ等の水産物については、養殖による生産

過程において、履歴が明確な国産の魚を選択す

ると考えているからでございます。 

 また、餌として使用するイワシ、サバ等の関

税撤廃により、安くなるメリットもあり、今後、

日本におきましては、保存技術や輸出技術等、

設備が発達していることから、アジア圏内の高

級食材として需要が高まっている現状において、

輸出につきましてもよい影響を及ぼすと考えら

れているようでございます。 

 今後も情報収集等に努めてまいります。 

 続きまして、ブリの人工種苗生産の施設整備

計画についての質問にお答えいたします。 

 県からの情報でございますが、現段階で公表

できる範囲内においては、先ほど議員がおっし

ゃいましたように、本市にございます、かごし

ま豊かな海づくり協会の敷地内に、現在のカン

パチの人工種苗生産施設と同等の施設を整備す

る計画で、平成28年度に調査、着工、平成29年

度中には竣工予定であるとのことでございまし

た。 

 続きまして、商工会イベント運営補助金の内

容についての質問にお答えいたします。 

 商工会イベント運営補助金につきましては、

平成16年度からの行財政改革の取り組みにより

削減されたものがあり、その影響から、例えば

夏祭りにつきましては、現在、市内外の利用者

様や個人の方々からの協賛金により、商工会青

年部が主体となって開催されてきたところでご

ざいます。 

 垂水市におきましては、夏祭りや婚活イベン

ト「出会っちゃいな、たるみず」、Ｕ癩10サッ

カー大会、クリスマス会等、商工会の青年部や

女性部が中心になって開催していただいている

イベントが多数ございます。 

 このような状況のもと、平成28年度予算にお

いて、新たな形で商工会イベント補助金を予算

計上し、商工会の青年部や女性部の皆様に既存

のイベントに加えて、新たなイベント開催の計

画や特産品の活用を進めていただき、地域をこ

れまで以上に盛り上げていただきたいと考えて

いるところでございます。 

 平成28年度は、商工会が主催するイベント全

般に対して200万円を予算計上しておりまして、

平成27年度予算のＵ癩10への補助金20万円、婚

活イベントへの補助金10万円、合計30万円と比

較いたしますと、大幅な増額を予算計上してい

ることから、商工業者の活性化による元気な垂

水づくりに期待しているところでございます。 

 以上でございます。 

○社会教育課長（森山博之）  川畑議員の垂水

中央運動公園陸上競技場の改修並びに体育館委

託設計についてお答えをいたします。 

 垂水中央運動公園陸上競技場の改修につきま

しては、平成26年12月に全員協議会でも説明し

てまいりましたとおり、社会体育の振興並びに

健康増進の観点並びに、先ほど議員からもあり

ましたとおり、より多くの市民の皆様に安全で

安心して楽しく利用していただくために、また、

スポーツ合宿等の誘致や交流人口の増加を図る

目的から、現在実施設計を行っているところで

ございます。 

 それでは、現段階での設計内容について御説

明を申し上げます。 

 まず、西側にあります盛り土スタンドにつき

ましては、活用がなされていないことから撤去

し、既存の国旗掲揚台につきましては、東側ス

タンドへ移設いたします。この西側盛り土スタ

ンドを撤去したことによりまして、横183メー
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ター、縦120メーターの２万2,000平方メートル

となり、利用面積が拡大いたします。 

 外周には、幅２メートル、長さ600メートル

のウオーキングコースを設け、東側スタンド前

には100メーター走路を５コース設置いたしま

すが、いずれも全天候型で、ゴムチップ・ウレ

タン樹脂素材を使用し、足への負担を軽減いた

します。 

 また、北側にはクレイのソフトボール場を２

面設けることとしております。 

 さらに今回の設計で特徴的なものは、本城川

沿いの南側並びに体育館があります北側には新

たにスタンドを設け、南側につきましては日よ

け並びに降灰対策のため屋根を設置し、北側に

は芝生のスタンドを設置いたします。 

 平成26年度の利用状況結果から、グラウンド

ゴルフの使用が多く、高齢者も多く含まれてお

りますことから、炎天下での競技にかかります

休息場としての活用や各種競技種目での出場ま

での間、控えていただく場として利用していた

だければと考えております。加えまして、市内

の幼稚園児の遠足などで利用した際に、昼食を

食べる場としても活用していただけるのではな

いかと考えております。 

 なお、南側スタンド下にはスペースができま

すことから、トイレや更衣室が設置できないか

検討しております。 

 収容人員につきましては、南側スタンドがお

おむね500名、北側スタンドがおおむね400名程

度としており、これまでありました東側スタン

ドを加えまして約2,000名を収容することが可

能となります。 

 このほかには、駐車場スペースがあります外

周側面には防護フェンスを設けることとしてお

ります。 

 なお、メインであります競技スペースにつき

ましては天然芝生といたします。 

 続きまして、体育館の委託設計でございます

が、本施設は昭和56年の建設から35年が経過し

ており、雨漏りや照明施設の不具合等に加えま

して、耐震強度に対する補強が必要であります。 

 これらを踏まえまして、来年度は設計を行い、

2020年第75回国民体育大会フェンシング競技の

開催前年度までの完成を目指し、耐震補強並び

に屋根、床面の改修、照明施設等の改修に向け

て検討をしてまいります。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  一問一答式でお願いいたした

いと思います。 

 まず、農林業について。 

 今、農林課長のほうから説明をいただきまし

た。新規事業で４つ、新しい事業を取り入れる

ということであります。 

 12月議会では、ビニールの防災営農の建設の

10％じゃなくても補助はできないかということ

でしたけれども、新規の方々に10％の補助をす

るというようなことを計画しているということ

でしたけども、今回この新規事業にのっている

ようであります。まあ、ありがたいことだとは

思います。 

 後継者がなかなかいらっしゃらないというこ

とで、やっぱし垂水の農業のためにはどうにか

しなければならないということで、今回も新規

の事業を取り入れていただいたわけですけれど

も、国のほうでも事業がありまして、青年給付

金ですか、これも、垂水市に相当導入されてお

りましたけれども、今回の補正で、予定ではた

くさんしておったけど該当者が少なかったとい

うことで、大分補正で落としてはおりますけれ

ども、そこら辺もですね、もうちょっと掘り起

こして、なるべくそういうことも利用できるよ

うな方策をしていただきたいと思います。 

 そのほかに、それに該当しない、家族で一緒

にやっている後継者がたくさんいらっしゃるわ

けですね、そういう中での今度は新規事業とい

うことで、取り組んでいらっしゃるとお聞きし
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ているところですけれども、そういう面にもや

っぱり取り組むということは大変大事なことだ

と思います。 

 今後も、市長を初め、一体となってやっぱり

垂水の農業のために、私は頑張っていってもら

いたいと思うんですけれども、この支援事業の

内容ですけれども、他の市町村も相当これには

力を入れていると僕は思うんですけれども、そ

の他の市町村の状況というのは、おわかりだっ

たら少しお教えいただきたいと思うんですけれ

ども。 

 それから、ＴＰＰの交渉が大筋に合意したと

いうことで、垂水市における影響と……（発言

する者あり） 

○議長（池之上誠）  ３回続けていきますか。 

○川畑三郎議員  いや、農林業について２回目

に行こうと思うんだけど、１つ１つ行っていい

ですか。 

○議長（池之上誠）  いいですよ。小問で一つ

ずつで。 

○川畑三郎議員  わかりました。 

 それでは、今、議長もいいということですの

で、私は大まかにこの１番の農林業についての

３つあるんですけど、それについてまとめて一

問一答と思っておったんですが、現在の新規就

農事業の今のそのさっきの問題について、課長

への質問をお願いします。 

○農林課長（川畑千歳）  川畑議員の新規就農

支援事業の県内の状況についての御質問かと思

いますので、答弁をいたします。 

 今回４つの新規事業について予算計上いたし

ておりますけれども、それぞれ県内の自治体の

支援の状況を見てみますと、１つ目の就農前研

修受け入れ事業補助金につきましては、県内43

市町村ございますけれども、似たような支援を

しております市町村が12市町村ございます。 

 ２つ目の新規就農者支援給付金事業補助金に

つきましては、10市町村が導入、類似の支援を

行っているところでございます。 

 ３つ目の新規就農者農業生産対策事業補助金

につきましては、７市町村、県内43市町村のう

ち７市町村が類似の支援を行っております。 

 ただ、金額等、また助成の期間等については、

若干違いがございますけれども、事業としては

類似の事業となっております。 

 ４つ目の新規就農者施設等整備事業補助金、

防災営農対策事業の10％積み増しの助成でござ

いますけれども、これにつきましては、鹿児島

市が類似の支援を行っているようでございます。 

 以上です。 

○川畑三郎議員  ありがとうございます。 

 各市町村でもそれぞれの支援事業を、私は、

やっていると思うんですけど、今の一部お知ら

せいただきました。 

 垂水市も、さっき言いましたように、新たな

支援事業を進めているわけですけれども、市長、

さっき言いましたようにやっぱり基幹産業であ

ります農業を、今後やっぱり、水産業も一緒で

すけれども、力を入れていかなきゃならないと

思うんですけれども、今、新しい支援事業を計

上されているんですけども、今後どういったよ

うにまたそういったような支援事業をやってい

こうとされているのか、そういう考えがござい

ましたら、ここでお話をいただきたいんですけ

れども。 

○市長（尾脇雅弥）  新規就農支援事業につい

てということで、３回目にお答えをしたいと思

います。 

 ただいま農林課長が説明をいたしましたよう

に、農業従事者の高齢化や後継者不足に対応す

るために、新規就農しようとする若い世代の確

保と支援の事業を平成28年度からスタートした

いと予算案に計上をしたところでございます。 

 このことは以前から質問もありましたけれど

も、６次産業化の前段として１次の強化という

のが大事じゃないかということにも関連をして
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おります。 

 先ほどの課長の分を少し補足をいたしますと、

４つあるという中で１つ目の就農前研修受け入

れ事業補助金、県内43の12市町ということで、

全体の28％に類すると、同じく２つ目も10市町

村で28％と、３つ目は16％相当の支援、４つ目

は鹿児島市に類似するということで、何を申し

上げたいと言いますと、先進的に取り組んでい

るということであります。おくれてやるという

ことではなくて、やはりこのしっかりと支援を

していくために先進的にこのことに予算をつけ

ていくというような、今回の28年度の特徴だと

いうことを申し上げたいと思います。 

 本年度は、これまで取り組んでまいりました

事業と、これらの新規事業を実施することで、

農業の振興に努めてまいりたいと思っておりま

す。 

 環太平洋パートナーシップ協定ＴＰＰの署名

手続が２月上旬に終わり、今後、参加各国は議

会承認などの国内手続を本格化させて、早期発

効を目指すなど、社会経済情勢が大きく変わる

状況にあります。それらの変化に対応するため

には、当然に国や県の施策、そして市単独の新

たな取り組みも必要になってくるというふうに

思っておりますので、その時々の農家のニーズ

や情勢の収集を積極的に行いながら、有効な施

策の実施に努めてまいりたいというふうに考え

ているところでございます。 

○川畑三郎議員  市長のお話をお聞きしました。 

 （２）のこのＴＰＰの交渉なんですけれども、

ここで新たな補助事業導入等は考えてないかと

いうようなお考えを聞こうと思ったんですけれ

ども、今の市長の答弁によりましても、それら

について新規にも取り組んでいきたいと、その

事業によってですね、ということですので、こ

れはもう答弁は要りません。 

 次に行きます。 

 （３）の寒波による農作物の被害についてで

すけれども、これは私も、雪が降ったのが24日

の日曜日であって、次の日に雪が積雪しておっ

たので、軽トラを乗り出して行ったんですけれ

ども、人のも見たり、ちょっとしたなかなか、

勾配を上がることができなくて、車を置いて、

特に海潟の園芸、キヌサヤを見に行ったんです

よ。 

 その状況でもう露地の場合は雪がずっと積ん

でてどうかなとそのときは、屋根かけのハウス

を何人かされておったので、そこにも行ってみ

ました。そうすると全部しおれておりまして、

これはもとに返るだろうかというような状況で、

本当に全滅だなということを感じたわけですけ

れども、案の定、二、三日したらもうキヌサヤ

の場合は寒害により露地は全滅だと思います。

今、１カ月ちょうどたったわけですけれども、

露地で海潟のほうで収穫する人が、ちょっと１

回ぐらいあったかなというくらいですけれども、

その割に屋根かけのこの降灰対策で事業をして

いただいた、取り入れたハウスは、まあ、半分

はだめでしたけれども、もう三、四回収穫をす

るということで、これは今までは桜島の灰の一

番影響があるかということで取り入れた事業だ

ったようですけれども、今度の寒害でも一部そ

れが残っておりまして、やっぱりこういう事業

を新しく取り入れて、みんなにしていけば、あ

る部分いいのかなと、今感じているところです。 

 今度の場合は異常でしたので、本当、農業を

されている人は悲鳴を上げていらっしゃいます。 

 そういった中で、市長もいろいろ要望があっ

たでしょうけど、現地を視察をされたと聞きま

して、特に海潟の方がビワの、全体の会長をさ

れておりまして、お風呂で話したんですけれど

も、市長も来ていただいた、県議の方も何人か

来ていただいたということで、現地で検討をし

ていただいたということで、喜びもあったんで

すけれども、援助のときになりゃあ検討しもん

でとか、そういう状況ではっきりしなかったと、
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もう資材やらいろんなのを入れているけど、収

穫はゼロという状況だと、いけんかできんもん

かなという話がありました。 

 お話を聞きますと、農協のほうで資金を出す

と、お金を払えないから出して、そのお金で今

年27年度の資材代を払うと、その分の利子の補

給を今回するということかな。 

 そういうことの支援はしたいということのよ

うですが、どうですか、この支援の状況、農家

の施策とかそういうお話やったですけど、それ

でいいのかなと思ったりするけど、もう１回こ

の支援の状況をちょっと教えてみて。 

○市長（尾脇雅弥）  詳細は農林課長のほうで

お話をさせていただくとしますけれども、想定

外と言ったらいけませんけれども、これまでの

垂水にはないような雪が降りました。仮にわか

っていても、なかなか対策が、じゃあ、講じれ

るかというと難しい部分がございまして、先ほ

ど別件で話がありました水道管の破裂とか、水

が出なくなったというような状況もありまして、

少しおくれましたけれども、現地を見させてい

ただきました。 

 豆類もそうなんですけれども、ビワが全滅と

いうことで話も伺っておりましたので、現地視

察をする中で、要望としては、今お話がありま

したような具体的に何を希望されますかという

中で、やっぱり一番強くおっしゃったのはその

利子補給の部分でございまして、それ以外にも、

新しくやっていく、来年度へ向けてのさまざま

な対策、これも県議のいろんな先生方からも連

絡も入り、こういうことを今、県議会でも検討

しておりますということでございましたので、

なかなかその場で申し上げにくい部分というの

は、垂水市議会も今開催中でございますし、県

議会も今いろんなものを検討していただいてい

るという段階でございますので、先走って申し

上げるということもいきませんでしたので、た

だ、そういう方向で、やはり来年、これからど

うするのかというのが非常に御心配なところで

ありましたので、最大限のいろんなことは対応

して、必要があればプラスアルファの対策も講

じていくというような考え方を持っているとこ

ろでございます。 

○農林課長（川畑千歳）  被害を受けました農

家についての支援につきまして、ＪＡ、農業協

同組合が貸し付けをする融資の利子補給と、県

が取り組む支援策、それについて取り組んでい

くというふうに申し上げました。 

 その中で、県の支援策につきましては、現在、

事業の概要が示されただけでございまして、補

助要綱等がまだ示されていない状況でございま

す。 

 そのような中で、今後も情報収集に努めてま

いりますけれども、農家の皆さんが営農を継続

していけるよう、県の補助に垂水市も協調して

助成をするということを検討をしている状況で

ございます。 

 以上です。 

○川畑三郎議員  ありがとうございます。 

 県のほうも、先日の予算の中で、この災害に

対して４億9,400万という予算を計上されてい

たようです。 

 その前に指宿市のほうは特に被害が大きかっ

たので、新聞、ラジオ、テレビ等で報道されて

おったようですけれども、そこは先日の臨時議

会で補正の予算が出していたようですので、そ

こら辺もよく勉強しながら、県のほうもどうい

う支援をしていけばいいのかという、今からだ

と思いますので、取り入れる分は垂水市もしっ

かりと把握して応援をしていっていただきたい

ということをお願いしていきたいと思います。 

 終わります。 

 次に水産業について。 

 水産振興支援事業のことを教えていただきま

した。 

 かねて、水産のほうにも市としては、振興資
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金の両漁協に対する貸付金、これも大きな貸付

金ですけれども、大変ありがたいかなと思って

おります。 

 それと、垂水市が借りかえ資金を導入したわ

けですけれども、それにも保証料の補助を、今

のを継続で、まあ、去年もやっていただいたと

いうことで、これも本当に漁協に対する市の取

り組みを、漁協としては大変喜んでいるところ

であります。 

 そういうことで今後もこの取り組み、水産業

に対する取り組みもしっかりとやっていただき

たいということで、課長からお聞きしましたの

で、そういうことで支援をしていただきたいと

いうことを要望して終わりたいと思います。 

 ＴＰＰの交渉の合意における水産業の影響と

いうことで、今、水産課長のほうからメリット

があるというふうなお話もありました。 

 特に今、餌の問題ですね。高騰しているわけ

ですけれども、そういう関係が安くなるのじゃ

ないかというようなお話でしたよね。それは、

これからが問題ですので、ここをしっかりと見

きわめて、支援をしていっていただきたいと、

そういうことでこれはもうお願いしておきます。 

 次に、ブリの人工種苗生産の施設整備ですけ

れども、これも県のほうの事業です。 

 先日の新聞に出ておったからありがたいなと

思って、取り上げてみたんですけれども、カン

パチの人工種苗も数年前から始まっておりまし

て、事業が進んでいるわけですけれども、カン

パチは主力は国外から持ってくるのが主力なん

ですが、人工種苗の魚が稚魚を取り入れてやっ

ている状況の中で、生育とか最終的な魚の状況

というのは、ちょっと今まだ不足する部分があ

るんですよね。あるから、それにまだ業者が乗

っかからないという面があってですね、まあ、

最初からうまくいかないとは思うんですけれど

も、そういう状況を、その前の水産試験場のほ

うでも、県のほうでも、しっかりとして把握し

ていけば、これから事業に乗っけるかなと思う

んですけれども、その中でも今回、１尾当たり

25円の10万尾を見ているということで、それに

はこの取り組み、これに対する市の取り組みと

いうのは大変ありがたいなと思うんですけれど

も、今までその稚魚を、人工種苗を取り入れて

いるわけですけれども、ことしから補助事業と

いうことですけど、それまでの経過というんで

すか、この人工種苗のそこら辺を少し状況がわ

かれば教えていただきたいと思うんですけども。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  川畑議員の

これまでのカンパチ人工種苗導入の経過につい

て、お答えいたします。 

 垂水市漁協におけるカンパチの人工種苗導入

の経過でございますが、国の補助事業を利用し

まして、平成23年度から平成27年度までの５年

間で約36万尾を導入しており、平成28年度につ

きましては、約10万尾を導入する予定でござい

ます。 

 垂水市漁協におきましては、人工種苗の生産

技術の向上を非常に期待しており、現在その

90％以上を依存している中国海南島付近でとれ

る天然種苗と人工種苗の導入比率を50％の同等

程度とすることで、生産コスト削減による経営

安定化を図るとともに、種苗時から生産履歴が

明確な人工種苗を国外向けとして活用していき

たいと考えているようでございます。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  それでは、市長にちょっとお

伺いしますけれども、今度カンパチの人工種苗

の近くに、このブリの稚魚の施設をつくると、

この施設、もしも順調にいけば、ブリは牛根漁

協が主力ですよね。これをまた別なところに販

売するわけですけれども、これがまたうまくい

けば、垂水市の養殖業もいいのかなと思うんで

すけれども、このブリの人工種苗にすることに

よって、カンパチの人工種苗がないがしろにな

るというふうなことはないと思うんですけれど
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も、この人工種苗等について、そういうことや

ら市長のお考えをお伺いしたいんですけれども。 

○市長（尾脇雅弥）  ブリの人工種苗の導入と

いうことで、カンパチの人工種苗にどんな影響

があるのかということは、私自身も心配をして

いたところでございまして、県の鹿児島県水産

業振興基本計画というのが大きな計画としてあ

りまして、私も委員として今回参加させていた

だく中で、そのことを一番に申し上げました。 

 そうしましたところ、県のほうからは今後は

カンパチとブリの人工種苗生産を同時に進めて、

国外輸出に向けた人工種苗生産を行っていく方

針であるということから、カンパチの人工種苗

生産については、マイナスの影響はないと、ま

た、カンパチの人工種苗生産の取り組みは、終

了することはないということで、公式の場で回

答をいただけましたことから、さらにカンパチ

の人工種苗の技術の向上に向けて取り組みを進

めていただくと。 

 同日の夜にまた知事とも懇談する機会があり

まして、人工種苗のやっぱり技術的なものを、

改善の要望をお願いをしましたところ、早速翌

日には担当を呼んで、先進地を研修するように

ということで、指示もあったようでございまし

て、やはり、カンパチともう一方のブリという

ことで、特にブリなんかは、海外輸出の主流に

なるものだと思っておりますけれども、ヨーロ

ッパあたりは特にトレーサビリティーの問題等

もありまして、この人工種苗というのは大事な

キーワードになろうかというふうに思いますの

で、両方がしっかりとした、安心、安全で、し

っかりとした人工種苗から一貫体制ができると

いうことは、いいことではないかなというふう

に思っております。 

○川畑三郎議員  ありがとうございました。 

 林業を初め、水産業については、ひとつ今後

とも力を入れていただきたいということを要望

して終わりたいと思います。 

 商工費についてですね。 

 大幅に活性化のために200万円の補助をした

ということで、いつも商工会からは、もうちょ

っと補助をなかどかい、とかいうことをよく聞

いておったんですけれども、今回そういうこと

で、補助を増額したということは、大変いいこ

とだと思います。 

 これについては説明を受けましたので、そう

いう要綱で頑張って進めていっていただきたい

と思います。 

 次に土木費について。 

 運動公園の改修事業ですけれども、やっと始

まりそうでですね、前、全協でもお話があった

んですけれども、ありがたいなと思っておりま

す。事業費が３億8,000万円、その中で２分の

１の１億9,000万円は補助事業を導入するとい

うことであるようです。決定はまだでしょうけ

れども、そういう方向で進んでおって、あとの

半分は過疎債で建設するということで、この事

業の取り入れについてはありがたいなと私は思

っております。 

 いろいろ賛否両論、今でも言われる方がいら

っしゃいますけれども、全体的にはもう流れと

してそういう状況があります。今の課長で説明

がありました、西側のポールの付近は土手にな

っておって利用価値がなかったわけですけれど

も、あそこを取り除いてまたやりかえると、そ

れでスタンドを両サイドにつくるというような

状況もお話聞きました。そういうことで進んで

いるようですので、しっかりとした対応を見な

がら、私はこれは進めていっていただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

 それと、体育館の委託料2,000万でしたか組

んでありますけれども、もうこの体育館はです

ね、昔を語りますと、元枝元市長が市長になら

れた時代に、あそこは運動公園でしたけど、建

設されまして、私がちょうど議員になったころ

でしたかね、そういうことで我々も、取り組ん
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だというんじゃなくて、行ったことがあります。

ですから相当な時間がたっておって、いい改修

の時期じゃないかと思いますので、国体を控え

て、そういうことで改善するということですの

で、ひとつこれも委託して設計しながら改修を

進めていただけるので、しっかりとしたいい体

育館につくり上げていっていただきたいなとい

うことを、もう、これはお願いして、私のきょ

うの質問を終わらせていただきます。ありがと

うございました。 

○議長（池之上誠）  ここで暫時休憩します。 

 次は、２時55分から再開いたします。 

   午後２時46分休憩 

 

   午後２時55分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 10番、北方貞明議員の質疑及び質問を許可い

たします。 

   ［北方貞明議員登壇］ 

○北方貞明議員  それでは、早速、質問に入り

ます。 

 施政方針と予算について。 

 市長は、市長公約として「元気な垂水、経

済・安心・未来への挑戦」を掲げておられます。

経済の挑戦で、３つの柱を掲げられ、１つ、水

産業農業の６次産業で雇用を生み、所得を向上

を図る、２つ目、観光振興と交流人口増で雇用

を生み、所得向上を図る、３つ目、地域包括ケ

アシステムの推進で、医療、介護、福祉の雇用

で所得向上を図ると述べられておられます。 

 垂水市人口ビジョンと垂水市まち・ひと・し

ごとの地方創生のすばらしい経済への挑戦であ

り、大いに期待をして、また、協力もしたいと

思っております。 

 それでは、質問いたします。 

 経済対策として、南の拠点整備事業を本年度

計画されていますが、本年度の事業計画をお聞

かせください。 

 ふるさと納税の活用については、先ほどから

質問した議員がいて、また答弁も聞きましたの

で、これは割愛させていただきます。 

 コスモス苑と中央病院の収入増と経費節減に

ついて。 

 垂水市民にとって、垂水市介護老人保健施設

コスモス苑と、垂水中央病院は、なくてはなら

ない施設であると思っております。両施設で、

施設運営が厳しい状況で、コスモス苑では、平

成26年度から一般会計から繰り入れが実施され

ている状況です。 

 市長は、施政方針並びに予算説明の中で、両

施設に対し、肝属医師会と協力し、できる限り

収入増を図り、さらなる経費節減を推進すると

述べられております。収入増、経費節減の取り

組みについてお聞きいたします。 

 防災対策について。 

 先月の24日から26日にかけての寒波で市内の

大半が断水となり、市民生活にかなり影響があ

りました。断水箇所を突きとめるために時間を

要し、一時混乱していたようでありますが、漏

水箇所が発見後は、スムーズに作業が進んだと

聞いております。作業に携わられた皆様、本当

にお疲れさまでした。 

 私は、今回の断水で、改めて水の大切さを感

じました。 

 市民の多くの方々から、トイレ用の生活水が

使えず、大変苦労したと聞きました。災害時の

井戸水協力の家の協力活用を防災無線で呼びか

けてもいましたが、新興住宅地域や市営・県営

住宅には井戸を持っている方がおられません。

大変苦労されたと聞いております。 

 私が以前から言っています公共施設のところ

に井戸水供給施設はできないかと質問しており

ます。再度お聞きいたしますが、災害時対応と

して、井戸掘削の考えはないかお聞かせくださ

い。 
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 また、中央病院では透析患者用、また厨房用

等で１日60から80トンの水が必要と聞いており

ます。今回の寒波で断水に大変苦労されたよう

です。災害時の中央病院への水の供給対策は十

分なのかお聞かせください。 

 土地開発公社について。 

 私は、これまで土地開発公社並び潮彩町分譲

住宅地、そして商業用地の問題に何回も質問し

てまいりました。平成26年第３回の一般質問で、

土地開発公社の解散について質問いたしました。

そのときの答弁で、平成27年度に解散するとの

ことでありましたが、その後どのようになって

いるかお聞かせください。 

 これで終わります。 

○市長（尾脇雅弥）  北方議員の御質問でござ

います、南の拠点の本年度の事業計画について

お答えをいたします。 

 平成28年度当初予算は、民間の資金と経営能

力やノウハウを活用した施設整備を検討するた

め、ＰＦＩ等可能性調査を初め、南の拠点エリ

アの経営主体予定でありますＤМＯを早期設立

するための先進地視察研修等を計画しておりま

す。 

 また、国の平成27年度追加補正に伴う、地方

創生加速化交付金の対応でございますが、南の

拠点エリアの基本設計や本市農林水産品等の市

場突破力を向上させるための取り組みを事業化

し、２月12日に国に申請を行い、本日、補正予

算案第14号で上程をさせていただいたところで

ございます。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  コスモス苑と中

央病院の収入増と経費削減についての御質問に

お答えをいたします。 

 議員御承知のとおり、コスモス苑は、平成９

年４月に老人保健法の適用を受ける老人保健施

設として開所をいたしました。平成12年度から

は適用法律が介護保険法に変わりまして、介護

老人保健施設コスモス苑となり、この３月で19

年が経過するところでございます。 

 老人保健法から介護保険法へ適用法律が変更

になった平成12年度からの数年間は大きな収益

がございましたが、３年ごとに実施されます介

護報酬改定では、ほぼ毎回、介護報酬の引き下

げや基準の厳格化が行われ、介護老人保健施設

を取り巻く環境は、ますます厳しくなっており

ます。 

 介護報酬の基本点数が大きく引き下げられ、

夜間職員配置、栄養マネジメント、口腔衛生管

理、衛生管理等の加算項目の実施により、介護

サービスの質を上げることで診療報酬が維持さ

れる内容へと改正が進んでおり、そのために必

要な有資格者や職員の確保が課題となっており

ます。 

 そのような中で、開業14年目となる平成22年

度以降は、介護老人保健施設基金の繰り入れで、

歳入不足分を補痾しており、平成26年度からは

一般会計からの繰り入れ措置を要する状況にな

っております。 

 コスモス苑の運営につきましては、開設当初

から肝属郡医師会にお願いしてきており、現在

も引き続き指定管理者として運営をお願いして

いるところでございますが、収入増の方策とい

たしましては、施設サービスにおいては入所者

の在宅復帰率を高め、在宅復帰支援機能強化型

老人保健施設の要件を満たすこと、通所サービ

スにおいては、稼働率の増加を図る努力を続け

ていただいているところでございます。 

 経費削減策といたしましては、以前より各種

委託業務に係る入札の執行、職員ボランティア

による環境整備経費の削減、職員給与、手当等

の削減を実施しており、さらに、今年度は職員

退職金を削減するなど、改革に取り組んでいた

だいているところでございます。 

 超高齢化社会を見据えて、国が推進する社会

保障費の削減方針により、今後もさらなるサー

ビス単価の引き下げが予見されます。同時に、
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医療費の診療報酬も、ますます厳しい基準にな

っており、垂水中央病院とともに厳しい状況が

続くと思われますが、健全経営を目指し、肝属

郡医師会の協力のもと、一層の経費の削減、収

益の向上に努め、両施設の維持・継続を図って

まいります。 

○総務課長（中谷大潤）  校区単位の公民館や

各小学校への井戸の掘削につきましては、これ

までも何回か北方議員から一般質問を受けまし

たところですが、井戸掘削やポンプ等の事業費

など、相当の経費を必要としますことから、前

回の答弁と同じ内容になりますが、今のところ

整備する計画はないところです。 

 市内全域の井戸水保有家庭を、災害時の生活

用水提供家庭として、昨年、協定を締結し、垂

水市防災井戸協力の家制度を開始しております

ので、断水時においてはこの協定を活用してま

いります。 

 さきの深港川土石流発生また１月26日の水道

管凍結による断水時においても、防災井戸協力

の家が、各地域で積極的に協力されて、多数の

住民の方が生活用水として利用されました。 

 私が住む集落では、協力の家の方がホースを

庭先まで延ばし、「ご自由にお使いください」

の旨の張り紙を出されていました。 

 また、新たな登録の問い合わせも数件ありま

した。 

 このように、防災井戸協力の家制度の活用に

より、地域の防災力や連携が深まりつつあると

ころでございます。 

 今後は、防災井戸協力の家制度のさらなる周

知に努めて、協力家庭の掘り起こしを行い、市

民の自助・共助の意識向上、地域の連携の強化

を図ってまいります。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  災害時の中央病

院等への水の供給は十分なのか、についてお答

えいたします。 

 本年１月26日、前日までの寒波が幾分緩んだ

朝方、上水道の内ノ野水系の配水区域において、

大規模な断水が発生いたしました。 

 幸い、漏水箇所の早期特定ができたことによ

り迅速な復旧ができ、大事には至りませんでし

たが、垂水中央病院におきましては、医療用水

道水の確保のため、水道課を初め民間業者の御

協力のもと、さまざまな対応策を準備したとこ

ろでございます。 

 垂水中央病院におきましては、断水状態にな

った場合でも、すぐに水が出なくなる状況を避

けるため、貯水槽を設置しております。病院敷

地北側に60トンタンク、病院屋上に20トンタン

クがあり、２基で80トン近い量を常時貯水をし

ております。 

 水の使用量につきましては、季節や曜日によ

っても差がありますが、通常の状態で冬場で１

日に66トン、夏場で80トン使用しているという

ことでございます。 

 貯水タンクの水により、通常使用でも１日の

断水に耐えられますが、今回は病院利用者にト

イレの使用制限を呼びかけたりなど、節水に努

めた上で復旧までに時間がかかることを想定し

て、市の災害本部に優先的な水道水供給をお願

いいたしました。 

 災害本部から災害協定を結んでいる、株式会

社財宝様への協力を要請して、快諾をいただき、

同社の所有する12トンタンク車による給水準備

を整えておりましたが、早期通水により、給水

実施には至りませんでした。 

 想定外の被害が発生し得るのが災害であり、

どのような対策もこれで十分とは言い切れませ

んが、庁内関係部署や協力関係との連携を密に

して災害に備えたいと思っております。 

○企画政策課長（角野 毅）  北方議員の１回

目の御質問でございます、土地開発公社の解散

に向けた調整についてお答えをいたします。 

 初めに、解散に向けた調整を行う上で、前提

条件となっておりました、潮彩町商業用地の売
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却でございますが、垂水共同店舗との契約が不

成立に終わったことから、改めて解散について

の方向性を検討せざるを得ない状況となってお

ります。 

 このような状況に至った経緯でございますが、

公社としましては、平成26年第３回定例会での

答弁後、垂水共同店舗代表者に対しまして、定

期的に経営状況や借入計画等の確認を行ってお

り、共同店舗側からも公社の契約予定額での購

入を行う旨のお話をいただいておりました。 

 しかしながら、最終的な契約段階において、

垂水共同店舗が提示した土地購入金額が、当初

の契約予定額と大きく乖離しており、調整が困

難であると判断し、契約不成立との結論に至っ

たものでございます。 

○北方貞明議員  それでは、順番に従って一問

一答式で質問させていただきます。 

 事業経過ですけど、本年度はまず先進地視察

を重点に置いてするということを伺いました。

それは理解いたしました。 

 ２回目の質問ですが、今後の事業計画はどう

か。また、完成年度は何年にめどをされている

のか。それで、もう１つ、地権者と、あるいは

地元との説明会とか、あるいは交渉とか、そう

いうのはまだ私たちには聞こえてきてないんで

すけども、地権者のある方が、旅館を経営され

る方ですけども、もう、おげんここは家族風呂

でくったっちねとか、そういうようなのが先行

いたしまして、うちには何らまだそういう話が

ないというのを今月初めに聞いたわけなんです

けども、こういう計画があるんでしたら、まず

その辺のことを説明するのも、今一番大事じゃ

ないかと思うんですけども、そういうのを地権

者の頭越しに、こういうのは事業が進むという

のはいかがなもんなのか、と思います。 

 そこで、今言いましたように、そういうのも

含めて完成年度は何年度に目指しておられるか、

まず聞かせてください。 

○企画政策課長（角野 毅）  北方議員の、南

の拠点の本年度事業計画についての２回目の御

質問にお答えをいたします。 

 今後の事業計画でございますが、まずはハー

ド面としまして、ＰＦＩ等可能性調査を行い、

南の拠点施設の整備がＰＦＩ事業として成り立

つのか、調査をいたします。その後、ＰＦＩ事

業として適切と判断された場合は、実施する事

業者を公募により選定し、施設整備が始まるこ

ととなります。あわせまして、南の拠点を経営

的な視点で管理運営するための組織でございま

すＤＭＯの早期設立に向け、市内金融機関を初

めとする、関係の皆様との協議を進めたいと考

えております。 

 なお、完成予定年度でございますけれども、

平成30年度内を目標といたしております。 

 また、用地の交渉ということでございました

けれども、用地交渉につきましては、事業計画

等が正式に発表できませんと、交渉の部案に乗

ることができませんので、収用事業等の申請を

行った後にということになりますので、もうし

ばらくお待ちいただきたいと考えております。 

○北方貞明議員  地権者との交渉はしばらくお

待ちくださいと、私に言われても、ちょっと私

も返事もしようがないわけなんですが、とはい

え、当事者がおられるわけですから、当事者に

はその役所から何らも聞いていないということ

があれば、やはりその辺でまた交渉の段階でま

だいろんな問題が生じることも考えられますの

で、それなりのというか、そういう計画は、こ

ういう構想があるんだけどな、いうぐらいは先

方に伝えとってもいいんじゃないかと思ってお

ります、私個人は。 

 そういって、完成年度は平成30年ちゅうこと

で、こうなれば、本当に用地交渉なんかもう急

がなくちゃいかないと私は思ってますから、そ

の辺も力を入れて交渉の段階に行くように進め

てください。 
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 それでは、３回目の質問いたします。 

 こういう事業を進めるには、あらゆる機関と

交渉を持っていかなきゃならないと思いますけ

ども、国、県とか、そういうような連携が一番

大切と思います。この辺の連携を密にして、間

違いのないように進めていっていただきたいと

思っております。 

 これはちょっと余談になりますが、包括ケア

センターも、最初はあそこに館をつくるという

ことで事業は進めてきたわけですけども、とこ

ろが途中からコスモス苑になった。こういう、

計画してた中で、また方向性が変わるというと

きが既にあったわけですから、そういうような

方向性が変わらないためにも、県や国に交渉を

積み重ねていってもらいたいと思います。その

辺の県と国との連携は、今どのようになってい

るか、お聞かせください。 

○企画政策課長（角野 毅）  北方議員の、南

の拠点の本年度事業計画についての３回目の御

質問にお答えいたします。 

 今回、南の拠点の機能の一つといたしまして、

道の駅を指定できないか検討をいたしておりま

す。道路管理者である大隅河川国道事務所に事

前相談を行っております。 

 また、桜島や開聞岳が一望にでき、錦江湾に

沈む夕日と、景観を観光拠点として生かしてい

きたいという考えていますことから、県の観光

交流局の観光課や大隅地域振興局にも御相談を

いたしているところでございます。 

 今後、さらに拠点整備が具体化していく中で、

国・県とのさらなる連携を図ってまいりたいと

考えております。 

○北方貞明議員  県や国に道の駅というのは、

検討ということでした。そこでの、ちょっと課

長が触れられました景観という言葉で、私は今

思い出したんですけども、その景観ということ

で、今計画されておる、あの温泉のところに、

夏場は大変日よけになるようなアコウの木が２

本、大きなのが立っとったんですよ。それが、

いつの間にか伐採されておったと。これは、集

落の方々の要望で切ってくれということで、県

のほうが切ったことなんですけど、その１年前

は、景観を残すためにそのアコウの木を保存し

ようというふうな動きがあったんですよ。それ

で保存しておったんです。ところが、翌年にな

ったら、それが伐採。それは、観光課と土木課

の方々には関係はないんですけども、そういう

ふうな地域のその景観も把握して、そういうよ

うな失敗のないように、その辺も注意していた

だきたいと思ってます。 

 ちなみに、そのアコウの木は、県のほうに聞

いたら、その当時、幾らぐらい、これを、あな

たのところに移植したら、景観のためにしたら

と言ったら、150万ぐらいかかると言われた経

緯があるんですよ。そういうように、そこの南

の拠点をつくるところの自然環境がそういうよ

うなのして台無しになっておるところもありま

す。自然なのが生えとったんです。そういうふ

うのが今後も、景観のところに関しては、そう

いうのがないように努めてください。 

 それと、この南の拠点事業は人事のそういう

ことは私もできるだけ協力、努力いたしますけ

れども、この南の拠点に雇用を生むわけなんで

すけども、雇用人員ですか、そういうのは何人

ほど想定されておるか、伺います。 

○企画政策課長（角野 毅）  雇用の具体的な

人数ということですけれども、ＫＰＩのほう、

目標の達成人員として、雇用100ということを

計画で上げております。 

○北方貞明議員  ありがとうございました。南

の拠点には、課長、期待しておりますんで、立

派に完成するように進めてください。 

 次、コスモス苑と中央病院の収入増と経費削

減のことですけども、今、介護報酬の点数等が

大きく引き下げられたということと、また、介

護サービスの質を上げるために、有資格者とい
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いますか、職員の確保等のいろいろな要因があ

って、そういうのも含めて平成26年度は一般会

計の繰り入れがあったと理解します。 

 それで、収入増に関しては、入所者の、なん

かな、あれは回転率ちゅうていいんかな、入所

者の稼働率、そういうのを、稼働率を上げてい

けば収入増に繋がるようなふうに僕は受けとっ

たんですが、それで間違いないと思いますけど

も、そのように受け取りました。 

 それで、経費削減のことではですよ、院内の

掃除なんかも職員の方でされるという中で、職

員の給与、手当等を削減する。と、こういうよ

うな答弁があったわけですけど、市長が考えて

おられる、こういうケア的なところで、何です

か雇用を生み、所得向上に努めると言われたわ

けですけども、何か、経費が削減と雇用と、何

か僕のほうでは矛盾しておるような気がするん

ですけども。 

 一方では職員の給与、手当を下げる、そのも

う一方では医療、福祉、介護、雇用を確保して

所得を高めると、そういうふうに、声明で述べ

ておられますから、この矛盾とをちょっと教え

てください。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  コスモス苑、中

央病院、ともに今、そういった職員手当の見直

し等もされているところでございます。 

 これにつきましては、以前、中央病院、コス

モス苑の状況はどうなのかということで、コン

サルのほうにお願いをしまして、その辺の状況

はどうなっているのか、いろいろと調査をさせ

ていただきました。 

 それによりますと、やはり人件費に占める割

合というのが高かったということで、他の公立

病院と比べてそういったものがあったというこ

とで、それについて、こちらのほうからもお願

いをしたようなわけでございまして、それによ

っていろいろ努力をされているというふうに思

っております。 

 これにつきましては、また私どもも、さらな

るいろんな、まあ、できるところはやっていた

だきたいと、そういういろんな入札かれこれ、

そういったこともお願いをしたような経緯がご

ざいます。そういったことで、少しでも、でき

るところはやっていただいて、そして収益の向

上につながっていただきたいということでお願

いをしているというようなことでございます。 

 また、コスモス苑のほうにつきましても同様

でございまして、これは医師会の、中央病院も

医師会の同じ職員ということで、同じような形

で削減をされているということでございます。 

 今後確かに、今から厳しくはなってまいりま

す。介護報酬の引き下げとか、それから診療報

酬の削減、そういったもろもろ、そういったこ

とがございますけれども、やはり、適正なと申

しますか、そういったことに、そういった給与

体系、そういったものをしていただければとい

うふうに思っているところでございます。 

○北方貞明議員  市長の方針としては何かない

ですか、それに対して。市長に答弁いただきた

かったんですけどね、まあ、ええわ。 

 市長は、医療、介護を密接にして所得向上を

と言われたもんだから、本来なら市長の答弁を

聞きたかったんですけど、まあ、後で答えてく

ださい。よろしくお願いします。 

 ２回目で、だから、人件費が他の施設よりは

高かったというようなふうに受け取ったんです

けど、そして、同じ職員だから、コスモス苑と

中央病院は同じ職員だから協力をお願いすると

いうようなふうに僕は理解したんですけども、

今、昨年からと思いますけども、病院において

は看護体制が変わったと思うんですよね、たし

か。以前は１人の職員が10人の患者さんを面倒

見とったんじゃなかったですかね。（発言する

者あり）そういうんですよ。いや、反対か。そ

れで介護でもかなり負担もまだあると思うんで

す。だから、職員の給料を削減とか、そういう
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のはちょっと、私たちも給料とかそういうのア

ップを目指して皆さん日夜働いておられると思

うんですけども、そういう中でこういう人件費

を削減するちゅか、もってのほかと思っており

ます。まして、看護師さんとか、そういう介護

士さんが、大変重労働な方ですから、その辺も

もう一遍考え直していただけないかと思ってお

ります。 

 それで、私、先日、人間ドックに行ったわけ

ですけども、その職員の方とお話しした機会が

あったもんですから、聞いてみたら、病院は、

収入を上げるには人間ドックが一番いいんだと

言う風に言われた、利益率が高いってことでし

ょうが、だから、垂水市民の方ももっともっと

国保だけじゃなくて、もっともっと利用してほ

しいと。 

 そして、私、先だって、先ほど言いましたよ

うに受けたわけですけど、この制度も、同僚議

員の川菷議員がいろんな議会の中で要望して、

こういう制度が実現したわけなんですけども、

私は２日ドック、１泊したとき、それで４万

4,000円の支払いをしました。 

 そして、先ほど下のほうで職員の方に聞いて

きたんですけど、２日ドックは脳ドックも入っ

て４万4,000円です。癩癩ちょっと待ってくだ

さいよ、資料があったんですが。職員の方に聞

いたのは、皆さん方は２日ドックで４万3,000

円、共済組合ですか、そこの補助があって、４

万3,000円で受けられると。これは脳ドック入

っていないんですよ。垂水の国民保険は脳ドッ

クが入って４万4,000円。これが一番安かった。

これは1,000円しか差がないんです。脳ドック

は別途３万5,000円かかるんですよ、職員の

方々が受けたら。だから、１日ドック、２日ド

ック、脳ドックとあるわけなんですが、１年間

にこの制度は１つしか使われない。そういうの

が職員の方々なんですけども。だから、僕が行

った２日ドック。これは脳ドックもしたわけで

すけども、これは４万4,000円。だから、かな

りこの国民保険は安いわけです。 

 議員の方々も国民保険の方もいらっしゃると

思いますけど、自分の健康は自分で守りましょ

うということで、人間ドックを大いに利用して

いただきたいと思います。 

 そこで、先ほど言いましたように、中央病院

側は、人間ドックが一番いいんだと、利益率が

高いということを言われました。まだ、先ほど

も言いましたように、健康チェックをする意味

でも、職員の方々も大いに中央病院を使ってい

ただければと思ってます。 

 それは、中央病院でいけば、国民保険の値段

では職員組合のとおりではできないと、多分、

思いますけども、国民保険に匹敵するぐらいの

補助といいますか、そういう制度を、また皆さ

ん方のほうで考えていただいて、それを活用す

れば、中央病院の、そういう経営の少しでも安

定になるんじゃないかと思いまして、これは要

望ですけども、先ほど言いました、市長、市長

の施政方針の所得アップか、それとの整合性を

もうひとつお願いします。 

○市長（尾脇雅弥）  いろいろ御質問がありま

したので、また考え方を申し上げたいと思いま

す。 

 役所もそうなんですけれども、平成の大合併

のころに、なかなか合併がままならなくなって

単独でという中で、今、この10年、10年という

のはちょっと正確な数字ではありませんが、約

50名の人員の削減をして、給与もカットし、議

会の皆さんにも行革の一環で定数を減らしてい

ただくなど努力をしていただきました。 

 中央病院、コスモス苑に関しては逆に大変ふ

えておりまして、単価も非常に高い状況がござ

います。そういった中で、少子高齢化、過疎化

の中で医療費の高騰もございまして、どういう、

医療は充実をしなきゃいけない、福祉は充実を

しなきゃいけないけれども、一方で財源をどう
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するかという問題がございますので、複雑な連

立方程式の一つの方向性として地域包括ケアシ

ステムということをうたっているわけでありま

す。 

 そういった中で新たに在宅医療とか、あるい

は地域に帰っていく中で、そういった場で雇用

が生まれたり収益が出てくると。どちらかとい

うと、わかりやすい表現で言うと、ドクターと

か医療の部分から介護の部分に、そういった形

での資金を回していって雇用をふやして所得を

上げていくというのが基本的な考え方でござい

ます。 

○北方貞明議員  それじゃあ、その点は理解い

たします。よろしくお願いしときます。（発言

する者あり） 

 もうええ。次、時間まで。 

 防災対策です。 

 今、課長からお話がありましたように、今回

の断水時には、防災井戸水の家の協力をもらっ

て、ある程度は市民の方々に喜んでいただいた

というようなことだったと思いますけども、そ

れはそれでいいんですけども、何といいまして

も、災害時に一番困るのは水だと思うんです。

私はもう何遍も言いますように、１人が1日に

摂取する量は２リットルから３リットルと言わ

れております。ほいで、トイレなんかは１日に、

私は最近聞いたんですけども、今最も最新式な

ので１回の便で4.8リッター、まあ５リッター

ですね。一番最新式のがです。それでそれぐら

い１回で使うらしいです。それで10年前やった

ら、もう十四、五リッターの水が必要やと。そ

ういうことで、かなり水を必要とするわけです。

だから、ぜひ、私は何遍も言いますけど、これ

もしつこくやります。やりますけど、ぜひ、そ

ういう公共的なところにそういう施設があれば、

タンクを持って行って、水をいただいているわ

けですけど、そういう制度、早く検討していっ

てほしいと思っております。 

 それで、先ほど、その中で、そういう施設を

つくれば、かなりの費用がかかると言いました。

相当な金額がかかる。その相当な金額がどれほ

どになるのか、まず教えてください。相当とい

っても、どれくらいかかるから、ああ、無理だ

なあ、ああ、これぐらいだったらいいんじゃな

いかなあというような判断もできます。そうい

うことでお願いします。 

 そして、今度、中央病院には、いろんな、課

長からの答弁がありましたように、第１報は水

道課から市役所からでしょうけども、中央病院

に連絡があったとき、原因が不明と、というこ

とは、修理個所がわからなかったから原因が不

明ということの言葉なんでしょうけども、そう

いうことであったと。そしてすぐその対策本部

をつくられたようです。 

 その中でまず、患者さんや職員に節水の呼び

かけ、そして院内の全てのトイレを、温泉水を

くんできて、ポリバケツを用意して、ひしゃく

を用意してですね、ここに写真いただいてきた

んですけども、こういう、トイレにひしゃくで

くんできてきとるわけですよ。そういうような

ことも、最初はこれやったら全然だめだったと、

ひしゃくじゃ何もならんかったということでし

た。 

 それで、皆さん方もその当日は、トイレに行

かれる時は、皆で自分らの用を足すためのバケ

ツを用意されたんじゃなかったですか。自分の

ものは自分で処理しましょうと。そのように皆

さんまた苦労されておると思います。だから、

そんなに水というのは必要であると思っており

ます。だから、井戸水はもう一遍真剣に、この

災害のときを考えていただきます。 

 また、中央病院との重複しますけども、透析

患者が、このとき水が不足することで、先ほど

から言います、透析患者は水をかなり使用しま

す。だから、１日に60トンから80トンというの

は中央も含めると、全館の、全医院の中のあれ
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ですけども、大半がこの透析患者のほうが使っ

ておるようです。 

 そして、この断水は、２日も続けば、透析を

される患者をどうしようかと、その対策をとら

れておるわけです。そして、その対策本部では、

鹿屋の池田病院に搬送するようなもう手はずも

整っとったと。 

 そういうようにして、１日分しかないもんで

すから、２日目からは、どうもできないという

のは、これはすぐ私もわかっとるわけです。 

 そういうことですね、大規模災害のために、

せめて安心安全対策から申して、２日分ぐらい

の貯水タンクを新しく新設するような考えはな

いか。 

 今度の断水で、以前、私が住んでる城山団地

は、以前は断水となりゃ、一番先に断水したん

です。そして一番最後に復旧して水が使用でき

たんですけども、皆さんの御協力のもとで、私

の団地には新しいタンクが設置されております。

あれが216トンぐらいあるそうです。そこには、

２日分の使用量が入っています。だから、今回

皆様が苦労されたんですけども、私の城山団地

は今回の断水でひとつも水は不自由しませんで

した。 

 そういうことで、この安心安全、人の生命を

守るためにも癩癩透析患者が垂水に四十四、五

人おられるらしいです。鹿児島の桜島からの人

が四、五人おられて、約40名の方々が垂水の患

者さんです。そういう人のためにも、ぜひ、２

日分のタンクを設置できないかを質問いたしま

す。 

○総務課長（中谷大潤）  まず掘削にかかる費

用のことですけども、我々はこれを掘削する予

定はございませんので、地質調査をしておりま

せんので、（発言する者あり） 

掘削する予定がございませんので、地質調査を

いたしておりませんので、正確な数字はわから

ないところなんですけども、平均、１基当たり

300万円と試算しているところでございます。 

 それから、北方議員は、何回もこの掘削、水

のこと、生活用水のことをおっしゃいますけど、

確かに、この生活、トイレ用や風呂水が日常生

活に欠かせないことは十分認識しております。 

 ただ、この災害、防災井戸協力の家の家庭へ

の家におかれましては、協定締結に、地域住民

への生活用水の提供を承諾されておりますので、

利用される住民は少々苦しいかもしれませんが、

こういった日常生活に欠かせない水のことなの

で、協力、家の方も災害発生時における共助の

観点から申し出られたことですので、そのこと

を不快に感じられることはないかと思っており

ます。 

 また、こういった井戸を提供することで、最

近地域の連携が薄れつつある中で、この、井戸

の提供で今回もですけども、地域のつながりが

深まったりとか、また地域の防災力の向上にも

つながっておりますので、私はこのことを、今

後ますます住民に周知して、地域のつながりを

深めて安心安全なまちづくりを目指していきた

いと考えているところでございます。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  中央病院のタン

クの増設を図ってはどうかという御質問でござ

いますが、中央病院の現在の設備につきまして

は、非常に多様の節水対策を行えば、透析や厨

房、それから院内衛生環境維持用に、２日程度

は対応し得るということで、運営上何とか適正

な水量の備えができていると考えております。

なお、タンクの状況につきましては、常時点検

をして、劣化診断も行っておりまして、特に異

常は見られないとの、もう診断結果が出ている

ところでございます。 

 今後設備改修が必要となった場合は、御指摘

の点も検討事項に含めました上で施設整備とい

うのを図ってまいりたいというふうに思います。 

○北方貞明議員  井戸水のほうですけども、協

力隊の協力の家で、まだ今後、啓蒙していくと
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いうことでしたが、それはぜひしていただきた

いんですけども、公共施設の井戸水がまた、何

遍も言いますけど、これからもしますけども、

かなりお金がかかると言いますけど、この市役

所の地下は四、五メートル掘れば出ますよね。

出ますよね。垂水の意外と近いところに水が出

ると思います。雨々した時期が、梅雨時が井戸

水がしゃくってくれるぐらいの、こともできる

ぐらいのところもあります。そういう関係で費

用は、僕は以前、打ち込み井戸という方式で、

地下水を取ったことがあるので、５メートルで

浜平は出ます。そういうふうに費用はあんまり

かかからないと思いますけど、これはまた、検

討してみてください。 

 それで、病院のほうの水量はこれで十分と言

われましたけども、病院側から、先ほど言いま

したように、せめて２日分の水量は欲しいと言

われました。それから今回は、通じたから１日

で終わったわけですけども、確かに課長が言わ

れるように、60トンが地下から、20トンが屋上

にあると思いますけど、それと、あとの30トン

がコスモス苑にあるんですかね、そういうよう

な容量はあると思いますけども、垂水の患者さ

んのためにも、そして病院運営に対しても、２

日分ぐらいの貯水量はあってもいいんじゃない

かと思っております。 

 それともう一つつけ加えます。今回のこの断

水で、ここには小学校だよりとあるんですけど

も、小学校の５、６年生がバケツリレーでトイ

レのあれをしたということを、私はいただいて

おります。教育長は、こういう御案件は御存じ

と思いますけど、このように、水で、皆さん苦

労されたわけですから、やはり、災害に備えて、

安心安全をモットーにされてる市長、よろしく

お願いいたしましてこの質問を終わります。 

 次に、土地開発公社の件ですけども、１月の

時点で、15日ですか、16日ですかね、その時点

で、契約不履行ちゅうことで共同店舗側とは完

全に、これで手が切れたと言うていいんですか

ね。そういうような状況になったと思うんです

けども、先ほど、大きな隔たりがあったと言わ

れました。この大きな隔たりとは金額のことと

思うんですけども、まあ、７万円で土地開発公

社が共同店舗側に譲るわけですけど、その７万

円に対してどれぐらいの、何万円で買うか、何

万円の隔たりがあったかということと、ま、一

応それで聞きます。何万円の隔たりがあったか、

教えてください。 

○企画政策課長（角野 毅）  北方議員の２回

目の質問の前に、先ほど、南の拠点の中で御説

明をいたしました雇用の数の件でございますけ

れども、総合戦略においてほかの事業も含めて、

新規の雇用のＫＰＩ110人となっておりますの

で、訂正を、（発言する者あり）110人の新規

雇用となっておりますので修正をしておきます。 

 北方議員の２回目の御質問でございますけれ

ども、最終の提示の坪単価は４万9,000円とい

うことで、計画よりも２万1,000円少ない金額

での提示でございました。 

○北方貞明議員  これだったら確かに、７万円

の値で入ってくるのが、２万1,000円もの差が

あればかなりの差と思いますよね、坪数からい

けば。そこで、このお金が入らなかったために

解散ができなかったのか、まず１点。そして、

共同店舗側とこういう契約不履行になったわけ

ですけど、先ほども言ったと思いますけど、今

後、共同店舗側とは一切かかわりがないという

ことなのか、ほいで今後は、共同店舗側とかか

わりなければ、使用されているナフコとか、ヤ

マダ電機とか、ドラッグモリですか、その３社

と直接交渉していかれるのか、そのとき、その

貸付賃貸契約ですかね、それは何を基準でする

か、あるいはするのか、今まで共同店舗が交わ

しておったその金額でいくのか、また、新たに

それを取り決めをするのかを、まず、お聞かせ

ください。 
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○企画政策課長（角野 毅）  土地開発公社に

ついての３回目の御質問でございますけど、ま

ず、共同店舗側との契約の不成立により解散が

できなくなったのかということでございますけ

れども、確かに土地開発公社の解散をするに当

たりまして、契約が不成立に終わりましたこと

は、このまま解散を行うとなると市の財政に大

きな影響を与えることとなります。今後は、土

地開発公社の収支状況等を十分に協議をして、

庁内において、方針の決定をしていきたいとい

うふうには考えております。 

 また、次に、共同店舗と契約をいたしました

潮彩町商業用地に関する賃貸契約が終了し、売

買契約が不成立に終わりましたことから、共同

店舗との関係は完全に白紙に戻りましたので、

売買予定地を使用しております３店舗と垂水共

同店舗に対しましては、土地の明け渡しと、損

害金の請求を２月16日付け内容証明郵便により

通知をいたしております。 

 ただし、今後、３社とはそれぞれ個別に土地

の賃貸借契約を結ぶこととなります。営業中の

３店舗に対しましては、引き続き営業に支障が

ないようにしていただきたいというふうな配慮

を持っておりますので、それぞれ個別に相談を

してまいりたいと考えております。（発言する

者あり） 

○議長（池之上誠）  ４回目になります。 

○北方貞明議員  共同店舗側には、契約不履行

ちゅうことで内容証明やら、３社ともと思いま

すけど、内容証明を送って、損害金じゃったか

な、ちょっと聞き取れんかった、違約金やった

かな、そのようなんを発行した、送ったって言

わんかったかな、違約金の請求、損害金か、損

害金が入ってきたのか。 

 もしですよ、損害金が入ってきたということ

は、どのように受け取ったらいいんですかね、

まだ継続、向こうさんにすりゃこの違約金だけ

払いよけば継続しとるという意味の違約金、い

や何か、そのお金かな、（発言する者あり）そ

んな４回目て、まだ次がなんでよ。 

○議長（池之上誠）  ４回目ですから全部聞い

てください。 

○北方貞明議員  ５回目さしてくれりゃよかと

やろ。（発言する者あり） 

 まあ、そういうことですよ、まあ、お願いし

ます。ほんじゃも、最後の要望とか、そして、

最後じゃない、この問題ですが、これで、４回

目で終われませんけども、最後に、土地開発公

社の１日の解散を望んでおります、正直言うて。

共同店舗や３店舗に対して、これから市長先頭

に企画政策課長の角野毅さん、名前のごとく毅

然とした態度でこの問題を解決をしていただき

たいと望んで、私の質問は終わります。 

○議長（池之上誠）  答弁はよかったですか。 

○北方貞明議員  答弁のいる、あの違約金の。 

○企画政策課長（角野 毅）  ４回目の御質問

にお答えをいたします。 

 不成立に終わりました後に、共同店舗と３社

のほうにお送りさせていただきました損害金の

請求でございますけれども、これは、共同店舗

と３社が契約をしていた契約金額をうちの損害

金として請求をしておりますので、公社と共同

店舗が契約していた金額ではございません。で

すので、金額的には別途の、共同店舗と３事業

所とが契約を交わしていた単価での損害金の請

求という（発言する者あり） 

○議長（池之上誠）  もう、終わりました。４

回までです。 

 ここで、暫時休憩をいたします。次は４時５

分から再開いたします。 

     午後３時52分休憩 

 

     午後４時５分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 ９番、池山節夫議員の質疑及び質問を許可い
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たします。 

   ［池山節夫議員登壇］ 

○池山節夫議員  ちょっとだけ、写真を撮る時

間を。 

 それでは、議長に発言の許可をいただきまし

たので、平成28年度施政方針と予算案について、

さきの通告順に質問をしてまいります。市長、

教育長並びに関係課長の御答弁をよろしくお願

いいたします。 

 地域包括ケアシステムの推進について、尾脇

市長の２期目の公約は、元気な垂水づくり、経

済・安心・未来からなる３つの挑戦を掲げてお

られます。この経済への挑戦の３つ目に地域包

括ケアシステムの推進により、医療、介護、福

祉の雇用を確保して、所得の向上を図るとあり

ますが、地域包括ケアシステムの拠点整備と人

材育成という観点とあわせて伺います。また、

安心への挑戦についても、２つ目の柱として地

域包括ケアシステムの推進により、いつまでも

住み続けられるまちを目指すとありますが、先

進的な在宅医療を取り入れた垂水モデルとも言

うべき地域包括ケアシステムを構築し、県内、

あるいは県外からも視察に来るようにすること

が、まちづくりにもつながると考えますが、見

解を伺います。 

 新規事業として、商工会主催のイベントへの

補助として、200万円の予算がついていますが、

この内容について教えてください。 

 空き家解体撤去助成事業と、中之平団地建て

かえの２つの新規事業についてと、特定不妊治

療の補助を行う不妊治療助成事業について伺い

ます。 

 各小中学校のパソコン室にパソコン、タブレ

ット端末等を整備するとして1,040万6,000円が

ＩＣＴ関連事業として予算化されていますが、

この事業について伺います。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  それでは、池山

議員の地域包括ケアシステムの推進についての

御質問にお答えいたします。 

 施政方針で示しました地域包括ケアの推進に

ついての現状認識と課題・問題点、あとの御質

問だと思うのですが、高齢者が地域で暮らし続

けるためには、地域包括ケアシステムの構築が

必須であります。地域包括ケアは医療、介護、

生活支援が一体的に継続して提供される仕組み

ですが、提供元となる医療、介護の現場におい

てはさまざまな課題、問題点があります。中で

も、一番の問題点は、スタッフ確保の人数と質

をどのように維持していくのかということであ

ります。医療の現場においては在宅医療や、訪

問看護、リハビリの充実を図っていく必要があ

りますが、医師、看護師等の不足は深刻で、既

に看護師については、半数が市外からの通勤者

で賄われている状況でございます。介護の現場

では、介護サービスの充実を図る上で、ケアマ

ネジャー等の人材不足、長時間労働と低賃金問

題等があり、介護職の離職率の高さから常時、

職員不足に悩んでいる状況です。 

 今後、地域包括ケアを進めるために当たって、

人材確保、雇用確保は絶対条件でありますが、

医療職場、介護職場ともに、人材不足から長時

間労働、不規則労働を強いられることで疲弊し

ており、何とか持ちこたえているのは個々人が

持っている使命感、責任感によるところも大で

あります。 

 したがいまして、人材確保と質の問題は、地

域包括ケアを進める上で喫緊の課題であると認

識しております。これらの山積している課題に

取り組むため、これまでも介護予防の推進や、

在宅医療の推進、他職種のためのネットワーク

構築など、中長期的な視点に基づき、事業を展

開してまいりましたが、平成28年度にはこれら

の拠点となる（仮称）地域包括ケアセンターの

整備を予定しており、一つの大きな課題である

人材育成のための研修や、若者の介護職への定
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着を図るための拠点としても、集中的に取り組

む体制を図ってまいります。 

 また、地域包括ケアシステムつくりには、こ

れらの医療資源、介護資源の提供を含めて生活

支援等の一体的な提供が必要となりますが、そ

れだけでなく、まちづくり、地域づくりにもつ

ながるような取り組みを展開してまいりたいと

思います。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  池山議員の

商工会イベント運営補助金の内容についての質

問にお答えいたします。 

 先ほどの川畑議員への答弁と重複いたします

が、平成28年度は商工会の青年部や女性部が中

心となって開催しております既存のイベントに

加えて、新たなイベント開催や、特産品の活用

をお願いし、新たな形で商工会イベント補助金

として200万円を予算計上したところでござい

ます。今回の商工会イベント補助金につきまし

ては、商工会の青年部や女性部が開催するイベ

ント全般を対象とするものでございますので、

市といたしまして、概算ベースで内訳等の提案

をする予定としておりますが、商工会の皆様に

計画性をもって有効に活用していただき、商工

業者並びに地域の活性化につながる取り組みと

していただきたいと考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○土木課長（宮迫章二）  空き家解体撤去助成

事業についてお答えいたします。 

 この事業は市内にあります空き家の解体、撤

去に係る経費の一部を助成することにより、景

観及び住環境の向上並びに安心安全の確保を図

り、地元の登録業者が行うことにより、地域の

活性化も図るものでございます。 

 助成の内容につきましては、危険空き家にか

かわらず、空き家の解体、撤去のみの場合、解

体、撤去に係る工事費30万円以上が対象で、補

助率30％、上限30万円、また、空き家の解体、

撤去後の跡地に引き続き住宅を新築される場合

には、上乗せ加算しまして解体、撤去に係る工

事費の50％、上限50万円を助成するものでござ

います。 

 なお、28年度の予算につきましては、解体補

助金30万円20件の600万円と、上乗せ加算分20

万円10件の200万円、合計800万円を予算計上し

ているところでございます。 

 続きまして、中之平団地の建てかえについて

お答えいたします。 

 中之平団地は昭和36年度から40年度にかけて

建設した団地で、現在、木造平屋６戸、簡易耐

火構造平屋32戸、合計38戸の戸数がございます。

この中之平団地は、垂水市公営住宅等長寿命化

計画でも建てかえ団地として計画しておりまし

て、平成28年度で基本設計の委託費を予算計上

しております。この基本設計では、棟の配置、

建てかえ後の戸数、工事に係る概算費用を明ら

かにし、団地の建てかえを進めていく計画を策

定するものでございます。現状は、簡易耐火構

造平屋建てが２段のひな壇造成地に立ち並んで

いますが、背後のシラスがけ地に近いエリアは

急傾斜地崩壊危険区域に属していることから、

安全性確保のため建てかえ後の住棟の配置は避

け、南側のブロックにおいて建てかえ住棟を計

画する予定であります。また、周辺は平屋建て

の戸建て住宅地となっていることから、これら

との調和に配慮した計画とすることが望まれま

す。そのため、住棟は２階建て以下とする予定

で、おおむね現況入居戸数21戸を満足する建設

戸数24戸を考えているところでございます。基

本設計ができましたら、その計画をもとに、現

入居者への住民説明等を行い、入居者の理解と

協力が得られたら、年次的に実施設計を行い、

建てかえを行っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  不妊治療助成事
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業についてでございますが、医療保険が適用さ

れず、高額の医療費がかかる体外受精と顕微授

精で不妊治療を受けた夫婦に対して助成金を支

給する特定不妊治療費助成事業でございます。 

 この助成事業は、鹿児島県が行っている不妊

治療助成事業をもとに、垂水市内に１年以前か

ら住民登録している夫婦に対し、費用の一部を

助成することにより、安心して子供を生み育て

ることのできる環境づくりを推進し、その経済

的負担の軽減を図り、少子化対策に努めること

を目的に行います。 

 この特定不妊治療費助成事業の内容ですが、

対象者の妻の年齢が43歳未満であり、１回の治

療終了ごとに県が助成した額を控除した残りの

額を10万円を上限として助成するもので、年間

の制限なしで、通算６回まで助成しようとする

ものであります。 

 なお、県の助成額は、これまで１回につき最

高15万円を助成しておりましたが、今回から、

初回に限り30万円に引き上げ、２回目以降は15

万円としております。よって、県と市の助成を

行うことにより、今後、不妊治療がさらに受け

やすくなっていくのではないかと思われます。 

 以上でございます。 

○学校教育課長（下江嘉誉）  ＩＣＴ関連事業

について、その内容についてお答えいたします。 

 先ほど堀内議員の御質問にも答弁いたしまし

たように、本市におきましては、子供たちに情

報活用能力を育み、確かな学力の定着を図るた

めに、学校規模に応じてＩＣＴ機器の整備を進

めてまいりましたが、現在使用しておりますパ

ソコン等が、整備後６年経過しておりますこと

から、新しく整備をしようとするものでござい

ます。具体的な内容としましては、国の整備基

準等に基づき、各学校に10台から40台余りのパ

ソコンを整備いたします。その際、可動型のパ

ソコンの活用も求められておりますことから、

可動型と固定型の両方の活用が可能な機器を導

入いたします。固定型としましては、タブレッ

トにディスプレイやキーボードを接続すること

でこれまでのパソコン室のように学べる環境を

整えてまいります。一方、可動型としましては、

タブレットを切り離し、教室や校内、校外へ移

動して学習できるような環境を整えます。その

場合、タブレットは校内に設置するアクセスポ

イントと無線ＬＡＮで接続することにしており、

エリア内であればインターネットを利用したり、

データのやりとりをしたりすることができるよ

うになります。さらに、このような教育活動を

積極的に推進していくために、教職員を対象と

したＩＣＴ機器活用研修会を実施し、ＩＣＴ支

援員を配置し、教職員の要望に応じた具体的な

実技指導や、実際の授業における機器活用の支

援を行ってまいります。 

 以上でございます。 

○池山節夫議員  地域包括に関しては、村山議

員も質問されまして、先ほど、北方議員の質問

でも、市長の答弁で医療から介護のほうへ場を

移していって、雇用とその所得向上を図ってい

くという答弁あったんです。まあ、こうする以

外にないのかなと思いますね。地域包括ケアシ

ステムも、課長、できると、このシステムをつ

くるんだけど、今いる人たちを寄せるという感

覚なのか、それともこの地域包括ケアシステム

のセンターをつくるのによって、やっぱり雇用

というのは、相当、新たに生まれるのか、そこ

だけ聞かせてください。それと、医療、介護、

福祉の雇用確保と所得向上については、さっき

の誰の質問でしたかね、補助を考えると、市長

のほうからもそういう視察が必要じゃないかと

いうような答弁があったんですけど、この辺に

ついて、答えられる範囲で答弁をお願いします。 

 それから、地域包括ケアシステムの、この整

備をすることで、私はまちづくりになるという

質問をしてるんですけど、これはどういうこと

かというと、ほかの町に先駆けて垂水モデルみ
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たいなものの地域包括ケアシステムをつくる、

それについては、在宅医療のシステムを、ほか

に先駆けてつくっていくと、そのことでほかの

町から、県内、あるいは県外からも垂水を視察

に来ると、その視察に来ることで、やっぱりそ

れなりの経済効果はあるし、垂水に来ると、そ

れを見て、垂水って進んでるなというので、若

い看護師さんとかそういう福祉関係の人たちが、

垂水に住んで働こうかと思うと、そういうこと

があり得るんじゃないかということで、それが

まちづくりにつながっていくんじゃないかとい

う趣旨の質問なんですけど、その辺については、

市長にどんなふうに考えられるかだけ、お聞き

します。 

 今回、全部一括で質問させてもらいますけど、

商工会主催のこのイベント、先ほど川畑議員が

質問されて、１回目の答弁としてはもう同じだ

ったんですけど、２回目で、この新潟県の十日

町、鳥取県岩見町、青森県の弘前市、これが同

窓会をすると、市内出身者が。そうすると、同

窓会をその町の出身者がその町ですると、その

ときに、市外に出てる人がいて帰ってくると。

この十日町に関しては、20歳代を対象として、

10人以上の同窓会をしたら、市内の人が出席し

た場合は1,000円、市外から帰ってきた人に対

しては3,000円の補助をすると。鳥取県の岩見

町に関しては、21歳から49歳までの人に関して、

市内出身、その町出身者ですよ、その人たちが

同窓会をすると、それで15人から30人までの間

で同窓会をするならば、その市内の人が何人い

ようが、市外の人が何人いようが、これに関し

ては５万円あげると。弘前市は、20歳以上を対

象にして、20人以上で同窓会をして、その中に

県外から帰ってくると、その同窓会に県外から

帰ってくる人間が５人以上いたら、１人2,000

円を補助すると。こういうふうに同窓会に関す

る補助をするつう町があるんですよ。このこと

に関して、私は、新しいイベントをするのに

200万円つけたのかなあと思ったわけですよ。

そしたら、１回目の答弁で、先ほどの川畑議員

の質問でも聞いてたんですけど、要するに、今

までのあったイベントに関してつけるのと、増

額するのと、そのほかにも使えるように総額で

200万円というのを新しい予算として組んだか

ら新規事業だということなんですけど、この同

窓会のこういうイベント、これに対する補助金

とか、次にもう一つあるんですけど、この第二

市民事業と、これ町だと第二町民なんですけど、

長野県の小布施町、これが第二町民制度という

のを導入して、その町の出身者じゃなくても、

その町で何かイベントがあると、そこでイベン

トがあったら、たまたまその町に来てましたと、

ちょっと手伝いましょうと、で、裏方ででも何

でも手伝いましたら、あなたを第二町民として

認定しましょうと。そのことで、要するに、飲

み会ただとか、いろんなこと便宜を図ろうと、

そのことで愛着を持ってもらって、何回も来て

もらおうと。そのことが、また、経済効果を生

むというようなこと。これが、熊本県の黒川温

泉のある南小国町でも同じようなことをやって

る。このようなことを考えられて、予算化が、

200万円と、商工会ね、これまで冷遇されてた

んですよ、前副会長もいらっしゃいますけど、

我々も何回も商工会に対する補助金については、

よく言いよったんですけど、今回は、市長が思

い切って200万円つけてもらったと、これ、よ

くついたなあと思ってですね。いろんな新しい

イベント、商工会からも提案があったのかと思

って、質問をしたんですけど、この２つの、こ

のイベントについて、全然そういう話もなくて

予算化されたみたいなんだけど、その辺につい

て水産商工観光課長、これからこういうイベン

トに関しても、商工会と協議をしていって、ど

んなふうにしていくか、その辺について答弁を

ください。 

 これ空き家対策の撤去の助成事業、非常にい
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いんですけど、課長、どこでもごみ屋敷とかさ、

いろいろあって、そういうとこ空き家があって、

崩れかけてると、隣近所が火事が起こりそうと

か、壊れかけて倒れてきそうだとかいうのがあ

って、危険な建物があると、そういう建物が垂

水市内にあって、その緊急を要するような建物

は何棟ぐらいあるのか、把握してるのか、把握

してないのか、その辺だけ教えてください。 

 中之平の団地については、昔、ここには新た

には建てないんだっちゅうような話があったよ

うな記憶があるんですよ。でもここに予算がつ

いてきて、どんなことかなと思って聞いたら、

一番上の段にはもうつくらんと。私は、以前、

葬式があってバスで行くと、以前の宮迫泰倫議

員のあの交差点のところから中へなかなかバス

入らないんですよ、で、もう墓へ納骨に行くと

きに、歩いて行かなきゃいかんと。そのことで、

あそこの道路を何とか広げられんかっつう質問

と、上の駐車場を何とかもっと広くできないか

っつう質問と、もう一つはあの駐車場から今の

この中之平の一番上の団地のあそこを、何とか

車が通って迂回できないかっつう質問をしたこ

とがあるんですよ。今回、さっきの答弁だと、

１回目の答弁だと上の段には、もう傾斜地で建

てないという答弁があったんですけど、何とか

反対側からでも車が行けるように、バスがっつ

いえばまたそこそこ大変なんでしょうけど、駐

車場を広く、あの辺を通って車で迂回、回って

いけるように、それできないものか、その辺に

関しては、これは課長でも市長でもいいです、

検討する価値があるか、その辺については政治

的な判断になるかもしれんですから、できれば

市長が答弁いただければありがたい。 

 不妊のこの助成事業なんですけど、今、６組

に１組が不妊治療を受けてると、らしいんです

よ。６組に１組って言ったらもう相当ですから

ね。2013年の調査で、体外受精が約37万件行わ

れて、で、子供さんが生まれたのがそのうちの

４万2,554人生まれてると。で、30歳でこの不

妊治療を受けた方は20.3％の成功率といえばい

いんですかね、子供さんができてる。これ、女

の方の年齢ですけどね、35歳以上、40歳までと

いうことかな、それだと17.2％、40歳から45歳

まででは8.3％、45歳以上になるとほとんど、

１％未満と、体外受精をしても、子供さんがで

きて生まれてくる可能性はですね。なるべく早

く不妊治療をして、やっぱり国も自治体もなん

ですけど、やっぱり子供がいないということは、

まず、活性化になりませんから、今回のこの補

助については非常にありがたいと、うれしいと

思ってんですけど。これね、これでいいっちゅ

うことで、なんですけど、質問としては、どの

ぐらい、予算的にあれなんだけど、どのぐらい、

何人ぐらい見込んだのかな、それと、やっぱり

もうちょっと、今回はこれでいいですけど、増

額していって、垂水市は特にこの不妊治療に力

を入れてるっちゅうその辺のことについては、

市長にちょっと、これから先のことを答弁をい

ただきたい。 

 それから、ＩＣＴについてなんですけど、こ

れは前ののをまた買いかえるっちゅうなあれだ

ったから、それはそれでいいんですけど、今回、

私が質問したいのは、先日、小学生の視力がね、

相当悪いの、小学生の視力が1.0未満が、全国

で30.97％の子供が、もう視力が1.0ないと、鹿

児島県は31.8％だと、全国平均より悪いんです

よ。過去10年間では最も悪いと、鹿児島県は。

小学生の視力が1.0未満は30.幾らで、中学生に

なると51.7％が、もう1.0ないということなん

ですよね。これ、タブレット、そういうのを学

校で導入すること自体はいいんでしょうけど、

これやっぱり家庭と学校も協力して、まず姿勢

を、目とタブレットのというかな、やっぱり視

力が悪くなるから、距離をきちっとするとか、

そういう指導をしていかないといけないと思う

んですけど、ここの辺について教育長の見解を
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伺います。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  地域包括ケアシ

ステムについて２点ほどでしたかありましたけ

ど、まず、この包括ケアセンターにつきまして

は、先ほど申し上げましたように、拠点となる

施設をつくっていくということで、それぞれの、

その将来的にはそこを拠点としながら小学校区

を単位としまして、日常生活圏域ごとにそれぞ

れ拠点をつくっていくというような構想でござ

います。これはなぜかと申し上げますと、住み

なれた地域が安心して住めるかどうかを決める

というのは、そこに住んでいる人でありまして、

それぞれ、地域で事情が違うと、そこの中では

長い歴史の中で文化も違いますし、そして、地

域でのそういったきずな、そういったものがど

うなのかということもありまして、できること

ろ、できないところ、そういった実情があると

思います。そういった中で、それぞれ地域にあ

ったシステムというのをつくり上げていかなけ

ればならないというふうに思っているところで

ございます。 

 それから、この雇用の確保、人材育成という

ことにつきましては、本市は平成24年度から医

療、看護、介護等の多職種が集まりまして、定

期的に連絡会を開催しておりまして、また、職

種の理解と顔の見える関係を築くとともに、在

宅医療の事例検討等の研修や講演会、また、生

活支援における専門職の役割や機能について共

有するように努めているところでございます。

それらの集まりや、研修会等を通じて雇用の確

保につなげて、人材育成を図っており、今後も

地域包括ケアセンターを拠点にしまして、介護

職など、専門職の定着を図っていきたいという

ふうに考えているところです。 

○市長（尾脇雅弥）  幾つかございましたので、

まず、地域包括のことについてですね、まちづ

くりにつながるのではということでの御質問だ

ったと思いますけれども、基本的に同感でござ

います。これまで、大きく２つの理由があって

このことを進めてまいりました。１つは市民

ニーズであるということです。できるだけ住み

なれた家や地域で暮らし続けたいという市民の

声があるということが、まず一番。一方で、少

子高齢化、過疎化の中で財政的な課題もあって、

そこからスタートしたということでありますけ

れども、このことを地域包括ケアシステムを先

進的に取り組むことで結果的に研修も含め、い

ろんなまちづくりにつながっていくんだという

ふうに考えてスタートいたしました。医師会と

もいろいろ意見交換をする中で、まずはハード、

拠点が必要なんだということでございましたの

で、皆さんにもいろんなところにも研修に行っ

ていただきながら、拠点の整備を進めてきたわ

けですけれども、なかなか新設となりますと財

源の問題であり、あるいはその年数の問題等も

ありまして、なかなか厳しい状況にあったわけ

ですけれども、医師会のほうからコスモス苑の

有効活用という話がありまして、必要最低限の

目的には資するということで、そこからスター

トしてるのが現状でございます。一方でその地

域づくりに関しては、これまで企画を中心に地

域振興計画ということで、それぞれの10年後の

町をどうするのかと、当然その中には、高齢化

が進む中で、医療の問題、介護の問題もありま

すので、それぞれをしっかりと成熟をさせてい

って連携をしていくことによって、まちづくり

につながっていくというふうに思っているとこ

ろでございます。 

 それから、中之平のことに関しましては、前

向きに現場を見ながら検討していきたいという

ふうに思っております。 

 それから、不妊治療等のこれからということ

でありますけれども、今回、予算化をさせてい

ただいて、今、議会に提案をさせていただいて

いるわけですけれども、必ずしも先進的な取り

組みではございません。ほかの他市町村もやっ
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ておりますので、ただ、まちづくりの中で垂水

市の一番の課題である人口減少、特に、子育て

世代の人たちが少なくなっているという現状を

考えますと、この部分に力を入れていくと、広

い意味での子育て支援という中での施策でござ

いますので、今回はこのことを予算、審議をい

ただくわけですけれども、さらに、これで終わ

りということじゃなくて、子育て支援全般、教

育も含めて、しっかりと予算をつけて形にして

いかなければいけないと思っているところでご

ざいます。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  それでは、

先ほど商工会主催のイベント補助金について説

明をいたしましたが、ちょっと説明を補足させ

ていただきます。先ほど、申し上げました提案

する概算ベースでの内訳の一つといたしまして、

一番大きな額の予定は、夏祭りへの補助金でご

ざいます。現在、商工会青年部が中心となって

商店や地域の活性化を目標として、毎年、寄附

金で運営している状態でございますが、規模も

縮小傾向で、にぎわいに欠けるという意見も寄

せられていることもあり、また、大隅管内の３

市５町全てが、商工会運営補助金を目的とした

補助金や、花火大会等イベントに係る補助金を

予算化して支援されていることもあり、こちら

といたしましては、イベントの規模の大小にか

かわらず、来場者の安全安心を確保するため、

警備費用相当分を100万円という形で補助金に

より負担していただくよう計上したところでご

ざいます。 

 また、その他既存のイベントに加えて、新た

なイベントの開催もお願いしているところでご

ざいます。そこで、まず、同窓会支援でござい

ますが、特に若者を対象とした同窓会への支援

につきましては、同世代同士の交流を進めるこ

とで、出会いや、Ｕターン等の機会の創出につ

ながっていくなど、地域活性に向けた取り組み

であると感じているところでございます。 

 また、第二市民事業でございますが、先ほど、

議員言われた小布施町、行きは観光、帰りは町

民、それをコンセプトに町の将来の姿を知って

いただき、町へのかかわりを深めることで、地

方の町を第二の故郷にしてもらうという施策を

進め、交流人口の増加に向けて取り組んでいる

ようでございます。 

 議員が提案された２つの取り組みにつきまし

ては、今後、調査、研究を行い、商工会の新た

なイベントの開催もお願いしておりますので、

その１つとして実施可能かを提案するなど、今

後の方向性について検討してまいりたいと思い

ます。 

○土木課長（宮迫章二）  空き家解体撤去助成

事業についての２回目の御質問の、危険な空き

家を把握しているかということについてお答え

いたします。 

 空き家調査につきましては、平成24年度に職

員にお願いしまして、市内全域を空き家の調査

をしております。当時の空き家戸数であります

が、全部で1,061件、そのうちの廃屋が214件と

なっております。この空き家についての苦情が

あった場合は、所有者の確認をするために、近

隣への聞き取り、登記簿等や関係課との連携を

図り、調査をしまして、関係者がわかれば連絡

しておりますが、相続の問題や、県外にお住ま

いであるとか、なかなか解決されないのが現状

であります。 

 建物関係につきましては、これまで、４件ほ

どありまして、所有者や管理者に適切に管理し

ていただくようにお願いしましたところ、１件

については、解体していただきました。このよ

うに、空き家対策につきましては、いろいろな

問題があり、大変苦慮しているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○教育長（長濱重光）  ＩＣＴ機器導入と、小

中学生の視力低下問題に対する見解について、
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お答えいたします。 

 議員が御指摘されましたとおり、学校保健統

計調査によりますと、裸眼視力が1.0未満の小

学生の割合が、国で31.0％、県で31.8％、中学

生の割合が、国で54.1％、県で51.7％になった

との発表がなされたところでございます。本市

におきましては、小学生が23.6％、中学生が

47.3％となっており、国よりも小学生が7.4ポ

イント、中学生が6.8ポイント下回っておりま

す。この視力調査を開始いたしました37年前の

昭和54年と比較いたしますと、1.0未満の割合

は年々増加してきており、その要因の一つとし

て生活環境の変化やゲーム機、スマートフォン

等が影響していると言われております。そこで、

各学校では、ＩＣＴ機器の活用時だけではなく、

全ての学習において、先ほど、議員からも御指

摘がございましたとおり、学習中の姿勢全般に

ついて、指導を行っております。また、スマー

トフォンやゲーム機などメディアの使い方につ

いても、フィルタリングを設定することや、各

家庭の実態に応じながら、メディアと接する時

間を少なくする取り組みとして、メディアチャ

レンジの取り組みなど、市内全小中学校で統一

したルールつくりをして、指導を行っておりま

す。 

 ＩＣＴ機器の活用は、今日的な教育の重要な

課題であり、教育委員会といたしましては、情

報活用能力の育成を積極的に推進する必要があ

ると考えております。一方では、議員御指摘の

とおり、視力を初めとする子供の健康や安全に

ついても、十分配慮する必要があると考えてお

ります。 

 各学校におきまして、学校のみで指導するの

ではなく、昨年、市のＰＴＡ連絡協議会を中心

に、作成していただきました携帯スマホ、ゲー

ム機等の利用宣言、内容的には主なところは、

遊びなどで機器等利用させるときは、１日１時

間以内など、利用時間を決める。それから、午

後９時以降は、携帯スマホ、ゲーム機等の機器

を保護者が預かるなど、このような利用制限を

していただいておりますが、これらを十分に活

用するとともに、家庭学習の充実とメディアの

適切な活用について、家庭との連携を深めた取

り組みがなされるよう、今後とも指導してまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○池山節夫議員  もう、終わりますけど、在宅、

これはこれから国が在宅へというんでですね、

在宅が主流になっていくんだろうと思います。

ここに、在宅医療の意義は、生まれ育った土地

で生きていきたいという人の思いを助ける手段

だと。訪問診療、お医者さんが家庭まで行く、

その金額が１回8,330円、在宅医学総合管理料

というのが発生するみたいなんですけど、これ

が４万2,000円、１回行くと５万8,660円、在宅

に行くと。患者さんは１割負担だから5,870円

ということですね、３割負担だと１万7,600円。

私は、今回つくづく思ったんですけど、例えば

国民年金だけだったら、もう施設入れないです

よね、息子が負担しないと。大体その施設のベ

ッド料、食事料、そのほかにその施設で、例え

ばグループホームなり、小規模多機能なりやっ

たら、その介護料が要りますから。そうすると、

その総額を合わせると、大体１カ月９万円とか

10万円になりますよ。食事、ベッド代、まあ、

宿泊料みたいなもんですよね、そういうなると。

その中の介護の負担金ちゅうのが、大体３万円

ぐらいなんですよ。３万円負担するっちゅうこ

とは、１割負担だから、30万円かかってるちゅ

うことなんですね。介護保険からは、ま、27万

円がみんなの分が負担するということなんです。

だから、それも10万円を本人が負担できれば、

本人が入れる。でも、本人が国民年金だけだっ

たらまず入れませんよね。そうすると、息子、

娘みんなで協力して払うと。私が知ってる人で、

コスモス苑に、お母さんが101歳になったと、
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５人子供がいるけど、そのコスモス苑の分をみ

んなで月１万円づつ負担していると、我々も国

民年金なんだと、国民年金５万円の中から１万

円負担するとそらきついという話をされたんで

すよ。まだいい、これが、さっきから地域包括

ケアシステムをつくって、課長、さっきちょっ

と答弁漏れなんだけど、わからなければいいわ、

新しく地域包括ケアをあそこにつくると、その

ときに、今のあっちこっちにいる人を集めるだ

けなのか、それとも新しく雇用が相当発生する

のかちゅう質問したんですけど、それがわから

なければいいです、後で教えてもらえれば、答

弁できたらください。もうこれから先は、村山

議員の質問にもありましたけど、牛根の境はな

くなったとかありますけど、これ相当しっかり

しないと施設がもたないんですよ。施設も介護

報酬抑えられて、医療もなんだけど、施設がも

たない、施設がもたないっちゅうことは入ると

ころがないんですよね、なくなりますよ。今は

まだ、何とか待ってれば入れるけど、これあと

５年2025年問題がくるけど、そのときに、我々

はその年になるんだけど、さあ、ほんなら10万

円払えるけど入れるかっつったときに入れない

んじゃないかな、施設がなくて、そうすると、

もう在宅で、子供に見てもらうしかなくなるん

ですよ。金はあっても施設がない。在宅医療で

診てもらうしかない。そのときに、垂水の在宅

医療の現実が充実してればいいですよね。だけ

ど、なかなかお医者さんもいないし、さっきか

らあるように、看護師も不足してる、そんな中

で、例えば、息子、娘が、私は今回つくづく思

ったんだけど、動かせないですよ、ベッドから

車いすに、車いすからトイレの便器に、そのこ

とのな往復できませんよ、普通の人間じゃ。よ

っぽど介護なれしてないと。だから、この辺の

ことも相当危機感を持って、地域に一つずつ、

やはり、在宅の、在宅のっちゅうか、地域のそ

の介護のそういう施設が残るようにしていく、

それと在宅医療を、先生を見つけるのも大変だ

けど、その看護師、そういうのを今から、さっ

きから言うように、垂水モデルとなるぐらいの

力を入れてやっていかないと、あと10年したと

きの我々の老後は惨たんたるものになる。それ

は本当です。私は、今回のこの質問は、今回、

課長、その答弁があったら、まず教えてくださ

い。それだけでこの質問３回目を終わります。

わかるなら、わからなければいいです。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  新しく雇用が発

生するのかという御質問でございますが、まず、

ケアセンターのほうには、今、市のほうで考え

ているのが、今、保健福祉課にあります包括支

援センター、この職員も行きます。あと、介護

のほうの担当が数名、それから、包括支援セン

ターが、今、５名ほどおりますけど、これをも

っとふやしたいという方向でおります。あと今、

訪問看護のほうにつきましては、今、医師会と

協議中でありますけれども、これが、将来的に

実績がふえてきまして、最初は最低限の人数で

というふうに考えておりますけれども、これが

在宅医療が充実してまいりますと、また、雇用

のほうもふえるだろうというふうに考えており

ます。今は、そういったところで考えていると

ころでございます。 

 以上です。 

○池山節夫議員  終わりますけどね、水産商工

観光課長、同窓会、ほんでこの第二町民、第二

市民の制度、これあの、商工会とよく話をして

ですよ、できるだけ実現の方向へ向けて、頑張

ってください。 

 私の質問を終わります。 

○議長（池之上誠）  本日は、以上で終了いた

します。 

   △日程報告 

○議長（池之上誠）  次は、明日午前９時30分

から本会議を開き、総括質疑及び一般質問を続

行いたします。 



－102－ 

   △散  会 

○議長（池之上誠）  本日はこれをもちまして

散会いたします。 

     午後４時53分散会 
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平成28年２月26日午前９時30分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（池之上誠）  定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから本日の会議を開きま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △平成28年度施政方針並びに各会計予算

案に対する総括質疑・一般質問 

○議長（池之上誠）  日程第１、昨日に引き続

き、平成28年度施政方針並びに各会計予算案に

対する総括質疑及び一般質問を続行いたします。 

 それでは、通告に従って順次質問を許可いた

します。 

 最初に、11番、森正勝議員の質疑及び質問を

許可いたします。 

   ［森 正勝議員登壇］ 

○森 正勝議員  皆さん、おはようございます。 

 まず初めに、ことし３月に退職予定の礒脇議

会事務局長ほか９名の皆さん、長い間御苦労様

でした。心からねぎらいの言葉を申し上げます。 

 さて、最近発売の石原慎太郎著「天才」とい

う本の中で、田中角栄氏について、「私たちは、

今、現代という現実の歴史の中にその身を置い

ている。その現代という私たちにとって身近な

歴史的現実が、アメリカという外国の策略で田

中角栄という未曾有の天才を否定し葬ることで

改ざんされることは、絶対に許されるものでは

ありはしない。ロッキード裁判という日本の司

法をゆがめた虚構を知りつつ、それに加担した

当時の三木総理やトライスターなどという事例

よりもはるかに大きな事件の山だった対潜哨戒

機Ｐ３Ｃを無視して逆指揮権を発動し、それに

なびいた司法関係の責任者たちこそが売国の汚

名のもとに避難、糾弾されるべきだったに違い

ない」と述べておられます。なるほどそうだっ

たのかと納得する次第でした。 

 それでは、早速質問に入ります。 

 １つ目は、１月26日の断水についてでござい

ますが、急激な温度変化による断水の原因と対

策について説明をお願いいたします。 

 ２つ目は、施政方針の中の土木行政について

でございますけれども、空き家解体事業につい

て予算等どのような事情かをお聞きするつもり

でしたけれども、きのう、池山議員が質問され

ましたので、これについては割愛し、非常に危

険な家屋の場合に市側で強制撤去できるのかど

うかをお聞きいたします。 

 ３つ目は、牛根地区の病院問題についてでご

ざいます。昨年１月に牛根中央クリニックが閉

院となり、現在、たじつ牛根医院が金、土曜日

に開院されております。現況と今後の対策につ

いて見解をお願いいたします。 

 これで１回目の質問を終わります。 

○水道課長（北迫一信）  おはようございます。 

 森議員の急激な気温変化による断水の原因と

対策についてお答えいたします。 

 今回の断水の原因につきましては、強い寒波

の影響により200件を超す家庭の給水管の凍結、

破裂が一挙に起きたことにより、老朽化してい

た配水管にも影響を及ぼし、漏水が発生したの

ではないかと考えています。 

 また、これまでの漏水と違い、路上に吹き上

がるものではなく、地中から道路側溝に流れる

ものであったため、その漏水箇所の特定に時間

を要しました。市民の皆様には大変御迷惑をお

かけいたしました。 

 今回の漏水箇所は本町の交差点でした。ふだ

んほとんど水が流れていない側溝に大量の水が

流れていると、別件で現地調査していた市職員

の通報により漏水箇所が判明いたしました。早

速、職員が現場に急行し、業者と連携し、復旧

作業を行いました。翌朝６時には断水は復旧い

たしました。なお引き続き、ほかに漏水箇所は
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ないか深夜まで行いましたが、ほかには確認さ

れませんで、原因箇所は本町交差点と確定され

ました。 

 今後の対策といたしまして、今回の経験を生

かし、情報収集、広報活動、応急給水活動及び

早期復旧に努めてまいります。 

○土木課長（宮迫章二）  危険な空き家を行政

で取り壊せないのかとの御質問でございますが、

この空き家問題につきましては、以前から感王

寺議員より御質問をいただき、お答えしている

問題であります。 

 特措法に基づく特定空き家の措置につきまし

ては、所有者に対して除去、修繕、立竹木の伐

採、その他周辺の生活環境の保全を図るため、

必要な措置をとるように助言または指導、勧告

及び命令することができるとともに、その命令

を履行しないときには、行政代執行法の定める

ところに従い、みずから実施することができる

となっております。 

 今回の空き家解体事業につきまして、内容に

つきましては、先ほど池山議員にお答えしまし

たが、この事業の目的は、現在、全国的にも社

会問題となっております空き家対策について、

本市でも所有者を探し連絡するなど、対応はし

てるところでありますが、根本的な対策はとれ

ていないところです。 

 そのため、今後、危険空き家をふやさないた

めにも、危険空き家に限らず、空き家の解体、

撤去をみずからされる場合に、それに係る経費

の一部を積極的に助成するものでございます。 

 これにより景観及び住環境の向上並びに安心

安全の確保が図られ、さらに地元の登録業者が

行うことにより、地域の活性化も図れるものと

考えております。 

 以上でございます。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  おはようござい

ます。 

 森議員の牛根地区の病院問題についての御質

問にお答えいたします。 

 平成26年10月に牛根中央クリニックの有川先

生が病気療養に入られ、翌年の１月まで医師会

のほうで診察の協力を行い、その後、閉院とな

っております。 

 また、牛根境のたじつ牛根医院は診療日を減

らされており、金曜日と土曜日の２日間で通常

どおりの診察をされております。 

 ここ１年間で牛根地区の医療体制が変化した

ことにより、市内、市外の病院を含む４医療機

関では、従来の送迎を境地区まで延長している

ところもあります。また、境地区では、霧島市

から在宅医療に来ているところもございます。

各医療機関は、月曜日から土曜日まで、あるい

は土曜、日曜、休日を除く毎日、午前、午後の

１日２回の送迎や必要に応じての送迎をされて

おり、それぞれ形態は違いますが、１回あたり

５人から６人の方が利用されているようであり

ます。 

 今後の対策としましては、まずは牛根境の医

院の利用や各医療機関の送迎バスを利用してい

ただくことでありますが、牛根地区の新たな開

院となりますと、医師の確保や経営上の問題な

どをクリアしなければならない課題が多いと言

えます。 

 以上でございます。 

○森 正勝議員  一問一答方式で質問いたしま

す。 

 断水につきましては、翌朝６時には復旧した

ということで、自衛隊の皆さんも来られたんで

すけれども、余り自衛隊の活動、給水には活動

されましたけれども、自衛隊に頼らなかったと

いうことで理解したいと思います。水道課の皆

さん、大変御苦労さまでした。 

 再発防止についてはどのように考えるのか、

ちょっと少し詳しく教えて教えていただきたい

と思います。 

○水道課長（北迫一信）  ２回目の再発防止と
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対策についてお答えいたします。 

 かねてから実施しております施設等の毎週点

検に加え、バルブ、消火栓、空気弁等の一日点

検を行い、障害、故障に対しましては、修理ま

たは改良を行ってまいります。 

 また、宅地内漏水防止対策といたしましては、

広報により、地上に露出した水道管には凍結防

止カバーの設置を呼びかけてまいります。 

 以上でございます。 

○森 正勝議員  凍結したということで、凍結

防止のカバーをつけるということでございます。

伊佐市あたりもやはり凍結して、凍結防止カ

バーが足りなかったというようなことを聞いて

おります。今後も十分注意していただきたいと

いうふうに思っております。 

 現在、水道工事をされてる専門業者は何社あ

って、緊急時にその方たちの対応が、応援がも

らえるのかどうか、その辺のところをお聞きし

たいんですが。 

○水道課長（北迫一信）  ３回目の現在、専門

業者は何社あって、緊急時は対応できるのかに

ついてお答えいたします。 

 市内には、管工事組合10社を含め、21の水道

工事指定業者がございます。今回も宅地内漏水

の修繕に御協力をいただきましたので、今後も、

引き続き修繕の応援体制をお願いしてまいりた

いと考えております。 

○森 正勝議員  宅地内の漏水の応援をいただ

いているようでございます。今後も、業者の皆

さんにもよろしく御協力もらえるように御指導

いただきたいというふうに思っております。 

 関連ということでお聞きしますけれども、二

川地区の場合は、集落水道が四、五カ所漏水が

ございました。ほかの集落水道の漏水はなかっ

たのか、関連ということでお聞きします。 

○水道課長（北迫一信）  ４回目の二川地区に

おいて集落水道の宅地内漏水が発生したが、他

の地区において発生の報告がなかったかについ

てお答えいたします。 

 集落水道につきましては生活環境課の所管で

ございますが、関連ということで私のほうから

答弁をさせていただきます。 

 生活環境課に問い合わせましたところ、７件

の宅地内漏水が発生したと報告を受けておりま

す。 

 以上でございます。 

○森 正勝議員  漏水があったということで、

集落水道も露出してる部分が多いもんですから、

どうしてもそういった急激な気温の変化という

ようなことで亀裂が入ったり、パイプが外れた

りするということがございます。十分我々も注

意してやっていきたいというふうに思っており

ます。 

 それから、空き家についてでございますけれ

ども、特定空き家等に認定されますと、所有者

に対して環境の保全を図るため、必要な措置を

とるように助言または指導、勧告及び命令する

ことができるとともに、その命令を履行しない

ときは、行政代執行法の定めるところに従い、

みずから実施することができるというふうにな

っとるようでございますけれども、現実はそこ

まではなかなか到達しないんじゃないかと思う

んですが、その辺のところの考えを、課長、よ

ろしくお願いします。 

○土木課長（宮迫章二）  行政代執行による取

り壊しは難しいのではないのかという質問にお

答えいたします。 

 特措法では、所有者が命令に応じない場合に

は、行政代執行による強制解体や撤去が可能に

なったということを先ほども答弁いたしました。

この行政代執行に関する記事が、今月22日の新

聞に「強制解体、もろ刃の剣」、片側に「公費

にツケ」の見出しで掲載されておりました。 

 その内容は、「空き家問題の解決には、所有

者との協議が欠かせないが、所有者にたどり着

くのは容易でない。所有者がわかっても、勧告
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の末に所有者負担で撤去に至ったケースは少な

く、たび重なる要請にも返事がなかったり、所

有者が所在不明だったりして解決の糸口が見え

ない。代執行という強硬手段が、かえって代執

行で緊急避難的に危険を除去できる反面、費用

負担や空き家管理が行政任せとなることを危ぶ

む声もある」となっておりました。 

 このように行政代執行については、所有者が

負う費用を市が肩がわりすることになり、その

費用の回収が困難になるおそれもありますので、

慎重に対応していかなければならない問題だと

考えております。 

 以上でございます。 

○森 正勝議員  空き家解体事業につきまして

は、後ほど感王寺議員も質問されますので、私

のほうはもうこのぐらいで質問を終わりたいと

思います。 

 病院問題でございますけれども、私は、牛根

中央クリニックを垂水中央病院の分院として活

用できないかというふうに考えてるんですが、

そこらはどのように考えておられるのかお聞き

いたします。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  垂水中央病院の

分院として機能できないかとの御質問でござい

ますが、議員御承知のとおり全国的に医師不足

が深刻化しております。原因は、平成16年度に

始まった臨床研修医制度により、大学病院を研

修先に選ぶ若手医師の減少傾向が続き、これま

で地域医療を支えてきた大学病院からの派遣医

師の絶対数が不足していることにあります。 

 また、診療科の偏在も顕著となっており、特

に地方の産科医師の不足は深刻な問題であり、

大隅地域４市５町では、共同して民間産科医師

に対する補助金交付を決定したところでござい

ます。 

 垂水中央病院におきましても、整形外科の常

勤医師不在が続くなど医師不足は深刻な問題で

あり、全国の例に漏れず、大学病院からの医師

派遣により何とか医療体制を維持しているとこ

ろでありまして、このような中、新たに分院と

いう機能を持つということは容易ではないと考

えております。 

○森 正勝議員  医者も足りないということで、

なかなか難しいという実情はわかるんですけれ

ども、牛根にとりましては、病院がなくなると

いうことは、住民の方々にとりましても非常に

不安材料でございます。今、バスを走らせて何

とか対応しているわけでございますけれども、

ぜひ、分院化できないかということをもう少し

検討していただきたいというふうに思います。 

 それから、３回目になりますけれども、私、

９月議会で、牛根中学校跡地を特別養護老人

ホームにできないかということを質問したんで

すけれども、きょうは牛根中央クリニックを市

が買い取って、分院としての機能ができないの

であれば、特別養護老人ホームにでもして機能

させて、包括システムの中心に、特別養護老人

ホームを中心にして包括支援ができればという

ふうに考えるんですけれども、中央クリニック

を買い取って特別養護老人ホームというような

形にできないかお聞きいたします。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  牛根中央クリニ

ックを市が買い取って、特別養護老人ホームと

して機能させることができないかとの御質問で

ございますが、市では介護保険法による施設整

備においては、平成17年度の介護保険法改正に

伴う地域包括ケアシステム構想の一部として、

４つの日常生活圏域を設定し、大規模な施設で

はなく、小規模で地域に密着した地域密着型

サービス事業所計画を進め、介護保険料への負

担も考慮し、持続可能な安定的な経営をしてま

いりました。 

 今後の施設計画については、各地域で人口減

少が進む中、地域が疲弊し、支える人がいなく

なっていることも事実で、市民へのニーズ調査、

懇話会等や介護保険運営協議会等での十分な議
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論が必要とされてまいります。人口減と施設経

営の見通し、市民への新たな介護保険料の負担

など、さまざまな課題を整理し、住みなれた牛

根地区で暮らし続けられる体制を構築してまい

りたいと考えております。 

○森 正勝議員  非常に厳しい状況にあること

はわかるんですけれども、市長にお伺いします。 

 私は、やはり包括システムの中心に特別養護

老人ホームでもできれば、据えればいいんじゃ

ないかというふうに思ってますし、牛根にとり

ましても、特別養護老人ホームはどうしても必

要な施設ではないかというふうに考えておりま

す。市長のお考えをお聞きします。 

○市長（尾脇雅弥）  きのう、村山議員からも

関連するような質問がございました。今、幾つ

か提案があったわけですけれども、中央病院の

分院あるいは老人ホーム的なものをということ

でしたけれども、今、現状については、担当課

長が申し上げたような状況なんですけれども、

牛根地区の医療、介護、福祉という状況を考え

ますと、やはり心配されるお気持ちは十分わか

ります。何らかの手だてを講じていかなければ

いけないということも、そのとおりであると思

いますので、今いただいたような御提案を参考

にしながら、地域包括ケアという一つの大きな

流れの中で、牛根のあり方っていうのを再度ち

ょっと構築をしてやってくということが必要な

ことだと思いますので、十分検討させていただ

きたいというふうに思っております。 

○森 正勝議員  やっていただきたいと思いま

す。これで終わります。 

○議長（池之上誠）  次に、６番、堀添國尚議

員の質疑及び質問を許可いたします。 

    ［堀添國尚議員登壇］ 

○堀添國尚議員  ことしの正月は桜島の降灰も

なく、久しぶりにきれいな正月でしたが、１月

25日は大雪となり、牛根地区の露地栽培のビワ

は全滅となりました。ビワ栽培だけで生活して

いる農家はほとんどなくなりましたが、高齢に

なっても御近所とのビワのできぐあいの会話、

都会で暮らす子供や親戚に、１年に１回ふるさ

との自慢の香りを送り届け、牛根を懐かしく思

い出させる、長い歴史のある牛根を代表する特

産でもあります。今期の収入はゼロ、それに加

えて肥料や資材の代金の支払いもあり、大きな

痛手となっています。対策も始まっているよう

ですが、市長を先頭に関係課は細かな温かい支

援をしていただきますようお願いいたします。 

 また、営農指導も大事です。下を向いてめそ

めそしていても始まりません。来期に備えなけ

ればなりません。ビワに限って言えば、今まで

の私の経験から言えることは、ことしは思い切

って房ごと切り落とし、新しい丈夫な芽を育て、

ことしの花芽につなげるほうがよいと思います。

担当者も牛根全体のビワ農家にこの指導を採用

することは勇気の要ることですが、霜の害を受

けたビワの種は黒くなってもう成長しません。

皮はまだ生きていてしばらくは成長します。こ

の皮を成長させる栄養をとめる必要があります。

めったに経験しないことですが、私のビワ園も

ありますので利用されてもよいと思っています。 

 最近、柊原で火災が発生し、お二人が亡くな

られました。本当にかわいそうで悲しく思いま

す。お二人の御冥福を念じつつ質問に入りたい

と思います。 

 それでは、ただいま議長の許可をいただきま

したので、さきに通告しておきました案件につ

いて一括方式で質問いたします。できるだけ簡

潔でわかりやすい答弁をお願いいたします。 

 まず最初に、桜島と活火山の災害対策につい

て伺います。３カ月近くも静かだった桜島が、

２月６日、沈黙を破って112日ぶりに噴火しま

した。その日、あたかも示し合わせたかのよう

に鹿児島の与次郎のみなみホールにて、京都大

学、井口正人先生の鹿児島防災シンポジウム、

「火山災害避難とその後」という講演を聞きに
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行きました。その中で特に印象に残ったのが、

桜島が噴火するのだろうか、しないのだろうか

というのではなく、必ずするんだということ。

観測体制が充実してきており、ほぼ予知ができ

るということ。災害対策はよそに起こった火山

の噴火を参考にしたらよいということ。避難後、

長期間家には戻れないということが印象に残り

ました。 

 そこで、お尋ねします。現在の避難訓練から

推測すると、避難後の対策、考え方が余りよく

わからない、そこら辺をお伺いいたします。 

 もう一点は、福山の沖合にある海底火山、た

ぎりの状況と、もしも爆発、陥没したら、牛根

や漁業はもとより、住民の生命にかかわる甚大

な被害を想像するが、この対策についてどのよ

うな考え方でおられるのか教えてください。 

 ２点目ですが、中学校は一つに統合されまし

たが、経済効果はどの程度あったのか。また、

牛根３小学校の27年度の当初予算額でどれぐら

いだったか、区分できる費目でいいですから教

えてください。また、せっかくですので、統合

後の中央中の様子をお話いただけたらと思いま

す。 

 ３点目、スポーツイベントの開催についてで

すが、以前、年数回もあってにぎやかな面があ

りました。今はゼロになりましたが、健康づく

りや交流人口の増加の手段として再開に取り組

んだらと思うが、お考えをお聞かせください。 

 ４点目ですが、市の主な市道、農道、旧鉄道

跡地、林道の整備計画についてですが、今まで

身近で大切な問題として、多くの議員の皆さん

から要望や訴えがありました。今もそれが続い

ています。牛根から新城まで市内全般にわたり、

所管する関係課の今年度の取り組みをお聞かせ

ください。 

 これで１回目の質問を終わります。よろしく

お願いいたします。 

○総務課長（中谷大潤）  堀添議員の御質問に

お答えします。 

 内閣府の中央防災会議、災害教訓の検証に関

する専門調査会による桜島大正大噴火の報告書

の中で、牛根村の噴火時の経過におきまして、

大隅地域では降灰が全域に及び、特に牛根方面

で激しくて、村役場と松ヶ崎港のほか、民家22

戸が倒壊し、農作物にも壊滅的な被害を出した。

降灰の厚さは牛根麓では15センチメートル以上

に達したとの記録が残っております。 

 それを踏まえまして、桜島の噴火に関する体

制につきましては、地震計や望遠カメラ等の観

測設備が整備されて、関係機関からのデータ提

供を受けて、24時間体制で火山活動は常時監視、

観測されております。そういった日本でも最先

端、国内でも最先端の監視、観測体制が整備さ

れておる桜島ではございますが、先ほど堀添議

員がおっしゃられたとおり、京都大学の井口教

授によりますと、大正噴火級の大噴火であれば、

１日から数日前までには必ずわかると明言され

ております。マグマの蓄積がどれくらい進行す

れば噴火に至るのかという時期と規模の予知が、

現段階ではできていないという問題があります

が、大正大噴火時と比べて火山観測網の整備は

格段に進歩し、人的増量配置、技術面、能力的

なレベルもはるかに向上しておりますので、噴

火の予兆は確実に捉えられるものと思っており

ます。 

 また、長期化が予想される場合の避難所につ

きましては、地域防災計画において策定はして

いますが、実際は想定どおりの対応は困難であ

ろうと思っていますが、建設業組合や商工会な

どとの各種の災害協定を活用しまして、避難生

活の環境を良好に保つように努めてまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○教育総務課長（保久上光昭）  それでは、堀

添議員の御質問にお答えをいたします。中学校

統合による経済効果とのことでございますが、
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市の財政効果ということでお答えいたしたいと

思います。 

 平成22年４月に牛根中学校、協和中学校、垂

水中学校、垂水南中学校の４中学校が統合し、

垂水中央中学校が開校いたしましたが、その統

合前後の平成21年度及び22年度決算に基づき、

施設整備費を除く費目についてお答えをいたし

ます。 

 中学校の管理運営に要する経費でございます。

中学校管理費が約3,838万円から約1,909万円に

約1,929万円減額となり、また教育の振興、充

実に要する経費の教育振興費は、約1,683万円

から約1,389万円に約294万円の減額となってお

ります。一方、遠距離となる旧垂水中学校以外

の生徒の通学手段を確保するために、スクール

バスの運行を開始することとなりましたことか

ら、約1,898万円の新たな経費が発生しており

ます。これらを勘案しますと、平成21年度決算

額、約5,521万円の5.9％に当たる約325万円が

減額となっております。 

 続きまして、牛根地区３小学校の学校予算額

についてお答えいたします。平成27年度当初予

算における牛根地区３小学校分の施設整備費等

を除き、市費職員の人件費や学校配当予算等に

基づき算出いたしました費目についてお答えを

いたします。学校の管理運営に要する経費でご

ざいます小学校管理費と教育の振興充実に要す

る経費の教育振興費を合わせまして、約1,740

万円となっております。 

 以上でございます。 

○学校教育課長（下江嘉誉）  統合後の垂水中

央中学校の状況についてお答えいたします。 

 平成22年４月に市内４中学校が統合され、垂

水中央中学校は、各学年４学級編制でスタート

いたしました。平成27年度においても３学級編

制で、一定規模の中学校として教育活動を行っ

ております。 

 中学校の時期は、思春期から青年期に向かう

時期であり、一人の人間として自我が大きく成

長し、目覚ましい発達が見られる時期でござい

ます。このような中学生の発達段階を考えまし

たときに、一定の生徒数がある中で学級編制を

毎年実施できますことは、学習意欲や学習成果

を向上させること、多くの生徒と交流すること

ができること、生徒の希望に応える部活動数が

開設できることなど、大きな効果があるものと

考えております。 

 統合後の垂水中央中学校について、生徒が落

ちついた生活態度でありますことは、市民の皆

様方も御理解いただいているとおりでございま

すが、そのような中で教育活動が展開され、学

力向上も図られつつあるものと理解しておりま

す。 

 また、部活動につきましても、地区や県大会

及び九州大会で活躍するなどの成果を上げてい

るところであります。 

 以上のようなことから、垂水中央中学校の統

合における教育的効果はあるものと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○社会教育課長（森山博之）  堀添議員のス

ポーツイベントの開催についての御質問にお答

えをいたします。 

 議員御指摘のとおり、本市には、以前、成人

の日のマラソン大会並びに白山マラソン大会、

高峠ジョギング大会等、市内外から多くの方々

が参加をいたしますスポーツイベントが開催を

されておりましたが、現在は実施されておりま

せん。その原因といたしましては、参加者の減

少に加えまして、諸般の事情によりこれらのイ

ベントが廃止をされております。 

 しかしながら、議員仰せのことにつきまして

は、活力ある社会づくりや交流人口の増加につ

ながる手段としてのスポーツイベント開催の可

能性について、今後、関係課と連携を図り、模

索してまいりたいと考えております。 
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 以上でございます。 

○土木課長（宮迫章二）  平成28年度予算に計

上している市道の整備計画について、土木課で

お答えいたします。 

 まず、松尾線でございますが、松尾ブロイ

ラー付近の側溝の側壁が倒れて、舗装面も傷ん

でおり、整備をしてほしいとの要望が振興会よ

りございましたので、新年度予算に計上してお

ります。 

 次に、高野線でございますが、ハマダブロイ

ラー前から高野集落内を通る高野２号線との接

点部分の約900メートルにつきまして、平成27

年度から年次的に舗装工事を実施する計画でご

ざいまして、平成27年度分は施工中で、平成28

年度も計上しております。 

 岳野線につきましては、特に舗装整備の要望

が強かった約700メートルにつきまして、平成

25年度に舗装工事を実施しました。平成28年度

の当初予算には計上しておりませんが、そこか

ら集落までの間も舗装が傷んでいるため、振興

会長さんからの要望も受けておりますので、当

面は穴ぼこの補修はしていきますが、舗装整備

につきましては今後計画する必要があるのでは

と思っているところでございます。そのほかに

も振興会からの要望がございました維持工事を

９カ所、社会資本整備総合交付金事業で２路線

の改修工事を計上しております。 

 それと、橋梁長寿命化計画に伴う橋梁補修工

事を上市木橋の上部工仮設工事のほか、４橋を

計上しております。 

 また、道路改良工事につきましては、平成27

年度に引き続き、内ノ野線と元垂水原田線を社

会資本整備総合交付金事業で道路整備を図って

まいります。そのほかにも交通安全対策費で

ガードレールやカーブミラーの設置をする計画

であります。 

 その他の主要道路につきましても、維持管理

委託費や重機借り上げ料を計上し、路面の補修

や除草作業を行うなどしっかりとした維持管理

に努め、市民の皆様に安全で快適な通行をして

いただきますよう努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 このように平成28年度予算は、市長の２期目

の施政方針で、目に見える成果を出せるように

意識して取り組むと言われており、また積極的

な予算計上の指示を強く受けており、その結果、

平成27年度は骨格予算ではありましたが、土木

費は前年度比182.7％、６億2,047万8,000円の

増となっております。 

 以上でございます。 

○農林課長（川畑千歳）  農道、林道の維持管

理計画について、答弁をさせていただきます。 

 農道や林道の維持管理につきましては、これ

まで予算の範囲内において事業効果や緊急性を

考慮しながら、委託料や重機借り上げ料、原材

料費で実施してきております。土木課の環境整

備班で対応していただいたり、農林課職員が作

業する場合もございました。また、中山間地域

等直接支払交付金や多面的機能支払交付金を有

効に活用して、地域の方々が取り組んでおられ

る場合もございます。 

 平成28年度も農道や林道の機能が十分に発揮

できるよう、また現地の状況や市民の皆様の要

望の把握に努め、事業効果や緊急性を考慮する

とともに整備の手法等も工夫しながら維持管理

と整備に努めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○堀添國尚議員  今、桜島の、この活火山のこ

とで、総務課長は何か15センチとおっしゃいま

したけど、私の聞き違いかもしれないけど、こ

んなものじゃなかったと思いますよ。 

 だから、いろいろ担当者としてはいろんな情

報を集めて対策を考えていらっしゃると思うん

ですけど、今のこの防災訓練を見ていると、何

かままごとみたいなふうに私は思うんです。実

際に安永のときの爆発の状況とか、垂水市史に
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ある牛根編のこの内容を見てみるとですね。 

 予知はほとんど、この桜島の性格からいくと、

ほとんど予知ができるんじゃないかということ

は専門家のほうでもおっしゃっていますので、

そのことは１日もありゃ命がつなぎとめられる

んじゃないかと思うんです。 

 だけど、そのとき、まあ、安永のときは1

メートル80センチと書いてあります。大正の場

合は、牛根麓の人が尋常高等小学校、今の牛根

中学校です。あそこから帰るときに辺田あたり

で、もうそういう火山灰とか、れきが激しくな

って親戚の家に泊まったと、そして明くる朝お

父さんが迎えに来たけど戸をあけられない、麦

わら家ですから、勾配が強いですから。だから

降った灰が屋根にとまらないで下にずり落ちる

わけです。中から外に出られないもんだから、

屋根の、その麦わら家をくり抜いてそこから出

たというようなふうに資料としては載っていま

す。だから、これはもうほとんど現実だと思う

んですね。 

 だから、そういう大正級の爆発が起こったと

きに、今の時期で言えば、牛根あたりが大きな

被害を受ける、季節によっては海のほうへ行く

こともあるかもしれないけど、だけど最悪の場

合を考えて私たちもそういう対策なりをしてい

く必要があると思うから。 

 そうなった場合に、あのシンポジウムの中で、

災害はやっぱりよそで起こったことを参考にし

なさいというようなことも話されましたし、そ

ういうことを考えていくと、まだ記憶に新しい

んですが、口永良部の場合も、相当期間、家に

は帰れなかったですね。 

 そうすると、逃げることはできるけど、１

メーターも１メーター50センチも、そういうれ

きや火山灰がたまったときに、積もったとき、

国道は重機で通行できるようにするにしても、

いろいろな電気とか水道とか、そういうものが

復旧するということは、かなりの時間がかかる

と思うんです。 

 そこで、私がお尋ねしたかったのは、学者の

おっしゃるには、もうそんな遠くない時期にこ

ういうことが起こるというようなお話ですので。 

 だから、家に帰れるというのは、相当期間の

時間が必要になると思うし、また昔みたいに、

田んぼや畑が命をつなぐものであれば、田んぼ

や畑の復旧にもエネルギーが出ますけど、もう

今は農業に対しては後ろ向きの状態です。 

 そうすると、家に帰って、畑や田んぼの泥を、

昔は、大正のときは、自分たちでやったんです

から、それはもう榎木十吉さんという方が106

歳まで生きられて、当時17歳でいろんなボラン

ティア活動もしてらっしゃいますので、その方

からじかに聞いた話ですので、これは真実だと

思うんですが。雨の降る日もたいまつを照らし

て復旧作業に当たったというようなことですが、

現在は高齢化も進み、そういう体力もない中で、

そういうことはもうあり得ない。だから、県・

国、そういうものが腰を上げるまでは集落は復

旧されない。 

 だから、その期間の長さがあると思うんです

が、そこらあたりが現実的にどういうふうにし

ていったらいいのかなと思ったりする中で、こ

の前のシンポジウムに参加した中では、アン

ケートをその出席者に対してとられました。起

こった場合どうするか、自分で逃げるか、逃げ

る場所はあるかとか、移動するのは何かとか、

そういう調査があって、ここにもその資料もあ

りますので、そういうことを調べながら、住民

の誰と誰が牛根の麓に住んでるという状況もわ

かるわけです。そういう人たちの把握をするた

めにも、そういうことは必要になるんじゃない

かと、このように思います。 

 だから、この問題は、避難とその後について

は、今までこの議会の中でもあまり出なかった

というふうに思ってるんです。だから、急な質

問ですので、課長のほうでも現実的な対応とい
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うものについては、書物の上ではあるかもしれ

ないけど、そこが私たちを納得させるようなも

のにはなっていなんじゃないかと、このように

思いますので、今後、こういう垂水市史に書い

てあることや、安永のときの爆発の状況も、垂

水の伊地知何とかという人も、この資料を提供

されていらっしゃいますので、そこらあたりを

熟読されて、今後の対策に参考にしていただい

て、安心できるような避難ができるように考え

ていただきたい。そこらあたりをまたお考えを、

取り組みとしてお話しいただけたらと思います。 

 スポーツイベントの開催についてですが、社

会教育課長から前向きなお話を伺いました。課

長のほうで白山マラソンとおっしゃったような

気がするんですが、私たちはこれに参加してお

ったんで、白山駅伝のような気がするんですけ

ど。 

 で、開催されるに向けて、開催される、昔の

ジョギング大会なるものを参考にされると思う

んですが、やはり白山駅伝の場合は、女男河原、

あの日に同時にやりよったわけです。 

 そうすると、女男河原というのは、男と女の

出会いのお祭り的な催しであったわけですから、

そこを考えると、アイデアをちょっと一ひねり

すれば、今、婚活も騒がれているし、そういう

ことへの行政のお力も注がれていると思うんで

す。 

 だから、そういうことも参考にしながら、隣

の町では、３月20日にあるジョギング大会を、

もう１カ月ぐらい前から、南九州新聞に宣伝し

てやっておりますので、そういうふうに早めに

対応をしながら、とにかく垂水が静かで沈んで

おってはいけないと思うので、そういう面でも、

垂水がにぎやかな垂水をつくっていかなきゃな

らないから、ぜひ、前は４つか５つあったはず

です。これがもう全然なくなったということで、

ぜひ、すぐにということにはいけないかもしれ

ないけど、やはり関係課と協議をしながら頑張

っていただきたい。 

 それと、そういうことをやっていくとなると、

実行委員会なるものをつくられて、全庁的にそ

のことを取り組まれると思うんですが、そうな

った場合に、やはりそれに花を添えるアイデア

が大事だと思いますが、垂水市の、なお宣伝す

るチャンスでもあると思いますが、その大きな

役割を果たすのが、水産商工観光課だと思いま

すが、課長の考え、思いをお聞かせいただきた

いと思います。 

 ４点目ですが、今、課長のほうから、予算も

大分ついて市長の決意のほどが伺われるという

ような御答弁がありました。ちょっと具体的に

質問します。牛根の松尾の件ですが、あそこは

ブロイラー農家があって、年間120万羽の出荷

をされていらっしゃいます。市税としても、約

300万ぐらい納税されていらっしゃると思うん

ですが。そこが出荷したり飼料を持ち込むとき

に、大型車が入れないということで、市道の曲

がり角の立ち木や、そういう広くしてくれとい

うような要望等があったりして、御本人を、市

長のところにもお会いして、その訴えをしたこ

とがありました。 

 そのことは、いろいろ事情があって、市役所

のほうでもできなかったのだろうとは思うんで

すけど、そのブロイラー農家は、その問題の土

地を自分たちで所有して、そして、その土地を

寄附しますから市道を広げてくださいというよ

うなお願いだったわけですよね。私は、市民と

しては最高の譲歩だと思います。買ってまでや

るわけだから、広げてくれと。むしろ、そうい

うふうにこの厳しい時代に、産業として堂々と

やっていらっしゃるわけですから。 

 それにはやっぱり、市が自発的に、そのこと

についてはやはり前向きに取り組むべきだと、

こういう考えが、私はあるわけです。皆さんの

考えとは違うかもしれんけど。 

 だから、そういう点とか、高野で言えば、あ
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そこもブロイラーの農家は１軒と、それと採卵

系の、ブロイラーのひよこ用の採卵系が４軒あ

ります。その方々の話を聞くと、もう借金も返

して跡継ぎも出て、非常にこれから先が楽しみ

なんだというような話を聞きます。 

 その人たちが、今、ネックになっているのが、

あの高野の従来の市道を通るには狭くて、側溝

を踏み破ったりするから。それと、卵は揺らす

とふ化率が低くなるんです。だから、あの上の

林道のところを整備して、通行をしやすいよう

にしてくれないかというような、そういうこと

も、その方々をお連れして、市長にもお会いし

てお願いしました経緯があります。 

 岳野の場合は、農林課のほうでもいろいろと

その中山間事業を活用して取り組んでいらっし

ゃるところもあるかもしれないけど、岳野を維

持していくためには、あの周回道路をきれいに

せんな、中身をいじくって、その地域の人たち

が要望だけしておっては、岳野はもう消滅部落

になっていくと、私はこう思うんです。 

 だから、あと二、三百メートルだから、この

周回道路が、あの杉林のところは、ちょっと手

狭になったり、あそこの人家はもう３軒なくな

りました。だから、その人たち、あるいは子ど

もさんたちが帰ってくるには、道路だけはきち

んとしておかなければいけないんじゃないかと、

こういう思いがあって今までお願いもしてきた

わけです。 

 だから、そこらあたりを、その予算はたくさ

んついたと言いますけど、私が今までずっとそ

のことを訴えてきたことに対して、細かな質問

かもしれないけど、そこをどうされるのか、そ

こはお尋ねします。 

 それと、桜島口から冷蔵庫団地を通って、国

が市道に格下げしたあの道路も今はもう冬にな

って草は枯れています。しかし、それは土木課

が悪いんじゃなくて、いろんなものが投げ散ら

かしてあります。ジュース缶とか、弁当がらと

か。一時は自分でしよったけど、もう続かんで

す。 

 だから、そういうことも一つ、この管理の一

つとして、よそ様があれを見たときに、垂水市

の環境に対する姿勢が問われると思うんです。

そこが、非常に問題である。なぜかちゅうと、

よそから来てくださいということを一生懸命言

うわけでしょう。そういうことも、きちんとし

ながらしないと見透かされますよ、見てますよ、

市民は。 

 私は、佐賀に行ったことがあったけど、副議

長と癩癩梶原修一郎さんでしたが、そのときに、

犬の放し飼い防止条例はなくて、犬がうろんち

ょろんしておりました。そのときには、あら、

犬がこんないることは恐ろしいことなんだなと

思ったと同時に、その近くで発泡スチロールを

どんどん燃やしているんです。その異臭が付近

を漂うわけです。それを見て、ああ、ここの町

は環境に対してはお粗末なんだと、そういうふ

うに私は思ったわけです。 

 ですから、私たちのこの町も、小さいことか

もしれないけど、そこらあたりをしっかりこう

しながらやっていかないと、やはり来たいと思

っても、先ほど空き家対策のことも出ました。

そういうものを積極的に解決しながら、よそ様

の人たちに、垂水はいいとこですよ、来てくだ

さいというようなことをやっていかないといけ

ないんじゃないかと。 

 今、桜島口から、あそこの冷蔵庫団地への市

道を例にとっても言いましたが、やはりそうい

う管理も必要である。土木課でできなかったら、

地域もあるわけですから、そういう地域の方々

と話し合いをしながら、そこはこの地域で守る

とか、そういう対策もできるんじゃないかなと

思うんですけど、これも検討する必要があるん

じゃないかと、このように思います。 

 それと、今、野久妻から、これはあとで梅木

さんがまた質問をされますのであれですが、あ
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の橋も、今度は何か今の話を聞いていると改善

されるということですが、あれから野久妻から

高峠へ上がるあの道路ですね。県道がもし災害

を受けたら、あそこが代替道路になるわけです

ね。そういうことも含めながら、やはり、たま

にはその担当者はあそこを巡回しながら現状を

把握して、そういうふうに通行がスムーズにい

かないというようなことがあれば、早目早目に、

人が通るが通らまいが、市道ですから。よそ様

の方が市道をいじくったら、腹が立つでしょう。

だから、自分たちで早目早目にやらないといけ

ない。たくさん新城のほうにもあると思います

よ。これはもう、やればやるほど切りがないか

もしれない。 

 しかし、議会や議員に出てくるのは、やっぱ

り住民がその不便を囲っているから、そういう

思いがあって訴えられているわけですから。そ

こはやっぱりその思いをまともに受けて、お金

がないということで市民を納得させるようなこ

とも今まであったかと思うんだけど、行政とし

て、市民に金がないからちゅうことは恥ずかし

いことです。使うわけはあると言わないかんで

すよ。 

 だから、今、課長、牛根の松尾、岳野、高野、

この問題について、さっきは総論でしたから、

この総論がどこまで真実かどうかちゅうことは、

ここの私のこの質問が物語るわけです。 

 それと、農林課長、おたくのところまで行く、

中浜まで行くあの樹園地農道とか、そういう重

立った農道・林道を、林道という名前をつけて

いいかどうかはわからないけど、高野から天球

館まで行くところは、まあ、みすぼらしい状態

ですよ。 

 しかし、昔の輝北町に入った途端、こてで拭

い切ったのごなってるんですよ。もうそれは地

図を見なくてもすぐわかる。ああ、垂水と輝北

町の、これは境なんだということ。なぜ、垂水

市という、市というのはあるのに、町に負けた

のかなと思ったりね。何か歯がゆいですよね。 

 だから、あの林道はどこの所管なのか。土木

課か農林課か知らないけど。あれから高野の

方々は卵を向こうへ持ってったら、時間的にも

すごく短くなるんですよ。だから、整備する必

要はもう目に見えてちゃんとわかっているわけ

だから。要所、要所だけでも、勾配のきつい曲

がり角とかいうのは、雨によって侵食されます

から、そういうところを部分的にでも整備しな

がら、あるいは観光課にも影響することです。

あそこを通って天球館へ行って岳野へ出て、岳

野から大隅湖へ出て、そして大野原へ上がって

来ることもできる、非常に眺めのいい散歩道ち

ゅうのか、そういうものなんですよ。 

 だから、あるものを生かすという意味でも、

土木課、農林課だけでは、いけないかもしれな

いけど、関係課と協議をしながら、ないものね

だりをしたって仕方がないから、あるものを生

かすちゅうことを考えないかんから。そこを農

林課でもいい、土木課でもいい、もう一回話を

してください。２回目は以上です。 

○総務課長（中谷大潤）  ライフラインや、降

灰除去、避難所問題等につきましては、各関係

市で構成する連絡協議会、また災害応援協定に

基づく関係者で意見交換を行いながら、情報収

集体制は継続しているところでございます。 

 また、地域防災計画において、避難経路や避

難計画の見直しは毎年行っております。ただ、

このことにつきましては、国や県からの通達、

また指示に基づいた見直しでございます。 

 今、議員仰せの垂水市の資料集、また桜島大

正大噴火時の資料を参考にしてということは、

これまでございませんでしたので、今後は過去

の災害、教訓を生かした地域防災計画の見直し

に利用していきたいと思っております。適切な

御助言、どうもありがとうございました。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  スポーツイ

ベントの開催は、水産商工観光課といたしまし
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ても、社会教育課長の答弁にございましたよう

に交流人口の増加、並びに地域の活性化につな

がる取り組みであると認識しておりますので、

もしスポーツイベントの開催が現実なものとな

った場合には、参加者の皆様に喜んでいただけ

るおもてなしや、議員がおっしゃいましたアイ

デアを考えることで、次もぜひ参加したいなと

思っていただけるような心に残るイベントにな

るように、社会教育課を初め、関係機関と連携

してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○土木課長（宮迫章二）  いろいろ出ましたの

で、ちょっと、まず松尾線につきましては、用

地につきまして本人が買収してするという、そ

ういったお話は聞いておりますけど、結果とし

てどうなったということを聞いておりませんの

で、その結果についてまた協議をしていきたい

と思います。 

 それと、高野線につきまして、これにつきま

しては、以前、徳留議員のほうからもあったわ

けですけど、要は、高野２号線との交点の部分

まで、とりあえずはそこが巡回できるというこ

とで、年次的に計画をしているところで27年度

から実施しております。そこまでは、年次的に

整備していこうと。そうすることによって、養

鶏場の卵が搬出できると、集落内の狭い道路を

通らなくて通れるということで、整備をしてい

るところです。 

 それから、輝北に抜けるその市道につきまし

ても、言われますように、基幹作業道というこ

とで整備をしたところですけど、まあ、ほとん

どが砂利道です。終点側には、演習林の中を通

るということで、ちょっと舗装ができないとい

う状況でございまして、できるところにつきま

しては年次的に、ほかからの要望もございます

ので、調整しながら整備していきたいというふ

うに考えております。 

○農林課長（川畑千歳）  農道の整備というこ

とで、今、具体的に中浜樹園地農道のお話が出

たところでございますけれども、農道につきま

しては、市内で約170キロメートルを、現在、

今、農林課のほうで管理をしております。そう

した中で、今、お話が出ました中浜樹園地農道

も含めて、適切に管理してまいりたいと思いま

す。 

 今、議員が申されました中浜樹園地農道につ

きましては、中浜と上ノ村を結ぶ、集落を結ぶ

道路ということでもございますので、その辺の

ところも考慮しながら管理をしてまいりたいと

考えております。 

 以上です。 

○堀添國尚議員  学校のことですが、総務課長

と打ち合わせをするときは、この参照のことに

ついては２回目でというふうにしたような気が

するんですけど、いきなり１回目で答弁があり

ましたので、もうちょっとこうわかりやすくと

思ったんだけど、もうこれはこれでいいです。 

 ただ、今、学校教育課長のほうで、クラスも

教育効果が維持できるみたいなクラス編制にな

ってるということですね。これは、ちなみにで

すが、１クラスを何人というふうに、私のころ

は55人ぐらいでした。今はその半分ぐらいじゃ

ないかな。 

 だから、半分ぐらい、１クラスどれぐらいが

理想というふうに、その理想になっているのか

どうか。そこがちょこっと、簡単でいいですか

ら、もう長々とおっしゃらなくてもいいです。 

 今の予算的な効果を聞いてると、予算的には

思ったほど、おお、そげん節約できるのかとい

うようなふうに、まあ、ないんだけど。あのと

き、水迫市長が決断されてやって、私と森議員

は反対した経緯があって、だけど、今になって

みると、あの反対したことは正しかったのかな

と思ったり、そういう気持ちもしないでもない

んですけど。もう過ぎ去ったことですから、ま

あ、あんまり予算的には効果というものは感じ
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られない。 

 ですが、牛根３小を、牛根地区に唯一学校が

あるということはそんなに悪いことでもないけ

ど、そんなに評価できることでもないと私は思

ってるんです。だから、ここを一つにまとめて、

新しい牛根の振興策というものを探っていくべ

きじゃないかというふうに思います。 

 それで、そこらあたりを、市長が、簡単でい

いですから、そげん思うならそげん思うと、思

わんなら思わんということで、あんまり言葉を

ひねくり回してしないで、そういうお話をして

いただいたら。 

 それと、もう一点は、桜島防災の件なんです

けど。あそこが、海底火山が爆発、もしくは陥

没したときは、牛根は残らないですよ。そうす

ると、漁業者のハマチ漁具、船、沿線の住民の

命、保障されません。 

 だから、垂水市だけではこれはどうにもでき

ない。ですので、鹿児島市、霧島、姶良または

市長会あたりで、市長もそのことは真剣に取り

上げていただいて、国とか県にも、この体制を

して、今の護岸、あれのかさ上げもしていかな

いと、逃げる時間は５分、それプラス５分にな

るように、その構築物を整備していかないと。 

 それはまた専門家もいるわけですから、我々

素人がそこをどうこうちゅうんじゃなくて、そ

ういうふうに取り組む必要がある、私は、これ、

ぜひ、あると思っています。 

 ですから、そこらあたりを市長のほうでも、

市長会あるいは奥錦江湾の４市の議題にのせな

がら、何とか手探りでもいいから対策を考えて

ほしい。こういうふうに思います。 

 それと、あとは土木課と農林課、鉄道沿線の

あの草払い、もう年をとって、あの斜面は自分

たちではできないです。だから、そこが業者な

り、あなた方が自分たちでするっちゅうことは、

僕は外道だと思います。あなた方は予算をつく

って、ちゃんとせんないかん。自分たちで行っ

て払ったり、そんなことはだめ。教育委員会も、

あそこのあたりの花を植えたり、あんなことを

しとる。世間はいいち思うかもしれんけど、私

は、あんなことは余り好きじゃない。予算をつ

くって、ちゃんとせんないかん。見栄えはいい

ですけどね。 

 だから、そこらあたりを、まあ、いろいろま

だあるけど。課長、その鉄道沿線は牛根全体が

悩んでいる。そこらあたりをもっと前向きにね、

あなた方がしなくても地域と協定を結べばでき

るところもあると思いますよ。そういうことを

実際に行動をとってほしい。もう土木課には言

うても同じだから、もう言わない。今までも、

ずんばい言うてきたわけだから、いつも同じ答

え。土木課と、いや、農林課と市長に、その２

点を済みません、お願いします。 

○学校教育課長（下江嘉誉）  中学校における

１クラスの人数でございますけれども、これは

40人以下となっておりますので、40人を超えた

ら次の学級をつくっていくということでござい

ます。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  たくさんございましたの

で、答弁漏れがあったらまた教えていただきた

いというふうに思います。 

 まず、牛根の小学校のことに関して簡潔にと

いうことでございまして、なかなか簡潔に語る

のも難しい問題なんですが、当面の間は、これ

まで教育委員会も話をしてきたとおり、なかな

か保護者の皆さん、そして地域の皆さんのお考

えが、やっぱり一致して進めていくということ

が基本でございますので、その辺のところが、

なかなか簡単にはいかない部分がございますけ

れども、人口減少状況の中で、牛根、松ヶ崎あ

るいは境というのは、子どもの数が、ここ数年

の間でも減っていくというところが見えており

ますので、その辺のところはまた協議をしなけ

ればならないと思ってますけれども、当面の間
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は統合的な考えはございません。 

 それから、桜島の関係、これはいろんな想定

がございまして、津波の関係も、どこの部分で、

例えば東南海とか、あの辺からの地震の影響と

いうことになりますと、２時間程度、時間があ

るということになりますので、しっかりと避難

をして、その後の対策ということになろうかと

思いますけども、若尊の青部分、湾奥の部分の

直下型の爆発があった場合には、数分以内に７

メーター、８メーターという想定もございます

ので、これに対して防潮堤とかいろんなことで

の対策というような御提案だと思います。 

 この件に関しても、まず国においては、地元

選出の国会議員の先生方を中心に、桜島火山爆

発対策の小委員会ていうのも、自民党内にも設

置をしていただいて、そのことも協議を始めて

いただいておりますし、また、県においても知

事を初め、いろんな形で連携をしてやっていた

だく。 

 さらには、湾奥の４市の首長の会の中でも、

そういうことを想定をしながら、いろんな想定

をしながら協議をしておりますので、しっかり

と対応をしていきたいというふうに思っており

ます。 

○農林課長（川畑千歳）  鉄道沿線の草払いを

という御質問でございました。牛根地区の鉄道

跡地につきましては、ほとんどが農林課所管と

なっております。緊急性等を考慮しながら、ま

た地域の協力もいただきながら、適切に管理で

きるよう努めてまいりたいと思います。 

○堀添國尚議員  ありがとうございます。適切

にじゃなくて十分に管理するように。 

 そして、今、市長のお話、これは昨年、境で

森山瓠先生とミニ懇談会があったときに、森山

先生がこのことを持ち出されたわけです、可能

性があるということを。そうして、境のあの漁

業組合長なんか、ひったまがって、ほいじゃ一

晩で、俺たちゃ、首吊いかたやがとか、そうい

うことになったんです。 

 そういうことを考えると、今から水産商工観

光課になるのかな、そういう保険の問題等もで

てきますよね、漁船とか、漁具とか、そういう

こととか、あるいは逃げる。森山水産にこの前

話をしてみたら、彼らはもう逃げる順序も決め

てるというようなことでした。 

 だから、事業者のそういうソフト的な対策と

か、あるいは教育委員会で言えば、松小、牛小

の逃げる場所、それを何かアスファルトで塗っ

て転ばないようにしなさいと、そういうことじ

ゃなくて、そのときは臨機応変にするのが一番

いいんです、難しいことは要らない。細かくす

るとどっこでん難しくなるんです、覚えにくい。 

 だから、簡潔に、こっから通っせえ裏山せ逃

ぐったどというようなそういうね。この前も裏

を通ってみました。松小の裏には小さい、その

上に水路があって、そこをちょこっと工夫すれ

ば鉄道から上にもまた逃げられる。 

 そうしないと、あの東北に視察に行ったとき、

20メートルぐらいちゅうところにチリ沖地震の

ときの中学校をつくったんですよ。その中学校

の２階のひさしに、乗用車が引っかかっておっ

たんです。そうして、先生がその学校では２人

亡くなったんですね。 

○議長（池之上誠）  堀添議員、時間を越えて

おります。速やかに御終了をお願いいたします。 

○堀添國尚議員  中島君の案内で、そこに行っ

て、ここまで来るんかというふうに思いました。

そういうことですから、前ののを基本になるん

じゃなくて、最悪の場合を考えて、そういう対

策をしていただきたい、こう思います。ありが

とうございます。よろしいですか、これで。 

○議長（池之上誠）  ちょっと、オーバーしま

したけど、はい、よろしいです。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 次は、11時５分から再開いたします。 

      午前10時54分休憩 
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      午前11時５分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 ５番、感王寺耕造議員の質疑及び質問を許可

いたします。 

   ［感王寺耕造議員登壇］ 

○感王寺耕造議員  皆さん、改めまして、おは

ようございます。傍聴席を見れば、先ほどまで

報道関係者１名おられたんですけども、もう帰

られたのかおられません。我々も議会改革進め

てまいりましたけども、何とか、傍聴席がいっ

ぱいの部分で、たまには一般質問したいと思っ

ております。愚痴ってもいたし方ありませんの

で、議長の許可をいただきましたので、早速、

質問に入らせていただきます。 

 まず、林業施策について、農林課長に質問し

ます。 

 市内面積の大半を山林が占める本市において、

林業施策は林業振興、防災対策としての治山の

観点。また、水源の涵養の観点からも非常に重

要な事業であると認識しております。 

 本議会で提出されております過疎地域自立促

進計画においても、平成28年度から32年度の５

年間で、間伐実施事業として3,416万円、森林

整備地域活動支援事業として900万円を予算計

上。一般会計でも、林業振興貸付金800万円、

林業労働力確保対策事業補助金20万円、森林組

合作業班就労奨励事業補助金17万5,000円、林

業退職金共済制度加入促進事業補助金45万

2,000円の多額の予算が計上されております。 

 事業実施に当たっては、その大半を大隅森林

組合に委託しているわけですが、垂水市内にお

いては事務職、現業職とも足りていないのが現

状です。事業実施ができるのか不安に感じます。

また、事業所の少ない本市においては、森林組

合は雇用の場として必要な場であると認識して

おります。本市の林業施策を円滑に進めるため、

地元から職員を採用し、増員を図っていただく

よう大隅森林組合にお願いすべきと考えますが、

見解をください。 

 次に、空き家対策について、市民課長に質問

いたします。 

 この問題は、空き家の有効活用、特定空き家

の解消を進めるよう再三再四議会で取り上げて

きました。立ち入り調査から特定空き家の指定、

修繕、撤去の勧告、命令、行政代執行等取り扱

い要綱を制定する時期ではと考えますが、見解

を求めます。また、税務課長には、固定資産税

の減免の解除によって特定空き家の排除も期待

できると考えますが、見解を求めます。 

 最後に、公共施設の改修について、財政課長

に伺います。 

 公共施設等総合管理計画の制定前にも必要な

補修については、前倒しで事業実施することが

予算の圧縮と市内の土木建築業者の事業継続に

つながると考えますが、見解を求めます。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○農林課長（川畑千歳）  感王寺議員の１回目

の御質問にお答えいたします。 

 大隅森林組合垂水支所の現状につきまして、

今、御説明もあったところでございますけれど

も、平成25年度以降で、８名の事務職員や作業

員が退職したと聞いております。退職への対応

としまして、事務職員につきましては技能職員

からの異動や新規採用により２名の補充がなさ

れております。 

 本年度、農林課で森林組合に委託しました主

な林業関係の事業を申し上げたいと思いますが、

市有林の下刈りや間伐事業、景勝松樹幹注入事

業、林業施設維持管理委託、治山施設維持管理

委託などがございますけれども、直営の作業班

や一人親方への外注により滞りなく実施されて

いるところでございます。 

 しかしながら、現在の大隅森林組合垂水支所

の職員体制につきましては、支所長を本所の課
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長が兼務するなど充分なものとは言えない状況

であることから、大隅森林組合に対して、支所

長の配置を初めとして体制整備を要請いたしま

した。 

 これに対して、ことし７月をめどに、職員の

勤務体制の見直しにより、職員の資質向上や作

業方法の効率化を図る改革を行うとの回答をも

らっております。当面は、大隅森林組合の取り

組みを見守ってまいりたいと考えております。

また、森林組合の職員の雇用につきましては、

議員御指摘のように、地元から有能な人材の採

用をお願いすべきと考えます。機会を捉えて、

組合長や地元選出理事などに要請してまいりた

いと思っております。 

 以上です。 

○市民課長（白木修文）  感王寺議員の特定空

き家の指定、修繕、撤去の勧告、命令等取り扱

い要綱を制定する時期ではないかとの御質問に

お答えいたします。 

 空き家対策に対する取り組み状況であります

が、県内43市町村のうち、空き家の適正管理条

例の制定済み10市町村、空き家対策協議会設置

が２市町村となっており、各市町村でも手探り

の状況のようです。 

 要綱の制定につきましては、他市町村等の条

例、規則、要綱、要領の制定状況と空き家の認

定基準、事務の進め方、関係課との連絡調整と

内容の詳細について関係各課と協議しており、

制定に向け努力しているところであります。 

 空き家対策協議会の設置等についても、先進

地研修も行っておりますので、委員の選任等に

つきましても、他市町村も参考にしながら、各

関係課と設置に向け協議中であります。 

○税務課長（池松 烈）  感王寺議員の空き家

対策の固定資産税の減免の解除につきまして、

御質問にお答えさせていただきます。 

 減免の解除につきましては、議員は承知のこ

とと存じますが、確認の意味も含めましてお答

えさせていただきます。 

 昨年５月26日、全免執行されました空き家等

対策の推進に関する特別措置法第15条第２項に

おきまして、国及び地方公共団体は、市町村が

行う空き家等対策計画に基づく空き家等に関す

る対策の適切かつ円滑な実施にするため、必要

な税制上の措置、その他の措置を講ずるものと

するとされております。 

 空き家等の中でも特定空き家等は、地域住民

の生活環境に深刻な影響を及ぼしているもので

あり、その受託や適正管理を促すことは喫緊の

課題であることを踏まえ、空き家等対策の適切

かつ円滑な実施に、まさに、必要な税制上の措

置としまして、国は法に基づく必要な措置の還

付の対象となった特定空き家等に係る土地につ

きまして、住宅用地に係る固定資産税の課税標

準の特例措置の対象から除外する措置を講ずる

としております。 

 その措置の内容でございますが、人の居住の

用に供する家屋の敷地のうち一定のものについ

ては、地方税法第349条の３の２に基づき、当

該敷地の面積に応じて、その固定資産税の課税

標準額を200平方メートル以下の部分の敷地の

場合は６分の１。または、200平方メートルを

超える部分の敷地の場合は３分の１とする特例

措置を講じられております。 

 そこで、法に基づく必要な措置の勧告の対象

となった特定空き家等に係る土地につきまして

は、本市の固定資産税の課税におきましても、

特例の対象から除外する措置を講ずることにな

ります。また、特別措置法第14条第１項の特定

空き家等の所有者等への助言、または、指導後

の対応としての告知すべき事項、法第14条第２

項の勧告の実施の際には、地方税法の規定に基

づき、当該特定空き家等に係る敷地について、

固定資産税の、いわゆる、住宅用地特例の対象

から除外されることを示していくことになりま

す。 
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 このようなことから、市民の皆様や空き家の

所有者の方々に制度を理解していただきまして、

これらを契機、きっかけに解体等の処置を取っ

ていただければと考えているところでございま

す。また、全国におきましては、解体へのイン

センティブを高めるため、特定空き家が残って

いる間は更地並みに課税した上で、撤去に応じ

た翌年から３年間は特例と同等の軽減を行うこ

とにしているところもあるようでございますが、

まだ、緒についたばかりでございますので、今

後、その推移を見守りますとともに、情報収集

を図っていきたいと思います。 

 さらに、国では、平成28年度税制改正におき

まして、放置され、適切な管理が行われていな

い空き家の受託、有効活用に向けて国全体で取

り組んでおり、個人所得課税におきまして、国

税、地方税ともに空き家に係る譲渡所得の特別

控除の特例の創設に向けて、具体的な検討が進

められているようでございます。 

 以上のように、さまざまな視点から空き家対

策の推進が図られているようでございますので、

今後も関係課との連携強化を図るとともに、情

報収集に努め、適切な処理、処置を行えるよう、

対応を図っていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○財政課長（野妻正美）  御質問の公共施設等

総合管理計画の策定前にも必要な補修について

は、前倒しで事業実施すべきでは、にお答えす

る前に、まず、公共施設等総合管理計画につい

て、若干の説明を申し上げます。 

 高度成長期からバブル期にかけて建設された

施設は老朽化してきており、維持管理等が全国

的な問題となってきております。そのような状

況を受け、平成26年４月22日に、総務大臣より

公共施設等総合管理計画の策定を要請する通知

があり、現在、全国の自治体で取り組みがなさ

れております。 

 計画の趣旨を申し上げますと、地方公共団体

が厳しい財政状況や人口減少等の状況を踏まえ、

公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視

点をもって、更新、統廃合、長寿命化などを計

画的に行うことにより、財政負担の軽減、平準

化や公共施設等の最適な配置の実現を目指すと

いうもので、全ての公共施設が計画の対象にな

ります。 

 本市では、平成25年度に、公共の土地、建物

の現況を把握し、公共施設のあり方を決めるた

めの基礎資料として、垂水市公共施設白書を作

成しましたが、多くの建物が建築から30年以上、

中には50年以上経過しており、老朽化が著しい

現状でございます。公共施設白書のこのような

状況を踏まえ、今年度と来年度の２年間をかけ、

平成29年度から10年間を経過期間とした公共施

設等総合管理計画を策定することにしておりま

す。 

 公共施設等総合管理計画策定の現在までの具

体的な取り組み状況でございますが、公共施設

白書で把握済みの建物のほか、計画の対象とな

る道路等の工作物についての庁内調査を昨年11

月より着手しており、現在は、市民の皆様の公

共施設に対する御意見をいただくためのアン

ケート調査を実施しているところでございます。 

 議員の御質問についてでございますが、これ

まで、各公共施設の補修等については、計画に

なくても危険性、緊急性、重要性等があると判

断した場合は早急な対応を行ってきております。

しかしながら、最近では、補修の件数、費用等

があまりにも多くなってきており、その対応に

苦慮しているのが現状でございます。 

 財政課としましては、計画に基づき、財政負

担の軽減や平準化を図りたいと考えております

が、関係課から予算要求等があった場合は、危

険性、緊急性、重要性などを踏まえ、また、計

画等二重投資にならないかなど、計画の趣旨と

の整合性を図りながら関係課と協議し、対応し

てまいりたいと考えております。 
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 以上でございます。 

○感王寺耕造議員  一問一答方式でお願いしま

す。 

 林業施策についてですけども、大隅森林組合

のほうに、きちっと農林課長のほうから申し入

れをしていただいたと。７月をめどに、きちっ

と体制をつくっていただくということですね。 

 私も組合長の下清水さんとは、もうここ15年

ぐらい旧知の中でありまして、私が一般質問す

ることも南九州新聞で見られて知られたみたい

で、直接、電話がありました。やっぱり、きち

っとした対応していただくということも、私も

個人的に約束していただいたんですが、その部

分では７月をめどにということなんですけども、

その後の推移を見守って、市長のほうで、きち

っとした対応ができてなかったら、また、他団

体ですからお願いするしかないわけですけども、

市長が先頭に立って、きちっと対応していただ

きたいと。これはお願いにしておきます。 

 関連してなんですけども、地籍調査の部分に

ついても、まだ、ほとんど、まだ人家の周辺も

終わってない段階ですね。そうすると、地目山

林の部分につきまして、地籍調査が入るのがい

つよということなると、冒頭申し上げましたよ

うに、質問の。山林だらけですから、なかなか

地籍調査待ってても、きちっとした筆界確定が

できていないっていうのが現状であると思いま

す。 

 その中で、高齢化が進んでおりまして、私の

父も85ですけども、大体、新城の山の境界わか

っております。でも、彼が死んだらほとんどわ

からない現状なんですね。そういった中で、や

はり、地籍調査待たないでＧＰＳを活用した大

体の境界、字図の配置とか、その辺の部分をも

う把握しておかないと、林業施策が打てないよ

うな状況にあると思うんですね。 

 この点について、農林課長に伺います。 

 もう一点、農林課長にのこくず不足ですね。

この部分が、和牛についてはのこくず吸着型の

堆肥処理やっております。豚とか、ホルスはス

ラリー方式ですね。液体の部分で処理をするん

ですけども。そうすると、今、バイオチップの

発電とか、あと、そういう部分で、なかなか品

物がないというのが現状です。ひところ、２、

３年前まで、２トン車で１万2,000円ぐらいだ

った部分が、２万５、６千円にはね上がってお

ります。畜産農家、大変、苦慮している状況な

んですね。 

 そういった中で、耕畜連帯という言葉があり

ますけども、林と畜との連帯ですね。こういう

部分も、私は必要になっている時期なのかなと

思っているんですね。この部分も、大隅森林組

合さんで事業をしていただけないか。２市４町

の部分で、また、首長の部分でもお願いしてい

ただきたいんですけども、その点については２

点、農林課長に伺います。 

○農林課長（川畑千歳）  間伐等の森林制御を

行う上で、森林の所有者や境界を確定させる必

要がございます。 

 議員御指摘のとおり、所有者が高齢になり、

現地にて境界の立ち合いができなくなったり、

山林の位置を把握している人がいないなど、林

業制御が困難な状況が見受けられます。  

 森林現況の把握につきましては、本人確認の

ほか、隣接する山林所有者への聞き取りや山林

に詳しい地域の推進員の方の協力を得ながら行

っているのが現状でございます。また、現地測

量の際には、ＧＰＳ全地球測位システムを活用

し、山林の大まかな位置をＧＩＳ地理情報シス

テム上で把握できるようにしているとのことで

す。このようなＧＰＳ、ＧＩＳを活用しながら、

今後の林業施策を進めていくことが必要という

認識のもとで、森林組合、市のほうも、このよ

うな機能の活用も図ってまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、のこくず不足の解消についての御質問
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でございますけれども、畜産敷料は、主に、の

こくずや稲わらが使用されており、農家におい

ては、畜舎の使用衛生環境の改善や糞尿を堆肥

化する上で必要な資材となっております。 

 しかしながら、議員御指摘のとおり、近年、

木質バイオマス発電施設の整備などにより、木

材需要の増加に伴い、原料となる木材が不足し

ていることから、のこくずの入手が難しくなっ

ている地域がございます。この件につきまして

は、垂水市や大隅地域だけではなく、県全体で

も課題になっており、鹿児島県も畜産や林業の

関係機関、団体と連携して、のこくずの確保等

に向けた取り組みを進めていると聞いておりま

す。垂水市としても、県や関係機関、団体との

連携を密にしながら、のこくず不足の解消に努

力してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○感王寺耕造議員  明確な答弁いただいたわけ

ですが、森林組合さんの仕事と市の仕事という

部分があるんですよね。 

 そしたら、やっぱ、農林課長、市としての仕

事は、やはり、聞き取りでもいいから、森林組

合と連携取りながら、年度ごとに、この地域、

この地域って設定して、大体、字図の位置関係、

誰の所有者なのかっていう部分が必要だと思う

んですね。その部分を早急に進めていただきた

いということなんですよ。 

 もうちょっと突っ込んでお答えいただきたい

んですけど、それと、あと一点が、結局、費用

対効果の部分で相続登記を出されないわけです

ね。山林については。この点についても、どう

やって相続登記を促すのかっていう、やっぱ、

方法論が必要だと思うんですよ。 

 その辺の知恵を出していかないと、一応、地

権者の同意がないことには事業推進できないわ

けですから、山は荒れ放題になっていきますよ。

その点について、もう一回、明確な答弁をお願

いします。 

○農林課長（川畑千歳）  １点目は、森林制御

を進めるにあたっての山の境界、その辺のとこ

ろをもっと進めていけないかという御質問でご

ざいました。 

 補助事業等を導入して、間伐を初めとする森

林制御を行った場合は、その都度、データが残

ってまいりますので、先ほど申し上げましたＧ

ＩＳ等への反映が可能かと考えております。た

だ、本市の約70％を占める森林でございますの

で、そのような地道な積み上げをしていくこと

で対応するしかないのではないかと考えており

ます。 

 そうした中、一方、本課の所管じゃございま

せんけれども、地籍調査が取り込まれておりま

すので、今後山林に入っていくものと思われま

すので、そちらのほうの事業の進捗にも期待を

しているところでございます。 

 次に、相続登記の問題でございますけれども、

農地においても、相続未登記の問題が発生して

おります。本年度、農業委員会の県の組織でご

ざいます県農業会議において実態調査を行いま

した。 

 本市においては、約４割が農地においても、

相続未登記という現状がございます。山林にお

いては、それと同等か、それ以上の状況も考え

るわけでございますけれども、これにつきまし

ても、森林制御を行う際に、その森林所有者に

対して相続登記の推進をお願いしてまいりたい

と考えております。 

 以上です。 

○感王寺耕造議員  私の言ったことについて、

きちっと対処していただけるっていうことで受

けとめたいと思います。 

 市長、これ、要望に留めますけども、森林組

合の体制、また、蒸し返すわけじゃないんです

が、今までやってきた議論の中で、やはり、土

地勘という部分が、私、必要になってくると思

うんですよ。やっぱり、垂水出身の人は、そう、
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垂水のことわかってますね。どの辺がどうなん

だ、こうなんだということですね。自分の出身

地については、より詳しいと。また、雇用の場

としての、今まで、そういう位置づけでもあっ

たわけですから、ぜひとも、その辺は、大隅森

林組合長に対して、地元からの雇用ということ

を要望していただきたいと思います。この点に

ついては、これで終わりにいたします。  

 空き家対策について、市民課長のほうから答

弁いただいたわけですが、市長、空き家対策に

ついては、水迫市長のときから空き家バンク制

度とかいろいろつくっていただいており、また、

尾脇市長になってからも、住宅取得費等助成金、

業務促進事業補助金、また、空き家リフォーム

促進事業補助金、空き家活用推進事業補助金、

民間施設活用、集合住宅建設促進条例、こうい

う部分もつくっていただきました。 

 また、今回、新たに、空き家バンク移住促進

事業補助金とか、空き家の有効活用、人口増対

策、子育て支援対策。こういう部分についても、

きちっと対処していただきました。この分につ

いては評価いたします。また、土木課所管の分

で、空き家解体撤去助成事業、この分について

も、きちっとつくっていただきました。他市に

先駆けて、きちっとつくっていただいたと思っ

ています。空き家の有効活用から、出口の部分

の空き家の解体の部分まで。一応、これできち

っと制度ができたと思っております。大変、あ

りがたいことです。 

 ただ、この中で、やっぱり、一番、この問題

で大きいものは、特別措置法ができたわけです

けども、国が財源を示してないわけですよね。

今度の解体事業についても、市単独のお金です。

そういう部分が１点。財源が、国が示していな

いという部分が1点。 

 あと、個人の財産であるとのこと。これが大

きい問題です。議会報告会でも、いろいろ出ま

した。水之上でも出ましたし、牛根でも出まし

た。特定空き家という、優先される部分で対処

をお願いしたと。個人的に。そしたら、人んが

家ごちかもうなよってがられたと。こりゃ、も

う、行政でどげんかしてもらわなならんどとい

う、切々した声いただいているんですよ。 

 また、もう１点、新城ででも、実際、火災が

３件続いて起こってます。２月６日17時１分、

大浜の中、海岸通りなんですけども、ここも空

き家なんですね。そこで、火が出たと。地元民

が消しとめて、行ったときにはもう鎮火してた

ということで、消防署のほうではその他出動と

いうことになってます。 

 それと、２月８日、２日後、18時54分、城山

学園さんから、北側で火が出てるということで

すね。行ったけども、消防署出動したけども、

場所が不明だったと。燃え上がらなかったとい

うことで、これもその他出動扱い。 

 また、同日の21時32分、通報が入ってます。

大浜上、新城小学校のすぐ鹿屋よりの部分です。

この分は家が建ってなかったんですけども、す

すき、萱、この部分があったもんですから、原

因はわかりませんけども、みんな燃えてしまっ

ております。 

 強風でも吹けば、人口密集、家が建てこんで

とこがなんですね。これ、物すごい火災になっ

ていると思うんですよね。こういった、もう、

ほんと、喫緊の課題なんですね。難しい問題で

はあるんですが、市長にお伺いしたい部分が、

市長会、県、全国とかあるわけですけども、全

国の市長会でも問題になっていると思うんです

が、全国市長会で、部会はあるのか。なければ

早急につくって、国の対応を促すべきだと思う

んですね。財源についても、あと、関連法につ

いても。 

 また、特別措置法じゃなくて、これは恒久法

で、私はもっていくべきだと思ってます。とい

いますのも、もう少子化で、長男、長女が結婚

するケース。自分でも、子育て世帯になれば家
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を建てます。両家の父母が死んでいきます。そ

うすると、家を３軒持ちます。報道でも、空き

家貧乏という言葉も生まれております。維持と

か、固税の問題。こういう問題があるんです。

この分、市長の見解であったりとか、全国市長

会の動向、この分について、まず、お知らせく

ださい。 

○市長（尾脇雅弥）  今、空き家の問題に関し

ては、特に、感王寺議員、これまでも、熱心に、

いろいろ御意見をいただいておりまして、さま

ざまな御意見を参考にしながら、施策にも反映

ができているのではないかということにも感謝

を申し上げたいと思います。 

 空き家の問題というのは、大きな目でいきま

すと、まちづくりの問題だというふうに思って

います。空き家そのもので言ったら、特定空き

家の問題等はその他の空き家の問題であろうか

と思います。今、感王寺議員が述べられたよう

な課題があります。心情的には、空き家があり

ますと、今、言われるような問題がありますの

で、何とかしてほしいということがございます

が、一方で、法律の部分がございますので、こ

の辺のところをしっかりと要望もして、形にし

ていくと。 

 現状におきましては、今、市としてできるこ

とは、かなり、充実をしてきているのではない

かと考えますけれども、大きなところで、国あ

たりが本腰を上げてやっていただかなければい

けない問題もありますので、市長会の中で、そ

の部会そのものはないように記憶しております

けれども、その辺のところも、しっかりと、重

要なことだと思いますので、今後、少子高齢化

が進む中で、さらに、大きな課題となっていく

と思いますので、その辺のところは、御意見承

ってしかるべき場で、発言、要望等もしてまい

りたいというふうに思っているところでござい

ます。 

○感王寺耕造議員  ぜひとも、よろしくお願い

いたします。 

 これに関連して、まず、市民課長にお伺いし

ます。 

 協議会の部分ですね。協議会では、特定空き

家を認定するような協議会もありますね。必要

ですよね。そうした場合、やっぱり、行政も、

私どももそうなんですけど、法、規則にのっと

って、人様の財産を特定空き家に指定するわけ

ですから、この辺の部分をきちっと、やっぱり、

体制つくらなきゃいけないと思うんですよね。 

 それについて、時期的に、いつをめどにして

おられるのかっていう部分と、あと、もう一点、

特定空き家を出さないためには、先ほど、市長

も申されましたけど、空き家の有効活用という

視点も大事です。そういった部分で、各地域地

域で空き家を出さないような、有効活用するよ

うな、私も協議会必要だと思っているんですよ。

この辺について、見解をお知らせください。 

 あと、企画課長については、先ほど申しまし

た、今度、新規事業です。空き家バンク維持促

進事業補助金です。この部分について、関連し

て質問いたしますけども、なかなか、御両親が

亡くなられたと。相続登記、すぐするかと、さ

まざまな事情で相続登記されないケースもあり

ます。 

 そういった場合、今回の取り扱い要綱として

は、相続未登記の物件でもいいのかどうなのか。

その辺がちょっと引っかかるんですね。と申す

のは、私も、今、むらづくりということで、新

城の若手と空き家に人を入れるような仕事をし

ているわけですけど、その中で、こういう例が

ありました。 

 御両親亡くなられて、長男、長女さん、おら

れる。長男の方が貸していいよと了解入れて、

もう、中の物もきれいに片づけたんです。入る

ばかりになってたんですけど、今度は、長女の

方から、２、３年も帰ってないんですけど、帰

ってきたとき泊まるとこがないでしょう、だめ
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ですと言われました。これも、やっぱり、民法

上は、その辺をきちっとしなきゃいけませんか

ら、悔しい思いしたんですよ。その点について、

質問いたします。 

 あと、消防長については、御退職ということ

で、最後、話を私も個人的に振りたいんですけ

ども、先ほど、新城の３件の部分の話をしまし

た。消防長のほうでは、防災ラジオの割り込み

放送とか、消防団の巡回指示。それと、また、

公民館でも、不審火が続いたもんですから気持

ち悪いということで、回覧板も不審火に注意し

てくださいということで回しました。 

 この空き家の問題に関連して、防火の一番の

責任者であられる消防長ですね。この空き家問

題について、どのような形で認識されているの

か質問いたします。 

○市民課長（白木修文）  この空き家対策に対

する例規については、結構、多くの市が28年度

までの制定を目指しているようでございますの

で、本市としましても、どういう形になるかわ

かりませんけど、28年中に例規の規定をつくり

まして、それと同時に、協議会も28年度中に設

置するものと思っております。そして、その協

議会の中で、空き家利用に対する対策の協議会

というものを協議していこうと考えております。 

○企画政策課長（角野 毅）  空き家バンクの

登録の件でございますけれども、空き家バンク

の登録という事務を実施するに当たりましては、

不動産業者の仲介。それから、ホームページ等

での公表というようなことがございますので、

十分に、その以前に、御家族の中で協議をして

いただいた物件でなければ登録をすることは厳

しいということです。 

○消防長（前木場強也）  感王寺議員の空き家

の火災予防という御質問なんですが、市内の空

き家とか、空き地、相当な数がございますので、

そのため、常時巡視をするというのは、なかな

か人員的な問題もありまして困難でございます

が、走行訓練とか、消火栓の水利点検の際には

注意を払うように指示はしております。 

 また、空き家に限ったことではございません

けど、春と秋の火災予防運動。それと、あと、

年末特別警戒の期間中は、消防団の協力を得て

巡視活動も行っているということです。 

 それと、最近、火災が多発しているというこ

とで、２月20日の柊原の新生の火災以降、２月

22日に火災多発警報という警報を発令いたしま

して、現在、本所及び分遣所の職員。それと、

消防団の協力をいただきながら、毎日、火災予

防の広報を実施しているところでございます。 

 以上です。 

○感王寺耕造議員  最後の質問ですけども、28

年までをめどに、市民課長、やられるというこ

となんですね。 

 その、私、今の答弁でちょっと気にかかった

部分が、特定空き家の指定する協議会の中で有

効活用の部分も一緒に話をしていくということ

なんですよね。ただ、実際、私、地元で活動し

てみて、私が、じゃ、よそ様のとこを行っても、

こういう活動できないんですよね。地元にいる

からこそ、親類縁者探し出したりとか、同級生

探し出したりとか、つてつてつてを頼って、有

効活用を図っていく実情なんですよ。だから、

地元のことは地元に任せて協力を得ないと。せ

っかく、市長がいい制度をつくっていただいた

ですね。この分の利用者がいないんですよ、そ

ういうことじゃ。そこ辺について、もう一回、

答弁ください。 

 あと、税務課長、国の部分まで、譲渡所得の

減免であるとか国も考えているということです

ね。あと、各市町村でも、滞納者でも更地にし

た場合、何年間か、固税を減免措置をそのまま

継続するという部分もありました。その予定に

ついても、鋭意協力して、鋭意努力していただ

いて、税務課長として、この特定空き家の部分

も減らすような知恵。また、有効活用に結びつ
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けられるような知恵。この部分を、先頭に立っ

て、調査、研究していただきたいと思います。 

 税務課長については要望といたします。 

○市民課長（白木修文）  空き家を有効活用に

できるような協議会の設置については、地元の

方々が有効活用できるように、協議会について

も考えていきたいと思っております。 

○感王寺耕造議員  前向きな答弁いただきまし

た。市長を先頭に、ぜひとも、この問題、難し

い問題ですけども、もう、ほんと、市民の方々、

困っておりますので、難しいですけども頑張っ

ていただきたいと思います。 

 最後になりますけど、公共施設の改修につい

て、財政課長が代表して答弁いただいたんです

けども、緊急性のあるものからきちっとやって

いるつもりなんですけど、要望が多くて、やる

とこが多くて、対応に苦慮しているということ

ですね。財源、限りありますから了解するんで

すが、ただ、やっぱり、時期時期にやらなけれ

ばいけな仕事というやつがあると思うんですね。 

 今回、土木課所管の部分ですね。公営住宅の

部分についてと、あと、社会教育課所管の公民

館の分について質問いたしますけども、土木課

長。大浜の市営住宅を建設して二十二、三年た

つんですかね。屋根を見ていただくと、もう、

色もすすけてる状態ですね。やっぱ、個人の家

であれば、建てて15年ぐらいで瓦の塗りかえと

か、ふきかえやりますよ。そうすることが、や

はり、財政実情の部分ですね。時期時期にやれ

ば、予算も圧縮されると思うんですね。その点

について、見解を求めます。 

 あと、社会福祉課長、新城公民館です。 

 いわくの物件で、防水工事やっていただいた

んですけども、何度も何度も漏ると。一応、行

政の執務室については対応していただきました。

ただ、昔の守衛室ですね。これが、まだ、その

ままです。なかなか、建物が手狭なもんですか

ら、また、新城公民館、活動が盛んです。 

 この分についても、早急に直していただいて、

使用したいんだという要望が届いていると思う

んですね。この分について、どう対応されるの

か。また、新城公民館だけではなくて、各地域

の公民館は、やはり、地元の活動の拠点でです

ね。こういった問題がほかでは起きてないのか。

その２点、お願いします。 

○土木課長（宮迫章二）  市営住宅の改修計画

について、お答えいたします。 

 お尋ねの大浜団地を含めた市内にある全ての

公営住宅や定住促進住宅の今後の活用方針、建

てかえ、改善、廃止や維持管理方針を定めるた

め、垂水市公営住宅等長寿命化計画を策定して

いるところでございます。 

 この計画では、入居者の公営住宅に対する

ニーズや財政状況を考慮しながら、既存の公営

住宅を効率的に活用していく。将来的にわたっ

て、安全で快適な住まいを確保していくため、

長期的な視点に立った公営住宅の整備、維持管

理を実施することを目的にしております。また、

既存の市営住宅の状態を把握し、予防保全的な

観点から、適切な修繕、改善の計画を定め、長

寿命化のための維持管理による更新コストの削

減と事業量の標準化を目指しているところであ

ります。 

 御質問の大浜団地は平成５年に建築された木

造の１階建て２棟、２階建て２棟の８戸で、市

営住宅の中では一番新しい建物であります。 

 したがいまして、この計画の中では、建物の

耐用年限までの性能を適正に維持するために、

建物の主要部位、屋根とか、外壁などの周期的

な計画修繕については劣化状況を踏まえるとと

もに、財政状況を勘案しながら効果的な実施に

努めるとなっておりますので、現状を調査しま

して、ほかの市営住宅も含め、計画的に実施し

ていかなければならないと考えております。 

 以上でございます。 

○社会教育課長（森山博之）  それでは、感王
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寺議員の御質問にお答えをいたします。 

 まず、新城地区公民館、守衛室の修繕でござ

いますが、御承知のとおり、雨漏り等によりま

して、守衛室が、現在、使用をされていない状

況は把握をしております。 

 １月25日、防水のための修繕契約を結んで締

結をしております。今、工事中でございます。

工事終了後、雨漏り等の状況を勘案し、その後、

整備を図ってまいりたいと考えております。 

 また、そのほかの地区公民館につきましては、

議員の御指摘のとおり、地域活動の拠点であり、

社会教育法を遵守し、住民のために、実際生活

に即する教育や芸術、文化に関する各種の事業

を行うと定められております。 

 本市には、９つの条例公民館がございます。 

 建物は昭和47年から平成５年に建設され、老

朽化が進んでおり、近年は、修繕箇所が多く、

財政状況に合わせて、順次、修繕を行っている

ところでございます。 

 今年度につきましては、これまで７地区公民

館の消防設備の更新を初め、新城地区公民館の

エアコン及び雨漏りの修繕、協和、牛根地区公

民館の畳の表がえやその他、ガス器具の更新な

ど、例年以上に各地区公民館の要望に対しまし

て、改善を図ってまいりました。 

 加えまして、３月補正予算におきまして、境、

柊原地区公民館のガラス修繕や新城地区公民館

敷地内にございます高圧線の腐食修繕などの経

費を前倒しして、予算計上させていただいてお

ります。また、新年度予算要求前には、各地区

公民館から要望がありました修繕箇所の調査を

行い、緊急性や活用状況等を勘案し、優先順位

を定め、新年度当初予算に、修繕費並びに備品

購入費約240万円を計上させていただいており

ます。 

 修繕の主なものは、協和、水之上、松ヶ崎地

区公民館の空調設備を初め、調理機器の更新、

雨漏りの修繕等でございます。なお、各地区公

民館の耐震等でございます。昭和56年１月以前

に着工された建物が対象となりますので、牛根、

松ヶ崎、大野以外の各地区公民館が該当いたし

ます。 

 以上でございます。 

○感王寺耕造議員  ３回目ですかね。 

 新城公民館についても対処していただけると。

ほかの公民館についても、前倒しで事業を実施

していただいているということで、大変、感謝

を申し上げます。 

 やっぱり、市長、地域振興計画をほとんど策

定済みですね。やっぱり、地域の拠点ですから、

せっかくいい振興計画をつくっても、活動拠点

がそういうことであれば、大変ですので、この

分はやっぱ優先的に、財源には限りがあるかも

しれませんけども、条例公民館については、適

切な対応をしていただきたいと要望いたします。 

 土木課長、事業の平準化を図るということで

すね。財源、限りありますからですけども。も

う、建って、もう20年近くたっているわけです

ね。大浜にしても、やっぱり、公営住宅法の部

分で、安価で快適な住まいをという部分がうた

われているわけですね。 

 もう20年たったら、私、屋根塗りかえてもい

いと思うんですけども、市長、土木課長に振っ

ても一緒ですから、市長、その辺について、最

後、お願いします。 

○市長（尾脇雅弥）  いろいろ御質問がありま

した。 

 全体的なこととして申し上げたいと思います

けれども、ちょうど右肩上がりの高度経済成長

の時代にいろんな建物が建ったり、これは、

我々の本市だけではなくて日本全体のことでも

あると思いますけども、なかなか、今、その人

口減少、少子化の中で、右肩下がりの中で、利

益の分配から、負担の分配の時代という大背景

がございますので、その中で、いろんなものの

御要望というのは、先ほどから、いろんな議員
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の先生方からもございます。 

 そういった中で、施政方針の中でも申し上げ

ましたけれども、特に、２期目、今年度に関し

ましては、常日頃の議員の先生方の御要望、さ

らには、各公民館の御要望、そして、振興会の

皆さんの御要望、公民館に関しても、一応、全

部、公民館を視察して、それぞれの課題を理解

をして、予算化をしたつもりでございます。 

 全体的には、担当課長が申し上げたようなこ

となんですけれども、感王寺議員がおっしゃる

ように、例えば、新城のその住宅の例を言えば、

タイミングとして、今やれば、少ない予算の中

で長期的にもいいんじゃないかというようなお

考えも理解できますので、この辺のところは、

ただ、優先順位となりますと、もっと大変なと

ころもあるんじゃないかということもございま

すので、そこは、先ほど、担当課長が答弁した

ような考え方でありますけれども、結局、つま

るところは財源の問題でございますので、その

ために、例えば、ふるさと応援基金であります

とか、私の施策の中では、拠点をつくって、そ

こで雇用とか、再任用の場ということもござい

ますので、歳入確保の部分を工夫をしながら、

人が減っていくとか、そういうのは一つの現象

でありますけれども、その中でニーズに答える

ための体制づくりと。十分、そのニーズという

のは理解しているつもりでありますので、再度、

また、現場に足を運びながら、どういう方法が

あるのかと。基本的には、前向きに形にしてい

けるように頑張りたいというふうに思っており

ます。 

○感王寺耕造議員  わかりました。 

 最後になりますが、平成28年度が災害のない

年でありますように。また、市政が、尾脇市長

を先頭に、市民ニーズをきちっと捉えて、活力

のあるまちづくりができますように祈念いたし

まして、時間前でございますが、私の今回の質

問を終わらせていただきます。真摯な対応をあ

りがとうございました。 

○議長（池之上誠）  ここで暫時休憩いたしま

す。次は、１時10分から再開いたします。 

     午前11時55分休憩 

 

     午後１時10分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 ８番、持留良一議員の質疑及び質問を許可い

たします。 

   ［持留良一議員登壇］ 

○持留良一議員  それでは、総括質疑、一般質

問に入っていきたいと思います。簡潔明快な答

弁を求めていきます。 

 最初は、施政方針並びに予算についてただし

ます。 

 今日、アベノミクスの破綻がいよいよ政府統

計でも一層裏づけられました。正規雇用、賃金

はふえず、ＧＤＰは個人消費が落ち込み、年率

換算で1.4％減となりました。破綻した経済政

策から根本的な転換が求められています。とり

わけ、地方でも大きな問題になっている貧困と

格差が拡大しているもとで、それを是正する方

向への施策の充実が国でも、地方でも一層重要

だと考えます。その方向が垂水の予算にしっか

りと取り組まれているのか。本会議や予算特別

委員会でもしっかりと議論をしていきたいとい

うふうに思います。 

 予算の意義と考え方について、住民にどれだ

けの公租公課を義務づけることになるか。その

見返りとして、どんな行政サービスを行って、

福祉向上に努めることにする約束をするかであ

ると言える。予算は、直接、住民の生活を左右

し、その福祉のいかんを決するものであると議

員必携にも記されています。要は、住民の福祉

を念頭に置いて考えるべきであると結んでいま

す。予算審査に当たり、このことは念頭に置い

て、質疑、質問をしていきたいと思います。 
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 そこで、最初の質疑ですけども、市民の幸福

を実現し、安心して住んでよかったと言えるま

ちづくりを保障する予算になっているかという

ことで質疑をします。 

 １つは、予算の評価と自治体の役割について

伺います。 

 貧困と格差の広がりと医療、介護、年金、今

後の計画と市民生活影響をどのように認識され

ているのか、伺います。そして、このような中

で、予算はどうあるべきか。伺います。 

 ２は、財源保障を保障とする地方交付税制度

の問題について、総務省は民間委託など、歳出

削減をした自治体をトップランナーとして関係

事業費を交付税算定のキーにする仕組みを導入

します。この数字を下回る事業については交付

税を削減しようとするものです。これは地方交

付税の目的、趣旨に反し、地方自治に介入し、

行革を押しつけ、公共サービスの低下を招くも

のであり、導入の中止を求めるべきではないか

と考えますが、見解を伺います。 

 次の質疑は、市長の公約について、具体化で

きるのかという観点から質疑をいたします。 

 １点目は、経済への挑戦に関して、ＴＰＰの

問題について、再度、質疑いたします。 

 政府の説明会などが各地で開催されています

が、農家や自治体職員からも懸念や疑問、不安

が広がってきてます。例えば、影響試算では、

米でも、畜産物でも、果物でも、生産量が減少

する率がゼロとなっています。異業をふやして

も、国内生産量や食料自給率は維持されると言

いますが、つじつまが合いません。 

 自由化路線に未来がないことは、かつてのガ

ット、ウルグアイで６兆円以上の事後対策を取

り組みましたが、農業は衰退してきました。Ｔ

ＰＰは、さらに、徹底した市場原理の協定であ

ることからも、農業や地域経済を衰退させるも

のでしかありません。地域経済、垂水の農業を

守るためにも、ＴＰＰ撤回を主張すべきだと考

えますが、見解を伺います。 

 ２点目は、観光振興策と交流人口対策です。 

 今、垂水市や町並み、村並み、山並み、海並

みと自然、歴史を自助的に発展、維持されてい

く取り組みが進んでいます。そこで、私は、観

光客が送り込まれる鉢型観光から、地元主導で

観光プログラムを組み立てる着地型観光へ軸足

を移していく。観光産業の基盤強化が必要と考

えますが、見解を伺います。 

 次に、安心への挑戦では、地域包括ケアにつ

いて、伺います。 

 現在は、社会保障制度は負担増とサービスか

らの排除等で、高齢者や家族も大変な状況にあ

ります。このままでは、経済的、制度的に利用

できない事態が生まれかねません。高齢者、住

民本位の地域包括ケアは、医療、介護、社会保

障の述があってこそ、実現するものではないで

しょうか。見解を伺います。 

 次に、未来への挑戦、子供を育てやすい環境

をつくり、子育て世代を応援していく取り組み

について、伺います。 

 １つは、ひとり親家庭支援政策について、伺

います。 

 2016年度の政府の予算で児童扶養手当は増額

されましたが、多子世帯が中心です。貧困率や

収入の実態からも、また。ひとり親世帯で過半

数を占める子供ひとり親世帯は不十分過ぎる内

容と言わざるを得ません。そこで、伺いますが、

子供ひとり親世帯数はどのくらいか。ひとり親

家庭の子供の貧困率はどうなっているか。子供

ひとり親世帯への支援策をどのように考えてい

るか、伺います。協議委員会として、貧困対策

についてどのような認識なのか、伺います。 

 貧困対策法は、貧困の状況にある子供が健や

かに育成される環境整備や教育の機会均等を図

ることを目的に掲げ、対策の策定や自治体の責

務を明記しています。その根本には、生まれ育

った環境でも、子供の将来を左右させてはなら
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ないという目的があるからであります。教育費

の負担軽減は子育て世代の切実な要望です。そ

こで、教育行政として、経済的支援、教育支援

は問題ないのか。取り組みについて、どのよう

に考えているのか、伺います。 

 次に、介護保険制度の改定による影響につい

て伺います。 

 介護利用者には、給付抑制策で自己負担増を

行いました。低所得者を対象とする補足給付の

縮小と、合計所得が金額160万円以上の人を対

象に、それまで１割だった介護利用サービスの

利用負担を２割に引き上げました。この行為に、

細々と年金で生活できればと思っていたが、介

護の自己負担を払うための年金になってしまっ

たと利用者は訴えてます。 

 そこで、補足給付の対象者はどのくらいにな

ったか。利用料自己負担率の１割から２割に引

き上げられた数はどうなったか、伺います。市

長は、市民の幸福を実現し、安心して住んでよ

かったまちづくりを施政方針で訴えてますが、

このような状況を見逃して、市民の福祉を実現

することはできません。対策の必要性はないの

か、伺います。 

 次に、一般質問に入ります。 

 最初は、子育てと仕事が両立できる環境づく

りへの問題について、質問いたします。 

 本市の子育て支援計画に、仕事と生活の調和

の実現に向け、働く人、事業主、地域住民に対

し、理解を深め、取り組みを進める必要がある

と示しています。この目的は、子育てと働くこ

とのできる経済的支援と働きやすい環境を整備

していくことと理解します。施策の方向は示さ

れていますが、具体的な取り組みは十分とは言

えないのが現状ではないでしょうか。女性が生

き生きと働き続けるためには実効性のある取り

組みが必要です。そこで、働きやすい環境、職

場環境づくり促進の具体化はどうなっているか。

担当課の取り組みと課題及び対策について、伺

います。 

 次に、学童保育指導員の処遇改善について、

ただします。 

 子ども子育て支援法の不足で、指導員の処遇

の改善等について、検討を行い、必要な措置を

講ずることが示されました。これは、指導員の

果たす役割の重要性と専門的な内容が求められ

ていることについての認識が深まり、指導員の

資格、研修、そして、処遇改善等が図られてい

ます。そこで、この措置に対しての検討がされ

たのか、内容と課題について、伺います。 

 次に、道の駅の労働条件問題について、質問

いたします。 

 今、雇用の問題では、市政行為の拡大が貧困

と格差を拡大する要因にもなっています。この

間、業務委託先の労働者の問題では、官制ワー

キングプアをつくらないようにと是正を求め、

対策も求めてまいりました。特に、適正労賃の

支払いについては、帯広市などの事例や公契約

条例の必要性も求めてまいりました。 

 道の駅は、公共性の高い施設であり、公共

サービスの充実が常に求められています。その

ためには、官制ワーキングプアを保護する仕組

みや対策が必要です。そこで、お聞きしますが、

昨年の道の駅を巡る問題では災害など経営に影

響する事態も生まれました。そのときの賃金カ

ットがあったのか。その理由は何だったのか。

他の部署、テナント等の状況はどうだったのか、

伺います。従業員が安定的に安心して働くため

にも、また、公共サービスの維持を発展するた

めにも、適正な労賃を示す必要があるのではな

いかと伺いますが、見解を伺います。 

 次に、中学校の通学上の安全対策と支援策に

ついて、質問いたします。 

 この問題の視点は、安全を確保することで、

子供たちの学習権を保障するところにあります。

そこで、スクールバス使用規則で、他市町村と

の違いはあるのか。違いがあれば、利用可能な
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方向での柔軟な対応が必要があると考えますが、

見解を伺います。さらに、通学の公平性の観点

から、電車通学等への補助の検討が必要と考え

ますが、これについても、見解を伺いたいと思

います。 

 最後に、市営住宅の保証人の免除の必要につ

いて、質問いたします。 

 1996年、建設省当時、公営住宅管理標準条例

案の通達には保証人が免除される場合を示して

ます。本市も必要と考えるケースが多数ありま

す。さらに、定住対策の取り組みでは、これら

が必要になりかねない問題もあります。提示さ

れている内容で保証人の免除規定をつくる必要

があると考えますが、見解を伺いたいというふ

うに思います。 

 今回は、予算特別委員会もあるということで

ありますので、そこでの十分な議論も施政方針

や最初の総括質疑のとこでやっていきたいと思

います。そういう意味では総論的な内容であり

ますけども、特に、一般質問等を中心にしなが

ら、再質問は行っていきたいと思います。 

 以上で終わります。 

○市長（尾脇雅弥）  市民の幸福を実現し、安

心安全で住んでよかったまちづくりを保証する

予算化という御質問にお答えをいたします。 

 先般の私の施政方針でも述べましたが、基本

的な考え方といたしましては、１期目の取り組

みを踏まえ、この２期目である４年間の中で、

さらに加速をさせ、実りある成果が出せるよう、

努力してまいりたいと考えております。 

 そこで、平成28年度の予算編成は、27年度に

引き続き、元気な垂水づくり、経済安心、未来

への挑戦に、新たに地方創生に加えた重点政策

を設定いたしました。その結果、平成28年度一

般会計当初予算は、総額96億円で、前年度83億

5,000万円に比べ15.0％の増、肉つけ後の６月

補正89億640万円と比較をいたしますと、7.8％

の増となったところでございます。 

 平成28年度、特に、御注目いただきたい事業

を２つ例を上げますと、まず、南の拠点整備事

業でございます。南の拠点整備事業は、北の拠

点である道の駅垂水、中央の拠点である森の駅

垂水に続く３つ目の拠点として位置づけて整備

をする予定で、２つの拠点との連携により経済

の活性化を図る構想でございます。 

 次に、子育て支援事業でございます。 

 垂水市総合戦略では、若い世代の結婚、出産、

子育ての希望をかなえるという目標を設定して

おりますことから、新たに、不妊治療に対する

助成を初め、子育て世帯向け住宅関係事業や子

育ての手助けを行うファミリーサポート事業に

取り組み、また、幼児、妊婦歯科健診関連事業

の充実など、子供を産み、育てやすい環境づく

りを推進することといたしております。そのほ

かにも、重点施策に沿った形での新規事業等を

加えた平成28年度当初予算となっております。 

 限りある財源ということもありますことから、

私の政治施政を100％形にできた予算とは言え

ませんが、ある程度、成果が出せる予算ではな

かろうかと考えております。また、今後も、私

の政治施政に基づく市政運営が図られるよう、

財源確保等努力してまいりたいと考えていると

ころでございます。 

 貧困と格差の広がりについての認識があるか

どうかという質問でございますけれども、厚生

労働省の国民生活基礎調査によりますと、所得

格差を示す相対的貧困率が20歳から64歳の単身

女性の場合、３人に１人という数字が示されて

おり、女性の貧困が問題視されております。 

 また、65歳以上の女性全体における貧困率は

28.1％、男性は22.9％であり、単身世帯に限る

と女性は50％、男性は40％が貧困層であるとい

うデータも示されていることから、この数字を

見る限り、貧困と格差は広がっているが実感で

きます。 

 次に、医療、介護、年金の今後と市民生活へ
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の影響でございますが、議員御承知のとおり、

平成30年度から県への国保の移管、医療費適正

化計画の見直し、負担の公平化等医療を取り巻

く環境は保険者及び被保険者にとって厳しさを

増しております。 

 また、介護保険制度も制度発足以来、利用者

は確実にふえ、給付費も10年間でほぼ倍増して

おり、介護保険料もこれに合わせてふえ続けて

おり、年金についても、掛け金の引き上げが行

われる一方、受け取り額は据え置きということ

で将来の見通しは厳しいものがあり、市民生活

への影響は避けられないものと思っております。 

 このような中、本市の予算案はどうあるべき

かとの御質問でございますが、自己財源が乏し

い垂水市のような地方自治体といたしましては、

国や県の軽減策を確実に実施することで、可能

な限り、対応してまいりたいと考えております。  

 地方交付税のあり方についての御質問にお答

えをいたします。 

 平成27年６月30日に閣議決定された経済財政

運営と改革の基本方針2015、いわゆる、コネク

ト方針2015に基づいて編成された平成28年度の

国の一般会計予算の規模は96兆7,218億円。前

年度比3,799億円、0.4％の増となっております。 

 平成28年度の地方交付税については、地方税

の増収が見込まれ中で16兆7,003億円、前年度

比546億円、0.3％の減となっており、平成27年

度に引き続き、まち、ひと、しごと創生事業費

１兆円が計上されるなど、前年度とほぼ同程度

の額が確保されております。 

 しかしながら、本市におきましては、全般、

普通交付税の算定基礎人口ともなる国勢調査が

実施され、平成28年度普通交付税から平成27年

度国勢調査人口が適用となりますことから、本

市の平成28年度当初予算における普通交付税の

予算額は、その影響分も勘案をして30億8,200

万円、対前年度比２億8,100万円、8.4％の減と

したところであります。特別交付税を加えた交

付税全体としては37億8,200万円、対前年度比

１億6,100円、4.1％の減という状況でございま

す。 

 平成28年度からは、交付税の算定において、

歳出効率化に向けた業務改革で他団体のモデル

となるようなものを地方交付税の基準財政需要

額の算定に反映する取り組み、いわゆる、トッ

プランナー方式を導入することとされており、

その結果、基準財政需要額の減額となることか

ら、普通交付税はもとより、平成29年度以降の

普通交付税も年々減額傾向になると想定をされ

ております。また、現在、地方交付税の算定に

は、行革努力と地域経済活性化の成果等の観点

からも算定されております。 

 地方交付税法第3条第２項では、国は交付税

の交付に当たって、地方自治の本旨を尊重し、

条件をつけ、または、その使途を制限してはな

らないと規定をしております。地方交付税の目

的は、国が徴収する税の一部を原資とする地方

交付税を国が地方自治体に対して交付すること

で、国内における全ての自治体の住民が標準的

な行政サービスを受けるための財源を保障する

とともに、地方税収の偏在を調整して、自治体

間の財政格差の是正を行うものであります。 

 地方交付税は、本市収入の約４割を占め、本

市の主要財源でありますことから、これまでの

全国市長会と各種団体を通じて、要望、提言を

行っております。今後も、本市の安定的な財政

運営に必要となる地方交付税の確保に努めてま

いりたいと考えているところでございます。 

 次に、日米など12カ国が環太平洋パートナシ

ップ協定ＴＰＰに２月４日署名をし、今後、参

加各国は議会承認などの国内手続を本格化させ、

早期発行を目指すとの報道がなされております。

日本では、政府が協定の承認案や国内農業対策

の関連法案などを国会に提出することとなりま

す。国会での審議、検証を見守りたいと思いま

す。 



－134－ 

 ＴＰＰは、協定に署名をした全ての国が議会

承認などの国名手続を完了した60日後に発行い

たします。ただし、署名から２年以内に完了し

ない国が出る場合、参加12カ国のうち、国内総

生産で85％以上、かつ、６カ国以上の国内手続

が終われば、その60日後に発行できます。国内

手続に手間取る国も多いと見られ、発行は早く

ても2017年との見方が強いとの関係者発言が報

道をされております。 

 今回のＴＰＰ大筋合意については、完全撤廃

圧力が極めて強かった中、国会決議を後ろ盾に

交渉が進められ、農林水産品の関税品目総数

2,328項目のうち、19％の433項目の関税撤廃の

例外とし、また、重要５品目を中心に関税撤廃

の回避や政府ガードの創設、長期の関税削減期

間を確保するなど、交渉結果には相当な努力が

なされたものであると考えております。 

 農林水産業については、牛肉、水産物、米、

日本酒、お茶、青果物など、我が国の農林水産

物、食品の輸出拡大の重要品目の全てで関税が

撤廃されることから、ＴＰＰ参加国への輸出拡

大など、攻めの農林水産業への転換が促進され

ることが期待をされます。 

 ＴＰＰ協定の大筋合意も、国が地方説明会を

開催し、現場の声を聞いたところ、農林業者等

から不安や懸念の声、農林水産業の対処強化策

を早急に示してほしいとの声が寄せられました、

こうした声に応えるため、国は昨年11月にＴＰ

Ｐ関連政策大綱を取りまとめ、攻めの農林水産

業への転換として、体質強化対策を集中的に講

ずるとともに、経営安定、安定供給のための備

えとして、協定発行に合わせて、経営安定対策

の充実等を講ずることとしたところでございま

す。体質強化対策については、農林水産業の体

質強化が待ったなしの状況の中で、緊急に実施

していくことが必要でありますことから、今回

の補正予算に計上をされたところでございます。 

 農林水産物の生産額への影響について、前回

の政府統一試算では、一番目に、全ての関税が

即時撤廃され、追加的な国内対策も行われない

との仮定のもとで、②輸入品と競合する国産品

は、原則、輸入品に置きかわるとの前提を置き、

その結果、３兆円程度減少するとの試算が発表

されました。 

 一方、今回、ＴＰＰ交渉の結果、先ほど申し

上げました重要５品目を中心に、多くの主要品

目について、関税撤廃の回避や政府ガードの創

設などが措置をされ、加えて完全削減の影響が

生じるまでには一定の期間があると考えられる

中、政策大綱に基づき、体質強化対策や経営安

定のための備え等の国内対策が講じられること

で国内生産が維持され、輸入品の提供を受けつ

つも、農林水産物の生産減少額は約1,300から

2,100億円と、前回よりも大幅に減少すると試

算をされております。 

 そのようなことから、ＴＰＰの垂水市におけ

る影響については、川畑議員の質問に対して、

農林課長が影響は大きくない。長期的には、価

格の下落の懸念もされることから、経営体質強

化対策等を検討することが必要と答弁をしたと

ころでございます。 

 本市におきましては、農家の要望等に応えら

れるＴＰＰ関連事業を取捨選択して、生産コス

ト削減や経営基盤強化への取り組みを支援して

まいります。合わせて、現在ある施策や新規の

市単独事業に有効に取り組んで、新規就農者を

初めとした農業者を支援をして、農業振興を図

ってまいりたいと考えております。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  観光振興と

交流人口対策において、着地型観光への転換、

並びに、その充実についての質問にお答えいた

します。 

 着地型観光の取り組みは、地元の観光資源を

掘り起こし、その観光資源を生かして地域がプ

ロデュースし、旅行商品に仕立てて誘客を図っ

ていくものであると認識をしております。 
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 本市におきましては、現在、体験型観光とし

て、自然と遊ぶ、触れ合う、自然を生かす、つ

くる、垂水の味の世界を極める、歴史を楽しむ

など４つの大きなテーマを柱に、さまざまな体

験メニューガイドを作成しているところでござ

います。 

 また、垂水市観光パンフレットにおいて、垂

水市まちあるきコース等の紹介や観光案内ガイ

ドや登山ガイドの育成、並びに、観光協会の

ホームページやパンフレット等による情報発信

など、本市の観光施策の推進に努めているとこ

ろでございます。 

 今後、着地型観光を進め、さらなる交流人口

の増加を図っていくためには、観光資源の掘り

起こしや観光メニューの確立、並びに、情報発

信機能の充実が必要であると考えておりますの

で、これまで以上に観光客の目線に立ち、観光

情報を初め、本市のさまざまな情報を集約し、

発信することで誰もが気軽に訪れていただける

ような滞在型の観光地を目指して、県の観光連

盟や市内の関係機関と連携し、交流人口の増加、

並びに、地域活性化に向けた取組を積極的に進

めてまいりたいと考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  安心への挑戦に

ついてでございますが、地域包括ケアを推進す

ることで、高齢者が、本当に、住み続けられる

町ができるのかとの質問であろうかと思います

が、高齢者の８割が住みなれた地域で安心して

暮らし続けたいと願っておられることは、平成

26年に実施しました高齢者実態調査でも明らか

となっております。 

 高齢者が地域で暮らし続けるためには、24時

間対応の在宅医療、必要なときに使える介護

サービスの充実、多様な生活支援サービスの提

供が必要であり、これらがばらばらに提供され

るのではなく、それぞれが連携して動いてこそ

可能となります。 

 この仕組みが地域包括ケアシステムと呼ばれ

ておりますが、医療に関しましても、医師、看

護師不足は深刻で、地域包括ケアが求める在宅

医療体制にもさまざまな問題を抱えているのも

事実でございます。同じように、介護サービス

の充実、実現にも、介護職の離職問題、人材不

足等の問題があり、生活支援サービスの提供体

制でも地域によってばらつきがあり、課題も山

積しております。 

 これらの課題に取り組むため、これまでも、

平成18年度以降、介護予防の推進や在宅医療の

推進、他職種のためのネットワーク構築など、

中長期的な視点に基づき事業を展開してまいり

ましたが、平成28年度には、これらの拠点とな

る仮称地域包括ケアセンターの整備を予定して

おり、山積する課題に集中的に取り組む体制が

図られますので、積極的に各種事業を推進して

まいります。 

 また、高齢者を取り巻く環境も厳しさを増し、

介護給付費が右肩上がりで伸びており、それに

合わせて、基準介護保険料も平成27年度からは

月額5,000円を超え、負担感が増していると思

われます。なお、国も低所得者対策として、こ

れまでの軽減策に加えて、第1段階の介護保険

料をさらに軽減する施策を実施し、本市も行っ

ておりますので、負担感の軽減にはつながって

いるものと思ってます。 

 なお、医療、介護、社会保障の充実について

は、世界一の高齢化社会をどう維持していくの

か。年金、医療、介護の費用をどうするかなど、

社会保障と税の一体改革で取り組まなければな

らない課題であると認識しております。 

 次に、未来への挑戦についてのひとり親家庭

支援対策についての御質問ございますが、離婚

等の理由により、子供をひとり親で養育してい

る本市の世帯数は170世帯程度でありまして、

そのうち、子供１人の世帯は100世帯でござい
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ます。 

 厚生労働省が平成25年に実施しました国民生

活基礎調査によりますと、子供の貧困は平均的

な所得の半分を下回る所得の世帯で暮らす子供

たちのことで、国内の子供の貧困率は16.3％で

ございます。また、子供のいる夫婦が離婚し、

ひとり親家庭になった場合に子供の親権者とな

るのは母親が８割であり、その３分の２が貧困

層となってしまうと分析されています。 

 子供の生育する家庭の経済的理由で、生活状

況にできる限り差異が生じることのないように

するための経済的支援策といたしまして、本市

では、母子家庭等につきまして、児童扶養手当

の受給、ひとり親家庭等医療費助成、母子福祉

資金貸付事業、保育料負担軽減措置等を実施し

ております。 

 児童扶養手当は国の制度に基づくもので、手

当額は年度ごとに、全国の消費者物価指数をも

とに算定されており、平成28年４月からは全体

的に0.8％引き上げられることとなっておりま

す。適用額につきましては、その世帯の前年度

所得額に応じて段階的に支給される仕組みにな

っていますが、全部支給の場合ですと、月額

330円の増額になり、子供が１人いる世帯でも

若干の増額にはなるようでございます。また、

８月以降は、第２子加算額を5,000円から１万

円、第３子以降加算額を3,000円から6,000円、

それぞれ倍増する方向で国の調整が進んでいる

ようでございます。 

○教育長（長濱重光）  貧困対策を受けて、経

済的支援と教育支援は問題はないのか、また、

取り組みについての御質問にお答えをいたしま

す。  

 子供の貧困対策は、教育の機会均等を図り、

次世代への貧困の連鎖の防止のためにも、非常

に重要な課題であると認識いたしております。 

 教育委員会の取り組みとしましては、議員御

承知のとおり、経済的理由で困っている小学生、

中学生の保護者に対して、学用品費、学校給食

費等の一部を補助する就学援助費の制度がござ

います。平成28年度当初予算において、学校給

食費の支給率を上げるための援助費の増額を計

上させていただき、さらなる充実を目指してお

ります。 

 また、従来より、垂水市奨学資金を高校生、

大学生等に貸与しており、新年度の入学生につ

きましては、毎年12月末から、中学３年生、高

校３年生に募集要項等を配付するとともに、市

報や市のホームページに掲載し、周知を図り、

３月に受付を行っているところでございます。 

 さらに、本市の奨学金のほかに、国や県にお

きましては、高校や大学等への進学を支援する

ために、無利子型や給付型の奨学金制度がござ

います。今後とも、これらの制度につきまして、

積極的に周知をして、経済的理由により進学を

諦める子供がいることのないように努めてまい

りたいと考えております。 

 市町村教育委員会に求められますもう一つの

重要な役割といたしましては、貧困の連鎖を防

止するための学習支援であるということを常に

念頭に置き、本市の教育行政を進めているとこ

ろでございます。その学習支援の具体策といた

しまして、学習がよくわかり、できるようにな

りたいと思う学習意欲のある小学生を対象に、

集まれわんぱく夏の勉強会を夏季休業中に実施

しております。 

 また、都会に住んでいる子供たちに比べて、

本物を見たり、聞いたり、触れたりする機会の

少ない本市の児童生徒に、一流の芸術等を鑑賞

するわくわくどきどき夢教室授業を実施してお

ります。これに加えまして、平成28年度から、

中学生を対象に夢の実現、学びの教室授業に係

る経費を当初予算に計上させていただいており

ます。 

 昨日の川越議員の御質問でもお答えいたしま

したように、垂水市市民館を会場に、毎月第１、
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第４土曜日の午後から年間を通して学習する場

を提供することとしており、議員仰せの教育の

機会均等の一つとして、学習塾等に通うことが

経済的に困難な生徒にも大変有効な取り組みで

あると考えております。今後とも、これらの取

り組みを実効しながら、法の趣旨であります責

務を果たしてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  介護保険制度の

改定による影響についての御質問にお答えいた

します。 

 2015年の制度改正による補足給付の対象外と

なった方は５人おられます。利用料の自己負担

額が１割から２割となった方は38人おられます。

また、今回の制度改正は、利用者にとってマイ

ナス改正となることから対策の必要性がない方

の御質問ですが、介護保険の自己負担額は制度

発足以来、１割負担を堅持されてきましたが、

今回、初めて２割負担を導入しました。 

 医療保険も当初は１割負担であったことを踏

まえると、なし崩し的に負担割合がふえないか

危惧するところでありますが、対策の必要性は

今のところ考えておりません。 

○企画政策課長（角野 毅）  子育てと仕事が

両立できる環境づくりについて、垂水市男女共

同参画基本計画についての御質問にお答えをい

たします。 

 本市では、男女共同参画社会基本法に基づき

まして、平成20年度に、垂水市男女共同参画基

本計画を作成しております。男女共同参画基本

計画では、記載された全ての具体的施策97施策

について、その実施状況を毎年度把握、点検す

ることとしております。また、各課は点検結果

をもとに、所管するあらゆる業務に男女共同参

画の視点を取り入れて推進することとしており

ます。 

 合わせて、当計画は、計画期間の中間点に当

たります平成26年に、平成26年度からの５年間

を計画期間とする後期計画を策定いたしました。

後期計画におきましても、現行の基本理念を引

き継ぎ、さまざまな政策の中において男女共同

参画の視点を取り入れた取り組みを継続するも

のであると認識しております。 

 行政として、本市の男女共同参画基本計画に

記載しております具体的施策の推進を図り、男

女共同参画社会の実現に向けた取り組みを積み

重ねていくとともに、広く市民の方々に関心を

持っていただけるよう認識、啓発を図ってまい

りたいと考えております。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  女性が働き

やすい職場環境づくりにおける相談窓口等は、

水産商工観光課と認識しておりますので、その

取り組みと課題及び対策についての質問にお答

えいたします。 

 悩みを抱える女性の方々がどこに相談すれば

いいのかなど、相談窓口がまだ確立されていな

いことも一因と考えられますが、現在のところ、

相談実績はゼロというのが現状でございます。

また、潜在的に職場環境や雇用に悩んでおられ

る女性の方々がどの程度いらっしゃるかを実態

調査してないのも現状でございます。 

 女性だけのために限らず、働きやすい職種環

境づくりは、経営者の皆様の理解と協力が不可

欠でございますので、産休や育児休業などの諸

制度やその取得のための助成金等の制度につい

て、経営者の皆様に制度を理解していただき、

積極的に導入していただけるよう垂水市商工会

にお願いいたしまして、まずは、セミナーや専

門家による講演会の開催等について取り組んで

まいりたいと考えているところでございます。 

 また、水産商工観光課におきましても、行政

側の相談窓口として、相談に対して十分な対応

ができるよう、セミナー等に参加してまいりた

いと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  学習、保育指導
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員の処遇改善についての御質問でございますが、

共働き世帯、ひとり親世帯で等の増加、就労状

況の変化等を理由に、放課後児童クラブの利用

児童数は増加傾向にあります。 

 垂水児童クラブにおきましては、現在、１年

生から３年生までの60名程度の児童が利用して

おりますが、今後は４年生以上も利用できるこ

ととなったため、現在の教室１部屋では窮屈な

状態であることから、平成28年４月より、垂水

小学校の余裕教室をもう１カ所活用させていた

だきまして、実施場所を拡大する予定でござい

ます。 

 放課後児童クラブを利用する子供たちは、平

日の放課後、土曜日、春、夏休み等の長期休業

日を家庭にかわる毎日の生活の場として児童ク

ラブで過ごすことになります。多くの児童が長

い時間を過ごす放課後児童クラブは、子育て世

帯にとっては安心して仕事と子育てを両立され

るための不可欠な場所であります。 

 また、子供の健全な生育環境を保障する上で

の大切な場所でありますことから、垂水市放課

後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準条例におきましても、指導員には保育士、学

校教諭等の資格要件もあり、必要な知識、技能

の習得、資質の向上に努めていくことが求めら

れております。 

 放課後児童支援員の処遇改善については、今

後、支援員の人材確保等を図るためにも配慮し

ていかなければならないと思っておりますが、

他市の状況等を調査してまいりたいと考えてい

ます。  

○水産商工観光課長（髙田 総）  道の駅の労

働条件において、賃金カットはあったのか。ま

た、他の部署の状況は、についての質問にお答

えいたします。 

 賃金カットにつきましては、昨年９月から行

っているようでございます。その経緯と理由で

ございますが、昨年４月から新たな指定管理者

であります株式会社芙蓉商事単独での管理運営

において、選定委員会で提案いただいたとおり、

４月から賃金アップに取り組んでいただいたと

ころでございます。 

 しかしながら、５月末からの長雨が原因とな

った深湊川の氾濫による国道220号の通行どめ

及び通行規制が長期にわたったことや８月15日

の桜島の噴火警戒レベルがレベル４に引き上げ

られたことから、集客が一番見込める時期に観

光客が激減し、８月までの収益が対前年度比で

2,000万円を超える損失を計上したようでござ

います。 

 このような状況のもと、従業員に対して解雇

を行わず、雇用の確保を絶対条件としたことか

らやむなく賃金カットに手をつけざるを得ない

状況となったようでございますが、この賃金カ

ット額につきましては、賃金アップ前の水準に

落としたものでございます。 

 現在におきましては、来館者数も次第に回復

しており、今年度末の決算の状況次第ではござ

いますが、利益が計上できるようであれば賃金

カットを開始月に遡及して、給与の還付を行う

意向があると指定管理者から報告を受けている

ところでございます。また、他の部署での状況

につきましては、道の駅の加工室に入っておら

れます牛根漁協の職員の方々の賃金カットが行

われた報告は受けておりません。 

 桜島の噴火活動の再開もあり、また、風評被

害がまだ根強く残っているなど厳しい状況もご

ざいますが、関係機関の皆様の御協力をいただ

きながら、多くの観光客の皆様方が安心して道

の駅垂水を訪れていただきますよう情報の発信

に努め、元気な垂水づくりに向けた事業を進め

てまいりたいと考えております。 

 続きまして、適正な労賃を示す必要があるの

ではないかの質問にお答えいたします。 

 それぞれの企業においては、労働環境や労働

条件等を考慮して、給与、賃金が定められてい
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ると思っております。適正な労賃の水準につき

ましては、毎年10月に県が公表します職種ごと

の最低賃金額が一つの指標になると思っており

ますので、これを下回ることのないよう注視し

てまいりたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○教育総務課長（保久上光昭）  中学校の通学

上の安全対策と支援対策についてのスクールバ

ス使用規則で、他市町村との違いについての御

質問にお答えいたします。 

 平成22年４月に、牛根中学校など４中学校が

統合し、垂水中央中学校が開校したことに伴い、

遠距離通学となる旧垂水中学校区以外の生徒の

通学手段を確保するため、垂水市立垂水中央中

学校スクールバス利用に関する規則を、平成22

年２月15日に制定、施行し、入学式が実施され

た４月６日より、スクールバスの運行を開始し

ております。 

 御質問の他市町村の利用規則等における利用

許可条件についてでございますが、県内19市の

状況を確認しましたところ、まず、スクールバ

スの運行を行っておりますのが14市で、13市が

学校統合を期に運行開始しております。そのう

ち、本市を含む12市が運行管理に関する規則等

を定めております。 

 通学利用許可条件としているのが５市でござ

いました。その利用許可条件が通学距離を見ま

す。利用許可条件の通学距離を見ますと、８キ

ロ以上が１市、７キロ以上が１市、６キロ以上

が２市、最も短い４キロ以上は本市のみとなっ

ております。 

 なお、通学距離が明示されていない９市にお

きましては、学校統合を機に運行を開始した経

緯もあり、廃校となった学校の校区内に居住し

ている生徒を対象としております。なお、利用

許可基準に関し、その他教育委員会が特に認め

る者等の例外規定を定めているのは３市でござ

いました。 

 以上のように、本市は他市と比べましても、

利用対象となる通学距離は最も短く、より利用

しやすい条件となっておりますが、利用許可基

準における例外規定については定めていないと

ころでございます。 

 続きまして、スクールバスの運用状況の柔軟

な対応の必要性についての御質問にお答えしま

す。 

 本市のスクールバスは、現在、２業社により、

牛根方面、協和方面、柊原方面、段経由の水之

上、新城の計４路線を運行しております。 

 議員御質問の柔軟な対応とは、４キロ未満に

居住する旧垂水中学校区の対しても、身体的な

状況等に鑑み、必要に応じて運行経路を変更し

利用できるようにできないかとのことですが、

次のような課題等がございます。 

 例えば、現在、バスを利用している水之上地

区の生徒以外の生徒が、現在、運行しているス

クールバスのルート以外から乗車するとなりま

すと、運行ルートの変更が必要となります。そ

の場合、新たに中型バスを運行する道路が離合

ができ、最も安全が求められるスクールバスの

道路と適しているか。また、対象生徒の居住す

る中学校を回ることになりますと、運行時間と

運行距離が延びることとなりますことから、始

点の新城麓の発車時刻が現行の午前７時28分よ

り早まることとなりますし、逆に、下校時には

遅くなることになります。 

 このようなことから、今後、議員御質問のよ

うな対応をするには課題があること。また、変

更する場合には、現在利用している生徒、保護

者を含めたコンセンサスを得る必要もございま

すことから、現在のスクールバスの運行経路変

更は慎重に検討せざるを得ないものと考えます

が、身体的な状況等により自力での通学ができ

ない場合などは、現行のスクールバス利用と費

用対効果なども勘案しながら、別途個別に検討

することも必要ではないかと考えております。 
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 以上でございます。 

○学校教育課長（下江嘉誉）  自転車通学への

補助の考えはないかということについて、お答

えいたします。 

 自転車通学につきましては、平成22年度の中

学校統合に伴い、制定されました自転車通学生

に関する規則に基づき、通学距離２キロメート

ル以上６キロメートル未満の生徒が対象となっ

ており、現在は40名の生徒が許可されていると

のことでございます。また、旧牛根中、協和中、

垂水南中の旧３中学校区の生徒につきましては、

統合されましたときから６キロメートル未満で

あってもスクールバスの利用が可能となってお

ります。 

 本市の遠距離通学生への補助につきましては、

垂水市立学校通学費補助に関する規則に基づき、

小学生は４キロメートル、中学生は６キロメー

トル以上の通学距離がある児童生徒の保護者を

補助対象としております。この基準は文部科学

省の学校の適正配置、通学条件の目安とも一致

しており、通学時間１時間以内をめどにしてい

るところでございます。そして、この規則に基

づき、平成27年度に、通学費の補助を受けてい

る対象児童は岳野地区の小学生２名のみとなっ

ております。 

 議員御提案のとおり、自転車通学の生徒に対

して、自転車購入費等の補助をすることとなり

ますと、同じ２キロメートルから６キロメート

ルの通学距離でありながら、急な坂道があり自

転車通学が危険であるとの理由で、自転車通学

をしたくても許可されず徒歩で通学している生

徒もおりますことから、補助することとなりま

すと公平性が保てないことも懸念されます。加

えて、小学生も同様に、徒歩での通学をしてい

る場合、不公平感も生じることから難しい状況

があると考えております。 

 以上でございます。 

○土木課長（宮迫章二）  市営住宅の保証人免

除について、免除規定を定める必要があるので

はないかという御質問にお答えいたします。 

 現在、本市では、市営住宅に入居する際、２

人の連帯保証人を立てていただいているところ

でございます。議員が申されますように、平成

８年当時の建設省から示された公営住宅の管理

標準条例案には、入居の際、必要な誓書に保証

人の連署は必要としない旨の条項があり、条項

の説明の中で、保証人を免除する場合の規定が

あります。 

 規定では、保証人になってくれる人がいない

場合でも、本人に家賃の支払い、その他賃貸借

契約に基づく債務の履行について誠意と能力が

あると認められるときは、保証人は必ずしも要

しないと説明されています。また、保証人につ

いては、各地方自治体の判断に委ねられている

ようです。 

 また、鹿児島市でも、市営住宅条例施行規則

で連帯保証人を２人立てるよう規定されており

ますが、ただし書きで、市長が特別の事情があ

ると認める場合は、連帯保証人を１人とするこ

とができると定められております。ただし、そ

の場合でも保証人１人のほかに、緊急時等連絡

が取れる方を別にもう１人お願いしているよう

でございます。 

 冒頭で申し上げましたとおり、本市では、２

人の連帯保証人が必要となっておりますが、平

成27年７月に規則の改正を行い、連帯保証人の

要件を緩和いたしております。以前は、住所が

垂水市、鹿児島市、鹿屋市及び現在の霧島市に

なければ連帯保証人になれませんでしたが、改

正により、連帯保証人の住所地を拡大し、離島

を除く鹿児島県内の市町村といたしました。ま

た、申込者の３親等内の親族及び姻族が連帯保

証人となる場合は、鹿児島県内に限らないとし

ております。 

 この連帯保証人は、入居者と同等の債務を負

うほか、入居時だけではなく、安否確認や単身



－141－ 

者死亡時の退去手続など緊急の対応をしていた

だき、１人と連絡が取れない場合には、もう１

人に責任をもって対応していただくため、２人

の連帯保証人は必要であると考えております。 

 以上でございます。 

○持留良一議員  今回は、そういう形で１回だ

けの質問にさせていただきたいと思います。要

は、あと、決算委員会等で、さらに問題点を整

理して、その場でさらにこの問題点をさまざま

な角度から、また、質疑をしていきたいという

ふうに思います。 

 今回、こういう形で整理したのは、やっぱり、

大きな問題点がここに集中しているだろうとい

うことであります。特に、貧困と格差の問題を

ただしていく。今、政治が本当に求められてい

ると。そういう中で、本市も、やっぱり、そこ

にしっかりとした政策を中心的に立てていく必

要があるということがあった観点から、このこ

とを今回は改めて試みたところであります。さ

まざまなことが出てまいりましたけども、やは

り、これについて、やっぱり、時間をかけて、

この点についての追及をしていくことが大事だ

ろうと思いまして、予算特別委員会にそのこと

は求めていきたいというふうに思います。 

 そのことで、私の質疑、質問を終わります。 

○議長（池之上誠）  ここで暫時休憩します。

次は、２時20分から再開いたします。 

      午後２時８分休憩 

 

      午後２時20分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 ２番、梅木勇議員の質疑及び質問を許可いた

します。 

   ［梅木 勇議員登壇］ 

○梅木 勇議員  お疲れさまです。１月24日の

記録的な大雪からちょうど１カ月、あちらこち

らで梅の花が咲きほころび、緋寒桜も咲き誇っ

ています。畑の大型ハウスでは、サヤインゲン

の収穫さなかで、小型トンネルでは苗が順調の

生育し、また、ジャガイモの植えつけ作業が見

られ、タマネギの収穫も近づいてきました。一

方、本町商店街にはのぼり旗が立てられていま

すが、今回で４回目となる江戸時代から伝わる

土人形、垂水人形の作品展が国道沿いの古民家

で始まっています。このような風景を見ますと、

春の訪れと皆様への生活への希望とあすへの楽

しみを感じるところです。市民の皆様には、幸、

実り多き一年となりますよう願うところであり

ます。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、

さきに通告しておりました質問に入らせていた

だきますので、御答弁よろしくお願いいたしま

す。 

 まず、１問目、市道の整備について質問いた

します。 

 道路の整備、改良は市民生活に最も必要な、

最も大切な一つでありますが、市道にあっては、

これまで各所で補修や舗装工事、また、内ノ野

線や元垂水原田線も年次的に改良工事が進めら

れ、通行安全性が向上し、交通の利便性が図ら

れているところでございますが、元垂水原田線

の改良工事についてお聞きします。 

 市道元垂水原田線につきましては、先に上原

田野久妻までの区間で改良工事が進められ終了

しています。その後、元垂水を起点とした改良

工事が行われ、今年度は下市木集落入口まで進

んでおります。元垂水を起点とした改良工事は

これまで本年度を含めて何年を要したのか。ま

た、距離、工事金額等をお聞かせください。 

 次に、地域づくり・人づくりについて質問い

たします。 

 少子高齢化、人口減少の進行していく社会状

況に対して、地域の活性化や地域おこしという

ことがよく言われ、新聞・テレビ等マスコミで

は地域での伝統行事や催しごと、いろんな取り
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組みの報道がなされています。 

 本市でも少子高齢化、人口減少や高齢化率は

高まり、高齢者のひとり暮らしや空き家も増加

しています。地域の活力や元気さがしぼみ、地

域力が乏しく集落機能の維持などが難しくなっ

てくる状況が見られてくると思います。ついて

は、地域の活性化など地域づくりにどのような

施策が取り組まれ行われてきたのがお聞きしま

す。 

 ３問目に、防災・自主避難について質問いた

します。 

 この件につきましては、12月議会で質問いた

しましたが、牛根境地区の自主避難所について

は防災環境上地形的なことがあるが、一番大事

なのは、やっぱり生命・財産を守る。特に、生

命をしっかり守ることが最重要だと思っていま

すから、地元の自主防災組織と協議を進め、し

かるべき方向性を出していきたいという答弁で

ありましたが、その後、地元防災組織とどのよ

うに協議がなされているのかお聞かせください。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○土木課長（宮迫章二）  市道の整備について、

元垂水原田線のこれまでの整備状況についてお

答えいたします。 

 この市道元垂水原田線道路改良工事について

は、これまで川越議員からの御質問にもお答え

しているところでございます。この市道は、元

垂水の国道220号の交差点を起点にして、上市

木野久妻を経由し、終点は上原田の県道垂水南

之郷線との交点までの全長7,350メートルの１

級市道でございます。市木地区としまして、終

点側から野久妻までを平成５年度から着手し、

平成23年度で完了しております。 

 現在、実施しております元垂水側からの整備

につきましては、平成23年度に辺地対策事業と

して計画し、平成23年度に測量設計業務委託を

実施し、平成24年度から起点側から改良工事を

開始したところでございます。平成24年度から

本年度までの４年間で改良工事の延長が860

メーターで、総事業費１億3,000万円となって

おります。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（角野 毅）  梅木議員の地域

づくり・人づくりについての御質問にお答えを

いたします。 

 現在、梅木議員には垂水地区の地域振興計画

策定委員として策定協議に御参加いただいてお

りますが、垂水市第４次総合計画における地域

づくりの基本構想は、地域振興計画に基づいた

まちづくりを推進することとしております。 

 昨日の川越議員の御質問に対する答弁でも述

べましたが、地域振興計画につきましては市内

９地区中８地区で地域振興計画が策定済みでご

ざいますが、各地区住民がこうありたいと願う

姿を目標として掲げ、10年間の行動計画が地区

住民の手で策定されておりました。策定された

地域振興計画により、各地区におきまして行動

計画に基づいた特色あるまちづくりが展開され

ております。 

 これまで策定済みの８地区全てにおいて、総

務省事業の採択を受けまして総額１億円の交付

金を活用させていただきました。大野地区では

平成25年度に県知事賞と県大隅地域振興局長賞、

今年度は全国過疎地域自立促進連盟会長賞、新

城地区が平成25年度に農林水産大臣賞、水之上

が平成26年度に県優秀賞を受賞するなど、住民

主体の計画に基づく地域づくりが高く評価を受

けているところでございます。 

 以上でございます。 

○総務課長（中谷大潤）  境地区における公共

施設は地区公民館と境小学校でございます。両

施設とも土砂災害警戒区域にありますが、両施

設を比較して境小学校がより安全と判断して、

境地区における第１次避難所として指定してい

るところでございます。土砂災害警戒区域内の

施設を自主避難所として指定することは、現状
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においては対応できかねますので、これまで複

数回にわたり自主防災組織や地区公民館の方に

説明をしてまいりまして、こちらの事情は理解

していただいていると認識しております。 

 自主防災組織や地区公民館の方との話し合い

の中で、郵便局の協力により自主避難所として

提供していただけると聞きました。地域コミュ

ニティにおける共助による防災活動推進の観点

から、境小や郵便局などの施設を自主防災組織

における自主避難所として提案し、境地区の防

災計画を協議してまいります。 

 12月議会におきまして境地区の自主避難所に

ついては、境小の空き教室や体育館、その他の

民間施設などさまざまな意見があるようですの

で、これらを集約して来年の梅雨時期前までに

は自主防災組織としての方針を決めていただく

よう、関係者と協議を進めてまいりますという

旨の答弁をしておりますので、結論を出すこと

につきましてはもう少し時間をいただけますよ

うお願い申し上げます。 

○梅木 勇議員  それでは一問一答式でお願い

たします。 

 まず、市道元垂水原田線についてでございま

すが、元垂水からの国道からの起点で、上市木

まで3.4キロほどあります。これまで４年で860

メートルの道路改良がなされているとのことで

ありますが、改良された区間は従来ののり面が

垂直に水路、排水の兼用が別々に設置され、水

田への配慮がなされたり、水路や排水路にはふ

たが取りつけられ、道路利用面を広げるなど工

夫がなされ田園道路としての機能が高まってい

ます。このように通行性、安全性の向上が図ら

れる改良工事を地域ではできるだけ早く進めて

いただきたいと願っております。今後、上市木

までおよそ2.6キロほどありますが、これから

の振興計画、到達年数等をお聞かせください。 

○土木課長（宮迫章二）  今後の計画について

お答えいたします。 

 当初計画では、舗装面だけでの改良工事をす

る計画でありましたので、５年間で2,800メー

トルを完成できる予定としておりました。上市

木までできるという予定でおりました。しかし

ながら、地元説明会での排水路の追加要望や、

元垂水側の排水路がかなり大きくなったことや

路床の状態が悪く、置き換えをしなければなら

なくなったことで事業費がふえ、施行延長が延

びなくなったところでございます。 

 また、この整備につきましては社会資本整備

総合交付金事業を活用しまして実施しておりま

すが、例年、国からの割当額が少なく、結果と

しまして思うように整備が進まない状況でござ

います。お尋ねの上市木まで何年かかるかとの

ことでございますが、交付金の割当額にもより

ますので、今のところいつまでに完了できるの

かは、はっきりとお答えできないところでござ

います。 

 ただ、この路線につきましては、新たな過疎

計画でも計上して年次的に実施していく計画で

ございますので、市木地区の皆様方には大変御

迷惑をおかけしますが、長年の要望でございま

す改良計画であり、地区からの要望を反映した

整備を図ってまいりたいと考えておりますので、

地区の皆様方の御理解と御協力をよろしくお願

いしたいと思っております。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。今後

も地域の皆さんは１年でも早い促進を望んでお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 ただいま、これまでの整備状況、今後の計画

をお聞きしましたが、いよいよ下市木集落入口

まで工事が進んできましたが、今年度からの工

事内には下市木集落水道の配水パイプの布設や

防犯灯があり、工事により再布設や移転をしな

ければならない状況となりました。地域ではこ

れらの負担に大変憂慮し、要望書を提出してい

るところです。私たちの地域でも空き家がふえ
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始め、水道費や地域運営費の集金戸数の減少等

により、維持運営に苦心しております。 

 このようなことの御理解や施設が、地域の公

共施設であること等を考慮いただき、要望を検

討していただいているものと思いますが、これ

の対応についてどのように検討がなされている

のかお聞かせください。 

○土木課長（宮迫章二）  道路に布設してある

集落水道管などの対応についての御質問にお答

えいたします。 

 今年度の改良工事区間内に、下市木地区の集

落水道管が道路内に布設されていますことは承

知しております。また、先日も下市木地区から

集落水道の移設費用につきまして負担軽減の要

望がなされたところでございますので、補償基

準に基づき対応したいと考えております。この

補償基準では、道路改良工事等で支障となり移

設を余儀なくされた水道管につきましては、国

土交通省の機関であります九州地区用地対策連

絡会の基準書に基づきまして、補償物件として

の対応となりますので、なるべく負担軽減でき

ますように努力したいと考えております。 

 補償対象については、現物に対しての補償と

なりますので、例えば水道管の材質の品質を上

げるとか、口径を大きくすること、既設の水道

管がないところに新しく配管することなどは補

償の対象にはなりません。 

 以上でございます。 

○生活環境課長（田之上康）  市道整備により

ます補償の対象外となりました集落水道の施設

整備について、生活環境課のほうからお答えい

たします。 

 今、土木課長の答弁にありました補償対象外

となります材質変更などの既設管の現状を変更

するような整備及び新たに布設する箇所につき

ましては、生活環境課の集落水道施設改良事業

等補助金によりまして助成が可能でございます。 

 助成内容につきましては、昨年の深港地区の

土砂災害を契機に皆様からの御要望にお応えす

る形で、新年度から補助率を現在の３分の１か

ら２分の１へアップして助成することとしてお

りますので御活用ください。また、事業費の切

り分け等詳細につきましては、土木課と生活環

境課の担当窓口でそれぞれ御確認いただければ

と思います。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  非常に前向きなありがたい回

答をいただきましてありがとうございます。後

日、地域の皆さんと一緒に相談いたしますので、

よろしくお願いいたします。 

 ４回目でございますけれども、昨年、６月議

会で河崎川流域の防災について質問をいたしま

した中で、上市木橋についてもお聞きしました

が、答弁では県に相談したところ既設と同じ形

状であれば、上部工を架けかえてもよいのでは

とのことであったため、平成27年度に架けかえ

の実施設計を行い、早ければ来年度に架けかえ

工事を実施できればと思っているとの答弁をい

ただきました。 

 午前の堀添議員の質問の中でも上市木橋の件

は触れられましたが、確認のために、再度平成

28年度に実施できるのかお聞かせください。 

○土木課長（宮迫章二）  上市木橋の対応につ

いてお答えいたします。 

 ６月議会でもお答えしておりますが、現在、

橋梁の上部工架けかえの実施設計を委託してお

りまして、最終の設計協議を２月17日に行った

ところでございます。本日が委託の工期となっ

ておりまして、本日、この後、実施図面を含め

た報告書の納品の予定となっております。 

 工事につきましては、社会資本整備総合交付

金事業で国へ申請しており、新年度予算にも計

上しておりますので、平成28年度に架けかえの

工事を発注する予定としております。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。28年
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度には架けかえができるということでございま

すけれども、長い間の危険性や片側通行も解消

され、大型車両も通行できるようになり、交通

状況が復元されますのでよろしくお願いいたし

ます。 

 また、上市木橋から野久妻までの間に危険啓

発の赤色灯がありますが、不用となっているよ

うでありますので、速やかな撤去が望ましいと

思われますのでよろしくお願いいたします。 

 続きまして、地域づくり・人づくりについて

質問させていただきます。 

 先ほど地域づくりの取り組みをお聞きしまし

たが、第４次垂水市総合計画に基づき、校区ご

とに地域の皆さんと話し合い、地域振興計画を

策定し地域づくりに取り組んでいるとのことで

あり、数々の成果も述べられました。 

 これまでの校区ごとの地域振興計画による地

域づくりでは、地域の特徴や魅力を語り合い、

それぞれの特性やアイディアを生かした地域づ

くりに取り組み活動がなされて、地域の元気・

憩いの場所づくりなど活性化が図られていると

のことであります。 

 私も、校区ごとの地域づくりでは大野地区の

「大野原いきいき祭り」や、新城地区のグラン

ドゴルフ場と交流拠点施設の建設、牛根岳野の

公民館に太陽光の発電施設の設置などなど、ま

た、境地区では国道沿いに人が集うサロンと地

域の物産の販売を兼ねた施設ができると聞いて

おります。 

 各地区でこのような取り組みがなされ、活力

や元気さが戻って来つつあると感じているとこ

ろでありますが、昨日の地域包括ケアシステム

に関する一般質問でも、地域包括ケアシステム

を推進するには地域づくり、まちづくりも必要

である旨の答弁がありましたが、さらに今後の

地域づくり、地域おこしをどのように進めてい

かれるのか伺います。 

○企画政策課長（角野 毅）  梅木議員の地域

づくり・人づくりについての２回目の御質問に

お答えをいたします。 

 現在、地域振興計画策定済みの地区に対しま

しては、行動計画に基づいたソフト事業及び

ハード事業にふるさと応援基金を財源といたし

ましたまちづくり交付金を交付いたしておりま

す。各地区が掲げた行動計画実現に活用してい

ただいており、地区の活性化につながっている

と考えております。さらに本年度、定住人口対

策に係るまちづくりを充実させるため、まちづ

くり交付金交付要綱を改正を行ったところでご

ざいます。 

 また、既に大野地区におきましては実施済み

でございますけれども、10年の計画の中間期に

は地域振興計画の見直しも行うこととしており、

平成28年度には水之上地区で見直しが検討され

ております。見直しに際しましては、策定交付

金の助成を行っており、先進地研修視察等に活

用いただいております。 

 見直しにより、社会情勢の変化や地区住民の

ニーズに合わせ、各地区が考える新たな取り組

みの必要性や課題解決に向けた行動を計画に反

映させることで、後期計画によるまちづくりが

さらに充実したものになるよう推進してまいり

ます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  これまでの地域振興計画の継

続等を進められるようでありますが、地域の活

性化や地域おこしなど地域振興を進めていく上

で、また、市からの施策の提案にも対応できる

地域のリーダー的存在や、リーダーなる存在が

必要であり、各地域にはこのような方々がおら

れ活躍され、地域の運営や行事が行われ維持継

続され、また、これまでの地域振興計画でも地

域の大きな力となられたものと思います。 

 人口減少が進んでいく中、このような方々も

年齢等により活動ができなくなっていくことに

なります。地域や地区づくりには、これからも
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途切れなく継続的に地域を支える人材やリー

ダーが必要で、また、発掘・育成も大切で必要

であると思います。 

 今議会で提案されている平成28年度から平成

32年度までの過疎地域自立促進計画の中でも、

地域の自立促進の基本方針の（ア）地域づく

り・人づくり、教育の項目。地域を支える人材

の育成の項では、地域活動に気軽に参加できる

環境づくりと活動の中心となる地域活力の向上

に必要な人材の発掘・育成に取り組み、また、

特色ある地域づくりのため協働をより深く学ぶ

取り組みを進めるとされていますが、具体的に

どのような取り組みがなされているのかお聞か

せください。 

○企画政策課長（角野 毅）  梅木議員の地域

づくり・人づくりについての３回目の御質問に

お答えをいたします。 

 地域振興計画策定に際しまして、本市のまち

づくりに御尽力をいただいております鹿児島大

学小栗准教授を講師にお招きして講演会を実施

することで、地区住民のまちづくりに対する気

運の醸成が図られております。講演会実施に加

え、策定委員による先進地視察を行い、その手

法や取り組みを学ぶことで、地区が目指すまち

づくりに活用していただいております。 

 梅木議員が御指摘されますように、地域を支

える人材の育成につきましては、現在の各地区

における地域づくりを持続可能なものにする上

で必要であると考えております。他市の取り組

みも参考に、地域のニーズに即した人材育成に

つながる情報提供や、研修会にかかる助成など

まちづくり交付金の拡充を検討するとともに、

国や県の人材育成に関する情報収集を行ってま

いりたいと考えております。 

○梅木 勇議員  地域づくりを支える人材の発

掘・育成、いわゆる人づくりにつきましては、

隣の鹿屋市では地域リーダー育成バンクを設け

登録を募集しているようです。いろんな取り組

みがあるかと思いますが、多様な取り組みをし

ていただきたいと思っております。よろしくお

願いいたします。 

 次に、３問目の防災・自主避難については、

先ほどの答弁にありましたように、地元防災組

織との速やかな協議のもとに、地区の意向が反

映されるよう進めていただきたいと思いますの

で、もうこれで終わりたいと思います。 

 以上で、私の質問を終わります。ありがとう

ございました。 

○議長（池之上誠）  次に、13番、篠原炳則議

員の質疑及び質問を許可いたします。 

   ［篠原炳則議員登壇］ 

○篠原炮則議員  皆さん、お疲れさまでござい

ます。夕方になりますというと、消防軍団の皆

様方が火の用心、防火のお願いをして回ってい

らっしゃいます。本当に御苦労さまでございま

す。また、柊原では20日、土曜日に火災がござ

いまして、尊い２人の方が犠牲になられており

ます。皆さん、お互いに火の用心、野焼き、家

屋の火災が多いようですので、よろしくお願い

をいたします。 

 それでは、質問をさせていただきます。本庁

舎・消防本部庁舎建設についてお尋ねをいたし

ます。消防本部庁舎については２回目でお尋ね

をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

 皆様、御存じのとおり議場も寒いところやら

あったかいところやらあるようですけれども、

これもいたし方ないかなあと考えております。

昨年11月14日の明け方、鹿児島県で地震が観測

され、本市でも震度３と計測されたとお聞きを

しております。地震というものはいつ発生する

か、大きさはどのくらいなのか予測はできませ

ん。また、桜島が爆発した際には降灰はもとよ

り津波、地震が発生する恐れがあり、大変危惧

しております。 

 さて、本庁舎は昭和33年に建設され、五十数

年を経過し老朽化が進んでおる状態であります。
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耐震性にも問題があるとされております。２年

前に垂水市庁舎建設等庁内検討委員会が設置さ

れているようですが、新庁舎の建設が必要との

結果が出されたと聞いております。また、調査

建設費用を市有施設整備基金として積み立てて

おられます。 

 市長は、施政方針で安心への挑戦として防災

対策に取り組み、安心・安全で災害に強いまち

を目指すと表明されておりますが、もし、大災

害が発生して万が一に対策本部がある庁舎が倒

壊するようなことがあれば、市民の安全を守る

ことはできず、発生が平日の昼間であれば、多

くの職員が事務をしており、窓口に市民が訪れ

ていることを考えますと大変心配であります。

一刻も早く庁舎建設を進めるべきではないかと

思っておりますけれども、市長のお考えをお聞

かせいただきたいと思います。 

 次に、中央運動公園の整備についてお尋ねを

いたします。 

 先日の川畑先輩の質問でもありましたように、

運動公園、体育館の整備が検討されておるよう

ですけれども、私なりの質問をさせていただき

ます。 

 ２月になり宮崎県や沖縄県など、また、県内

各地で野球やサッカーのキャンプが始まり、テ

レビでは多くの観光客がキャンプ地を訪れてい

る映像が映し出されております。本市でも、京

都産業大学や大阪府立大学などの準硬式野球の

皆さんが合宿に訪れるなど、スポーツキャンプ

の季節となっております。ただ、少し気にかか

るのは野球場の設備の問題でございます。野球

場をはじめとして、公園内の設備がかなり老朽

化して安全上大丈夫なのか、もっとよい施設に

できないかと思っております。 

 近隣市町に目を向けますというと、鹿屋市で

は串良の野球場を整備したり、志布志ではサッ

カー場を整備したりして利用回数が多く、交流

人口も多いように見受けております。本市では、

本議会の新年度予算の中に都市計画整備事業と

して、垂水中央運動公園の改修事業費が計上さ

れており、陸上競技場の改修工事と体育館の改

修設計が行われる予定のようでありますが、野

球場を含め今後の整備予定はどうなっているの

かお聞かせいただきたいと思います。 

 また、市長の施政方針の中にある交流人口の

増加を達成するためにも、もっと思い切った施

設整備、例えば屋内練習場などの設置はできな

いものかと思っております。ことしは灰が余り

降らず、少しはよい環境でありますが、例年で

すというと降灰の直撃を受ける季節であります。

思い切った施設整備で交流人口もふえると思わ

れますが、市長のお考えはどうなのかお聞かせ

いただきたいと思います。 

 次に、有害鳥獣対策でございますけれども、

こっちのほうとしては農業委員会、それから農

家の皆さん方と耕作放棄地が原因でもあるんじ

ゃなかろうかということで、今、２年ほど取り

組んでおります、耕作放棄地再生利用に。その

２年間で２万1,172平米の解消を行って、少し

でもイノシシとか猿とか、そのすみかを解消し

ようじゃないかということで取り組んでいるわ

けですけれども、なかなか追いつかない状態で

あります。農家の皆様方が困っていらっしゃい

ますので、ぜひ、どういう対策があるのか教え

ていただきたいと思います。 

 これで、１回目の質問を終わります。 

○市長（尾脇雅弥）  篠原議員の本庁舎建設に

ついて、私の考え方についての御質問にお答え

をいたします。 

 まず、結論から申し上げますと、私の今任期

中の建設は考えておりません。ただし、本市の

庁舎は先ほどお話がありましたように、昭和33

年建てかえがされまして建設後五十数年が経過

をして、対応年数を経過をしておりまして耐震

基準以前の建物で、耐震性にも問題がございま

す。また、防災拠点の確保、行政機能の維持の
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観点からも、新庁舎建設は重要な課題であると

認識しております。現段階では建設の機運の醸

成に備え、基金を設けて建設に向けた準備を行

っているという現状でございます。 

○社会教育課長（森山博之）  篠原議員の垂水

中央運動公園の整備についてお答えをいたしま

す。 

 一昨日、川畑議員の質問にもお答えさせてい

ただきましたが、陸上競技場の改修につきまし

ては、西側にあります盛土スタンドを撤去する

こととし、外周には全天候型のウオーキング

コースや、東側スタンド前には５コースの走路

を設置いたします。また、北側にはクレイのソ

フトボール場を２面設け、その他のスペースに

つきましては天然芝生といたします。 

 さらに、今回の設計の特徴は南側と北側に新

たなスタンドを設け、南側につきましては屋根

を設置いたします。加えまして、外周側面には

防護フェンスを設けることとしております。 

 続きまして、ほかの施設の改修につきまして

御説明を申し上げます。 

 体育館につきましては、川畑議員の質問にも

お答えしましたとおり委託設計に基づき2020年

第75回国民体育大会フェンシング競技の開催前

年度までに、耐震補強や屋根、床面の改修、照

明施設等の改修に向けて検討をしてまいります。 

 このほか、庭球場は昭和58年に建設され、観

客席や野外証明施設等の改修を行うとともに、

コートは人口芝とする予定でございます。なお、

これまでライン際でイレギュラーをいたします、

いわゆる垂水ポイントの解消を図るための改修

費324万円を来年度当初予算に計上させていた

だいております。 

 議員からもございました野球場につきまして

は、昭和54年に建設され、バックネットの取り

かえや防球ネットの設置、グランド内の改修を

行う予定であります。また、多目的屋内ホール

につきましては平成12年に建設され、屋根の塗

装並びに外部、内部の補修を行う予定でありま

す。さらに、老朽化しております児童広場の遊

具施設や機能していない噴水の改修にも努めて

まいります。 

 これらの計画につきましては、あり方検討委

員会からの提言に基づくもので、利用状況や施

設の状況等を踏まえまして、財政状況を見きわ

めながら順次改修を行ってまいりたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○農林課長（川畑千歳）  篠原議員の有害鳥獣

対策についての質問にお答えします。 

 全国各地で野生鳥獣による農作物被害が拡大

増加している状況の中、本市においてもイノシ

シや猿などの野生鳥獣被害が増加傾向にありま

す。平成26年度の被害は、面積で35.3ヘクター

ル、金額で273万5,000円。うちイノシシによる

ものが96万6,000円、猿によるものが93万3,000

円と、この２つの獣類の被害が大半を占めてい

るところでございます。被害の多い作物は、野

菜、イモ類、果樹となっております。被害防止

対策としまして、猟友会による鳥獣の捕獲や、

防護柵、電気柵等の設置の補助等を実施してお

ります。 

 まず、猟友会による鳥獣の捕獲につきまして

は、現在、40名の会員の方に駆除員となってい

ただき、猟銃や罠による鳥獣の捕獲を行ってい

ただいております。平成26年度のイノシシと猿

の捕獲実績を見てみますと、イノシシ333頭、

猿20頭となっております。27年度につきまして

は、２月上旬時点でイノシシ482頭、猿16頭が

捕獲されており、昨年同時期に比較して捕獲の

頭数が増加しております。特に、イノシシの捕

獲頭数が大きく増加しております。猿は農家を

はじめとする一般市民の方から、農地や人家へ

の出没の報告と追い払いの要請が最近ふえてお

り、ほかにも学校から出没の報告と追い払いの

要請が寄せられております。 
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 防護柵、電気柵等の設置の補助につきまして

は、イノシシや猿などの農作物被害を防止する

ため、国庫補助事業の鳥獣被害対策実践事業を

活用し、平成26年度にワイヤーメッシュ柵及び

電気柵を大野地区ほか３地区において総延長で

３万4,654メートル設置いたしました。27年度

にはワイヤーメッシュ柵を牛根地区ほか４地区

において総延長で5,168メートル設置しており

ます。 

 また、電気柵や防鳥網の設置など鳥獣被害対

策を行った認定農業者等に助成する市単独事業

を制度化しており、平成26年度に７名、平成27

年度は２月中旬時点で５名に補助金を交付して

おります。 

 先ほど申し上げました捕獲による個体数を減

らす、電気柵等により侵入を防止するという取

り組みに加えて、収穫残り物の適正処理や、け

もののひそみ場所をつくらないなどの、地域住

民が集落ぐるみで寄せつけないという被害防止

対策の３つの取り組みを柱に、今後もソフト、

ハード両面にわたる総合的な取り組みに努めて

まいります。 

 以上です。 

○篠原炮則議員  副市長にお尋ねいたします。

お久しぶりです。 

 先ほどの市長の答弁では、建設の予定はない

ように聞こえたわけですけれども、私の耳では。

副市長に消防本部の建設についてお尋ねをいた

します。本庁舎と同様に消防本部の建物も老朽

化が激しく、耐震性にも問題があるのではない

かと思っております。 

 災害が発生した場合は、消防職員が一番に駆

けつけなければならず、緊急車両も駐車してい

る建物であります。災害時に緊急車両が機能し

なくなるということは、市民の安全にとってあ

ってはならないことだと思っております。消防

本部庁舎についての新築の予定はないのか、本

庁舎と一緒に考えていただきたいというお願い

ですけれども。 

 まあ、ついでにというと失礼かもわかりませ

んけれども、きのう北方議員の質問の中で潮彩

町の駐車場の件、当局と協同店舗組合との協議

が不調に終わったというような御答弁があった

かと思っております。 

 そこで私は、幸か不幸か不調に終わったのは

考えたとき、私はよかったんじゃなかろうかと、

あそこに庁舎を建てれば、そう思っているわけ

ですけれども。副市長としてのお考え、あそこ

に駐車場の問題もあるかと思いますけれども、

駐車場は１階にして２階、３階を建てるとか方

法論は幾らでもあると思うんですよね。 

 それと、職員の皆さんはちょいちょい県庁の

ほうに行かれる。あそこにあれば時間の無駄も

ないと思うんですよね。こころあたりを副市長

のお考えを聞かせていただければありがたいと

思っております。 

 それから、消防長に一つお願いをいたします。

私個人的な考えでは、消防本部庁舎もやっぱり

同じ敷地にあったほうがいいのじゃなかろうか

と、いろんな業務の都合とか。そこら辺のお考

えを、個人的な考えでもいいですので、お聞か

せいただきたいと思います。 

 それから、教育長にお尋ねをいたします。教

育委員会も今は市民館のほうで業務をされてい

るわけですけれども、同じ庁舎で業務された方

が理想的じゃなかろうかと思っておりますけれ

ども、教育長はどういうお考えなのかお尋ねを

いたします。 

 それから、生活環境課長にお尋ねをいたしま

すけれども。この垂水市庁舎建設等庁内検討委

員会資料ですか、これは財政課からいただいた

んですけれども、この中を見ますというと、教

育委員会は本庁舎で一緒に業務をされると。で

も生活課環課は恐らくここに入ってないようで

すので、今の事務所のままじゃなかろうかと思

っております。もし、建設されたらですね。そ
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ういうとき私個人的には、やはり同じ市民の利

便性を考えたとき、同じ庁舎内に生活環境課も

あったほうがいいんじゃなかろうかと考えてお

りますけれども、係りのほうは向こうでもいい

と思うんです。事務所本体は生活環境課も同じ

庁舎内にあったほうがいいんじゃないかと私は

考えまけれども、課長の御考えがあれば教えて

いただきたいと思います。 

 はい、終わります。 

○副市長（岩元 明）  本庁舎建設に関しまし

ては、一番肝心になるのが、どこに建設するか

いうことだろうと思っております。 

 先ほど市長が答弁しましたように、市長の今

度の任期中には建設までは考えていらっしゃら

ないようでございますけれども、建設場所の選

定というのがこれから本庁舎計画を進めていく

上で一番肝心になるかと思います。そういった

意味で先ほど御提案いただきました場所も一つ

の候補になり得るのかなと。 

 今後、いろいろな議論を重ねていきまして、

建設場所を選定していただくことになろうかと

思いますけれども、その選定場所のスペース、

敷地いかんによって例えば消防庁舎、あるいは

教育庁舎が本庁舎の中に取り込まれるのかどう

かという問題が出てきますので、今後、そうい

った面も含めて先ほど企画課長が答弁しました

ように、本庁舎建設の気運を高めていくという

ことになろうかと思っているところでございま

す。 

○消防長（前木場強也）  篠原議員の消防庁舎

の建設についての御質問にお答えいたします。 

 現在の消防庁舎は、建設会社が昭和38年に建

設した建物を平成13年に本市が取得し、改修後

移転したもので、鉄骨鉄筋コンクリートブロッ

ク造の建物でございます。平成22年には一部補

強工事を行っておりますが、老朽化が激しく、

耐震性にも問題があると思われます。そのため

本庁舎建設に合わせて消防庁舎建設も検討して

おります。 

 しかしながら、まだ具体的な内容は検討され

ておりませんが、本庁舎が建設される場所の敷

地面積が広ければ、防災対策の面で対策本部と

の連携がとれるように、隣接して建設すること

が望ましいのではないかというふうに思ってお

ります。 

 以上です。 

○教育長（長濱重光）  本庁舎建設関連の御質

問にお答えいたします。 

 教育委員会といたしましても本庁舎建設に当

たりましては、同じ庁舎内に配置していただく

ことを願っております。その理由といたしまし

ては、本市の教育行政を進めるに当たりまして、

市長部局の関係課との連携が必要な事業等も多

いことから、事務の効率化、円滑化が図られま

すこと。また、小・中学校の入学手続や転校等

の手続、さらには、奨学資金関係に要する必要

な書類の入手や手続等が一つの庁舎内で済ませ

ることができるなど、市民サービスの面からも

同じ庁舎内にあることのメリットは大きいもの

があると考えております。 

 このようなことから新庁舎建設の際には、教

育委員会もぜひ同じ庁舎内にしていただければ

と考えております。 

 以上でございます。 

○副市長（岩元 明）  先ほどの答弁の中で、

建設の気運を高めていくと企画課長が説明した

と申し上げましたけれども、市長が申し上げた

ということで訂正させていただきます。 

○生活環境課長（田之上康）  生活環境課はず

っと本庁舎で執務をとっておりましたけれども、

現在の場所に移転しましましたのが５年ほど前

ということでございます。 

 理由につきましては、いろんな生活環境課は

資材かれこれを保管しておりまして、保管場所

もないということもあわせまして手狭というこ

とで、現在の施設で事務をとっているところで
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ございます。住民の利便性とか考慮いたします

と、本庁舎で事務をとることが一番いいのでは

ないかと思ってはおります。ですので、新庁舎

が建設されました際には、いろんな条件もござ

いますでしょうけれども、私ども生活環境課の

ほうも本庁舎のほうで事務をとったほうがいい

のではないかと思ってはおります。 

 以上です。 

○篠原炮則議員  庁舎建設検討委員会の中で生

活環境課はやっぱり中に入っていないようでし

たので、お聞きしたわけでございます。 

 それでは、この２年前にこの検討委員会が発

足されて、今回から企画政策課が係になってい

らっしゃるようですので、企画政策課長にお尋

ねをいたします。 

 ２年前の検討結果を受けて、今、その以降ど

のような検討をされているのか、その結果と今

後のスケジュールがわかっておれば、よろしく

お願いいたします。 

○企画政策課長（角野 毅）  ４月より企画政

策課のほうへ所管が移るということでございま

すので、本課として、今現在、要綱の見直し、

それから報告書の内容について検討を行ってい

る状況でございます。ただ、建設につきまして

は、現在、基金の積み立てをするというところ

にとどまっているのが現状でございます。 

○篠原炮則議員  市長、副市長、企画課長のお

話しを聞きますというと、検討委員会はできて

いるようですけれども、今のところは検討委員

会がとまっているわけですか。（発言する者あ

り）いやいや、じゃ、財政課長にお尋ねします。

とまっているのか、ただ、検討委員会というの

を何回ほどしたのか。 

 これを見る限りはもう期待をするわけですよ

ね。34年度供用を目指していらっしゃるんだな

と、期待をするわけですよ。だからせっかく財

政課長が手を挙げられましたので、建設が始ま

るというのを前提に、財源の内訳なんども教え

ていただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○財政課長（野妻正美）  昨年の４月から所管

が企画政策課に変わっておりますが、それまで

は庁内での検討ということで、財政課が所管と

して庁内の検討委員会を立ち上げておりました。

その報告書が平成25年度末に完成しております。 

 ただ、この報告書と申し上げますと、実際、

これは庁内の職員でつくり上げたものでござい

ます。ですので、実際、庁舎建設となりますと、

市民の御意見やら議会へお諮りすることになり

ますので、そういうことを踏まえて専門の審議

会等を設置して、方向性を定めていくと。 

 その前に、その基礎資料となるもの、どうい

うものを検討していかなければならないか、そ

ういうものを整理するということで、庁内で検

討し、報告書を策定したところでございます。

ただ、この段階では用地等全く決まっておりま

せん。ですので、その試算を出すときにも、他

市の状況等を調査しまして、それを参考に、で

すので本市としての根拠となるものを踏まえて

の策定ではなかったということでございます。 

 この報告書が実際、これを外に出すとなりま

すと、この数字等がひとり歩きするのが所管と

しては怖かったということでございます。隠す

ものではありませんが、あえて公表するもので

ないというふうに、私としては判断したところ

でございます。 

 次の御質問の財源でございますが、そのとき

検討したときに、実際、有利な起債等もござい

ません。実際、その基金についても、その当時

５億円ほどだったかなと思うんですが、今で８

億円ですが、この基金のほかには全て借金でつ

くる以外にないと。そのために議会でも私が答

弁してきましたのは、市有施設整備基金ででき

るだけ積みたいとことを、借金をしたくないと

いうのが前提でお答えさせていただいたところ

でございます。 
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 ですので、ここの財源につきましてもですが、

このときの報告書の協議の中では、事業費とし

ては25億円余りの金額ということで試算してお

ります。ただ、これには用地費等は全く入って

おりません。それもほかの自治体の建設費等を

参考に算出した数字でございます。ですので、

ここの数字というのも、根拠に本市の庁舎建設

に本当に実際に根拠となる数字ではないという

ことで御理解ください。 

 以上でございます。 

○篠原炮則議員  ちょっと期待外れでございま

しけれども。これ、検討結果報告書、これはち

ょっと耳にして議会事務局を通じてどっか見さ

せてくれんかと言ったら、財政課からいただい

たものですよね。それならくれんなよかったと。

くれんなら質問せんとが。 

 だから、これを見る限り29年度は議会に説明

をするようになっております。そして、できれ

ば34年度供用開始というような目標であります

けれども、あと７年か８年ですかね。仮に市長

が新しい庁舎で仕事をされるとなると、もう一

度選挙があるんで、市長選挙があると。市長は

きばらんにゃいかんどと、あたいは思うちょっ

とこじゃったんですよ。庁舎に関してはこれで

終わります。 

 ついでですけども、やっぱり検討委員会にし

ても、あり方検討委員会にしても、やっぱりと

まらず、やっぱりずっと行かないかんと思うん

です。もう結論が出たらいいやねえかというん

じゃなくて、いっていただきたいと私は思いま

す。 

 今度は運動公園ですかね。運動公園の件で課

長から説明がありましたけれども、陸上競技の

場合は半分が補助で、きのう川畑先輩の答弁で

半分が起債やったっけ、そういうお話しがあっ

たようですけれども。 

 私は鹿屋体育大学は以前行ったことがあるん

ですけど、今回、串良の屋内競技場の建設を見

に行ってきましたけれども、すばらしい競技場

でございまして、軟式のスポーツ少年団の方々

が連日楽しそうにこの練習をされていらっしゃ

いました。 

 この屋内練習場の財源の内訳ですけれども、

総事業費が３億9,700万円、そのうち市の単独

が1,500万円、県の地域振興推進事業補助が１

億円、再生可能エネルギー等導入補助が太陽光

発電が4,200万円、それから合併特例債２億

4,000万円、そういう中でこの合併特例債の

75％前後は交付金処理されたということで、１

億8,000円前後が返ってくるというようなお話

しでございます。そういう中で、いろいろな予

算の組み方をされているのだなとつくづく思っ

た次第であります。 

 そこで、野球場の整備の関係で、私も以前、

安心・安全のためにラバーをすべきではなかろ

うかという質問をしたことがあるわけですけれ

ども、そのときは800万円ぐらいかかるような

答弁でございました。ぜひこの中にはあり方検

討委員会、それには、１塁側、３塁側のネット

をつくれというようなことが明記されているよ

うですけれども。 

 硬式のキャンプなどを呼ばれるようであれば、

やっぱり硬式は飛びますから１塁側、３塁側よ

り外野のほうが大事なんですよね。それか両翼、

それを広げるか。そういう方法をしていただき

たいと思います。 

 ちなみに、我が垂水の野球場は両翼90メー

ターですよね。串良は98メーターです。結構広

さが違いますよね。そういう点で一流のキャン

プをしていただくためには、ぜひそういう施設

もしていただきたいと思います。 

 それから、体育館の話が出ましたけれども、

体育館は、ぜひ今便利なＬＥＤの電気、あれに

変えていただきたいと思いますよね。串良の屋

内体育場にしても、すばらしいし、明り取りの

天井とか壁も、もう電気はいらんぐらいですね。
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そういうすばらしい施設であったようでござい

ます。 

 それで、このＬＥＤですけれども、ちょっと

教えていただいたんですけれども、長寿命、高

信頼性、一度設置すれば管球交換なんどがない

ように頻繁に保守の手間が省けると、ＬＥＤ照

明が寿命を迎えるまで購入コストを計算すれば、

こっちのほうがいいというようなことでござい

ます。低消費電力の低発熱、必要な電力が少な

くて済むというようなことであります。それか

ら、衝撃に強いというようなことですので、白

熱電球や蛍光灯に使用されているガラス等と比

べて、少々の衝撃では割れないということであ

ります。それからプラスチック等をしているた

めで比較的強いというようなことで、もし今後、

電球などを変えられるときは、体育館はもちろ

んですけれども、ＬＥＤのほうがいいですよと。

また、一番大事だったのは、屋内でも屋外でも

虫がつかないらしいですね。そこが大変いいと

いうことであります。まあ、ぜひ参考にしてい

ただきたいと思います。 

 ２回目ですので、今後、施設を再整備される

中で、ちょっと気になったことがありまして、

大方の運動公園が「公園」という名がついてお

ります。公園と競技場の違い、そこら辺がわか

っておれば教えていただきたいと思います。 

○社会教育課長（森山博之）  それでは、篠原

議員の御質問にお答えをいたします。 

 御承知のとおり、この垂水中央運動公園とい

う名称になっております。この運動公園の定義

につきましては、住民のスポーツの需要の実態

及び自然的条件を十分考慮し、陸上競技場、野

球場、サッカー場、テニスコート、体育館等を

適宜配置するものを運動公園というふうに申し

ておるというふうに認識をしております。 

 以上でございます。（発言する者あり）競技

場につきましては、あくまでも競技を主体とす

ることを目的としておる施設だというふうに理

解をしております。 

 以上でございます。 

○篠原炮則議員  私もそういうふうに聞いてお

ります。公園は課長が説明されたとおり、市全

域の人々が運動に、簡単に言えば利用する目的

としたものを公園というと。競技場は、やっぱ

り一流選手というか、競技をする場所、トップ

アスリートが競技をする分。やっぱりそういう

ような施設にしてほしいなあと考えております。

ぜひお願いをいたします。 

 いろいろ申し上げましたけれども、我が家の

垂水市がいろいろ頑張っていただいていますけ

れども、大隅でもほかのところからすると大分

遅れているような気がいたしております。13日

の新聞、目を通されたと思いますけれども、陸

上合宿拠点に着手と、有明高校跡に18年度には

完成というようなことで、２0年の東京オリン

ピック、パラリンピック、かごしま国体の事前

合宿も見据えて整備するんだというような記事

が載っておりましたけれども、ぜひ垂水も本当

は先ほど申し上げましたとおり、トップアス

リートがキャンプをするような施設をお願いし

たいなあと思っております。 

 大学の準硬式が合宿なされておりますけれど

も、私は、まあ、来てくれればいいというもん

じゃなくて、どこの大学だったかちょっとわか

りませんけれども、練習場から宿舎まで国道を

走って帰られます。それはいいことでしょう。

でも、茶髪はいかがなものかと、スポーツ選手

が、子供が野球を見に来て「あれは大学になれ

ば茶髪にしていいなあ」と、だからどういう学

校でも来ればいいちゅうもんじゃなかと、私は

つくづく思いました。（「賛成」と呼ぶ者あ

り） 

 だから、そこら辺を考えて、経済効果は交流

人口であるかもわかりませんけれども、そうい

うキャンプに来られる学校にもそこら辺は言っ

てもいいんじゃないかと思いますので。今まで
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野球場に私見に行きましたけれども、お客さん

はいません、私一人でしたけれども。そういう

ことで、大勢の市民が関心を持って、キャンプ

を見に行ったりするようなチームが来ていただ

けたらありがたいなあと、自分で思っておりま

す。 

 先ほど申し上げましたとおり、大隅半島では

この有明高校跡地の陸上競技の整備、それから

ごらんのとおり鹿屋体育大学、それから南大隅

町の自転車競技場、先ほど申し上げました串良

の運動公園ということを考えますと、何かこう

垂水は遅れているような気が、まあ、財源。だ

から、要は我が家でつくろうと一所懸命しても

財源が限られていると思いますので、やっぱり

これは恐らく県ですよね。有明高校の跡地の、

だからそういう県、まあ、国が動いてくれれば

なおいいんでしょうけれども、そこら辺はお願

いして、前に進んでいかんないかんとしゃなか

ろうかと思っております。 

 本当、私、以前も言ったことがあるかと思い

ますけれども、ぼやぼやすると垂水は大隅の玄

関口と言っておりましたけれども、もう勝手口

になってしまう。だから、先ほど申し上げまし

たナフコのところに庁舎をつくれば、ちっとは

玄関のごつなると思うんですけどね。ぜひ頑張

っていただきたいと思います。という意味で、

課長の心意気を聞かせていただきたいと思いま

す。 

○社会教育課長（森山博之）  直接足を鹿屋体

育大、あるいは串良に足を運ばれ、直接目で見

てこられた内容につきまして、御教示いただき

まして誠にありがとうございます。 

 先ほどＬＥＤの問題を含め、野球場のラバー

の問題でありますとか、あるいは今現在、野球

場におきましては、準硬式の大学の誘致しかで

きておりませんですけれども、まあ、この整備

ができた暁には、硬式の野球も呼べればいいな

あという心意気は十分持っております。そうい

った気持ちで整備を図っていければというふう

に考えておりますので、御支援いただければと

思います。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○篠原炮則議員  頑張っていただきたいと思い

ます。今回、陸上競技場の整備、それから体育

館の設計委託、予算化されているようですけれ

ども、この体育館、私はすごく愛着があるんで

す。ないごてか言えば、昭和五十五、六年、私

が32歳、空調施設、上のほうに５本か６本、ダ

クトが走っていると思いますけれども、あのつ

り込み作業をしましたので、結構愛着がありま

して、足場を組んで、その頃はまだ元気だった

んですけれども、もう今はヨボヨボで、足場の

上をこうかついで、あれ、下から見れば大した

ことないけれど大きいですよ。大変愛着がござ

います。予算の中にもあるように、ペンキも剥

がれております、ダクトの。ぜひきれいにして

いただきたいと思います。 

 それから、最後になりますけれども、この財

源が乏しい我が市にとって、各市町村において

もですけど、市長、これは市長にお尋ねいたし

ます。命名権、ネーミングライツか英語で。命

名権の極端に言えば野球場を整備をするに当た

って、ある市内でも市外の企業でもいいと思い

ますが。そういう企業はないものか。行政とし

て取り組んでみる必要があるんじゃなかろうか

と思いますけれど、お考えをお聞かせいただき

たいと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  スポーツ施設の整備とい

うのは、交流人口の増という意味でも非常に重

要であると思います。結構、地の利的にもある

意味、鹿児島を引いてみていただくと桜島とつ

ながり、鹿児島市の隣接という意味でテニスで

ありますとか、いろんな競技の方々もお越しい

ただいてはおったわけですけれども、いかんせ

ん一番課題は施設ということでございますので、

今の御意見に関しては、施設をしっかり整備を
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してということはありがたい御提案だと思いま

す。 

 ネーミングライツに関しましては、その辺の

整備が進んで、当然プラスアルファの財源とい

う意味では検討していかなければいけないこと

ではあるいうふうに考えております。 

○篠原炮則議員  それでは、最後の有害鳥獣対

策についてですけど、これはもう要望に変えさ

せていただきます。 

 本当は、近頃若い農家も出てきておりますけ

れども、特に、鳩、カラスは時期的なものがあ

るわけですけれども、このイノシシ、猿はどう

も１年中、土日、祭日の休みなく頑張っており

ます、猿、イノシシは。困ったもんでありまし

て、農家は、今先ほど申し上げましたとおり、

土手の除草をしたり、畑の除草をしたり、それ

からロケット花火で脅しをかけたりしておりま

すけれども、なかなかそのときばっかりで効果

がないようであります。 

 そういう中、ぜひ農業新聞あたりで見られた

方もいらっしゃるかと思いますけれども、モン

キードッグ、猿を追っ払う犬を育成していると

ころもあるようですので、課長、ぜひそこら辺

も研究をしていただけないでしょうか。モン

キードッグ、猿を吠えてうちらかしたげな、そ

ういうのもありますので、一つ勉強をしていた

だきたいと思います。 

 これで、質問については終わりますけれども、

今回、最後に登壇する機会を与えていただきま

したので、退職される方々に一言御礼を申し上

げたいと思います。 

 我が議会事務局の磯脇局長、それから市民課

の課長の白木さん、それから消防長の前木場さ

ん、それから市民課の大坪政次課長補佐、この

４名の方は多年にわたり垂水の発展のため、市

民の福祉向上のために多大な貢献をなさってま

いりました。退職に当たり、改めて感謝申し上

げたいと思っております。ありがとうございま

した。退職後もお元気で華やかにお過ごしいた

だきますよう祈念申し上げます。 

 また、数名の方が早期退職の方もいらっしゃ

るように伺っておりますけれども、実際問題と

いたしまして垂水市といたしましては、大変な

損失に間違いはございません。皆様にとっては

いろいろな御事情で決断されたことと思ってお

りますけれども、口出しすることははばからな

いことでございます。第二の人生もお元気でお

過ごしいただければと思っております。 

 一般質問の際、このようなことを申し上げま

したが、お許しをいただきまして、改めて退職

される皆様方に感謝申し上げまして、私の一般

質問を終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。（拍手） 

○議長（池之上誠）  以上で、平成28年度施政

方針並びに各会計予算案に対する総括質疑及び

一般質問を終わります。 

 お諮りいたします。ただいま議題となってお

ります、議案第24号から議案第34号までの議案

11件については、13名の委員をもって構成する

予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審

査することにいたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。よ

って、議案第24号から議案第34号までの議案11

件については、13名の委員をもって構成する予

算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査

することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。ただいま設置されました

予算特別委員会の委員の選任については、委員

会条例第８条第１項の規定により、村山芳秀議

員、梅木勇議員、堀内貴志議員、川越信男議員、

感王寺耕造議員、堀添國尚議員、持留良一議員、

池山節夫議員、北方貞明議員、森正勝議員、川

菷達志議員、篠原炳則議員、川畑三郎議員、以

上の13名を指名いたしたいと思います。これに
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御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。よ

って、ただいま指名いたしました13名を予算特

別委員会委員に選任することに決定いたしまし

た。 

 ただいま選任いたしました予算特別委員会委

員の方々は、次の休憩時間中に委員会を開き、

正・副委員長の互選を行い、その結果を報告願

います。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

     午後３時40分休憩 

 

     午後３時40分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 予算特別委員会における正・副委員長の互選

の結果について報告がありましたので、お知ら

せいたします。 

 予算特別委員会委員長北方貞明議員、副委員

長堀内貴志議員、以上でございます。 

 本日の日程は、以上で全部終了いたしました。 

   △日程報告 

○議長（池之上誠）  明27日から３月17日まで

は、議事の都合により休会といたします。次の

本会議は３月18日午前10時から開きます。 

   △散  会 

○議長（池之上誠）  本日はこれをもちまして

散会いたします。 

     午後３時41分散会 

 



 

 

 

平 成 ２ ８ 年 第 １ 回 定 例 会  

 

会   議   録  

 

第 ４ 日  平 成 ２ ８ 年 ３ 月 １ ８ 日  



－157－ 

本会議第４号（３月１８日）（金曜） 

  出席議員  １４名 

       １番  村 山 芳 秀              ８番  持 留 良 一 

       ２番  梅 木   勇              ９番  池 山 節 夫 

       ３番  堀 内 貴 志             １０番  北 方 貞 明 

       ４番  川 越 信 男             １１番  森   正 勝 

       ５番  感王寺 耕 造             １２番  川 菷 達 志 

       ６番  堀 添 國 尚             １３番  篠 原 炳 則 

       ７番  池之上   誠             １４番  川 畑 三 郎 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  欠席議員   ０名  

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  地方自治法第１２１条による出席者 

   市    長  尾 脇 雅 弥          水 産 商 工 

   副  市  長  岩 元   明          観 光 課 長  髙 田   総 

   総 務 課 長  中 谷 大 潤          土 木 課 長  宮 迫 章 二 

   企画政策課長  角 野   毅          水 道 課 長  北 迫 一 信 

   財 政 課 長  野 妻 正 美          会 計 課 長  堀 内 昭 人 

   税 務 課 長  池 松   烈          監査事務局長  楠 木 雅 己 

   市 民 課 長                   消  防  長  前木場 強 也 

   併    任                   教  育  長  長 濱 重 光 

   選挙管理委員会                   教育総務課長  保久上 光 昭 

   事 務 局 長  白 木 修 文          学校教育課長  下 江 嘉 誉 

   保健福祉課長  篠 原 輝 義          社会教育課長  森 山 博 之 

   生活環境課長  田之上   康           

   農 林 課 長          

   併    任          

   農業委員会 

   事 務 局 長  川 畑 千 歳 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  議会事務局出席者 

   事 務 局 長  礒 脇 正 道          書    記  橘   圭一郎 

                            書    記  瀬 脇 恵 寿 

 



－158－ 

平成28年３月18日午前10時開議 

 

 

   △開  議 

○議長（池之上誠）  定刻、定数に達しており

ますので、ただいまから休会明けの本日の会議

を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △諸般の報告 

○議長（池之上誠）  日程第１、諸般の報告を

行います。 

 この際、議長の報告を行います。 

 監査委員から平成28年１月分の出納検査結果

報告及び平成27年度定期監査の結果並びに平成

27年度財政援助団体の監査結果報告がありまし

たので、写しをお手元に配付しておきましたか

ら御了承願います。 

 以上で、議長報告を終わります。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  本議会開会後に報告すべ

き主な事項について報告をいたします。 

 農林関係について、１月24日から25日にかけ

ての低温積雪により果樹や野菜で大きな被害が

発生したことを受けて、国の支援事業を申請し

ましたので、概要を報告いたします。事業名は

雪害対応産地再生緊急支援事業で、その内容は

１つ目に、枯死した作物や被害果などの残さ等

の撤去、果樹の生死等の栽培環境の整備に要す

る経費への定額補助。２つ目に、作物生産の再

生に向けた資材の共同購入への定率補助でござ

います。 

 垂水市と農業者団体が事業主体となり、ビワ

及びエンドウ類とソラマメの野菜を被災作物と

して、３月11日の公募締め切りに合わせて申請

書類を提出したところでございます。ビワの事

業面積は約25ヘクタール、事業費は約1,200万

円、野菜の事業面積は約20ヘクタール、事業費

は約2,600万円でございます。以上、総事業費

を約3,800万円と見込んでおります。近日中に

補助金の割当内示の予定であります。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

○議長（池之上誠）  以上で、市長の報告を終

わります。 

△議案第３号～議案第５号、議案第９号

～議案第13号、議案第15号、議案第

16号、議案第24号～議案第35号、請

願第１号一括上程 

○議長（池之上誠）  日程第２、議案第３号か

ら日程第４、議案第５号まで、日程第５、議案

第９号から日程第９、議案第13号まで、日程第

10、議案第15号、日程第11、議案第16号及び日

程第12、議案第24号から日程第23、議案第35号

までの議案22件並びに日程第24、請願第１号の

請願１件を一括議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第３号 垂水市行政不服審査会条例 案 

議案第４号 垂水市介護保険法に基づく指定地

域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に係る基準に関する条例 案 

議案第５号 垂水市介護保険法に基づく指定地

域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護

予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に係る基準に関する条

例 案 

議案第９号 垂水市職員特殊勤務手当支給条例

等の一部を改正する条例 案 

議案第10号 垂水市課設置条例の一部を改正す

る条例 案 

議案第11号 垂水市企業職員の給与の種類及び

基準に関する条例の一部を改正する等の

条例 案 

議案第12号 垂水市人事行政の運営等の状況の

公表に関する条例の一部を改正する条例 
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案 

議案第13号 行政不服審査法の改正に伴う関係

条例の整理等に関する条例 案 

議案第15号 垂水市火災予防条例の一部を改正

する 条例 案 

議案第16号 垂水市過疎地域自立促進計画につ

いて 

議案第24号 平成28年度垂水市一般会計予算 

案 

議案第25号 平成28年度垂水市国民健康保険特

別会計予算 案 

議案第26号 平成28年度垂水市後期高齢者医療

特別会計予算 案 

議案第27号 平成28年度垂水市交通災害共済特

別会計予算 案 

議案第28号 平成28年度垂水市介護保険特別会

計予算 案 

議案第29号 平成28年度垂水市老人保健施設特

別会計予算 案 

議案第30号 平成28年度垂水市病院事業会計予

算 案 

議案第31号 平成28年度垂水市漁業集落排水処

理施設特別会計予算 案 

議案第32号 平成28年度垂水市地方卸売市場特

別会計予算 案 

議案第33号 平成28年度垂水市簡易水道事業特

別会計予算 案 

議案第34号 平成28年度垂水市水道事業会計予

算 案 

議案第35号 平成27年度垂水市一般会計補正予

算（第14号） 案 

請願第１号 子ども医療費無料化と国民健康保

険財政調整交付金削減のペナルティを止

めることを求める意見書の採択について 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池之上誠）  ここで、各委員長の審査

報告を求めます。 

 最初に、産業厚生委員長川越信男議員。 

   ［産業厚生委員長川越信男議員登壇］ 

○産業厚生委員長（川越信男）  おはようござ

います。 

 去る２月16日の本会議において、産業厚生常

任委員会付託となりました各案件について、２

月29日に委員会を開き審査いたしましたので、

その結果を報告いたします。 

 最初に、議案第４号垂水市介護保険法に基づ

く指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に係る基準に関する条例案及び議案第

５号垂水市介護保険法に基づく指定地域密着型

介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に係る基

準に関する条例案については、いずれも原案の

とおり可決されました。 

 次に、請願第１号子ども医療費無料化と国民

健康保険財政調整交付金削減のペナルティを止

めることを求める意見書の採択については、ま

ず、当局より現状について補足説明を受けたあ

と、「最低限の生活は憲法で保障されているが、

所得が大きい人まで入ると財政面から考えると

どうなのか」との質問に、「国の考えとしては、

病院に行ってもお金を払わなくていいのであれ

ば、病院に行くまでもない方が不必要に病院に

行く恐れがあり、県内で導入されている市町村

もない」との答弁がありました。 

 また、「非正規雇用者の増大により、子供の

貧困問題が大きくなってきている状況で、子育

て支援の一環としてもこの部分を国に対処して

いただきたい趣旨であることから採択すべきで

ある」という意見があった一方で、「現物給付

化した場合には、必要以上に病院に通うことが

考えられることと、また、後以て、医療費が返

ってくるのであれば面倒はしても、何も不自由

はしないのではないか」などの意見がありまし

た。 

 また、審議の中で当局から、厚生労働省が国
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民健康保険の国庫負担金における減額ペナルテ

ィについて、一部廃止する方向で検討に入った

との記事が新聞に掲載されている旨の報告があ

り、委員から「国が見直しを検討しているので

あれば、動向を見守る意味でも継続審査はどう

だろうか」との意見がありました。 

 以上により、本請願の取り扱いについて挙手

により諮ったところ、閉会中の継続審査とする

ことに決定いたしました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（池之上誠）  次に、総務文教委員長堀

内貴志議員。 

   ［総務文教委員長堀内貴志議員登壇］ 

○総務文教委員長（堀内貴志）  おはようござ

います。 

 去る２月16日及び25日の本会議において、総

務文教委員会付託となりました各案件について、

３月２日に委員会を開き付託案件の審査をいた

しましたので、その結果を報告いたします。 

 最初に、議案第３号垂水市行政不服審査会条

例案、議案第９号垂水市職員特殊勤務手当支給

条例等の一部を改正する条例案、議案第10号垂

水市課設置条例の一部を改正する条例案、議案

第11号垂水市企業職員の給与の種類及び基準に

関する条例の一部を改正する等の条例案及び議

案第12号垂水市人事行政の運営等の状況の公表

に関する条例の一部を改正する条例案につきま

しては、いずれも原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第13号行政不服審査法の改正に伴

う関係条例の整理等に関する条例案につきまし

ては、本議案は平成26年度に抜本改正が行われ

ましたが、行政不服審査法に対応するため、関

係する条例を一括して改正しようとする条例案

でありますが、委員から、「本条例案による審

査請求への一元化の考え方が、従来に比べて手

続き上簡素化され、制度的に後退するのではな

いか」と異議があったため、挙手による採決を

行い、賛成多数で原案のとおり可決することに

決しました。 

 次に、議案第15号垂水市火災予防条例の一部

を改正する条例案及び議案第16号垂水市過疎地

域自立促進計画につきましては、いずれも原案

のとおり可決されました。なお、過疎計画につ

いては、過疎地域自立促進特別措置法の改正を

受け、平成28年度から５年間の新たな計画を策

定しようとするもので、審査においては所管課

より、過疎計画に基づく過去４次にわたるさま

ざまな事業が実施され、市内インフラをはじめ

とする基盤整備に大きな力を発揮し、成果を残

すことができたと総括されたほか、本計画の中

で人口減少対策や地域活性化対策に向けたソフ

ト事業を盛り込み、時代の大きなテーマに向か

って予算配分を含め、より効果的に取り組んで

いくという方針が示されました。 

 次に、議案第35号平成27年度垂水市一般会計

補正予算（第14号）案中の所管費目及び地方

債・歳入全款につきましては、原案のとおり可

決されました。 

 本補正予算案に関しては、所管課より南の拠

点エリアの実施設計に向けての基本設計や、Ｐ

ＦＩ等可能性調査の業務委託、地域の生産者や

企業を対象に商品の魅力や商品力の向上を図る

講座等のほか、意欲ある市内若者等に対し競争

力等を身につけていただくための支援を行うソ

フト事業であることが説明され、委員から全庁

的な対応で取り組みを進めていくよう要望が出

されました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（池之上誠）  次に、予算特別委員会委

員長北方貞明議員。 

   ［予算特別委員長北方貞明議員登壇］ 

○予算特別委員長（北方貞明）  皆さん、おは

ようございます。 

 去る２月26日の本会議において、予算特別委

員会を設置し、委員会付託となりました平成28

年度各会計予算案について、３月４日、７日及
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び８日の議案に対する質疑、10日には市長への

総括質疑の計４日間にわたり委員会を開き審査

いたしましたので、その結果を報告いたします。 

 最初に、議案第24号平成28年度垂水市一般会

計予算案については、原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第25号平成28年度垂水市国民健康

保険特別会計予算案については、異議があった

ため挙手による採決を行い、賛成多数により原

案のとおり可決されました。 

 次に、議案第26号平成28年度垂水市後期高齢

者医療特別会計予算案につきましては、異議が

あったため挙手による採決を行い、賛成多数に

より原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第27号平成28年度垂水市交通災害

共済特別会計予算案、議案第28号平成28年度垂

水市介護保険特別会計予算案、議案第29号平成

28年度垂水市老人保健施設特別会計予算案、議

案第30号平成28年度垂水市病院事業会計予算案、

議案第31号平成28年度垂水市漁業集落排水処理

施設特別会計予算案、議案第32号平成28年度垂

水市地方卸売市場特別会計予算案、議案第33号

平成28年度垂水市簡易水道事業特別会計予算案

及び議案第34号平成28年度垂水市水道事業会計

予算案については、いずれも原案のとおり可決

されました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（池之上誠）  これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

   ［「なし」という者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論の通告がありますので、発言を許可いた

します。 

   ［持留良一議員登壇］ 

○持留良一議員  おはようございます。 

 それでは、討論に入って行きたいと思います。 

 討論に入る前に、東日本大震災と福島原発事

故から５年という節目の年を迎えました。改め

て犠牲になられた方々に哀悼の意をあらわすと

ともに、被災者の皆さんにお見舞いを申し上げ

ます。復興に向け粘り強い努力を続けている被

災者の皆さん、自治体の皆さん、そして被災地

への支援を続けている市民の皆さんに心から敬

意を表したいと思います。私たちも引き続き努

力をし、東日本大震災と福島原発からの復興を

成し遂げるために、最後まで奮闘することを決

意しあおうじゃありませんか。 

 それでは、討論に入って行きますが、残念だ

ったのは決算特別委員会の総括質疑で、市長が

みずからの言葉で堂々と議論をされなかったこ

とでありました。差し出された原稿はあくまで

も参考資料であり、それを市長が咀嚼し、みず

からの言葉で回答することが総括質疑の市長の

責務ではなかったでしょうか。そのことを改め

て訴え、討論に入りたいと思います。 

 最初は、議案第13号行政不服審査の改正に伴

う関係条例の整理等に関する条例案についてで

す。行政不服審査法が53年ぶりに抜本改正され

ました。国民の審判を受ける権利への誓約とし

て批判されてきた不服申し立ての前置の縮小、

廃止などの改善が図られました。 

 しかし、審査請求の一元化によって原処分庁

に対する現行の異議申し立てが廃止になりまし

た。改正では、異議申し立てに変わって再審審

査の請求ができるとしていますが、再審審査の

請求では異議申し立てで行われていた処分庁に

よる検証、参考人の陳述、鑑定の要求、審理に

よる処分庁や審理請求員への諮問などはできま

せん。さらに、審査請求は最上級庁に対して行

うこととされることから、審査請求人は地方か

らの状況を余儀なくされることになります。 

 不服申立制度は精神的にも物理的にも、市民

から遠いものとされかねません。これらは市民

の権利、利益の救済にとって後退と言わざるを
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得ないというふうに私は考えます。 

 以上のような理由から、議案第13号行政不服

審査法の改正に伴う関係条例の整理等に関する

条例案については、反対の討論をいたします。 

 次に、議案第25号平成28年度垂水市国民健康

保険特別会計予算案について、反対の立場で討

論をいたします。 

 国保税を払えない人たちの問題が、大変深刻

になっています。病気やけがで仕事ができず収

入が減ったりすると、また失業すると、とても

払いきれる額ではないからであります。それを

裏づけるように、平成26年度短期保険証の通算

発行数は172世帯、資格証明書は18世帯となっ

ています。全国には、保険証がなくて受診をた

めらい、手遅れで命を落とす悲劇も後を絶ちま

せん。事態の打開は待ったなしであります。 

 御存じのように、国保の構造的な問題は年齢

構成が高く、所得水準が低い、保険税負担が重

いことや、さらに財政の安定性や不安定と言わ

れています。そんな中、全国知事会は都道府県

単位化に向けた国と地方の協議の中で、国保の

構造問題を解決しない限り保険者にはならない

と訴えました。その結果、国は国保に対して財

政支援を行うことを決めました。 

 財政支援は2015年度から投入されております。

２つの方法で支援策があり、2015年度からは低

所得者対策としての保険者支援制度の拡充策で

1,700億円支援をしています。分配方法は、低

所得者を多く抱える保険者に重点に配分され、

国は被保険者１人当たり5,000円の改善が可能

になると言っています。全額国庫負担ではなく、

国２、県１、市町村１、国は約8,000億円程度

と負担が言われています。 

 この保険者支援の効果を達成するためには、

現在の一般会計法定外繰り入れはそのまま維持

しないと効果は発揮できません。市は法定外繰

り入れの判断として、被保険者の負担は担税力

をはるかに超えているという理由で行ってきま

した。財政が厳しい中、大きな判断だと考えま

すし、市民の命と暮らしを守る点では評価でき

るものというふうに思います。 

 しかし、今求められているのは、所得のない

人、低所得者が圧倒的多数を占めている国保加

入者の願いである暮らしを成り立たせ、支払い

の能力に応じた国保税で安心して受診できる医

療制度なのです。このことが国保の構造問題の

解決への前進につながるものと考えます。 

 そのためには、保険者支援の効果を達せるた

めに、現在の一般会計法定外繰り入れは全額そ

のまま維持し、政府の国保保険者支援制度の財

政支援の活用策で、保険者の被保険者の税負担

の軽減を図ることが求められているのではない

でしょうか。結果、市民の命と暮らしを守るこ

とにつながると考えます。全国では、福島県い

わき市などはじめ、多くの自治体で被保険者の

負担の軽減を図るための政策が実施をされてい

ます。 

 以上の理由を述べて、議案第25号平成28年度

垂水市国民健康保険特別会計予算案については、

反対の討論をいたします。 

 最後に、議案第26号平成28年度垂水市後期高

齢者医療特別会計予算案について、反対の立場

で討論をいたします。 

 御存じのとおり後期高齢者医療制度は年齢で

区切り、高齢者を別枠の医療保険に囲い込み、

負担増と差別医療を押しつけるという大きな問

題のある制度であります。私は一刻も早く廃止

し、高齢者が安心して医療を受けることのでき

る制度へ転換することを訴えてまいりました。 

 来年度は保険料の見直しの年度になりますが、

鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会は、2016

年、2017年度の保険料を決めました。広域連合

は剰余金の活用や財政安定化基金を取り崩し、

保険料の上げ幅を抑制しましたが、１人当たり

年間平均保険料４万9,370円となり、1,365円の

負担増となります。 
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 保険料の値上げは、制度発足以来毎回のよう

に引き上げられてきました。値上げが続く中、

保険料の滞納も深刻な問題になってきています。

保険料を払いたくても払えない、制裁措置であ

る短期被保険者の保険証の発行も問題です。こ

れは高齢者の医療抑制につながると懸念をいた

します。 

 命を守る制度なのに、その制度が逆に重い負

担で命を守ることができない、こんなことがあ

ってはなりません。また、低所得者として特例

軽減措置がありましたが、これも段階的に縮小、

そして平成29年度から廃止になります。これで

は保険料の負担が一気に跳ね上がることになり、

垂水市でも多くの対象者がいることを考えると、

生活や医療に大きな影響を与えることは必至で

あります。容赦ない暮らしの破壊は許せません。 

 安心して医療を受ける権利を保障することは、

広域連合の重要な責務です。国や県に対して積

極的な財政負担で保険料の引き下げを求めるこ

とを申し上げ、議案第26号平成28年度垂水市後

期高齢者医療特別会計予算案について、反対の

討論といたします。 

 以上で、討論終わります。 

○議長（池之上誠）  以上で、通告による討論

は終わりました。 

 ほかに討論はありませんか。 

   ［「なし」という者あり］ 

○議長（池之上誠）  討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 最初に、議案からお諮りいたします。 

 御異議がありますので、議案第13号、議案第

25号及び議案第26号を除き、各議案を各委員長

の報告のとおり決することに御異議ありません

か。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。よ

って、議案第13号、議案第25号及び議案第26号

を除き、各議案は各委員長の報告のとおり決定

いたしました。 

 次に、議案第13号は起立により採決いたしま

す。 

 委員長の報告は可決であります。 

 委員長の報告のとおり決することに賛成の方

は、起立願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（池之上誠）  起立多数です。 

 よって、議案第13号は委員長の報告のとおり

決定いたしました。 

 次に、議案第25号は、起立により採決いたし

ます。 

 委員長の報告は可決であります。 

 委員長の報告のとおり決することに賛成の方

は、起立願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（池之上誠）  起立多数です。 

 よって、議案第25号は委員長の報告のとおり

決定いたしました。 

 次に、議案第26号は、起立により採決いたし

ます。 

 委員長の報告は可決であります。 

 委員長の報告のとおり決することに賛成の方

は、起立願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（池之上誠）  起立多数です。 

 よって、議案第26号は委員長の報告のとおり

決定いたしました。 

 次に、請願をお諮りいたします。 

 請願第１号を委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

よって、請願第１号は閉会中の継続審査とする

ことに決定いたしました。 

   △陳情第２号上程 

○議長（池之上誠）  日程第25、陳情第２号精

神障がい者の交通運賃割引を求める意見書提出
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を求める陳情書を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 陳情第２号は、産業厚生委員会に付託の上、

閉会中の継続審査にしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

 よって、陳情第２号は、産業厚生委員会に付

託の上、閉会中の継続審査とすることに決定い

たしました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 これで、本定例会に付議されました案件は全

部議了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 閉会中、各常任委員会及び議会運営委員会の

所管事項調査を行うことに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

 よって、閉会中、各常任委員会及び議会運営

委員会の所管事項調査を行うことに決定いたし

ました。 

   △閉  会 

○議長（池之上誠）  これをもちまして、平成

28年第１回垂水市議会定例会を閉会いたします。 

     午前10時30分閉会 
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